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 本稿は，マルクス経済学原理論の一理論分野である商業資本論の再構築を試みた研究論文である。

商業資本論とは文字通り「資本」のもとでの「商業」を対象とする研究領域を指しており，資本主義

経済の理論的分析を試みた『資本論』以降，現在に至るまで一貫してこれは，資本主義経済の基本構

造ないしその動態を分析・解明するための経済理論の一理論分野として彫琢されてきた。その試みは，

過去の諸々の商業学説に対する『資本論』の次のような問題意識，すなわち，「近代の経済学が，そ

の最良の代表者たちにあってさえも，商業資本を直接に産業資本と混同していて，商業資本を特徴づ

ける特性を事実上まったく見落としている」（K., Ⅲ, S.278,〔4〕335 頁）という言をもって開始さ

れ，その後もこの「商業資本を特徴づける特性」およびここから派生する諸問題をめぐって，多くの

議論が重ねられてきた。 

ここ日本においても，後述するいわゆる「流通費用の資本化」問題を皮切りに，商業利潤の分割に

関する問題やその取得根拠，商業資本の発生メカニズムやそこでの流通費用の取扱い方法など，日本

のマルクス経済学に独自の多岐にわたる商業資本論の諸問題が打ち出されるとともに，その解決をめ

ぐって喧々諤々の議論が多数の論者間で盛んに行われてきた。それゆえ，研究蓄積も他の理論分野に

負けず劣らずそれなりに厚く，したがってその現在までの研究成果もまた他の理論分野におけるそれ

の照会を俟つまでもなく，いわば飽和状態と形容できるほどの達成度を誇っているものといってよい。

商業資本論は様々な角度からの議論の突合せを経て，マルクス経済学原理論における一理論分野とし

ての地位を確固たるものとして築いてきたのである。 

 もっとも，こうした研究蓄積ないし研究成果に基づく一理論分野としての地位の確立とは裏腹に，

マルクス経済学原理論のうちに占める商業資本論の一理論分野としての意義という意味での比重は，

他の理論分野に対し幾分低く見積もられてきたきらいがある。これは例えば，価値論ないしそれと密

接に関連する生産価格論といった理論分野に照らしてみても明白であろう。その取扱われ方をみるだ

けでも，これら理論分野は『資本論』において第 1 巻の冒頭から剰余価値論などを経て第 3 巻に至る

まで体系全体にわたってあまねく論じられているとともに，ここから取り出される価値法則あるいは

利潤率均等化の法則はその後，「資本主義の三大法則」（宇野[1969]:12 頁）の一角を占めるものと

までマルクス経済学においては見做されてきた。 

また，生産価格論がしばしば需給均衡論に対置させられることなどからも分かるように，これら理

論分野は実質的に，価格理論としてのミクロ経済学ないしひろく近代経済学に対するマルクス経済学

の独自性を経済学という学問フィールドにおいて顕示する役割を担わされてきた。これらのことは，

その理論分野としての固有の分析対象が，『資本論』第 3 巻の冒頭第 1・2 篇で展開される「一般的

利潤率の論述」を「補足」（K., Ⅲ, S.295,〔4〕356 頁）する存在としての商業資本におかれた，商

業資本論とは対照的であるといえよう。一般的にもおそらくそうであるように，マルクス経済学とい

う語が指示する固有の対象分野は，要するに，基本的にはこうしたマルクス経済学において従来より

とりわけ重視されてきた価値論およびそれに直結する理論分野なのであって，そこに商業資本論が顔

を出す余地は概して残されていないわけである。 

もっとも，商業資本論のこのような一理論分野としての相対的な意義の低さには，商業資本論を彫

琢してきた側にも原因があろう。振り返ってみるに，これまでの商業資本論研究は，一方で『資本論』

にあって不明瞭な規定ないし不用意な論理展開を明確に問題点として切り出し，その精緻化および再

構築を図ったという意味においては，まさに理論的には豊富化の一途をたどってきたといえよう。だ

が他方で（うえでみたように，また後述するように），『資本論』においてすでに保管・運輸，投機
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等の諸機能が剥ぎ取られ狭小化されていた，また一般的利潤率を「補足」する地位におかれていた商

業資本像を概ねそのまま継承し，さらにその理論像の純粋化を研究の進展とともに推し進めたことは，

商業資本論自体が有す原理的意義を他の理論分野が有すそれに対し相対的に狭小化させ，同時にそれ

ら他の理論分野に対し補足的な理論分野へと押し込める結果を生んだ。後にみる商業資本論研究史上

における「利子論」から「市場機構論」への転回・発展には，それが商業資本論を「競争の補足的機

構」（山口[1985]:206 頁）の一角に鋳直すものであったことから窺えるように，商業資本論の理論的

精緻度が高まれば高まるほど，その一理論分野としての意義のますますの低下を引き起こすといった

皮肉な関係性が含まれていたわけである。 

しかしこのことは，原理論に対してもつ商業資本論という理論分野の本来的な意義の低さを示すも

のではない。問題はそもそもの『資本論』における商業資本像およびこれまでの商業資本論の精緻化

の方向性にあるのであって，この刷新および理論化の方向性次第では，商業資本論はその原理論にお

ける位置づけを相対化されることになるばかりか，他の理論分野に対してもそれを商業資本論の側か

ら向かって変革・再構築していくなど，一段と高い理論分野としての意義を原理論において与えられ

る可能性を有すものといえよう。これを原理論の舞台のもとで図るには，したがって，商業資本論を

追究することの目的は，諸々の機能を捨象した後に残る「純粋な形態」（K., Ⅲ, S.279,〔4〕336 頁）

の商業資本を観察することにではなく，またそうした商業資本像を継承し発展させることにではなく，

その理論分野の原理論に対するインパクトを高めることに，さらにはそれをもって原理論の現代資本

主義分析に対する有効性を高めることにおかれる必要がある。この目的設定のもとで，はじめて商業

資本論はその原理論における一理論分野としての本来的な意義を回復されることになるうえ，他の理

論分野もまたこの側圧を受けることではじめて原理論におけるその理論分野固有の位置づけを与えら

れることになる。本稿の表題である「商業資本論の再構築」は，したがって，「これまでの商業資本

論の再構築」という目的を示すものであると同時に，そのさらに向こう側にある「原理論の再構築」

という目的を含意するものとして掲げられているのである。 
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序論 商業資本論の問題点と課題   1  

序論 

 

商業資本論の問題点と課題 
 

 

 

 

本論に入るに先立って，まず本稿が従来の商業資本論から引き出してきた問題意識およびそこから

展望される課題を示しておきたい。日本におけるマルクス経済学の商業資本論研究の潮流には，これ

まで大きく分けて，①宇野弘蔵（宇野[1950・52]）を嚆矢として形成されてきた宇野学派による研究

潮流と，②森下二次也（森下[1960]）に代表される商業経済論ないし流通経済論として纏められてき

た研究潮流とがある。この 2 つの研究潮流それぞれの独自性は以下，序論および本論において徐々に

明らかにしていくが，一先ず本稿の立場を先に明示しておくと，本稿は前者の宇野学派によって彫琢

されてきた諸研究にその基本的な視座をおいている。したがって，「はじめに」で述べたように，本

稿がマルクス経済学原理論の一理論分野である商業資本論の再構築を試みた研究論文であると明言し

たところの「マルクス経済学」とは，基本的には宇野学派によって進められてきた研究に視座を据え

た「マルクス経済学」を指していたわけである。 

もっとも，宇野学派における商業資本論研究は，森下らの商業経済論と決してねじれの位置にあっ

たわけではない。そもそも日本におけるマルクス経済学の商業資本論の本格的研究は，いわゆる「流

通費用の資本化」問題をめぐる宇野・森下論争を引き金にして展開されたのであって1)，このことは

両学派それぞれ研究にその初発から交点があったことを示している。そればかりではない。さらにく

わえて，この宇野・森下論争に対し宇野学派の立場に身をおく山口重克が後年，「私には，この論争

は，全体としてはどうも森下の方に分があるように思えた」（山口[1998]:ⅱ頁）との評価を下してい

ることからは，森下らの研究が宇野学派の商業資本論研究に対し看過しえぬ強い影響を与えてきたこ

とがうかがい知れる。こうしたマルクス経済学における商業資本論の 2 つの研究潮流の密接性および

その重要性に鑑み，ここではまず，森下に代表される商業経済論と宇野学派における商業資本論それ

ぞれの独自性を描出することから論を起こすこととする。 

 

 

1．原理論体系の構成要素としての商業資本論 

  

はじめに商業経済論の研究視角を探るべく，商業経済論の代表的な書物（森下[1977]）を紐解いて

みるに，そこでまず第 1 に目につくのは，体系全体が大きく「自由競争段階の資本主義的商業資本」

と「独占段階の資本主義的商業資本」とに二分されている点であろう2)。このことは次の 2 つの点に

おいて商業経済論の研究視角を示している。ひとつは，商業経済論の対象が超歴史的な「商業一般」

（8 頁）にではなく，資本主義のもとでの「資本主義商業」（13 頁）におかれているということ，ま

たひとつは，「資本主義商業は，資本主義発展の全段階を通じて同じであるわけではない。基本的に

はその存立基盤たる生産の構造の変化に対応して，また商業に独自の必然性にしたがって変化し発展

する」（14 頁）といった記述に示されているように，商業経済論にあっては，いわば資本主義の発展

段階論的視角が存在するということである。 



序論 商業資本論の問題点と課題   2  

こうした商業経済論の研究視角は細部の相違を削ぎ落としてしまえば，概ね宇野学派の研究視角に

近似するものであるといってよい。前者については，宇野学派にあってももちろん「商業資本論」と

いうその理論分野の名称に文字通り示されているように，研究の直接の対象は資本主義経済であり，

そこで活動を繰り広げる商業資本である。また後者に関しても，段階論と一先ず区別される原理論（純

粋資本主義）という経済学的な方法論の採否をめぐる相違，あるいは重商主義段階の規定をめぐる議

論等はあるにせよ，19 世紀末の大不況期を基準に自由主義段階と帝国主義段階（森下のいうところの

「独占段階」）とを資本主義の発展諸段階として設定する視角は共通しているものといってよい。 

しかし，両者の研究視角は近似する点ばかりでは当然ない。商業経済論において第 2 に目につくの

は，商業経済論が「経済学の一般理論の一部」（5 頁）としてというよりも，「部門別特殊理論とし

ての商業理論の展開を志向する」（7 頁）ものであるという点である。すなわち，商業経済論の問題

視角は，「経済学の一般理論が，商業の問題をとり入れる」だけでは「商業にかんする経済学的認識

が完全なものになるとはいえない。というよりも，商業そのものについては，まだなにも解明されて

いないといわなければならない」（5-6 頁）という問題認識から発せられているのであり，したがっ

て，「経済学の一般理論の一部」としての商業理論ではなく「部門別特殊理論としての商業理論」と

して，商業経済論は自身を位置づけることになっているのである。 

この点については，宇野学派における商業資本論と真っ向から対立することになろう。商業経済論

の研究視角とは対蹠的に，宇野学派にあっては，商業資本論はまさに「経済学の一般理論の一部」と

してこれまでも把握されてきた。このことは宇野学派の原理論体系を形式面から眺めてみても明らか

であろう。商業資本論は信用論や資本市場論とともにヨリ上位の理論分野である「市場機構論（利子

論）」を構成し，そしてこの「市場機構論」は利潤論や景気循環論とともに，全 3 篇から構成される

原理論体系の一極としての「分配論（競争論・機構論）」を構成している。ここでは原理論体系を成

り立たせている理論分野の一つとして，商業資本論はその位置づけを与えられているのである。 

また実質面からみてもこのことは確認される。これまでも宇野学派において商業資本という資本種

は，生産を運動のうちに取り込んだ個々の産業資本にとって，流通と生産とのジレンマ（本来不確定

的な流通部面において発生した資本が，投入・産出間に技術的確定性のある生産を運動のうちに取り

込んだことによって生じる軋轢）を処理するうえで不可欠な機構として，あるいは社会的再生産を包

摂した資本主義的市場がその再生産過程の円滑な調整を図るうえで必須の機構として捉えられてきた。

このことからは，宇野学派の商業資本論が「経済学の一般理論の一部」として，言い換えると，原理

論体系における不可欠な契機として組み込まれていることが理解できよう。 

 こうした両者における研究視角の相違は，両者における問題関心の相違に当然対応している。うえ

で述べた「流通費用の資本化」問題およびそれに連なる商業資本の自立化ないし商業利潤の取得根拠

といった，いわば『資本論』から直接に引き出された問題群に対する関心の一致を一旦別とすれば，

商業経済論にあっては，例えば商業の段階・部門・機能の分化や商業組織に関する問題，マーケティ

ングと商業の関連，商業資本の排除およびその系列化の問題，商業と消費者との関連，各国・各地域

における商業の歴史的発展およびその現状など，まさしく「部門別特殊理論としての商業理論の展開

を志向する」との研究視角に沿った，商業それ自体を理論的・歴史的に掘り下げていく研究が行われ

てきた。 

これに対し宇野学派にあっては，その研究の端緒から現在に至るまで，商業資本論の利潤論および

信用論に対する体系上の位置づけが問題とされてきたことに象徴されるように，商業資本論の研究は

当該分野を一層深化させていく方向というよりも，原理論の体系性が強く意識された，利潤論や信用

論，資本市場論といった体系上の他の理論分野との関連において論じる方向で概ね進められてきた。

商業資本が銀行資本および証券業資本とともに市場機構論の一角をなし，それが産業資本にとっての

不確定性の解除機構あるいは利潤率均等化の補足機構としての位置づけを与えられてきたこと，ある

いは商業資本と銀行資本との系譜的同一性の当否，景気循環論における商業資本の取扱い等をめぐっ
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て議論がなされてきたことは，個々の論者において規定の相違は残るものの，「経済学の一般理論の

一部」としての商業資本論という，宇野学派の研究視角および問題関心を如実に表している。 

 

 

2．通説的な商業資本像に対する疑義 

 

 うえで述べたような「体系性」を宇野学派の商業資本論は有しているとはいえ，このことは商業経

済論に対する宇野学派の商業資本論の独自性ないし強みを示すものではあっても，必ずしも現状の宇

野学派の商業資本論における諸規定の正当性までをも保障するものではない。真の問題は外部にでは

なく，宇野学派の商業資本論の内部にこそ山積する。 

振り返ってみるに，これまでの宇野学派における商業資本論研究は，その研究視角の転回・発展か

らみて大きく 3 つの時期に区分される。すなわち，『資本論』第 3 巻第 4 篇「商品資本および貨幣資

本の商品取引資本および貨幣取引資本への転化（商人資本）」における議論の再構築を図り，それを

「利子論」という理論分野をもってとらえ直した宇野弘蔵（宇野[1950・52]）を起点とする第 1 期，

競争論的観点および機構論的観点の切り出し，行動論アプローチや分化・発生論的方法などの整備・

貫徹をもって，第 1 期における「利子論」の一角としての商業資本論を新たに「市場機構論」という

理論分野の一角へと大きく転回させた山口重克（山口[1985]）を起点とする第 2 期，個別資本間の組

織的関係性の構築を理論展開の基礎におく，いわば「組織論的観点」の導入をもって，第 2 期までに

析出されてきた通説的な商業資本像の全面的な刷新を図り，商業資本論の射程を大きく広げた近年の

「組織化」論（福田[1986]，田中[1996]，清水[2006]）を起点とする第 3 期―である。 

以下第 2 節ではまず，次章以降において本格的に議論の俎上にあげられることになる，本稿が再構

築を図らんとする第 2 期までの宇野学派における通説的な商業資本像を描写しつつ，その問題点を明

らかにしていく。 

 

 

2.1 「狭小性」から「越境性」へ 

 

宇野学派における現行の通説的な商業資本像は，第 1 に，その理論像の「狭小性」をもって特徴づ

けられる。これは概して，『資本論』第 3 巻第 4 篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および

貨幣取引資本への転化（商人資本）」の諸規定に淵源する。すなわち『資本論』第 3 巻第 4 篇にあっ

ては，「商業資本を特徴づける特性」（K., Ⅲ, S.278,〔4〕335 頁）を明らかにするという目的設定

ゆえであろう，いくつかの要素が捨象され単純化された商業資本像がモデル化されている。捨象され

ている諸機能としては，①「運輸業や分配可能な形態にある商品の保管や分配」（K., Ⅲ, S.279,〔4〕

336 頁），②「保管や発送や運輸や仕分けや小売り」（K., Ⅲ, S.292,〔4〕353 頁），「小売商人の

資本」（K., Ⅲ, S.298,〔4〕359 頁），③商業における「投機の考察」（K., Ⅲ, S.318,〔4〕384 頁）

―というように，つまりは，運輸・保管機能，小売商業，投機的活動が捨象された商業資本像が設

定されているわけである。 

 これら諸機能の捨象は，多少の変遷はありながらも，宇野学派の商業資本像においては概ね継承さ

れてきたといってよい。①´運輸・保管機能については，それが商業資本の活動に含まれていること

は認められるものの，それが「投下資本量とその成果との間に一定の技術的決定関係のある，流通過

程に延長され点在している生産過程とでもいうべき過程」である限り，これからあがる利潤は「産業

資本の利潤と同質」であるということから，結局のところ商業資本ないし商業利潤の考察においては

「度外視」されることになる（山口[1985]:210 頁）。 
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 また，②´小売商業については，商業資本論と信用論との体系構成上の順序の変更に伴い，その取

扱いは 2 度の変更が行われた3)。まず『資本論』とは対称的に商業資本論を信用論に後続する位置に

据えた宇野[1950・52]にあっては，「資本家と直接の消費者との間に行われる売買」は「商業信用乃

至銀行信用をもって補足すること」が「出来ない」との論拠から，「商業資本の考察にあたっては産

業資本家の直接の消費者に対する関係が先ず問題とせられなければならない」として，商業資本が『資

本論』において捨象された小売商業として把握されることとなる（496 頁）。 

これに対し商業資本論を信用論に先行させた山口[1985]にあっては，体系構成上，上記の宇野が示

す信用の限界は一先ず問題とならないため，商業資本には小売り・卸売りの区別のない定義が与えら

れている4)。このことは，一面では商業資本像が拡張されているともいいうるが，しかし小売りと卸

売りを区別しない，あるいは区別することに原理的意義を求めないという意味においては商業資本像

が平板化されているともいいうる。後に本論において検討するが，商業信用論から銀行信用論への展

開において「商業資本の銀行資本としての独立化」という論理が導入されたこと，またその論理が引

き起こすこととなる分化・発生論的方法の多義化があらわれたことの原因は，一方の商業資本像の拡

張に求められるうえ，商業組織の問題および消費部面が原理論において取り扱われない要因もまた，

他方の商業資本像の平板化に求められることになる。 

つづいて，③´投機的活動については，宇野[1953b]が，商業資本の活動は「好況期における再生産

過程の発展をその投機的活動による価格の騰貴によって歪曲して表現し，真実の価格関係を隠蔽する」

（78 頁）という論拠をもって商業資本ごと恐慌論から捨象したことは周知のとおりである。もっとも，

これは恐慌論からの商業資本の捨象であっても商業資本からの投機的活動の捨象ではなく，また後の

論者にあっても，恐慌論ないし景気循環論への商業資本の投機的活動の導入が試みられてきたのであ

り，この限りでは一見，商業資本における投機性は回復されたかにもみえる。しかし，こうした商業

資本の投機的活動はあくまで多くの場合，恐慌論ないし景気循環論の文脈において導入されているの

であって，商業資本の一般的規定を与える商業資本論において十全に論じられているわけではない。

商業資本に一般的規定を与える段にあっては，要するに，投機的活動は暗黙裡に捨象されているので

ある。 

なお，現行の商業資本像にあっては，『資本論』における上記の諸機能の捨象の他に，受与信の媒

介や貨幣取扱業務等の金融機能もまた捨象されていることを指摘できる。このことはまず，A）商業

資本を論じる『資本論』第 3 巻第 4 篇のうちの一章として位置づけられている商業資本の「亜種」（K., 

Ⅲ, S.278,〔4〕335 頁）としての「貨幣取引資本」を，銀行資本における貨幣取扱業務に読み替えて

いったことに表れていよう5)。また，B）商業資本論を信用論に後続させる体系構成を採用した論者ら

において，「自己資本を仕入れに用いない」（日高[1972]:78 頁），あるいは「原則として仕入れは

手形でおこなわれる」（大内[1981・82]:下 694 頁）との規定を与えられた商業資本が，商業資本論を

信用論に先行させる論者のもとではこれと真逆の，「商業資本は固定的な生産過程をもっていないた

めに定着性や資本活動の継続性に問題があり，一般的にいって信用を与え難い資本であるといわなけ

ればならない」（山口[1985]:224 頁）との規定を与えられたことも，商業資本における金融機能の捨

象であると考えられよう。 

さらに，C）商業資本の銀行資本としての独立化という論理もまた，金融機能の商業資本からの捨

象にかかわる6)。すなわち，この論理は商業資本における信用代位業務の展開に注目するものである

ため，一見では商業資本における金融機能が重視されているかにもみえる。しかしこれは，あくまで

銀行資本を導出するうえで論じられている商業資本の金融機能であって，銀行資本が導出されればこ

の金融機能は銀行資本のもとに概ね吸収されてしまうことになる。商業資本の銀行資本としての独立

化という論理に沿って論じられる商業資本の金融機能は，したがって，結局は銀行資本の金融機能に

すぎないのであり，商業資本が商業資本として有する金融機能は決して論じられてはいないのである。 

 以上の，通説的な商業資本像の「狭小性」に対し指摘されるべき問題点は，単にこれら諸機能は商

業資本から捨象されるべきではないという点にあるわけではない。最大の問題点は，これら諸機能の
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捨象と同時に商業資本の他の部面への関与を問うことが妨げられている点にある。すなわち，運輸・

保管機能の捨象は，これら諸機能がこれまでの研究史において「流通過程のなかで持続する生産過程」

（K., Ⅲ, S.279,〔4〕336 頁）と考えられてきたことから振り返ると，生産部面への商業資本側から

の回路を封鎖するものとなる。この他，小売商業の捨象は消費部面への，金融機能の捨象は金融部面

への，投機的活動の捨象は景気循環論への商業資本側からの回路を封鎖する，いわば商業資本の「越

境性」を捨象するものといえよう。 

 こうした商業資本からの「越境性」の捨象は，商業資本の活動範囲を流通部面における，それも特

に対生産部面（産業資本と産業資本との間の市場部面）における商品売買に固着させることになるば

かりか，宇野学派の商業資本論が有す「体系性」という強み，すなわち，利潤論・信用論・資本市場

論といった原理論体系における他の理論分野と商業資本論との関連を探ることができるという強みを

自ら放棄するものと考えられよう。次にみる通説的な商業資本像における「個別性（非組織性）」お

よび「補足性（従属性）」は，こうした商業資本からの「越境性」の剥奪と対応しているのである。 

 

 

2.2 「個別性」から「組織性」へ 

 

宇野学派における現行の通説的な商業資本像は，第 2 に，「個別性」＝「非組織性」をその特徴と

している。このこともまた上記の「狭小性」と同様，『資本論』第 3 巻第 4 篇の規定に由来する。す

なわち，『資本論』第 3 巻第 4 篇にあっては，上記の諸機能の捨象と併せて「商業資本の分割に関す

ること」もまた「考察の範囲外」とされている（K., Ⅲ, S.318,〔4〕384 頁）。『資本論』における

商業資本像は，こうした商業組織の捨象という意味でもまた「狭小性」として特徴づけられる現行の

理論像の発端であったことにくわえ，「組織性」が剥奪されているという意味でもまた，次に述べる

ように，現行の商業資本像における「個別性」の淵源となっているのである。 

 すなわち，商業資本における「組織性」の捨象ないし商業資本論からの商業組織論の捨象は，まず

もって宇野[1950・52]によって受け止められている。前述のように，宇野において商業資本は『資本

論』とは対極の小売商業として捉えられたにもかかわらず，結局は「商業資本の種々なる分業的専門

化は問題とならない」（496 頁）という『資本論』と同様の視角が維持されている。こうした宇野の

視角はその後の商業資本論研究においても，「具体的な商業の分業組織」の問題は「ブラック・ボッ

クスに入れられている」（山口[2006]:64 頁）といった記述にみられるように，概ねそのままのかた

ちで継承されてきたといってよい。宇野学派における現行の商業資本論にあっては，要するに，商業

資本の「個別性」および商業組織論の不在という『資本論』以来の設定が受容され続けてきたのであ

る。 

 このような宇野学派の商業資本論とは対照的に，マルクス経済学の流れをくむもう一方の商業理論

である商業経済論にあっては，商業組織をめぐる議論がこれまでも広く行われてきた7)。そこでは卸

売商業と小売商業の段階分化をはじめ，商業部面における階層・部門・機能分化，商品取引所など，

およそ宇野学派の商業資本論では触れることのできない議論が展開されている。もっとも，こうした

商業経済論における議論は，宇野学派の研究視角からすれば，「部門別特殊理論としての商業理論」

にすぎないとの評価もありえよう。実際にこうした評価をもって従前の宇野学派の論者らが商業組織

の問題を商業資本論において議論されるべき対象から落としてきたかどうかは定かではないが，「経

済学の一般理論の一部」としての商業資本論を志向する宇野学派において対象とされてこなかったこ

とは概ね事実であるといってよい。したがってこの限りでは，商業組織を対象とするかどうかは，詰

まるところ双方における研究視角の相違ということになろう。 

 しかし，「経済学の一般理論の一部」としての商業理論であれば，「組織性」なき商業資本像およ

び商業組織論の不在は肯定されるのか，どうか。この疑問は，商業資本論に隣接する信用論における
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これまでの議論からも照射される。商業資本論において商業資本の「組織性」および商業組織論が留

保されてきたこととは対照的に，信用論においては銀行資本の組織性および銀行間組織論がこれまで

も仔細に論じられてきた。もっとも，そこでの銀行間「組織」ないし「組織化」の意味を問えば，そ

れが「銀行間取引」と如何なる点で区別されるものであるのかは判然としないが，いずれにせよ，中

央銀行の「唯一の発券銀行」としての把握を基礎とした発券集中論および「銀行の銀行」としての把

握を基礎とする銀行間組織論といったこれまでの議論の文脈において，「組織」ないし「組織化」が

問題対象に組み込まれていたことは明白である。 

このことは「経済学の一般理論の一部」であっても，それが信用ないし金融理論に関してであれば，

「組織」ないし「組織化」を議論することは肯定されるということではあるまい。むしろ，資本主義

経済の分析を目的とする「経済学の一般理論の一部」であるからこそ，現実の資本主義経済に鑑みる

限り看過しえない銀行資本における「組織性」およびそれに基づく「組織」ないし「組織化」が，理

論的に解明されるべき対象に定められてきたものと受け止める必要があろう。 

これは同様に，商業部面においても貫徹させられなければならない。もちろん，「小売商業資本と

卸売商業資本との分化」をはじめとする「商業の分化」（森下編[1967]:94 頁）を第一の対象として

設定する商業経済論における商業組織についての議論が，「経済学の一般理論の一部」としての商業

資本論において展開されるべき商業組織論として適切かどうかは検討の必要があろう。しかし，商業

資本の「組織性」や商業組織論それ自体は，「部門別特殊理論としての商業理論」に固有の対象ない

し理論領域としてそこに押し込めておくべき事象ではない。これは歴史的にも，また現状の資本主義

経済においても商業組織論という枠組みをもって分析されるべきなんらかの対象が実在するというこ

とからだけでなく，次に述べるように，理論的にも商業資本から「組織性」を捨象することは，産業

資本に対し過度に従属的な不当ともいえる商業資本像につながるばかりか，対する産業資本にも不当

な理論像を負荷することからも理解されることとなろう。 

 

 

2.3 「補足性」から「独立性」へ 

 

現行の通説的な商業資本像にあっては，第 3 に，産業資本という資本種に対する「補足性（従属性）」

がその特徴として認められる。こうした特徴もまた，「狭小性」および「個別性」と同様，『資本論』

第 3 巻第 4 篇の規定に概ね由来するものであるといってよい。「商人資本の存在とある程度までの発

展とは，資本主義的生産様式の発展のための歴史的前提でさえもある」（K., Ⅲ, S.339,〔4〕407 頁）

との記述があるように，『資本論』においては商人資本の資本主義的生産の発展に対する役割が一方

で認められるとともに，他方では「資本主義的生産の発展が進むにつれて商業資本が産業資本に従属

して行く」（K., Ⅲ, S.341,〔4〕410 頁）と，資本主義的生産の発展の下での商業資本の産業資本に

対する従属性が指摘されている。資本主義的生産の発展を基点とする商業と生産との主従関係の反転

という歴史認識が，『資本論』で展開される商業資本論の背後に横たわっているわけである。 

 資本主義経済のもとでの商業資本を産業資本に対し従属した存在とみる以上のような視角は，宇野

以降の諸研究において定説化されていくことになる。これはまず，『資本論』にあって依然として不

明瞭であった商人資本と商業資本との区別を明確にしたことから論じられる。すなわち，周知のよう

に，宇野によって「商業資本は，産業資本の利潤の規定の上で規定しうるもので，これを歴史的に旧

い資本形態たる商人資本と混同してはならない」（宇野編[1955]:225 頁）とされたわけであるが，こ

のことは上記の『資本論』における資本主義的生産の発展を基点として商業と生産との主従関係が反

転したとする視角をさらに強化するものであったといえよう。これによって，生産に対し「主」の立

場の商人資本と「従」の立場の商業資本というコントラストが，『資本論』におけるよりもさらに明

瞭に原理論のうちに装填されたものと考えられる。 
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 また，うえの引用からも分かるように，商人資本に対し商業資本の独自性を切り出す際にすでに，

「産業資本と，その利潤とを前提として発生する，産業資本の副次的な存在」（224 頁）として商業

資本は規定されることとなっている。このことは，商業資本がそもそも，その定義を与えられる段に

おいてすでに，産業資本に対し補足的ないし従属的な資本種としてのみ原理論に位置づけられている

ことを示している。商人資本と区別された商業資本は，つまるところ，生まれながらにして補足的・

従属的な理論像として彫刻されたわけである。 

 こうした宇野の見解は，森下をはじめとする商業経済論とも概ね共通する。森下にあっては，商業

資本と商人資本という区別ではなく，「資本主義のもとでの近代的商業資本」と「それ以前の社会形

態のもとにおける前期的商業資本」という区別がとられたうえで（森下編[1967]:19 頁）8)，後者が「生

産にたいして絶対的な自立性」を有し「生産を支配する」関係にあるのに対し（20 頁），前者は「資

本の全運動のひとこまをになうにすぎない」ことから生産に対する「相対的自立性」を特徴とすると

同時に，「生産が商業にたいして優位に立っている」ことが認められている（21-22 頁）。資本主義

のもとでの商業資本は，「産業資本から派生し，結局においてそれに従属する資本」（森下[1993]:34

頁）であるとの視角は，宇野学派の商業資本論にとどまらず，要するにマルクス経済学における当初

からの共通理解であったのである9)。 

 このような産業資本に対する「従属性」は，その後，商業資本論それ自体に再構成の手がくわえら

れながらも，現行の通説的な商業資本像へとなおも継承されてきている。このことは 3 つの点から確

認できよう。ひとつは，商業資本の理論像の背後にある，上記の『資本論』以来の歴史認識の継承に

表れている。すなわち，「十七世紀から十八世紀にかけてイギリスで生成・発展を開始した産業資本

は，それに先行して存在したこれらの商品経済的諸機構を歴史的前提として利用しながら成長し，十

九世紀にかけてのその確立の過程でこれらの諸機構を自分自身のための内的機構として産業資本に従

属させ，そのようなものとして再編成した」（山口[1985]:206 頁）という歴史過程の把握は，資本主

義的生産の発展を基準点として商業と生産との主従関係の反転があったとみる『資本論』および宇野・

森下らに通底する歴史認識になんら齟齬するものではない。資本主義のもとでの産業資本に対する商

業資本の従属性は，現行の商業資本論における歴史認識としてなおも認められているわけである。 

 またひとつは，商業資本論の展開方法として彫琢されてきた「分化・発生論的方法」に表れている。

この方法が採用される理由は，商品経済的諸機構に「産業資本から発生した特殊的な分化形態として

展開しうる側面があることを明らかにすることによって，これらの諸機構が産業資本と異質な対立物

ではなく，むしろ分身的な補足物であることを論理的に示してみせるため」（同上書:206-207 頁）と

説明されるが，この記述に明らかなように，分化・発生論はその方法論的意義のうちにすでに，商業

資本をはじめとする商品経済的諸機構の産業資本に対する補足性（従属性）の論証を含んでいる。上

述の歴史認識が商業資本を論理的に導出する前段階にある視座であるとすれば，分化・発生論的方法

は商業資本を導出する段階における視座をなす。商業資本にとって産業資本への従属は，この点に鑑

みても，もはや受け入れざるをえない宿命であったとさえいえよう。 

 さらにひとつは，商業資本論の「機構論的観点」に基づく再構成に表れている。商業資本論を含む

利子論（市場機構論）研究においてはこれまで，宇野をはじめとしてみられる「資本主義的生産の物

神崇拝的性格が次第に完成して行く過程」（山口[1983a]:105 頁）に着目する「物神性論的観点」に

基づく展開を廃し，代わって「機構論的観点」に基づく展開を中心軸に据えるという，研究史上大き

な転回がなされてきた10)。すでに述べた商業資本論と信用論の体系上の順序の入れ替えはこの転回を

象徴するものであり，これに伴って市場機構論における個々の諸規定には多くの改定がくわえられて

きた。 

しかし，この「機構論的観点」のもとでもまた「商業資本は，個別的利潤率を異にする諸産業資本

の資本蓄積を補足する機構として役立つことによって，資本配分の調整過程を補足的に媒介し，もっ

て一般的利潤率の形成を補足する機構としての意義を受取る」ことになる（同上書:31 頁）。この引

用はまさに「補足」のオンパレードであるが，とりわけ宇野，鈴木編[1962]ら従来の諸研究において
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は「きわめてあいまいな形で提出されているだけで，積極的には殆ど問題にされてきていなかった」，

「商業資本が個別産業諸資本の増殖と蓄積にたいして果す実質的機能の意図せざる結果として利潤率

の均等化が促進されるという観点」が明確化されたことは（山口[1998]:16 頁），個別的側面だけで

なく社会的側面からも商業資本の補足性が認められたという意味において，従来よりもさらに商業資

本を補足的ないし従属的とする見方が強まっていると考えられよう。「物神性論的観点」から「機構

論的観点」への展開は商業資本の補足性を「独立性」へと転回させるものではなく，むしろその補足

性を助長する側面を有していたともいえるわけである。 

 

 

3．近年の宇野学派における「組織化」論の展開とその問題点 

  

以上のような，「狭小性・個別性・補足性」によって特徴づけられる通説的な商業資本像に対し，

宇野学派においても近年，商業資本と産業資本との間で締結される「長期的かつ安定的」（田中

[1996]:174 頁）あるいは「期間契約的」（清水[2006]:31 頁）取引を基礎とする，いわば「組織論的

観点」を軸に新たな商業資本像の構築を模索する動きが第 3 期商業資本論研究として現れてきている。

本節ではこの新潮流たる，いわば「組織化」論が提起された背景およびそれが有す理論的意義をその

代表的論者と目される清水[2006]に沿って明らかにしたうえで，本稿の問題意識および課題に直結す

る問題点を示すこととする11)。 

はじめに「組織化」論の論旨を明確にするため，ポイントだけ簡単に示しておこう。「組織化」論

のポイントは，産業資本における流通過程の不確定性による制約と，商業資本によるいわゆる「押し

戻し」との軋轢にその眼目をおいている点にある12)。すなわち，生産過程をその運動のうち有す産業

資本にとって流通過程の不確定性，とりわけ販売期間の不確定性は，それに事前に対処するために準

備すべき流通資本量の不確定な過不足を実際に引き起こすことによって利潤率に対しマイナス要因と

して働くことになる。商業資本は産業資本におけるこうした制約を解除する機構として発生するが，

必ずしも常に産業資本の販売過程を代位するわけではなく，そこに利潤が見込めない際にはそれを「押

し戻す」，つまりその産業資本からは買わないというオプションを手にしている。こうしたオプショ

ンが商業資本よって常に握られている限り，産業資本は常に販売過程の「押し戻し」リスクを抱える

ことになるため，販売期間の確定化によって可能となる固定資本の遊休リスクの回避および投下流通

資本量の切り詰めといったメリットを享受することはできない。商業資本が「押し戻し」オプション

を保持した状態で産業資本の販売過程の確定化が可能になるには，したがって，両者の間で取引を継

続的に行うこと，つまり「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」な委譲・代位関係が構築される

必要がある―以上が概ね「組織化」論の着眼点となっている。ではこれを踏まえたうえで，以下清

水[2006]における論述にそって「組織化」論の問題提起を詳しくみていこう。 

まず清水は，流通期間の変動に対応するための産業資本における準備機構のあり方に関して，「過

少準備を回避しようとするのが産業資本の一般的な行動様式であるとはいえ，それとは行動様式を異

にする産業資本の存在も排除できない」とし，予想最大量の流通資本の準備が必要であるとする「「最

大」説から外れた産業資本の準備行動のありうること」を指摘する。そして，こうした「最大」説か

ら外れた産業資本による準備の節減方法には，「確定性の高い節減様式と不確定性の高い節減様式」

との二様があるという。すなわち，「産業資本は，一方において利潤率の増進という狭義のメリット

を求めるものであり，それは流通資本の節減を促す要因となるが，他方においては資本価値の保存と

いう広義のメリットを求めるものであり，それは流通資本の節減に歯止めを掛ける要因となる」ので

あって，こうした二つの要因のせめぎ合いから，流通資本の節減に対する「抵抗が強ければ，小幅で

も高い確定性をもつ期間短縮効果が必要」であり，逆に抵抗が弱ければ，「確定性は低くても大幅の

期間短縮効果が必要」となるというのである（27 頁）。 
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次に，商業資本の発生根拠に関して清水は，産業資本が押し出した流通過程の商業資本による「押

し戻し」は特に珍しい事態ではないという見解を「大枠として受け入れる」（28 頁）としながらも，

「押し戻し」という事態が課す「双方にとっての一方的な関係打ち切りのリスクを縮減するため」（23

頁）には，「取引中止の事前通達や取引規模の漸次的縮小など」（32 頁）といった工夫を施した，「あ

る程度の期間契約的な確定性」をもつ「委譲=代位関係」（31 頁）が要件となるということを指摘す

る。そして，商業資本によるこうした期間契約的な「代位」が，産業資本におけるヨリ強い流通資本

の節減に対する抵抗を解除するのに適したビヘイヴィアであり，「期間契約的な「代位」こそを，商

業資本の典型的なビヘイヴィア」（39 頁）として捉えるのに対して，流通資本に対する「節減抵抗が

弱い場合の要請に応じるのは，ごく単発に大口の買い付けを行なうというタイプの「代位」」（同上）

であるということから，商業資本の分化=発生以後の商業機構は，「期間契約的な「代位」を行なう

商業資本によって中核が占められ，これを単発的な「代位」を行なう商業資本が取り巻いている」と

いう「二重構造」（40 頁）をもつということが示されている。 

以上のことから，産業資本間にみられるような売買関係一般に比した，商業資本と産業資本との間

に結ばれる委譲=代位関係の特性，つまりそれが期間契約的な性格をもつということが強調されてお

り，くわえて，こうした「代位市場に特有の事情からそこでの現金取引に付与された粘着性」は「信

用取引がもともと具えているはずの粘着性とは区別されるべき」ということから，期間契約的性格を

もつ委譲=代位関係が売買関係一般のみならず信用関係の粘着性とも異質であるということが示され

ている（33 頁）。このように切り出された期間契約的な委譲=代位関係であるからこそ，産業資本は

「他の産業資本との取引をつうじても取得可能な期間短縮効果ではなく，商業資本との取引ならでは

の期間確定効果」（34 頁）を得ることができ，これをもって「資本価値の保存という広義のメリット」

（27 頁）を担保しつつ，流通資本の切り詰めを果たすことが可能になるとされるのである。 

ではつづけて，この商業資本と産業資本間の「期間契約的な委譲=代位関係」の内容についてもみ

ておこう。清水[2006]における叙述からみてとれる点をいくつか列挙すれば，①取引中止・押し戻し

の事前通達の義務化や猶予期間の設定（33,229 頁），累積的数量割引（32 頁），取引規模の漸次的

縮小の義務化（32,229 頁）などの条件を含みうる，②一時に大量の商品を買い付けるという大口性や，

生産を終えたばかりの商品を間をおかず買い取るという迅速性が特徴ではない（6 頁），③買い取り

数量や卸値ならびに期間を固定する取引は「期間契約的」な取引のうち最も極端なケース（48,229 頁），

④個別の事情に応じて一定の幅で変容しうる柔軟な関係（48 頁）―などが「期間契約的な委譲=代

位関係」の内容として示されている。要するに，「「委譲=代位」の特性とは，取引の結び方や切り

方に施される工夫，取引形態の組み替えにこそ存する」（230 頁）のであり，そうした「工夫の余地

は，関係を打ち切るにしてもその打ち切り方に猶予性をもたせること」（229 頁）にあると考えられ

ているわけである。 

さて，以上が「組織化」論のこれまでの商業資本論に対する問題提起であるが，このことは一先ず，

上述した通説的な商業資本像との関係でいえば，当該商業資本像から「狭小性・個別性・補足性（従

属性）」といった性質を剥ぎ取り「越境性・組織性・独立性」という本来の性質を商業資本に回復さ

せる，つまり商業資本像の刷新ないし転換を図るという理論的意義を含んでいる。 

すなわち，商業資本論における「組織論的観点」の導入は，それが「長期的かつ安定的」ないし「期

間契約的」といったこれまでの原理論において想定されてこなかった個別資本間における継続的な取

引関係の締結を提起するものであることから，従来の個別的にのみ，また分散的にのみ行動ないし競

争するとされてきた個別商業資本のうちに「組織性」という性質を含ませる，つまり「個別性」を解

消する試みであるということができる。 

また先述したように，「組織化」論にあって商業資本と産業資本との間で「長期的かつ安定的」な

いし「期間契約的」性格を有す継続的取引関係の締結が提起された背景には，商業資本による「押し

戻し」，つまり商業資本が「買わない」というオプションを保持していることに対する着目があった

のであるが，この「押し戻し」というオプションは本来，産業資本の利潤率増進活動に対して商業資



序論 商業資本論の問題点と課題   10  

本は必ずしも寄与しない場合があることを示すものであった。このことからすると，商業資本におけ

るこの「押し戻し」オプションは従来の通説的な商業資本像にあって稀な，産業資本に対する商業資

本の「非補足性（非従属性）」＝「独立性」を示すものとして捉えられるのであって，したがって，

これへの着目に基づいた継続的取引関係＝「組織論的観点」の導入は本来，商業資本における「補足

性・従属性」の解消を目的としたものであったということができよう。 

さらにこうした「組織性」および「独立性」の商業資本における回復は，これら性質と同じく従来

捨象されてきた保管・運輸，小売業務，金融業務，投機的活動等の諸機能を商業資本に回復させるこ

とにつながっていく。「狭小性」が解消されることによって，資本活動の商業部面の外部への射程延

伸を可能にさせる「越境性」が再び商業資本に引き戻されるわけである。 

 もっとも，以上のような「組織化」論による商業資本像の刷新は，それが従来よりも商業資本にお

ける活動の自由度を相対的に高め，それをもって商業資本論の再構築を可能にさせるものになるにせ

よ，本稿の立場からはなおも十分なものと諸手を挙げて肯定することはできない。最後に，次章以降，

本稿の第一の課題となってくるところの「組織化」論における最大の問題点について，再び清水[2006]

に依って述べておく。  

「組織化」論にあっては，商業資本と産業資本との間で結ばれる委譲・代位関係は「期間契約的」

＝「継続的」な性格をもつとされているのであるが，こうした「委譲=代位関係の特性」（229 頁）

は，これとは異なる他の取引関係と比較して論じられている。そして，そこでは総じて 2 つの側面か

らの説明がなされている。すなわち，ひとつは売買関係一般に対する商業資本と産業資本との取引関

係の固有性を強調する側面と，またひとつは産業資本間の取引関係と比較した商業資本と産業資本と

の取引関係の固有性を強調する側面とである13)。 

前者における売買関係一般とは，期間契約的な取引関係では当然なく，反対に，「基本的には単発

的な取引関係にすぎず，持続するにしてもいつ何時打ち切られるともしれないもの」（229 頁）を指

している。してみると，これと同じように対比される後者の産業資本間の取引関係もまた，同様に「基

本的には単発的な取引関係」としてここでは捉えられているものと考えられる14)。要するに，ここで

「期間契約的」な性格をもつという商業資本と産業資本との間で締結される「委譲=代位関係の特性」

を際立たせることは，これとは対照的に産業資本間の取引関係を単発性として描出することに結果し

ており，したがって，商業資本と産業資本との取引関係＝「期間契約的（継続的）」，産業資本間の

取引関係＝単発的，という基本的な切り分けがなされているものと推察されるのである。 

しかし，「委譲=代位関係と売買関係との差異を強調すること」（35 頁）は，産業資本間の取引関

係が委譲=代位関係と異なる，つまり期間契約的ないし継続的な取引関係ではなく単発的な取引関係

でしかないということまでを含みうるものか，どうか。言い換えると，産業資本間の取引関係におい

ては継続的な性格はもちえないのか，どうか，この点がまずもって検討されなければならないのでは

ないか。本稿が出発点に見定める課題はここにある。産業資本間の取引関係からの継続性の剥奪ない

し産業資本という資本種からの組織性の剥奪といった「組織化」論の抱えるこの問題が，原理的にみ

て如何なる問題を孕んでいるかの詳細については次章以降，随時明らかにしていく。では，序論はそ

ろそろ切り上げて，本論に入ろう。 

 

 

注

 

1) 「流通費用の資本化」問題を皮切りに開始された宇野・森下論争については，本稿第 5 章第 2 節第 3

項を参照されたい。 

2) 以下，森下[1977]:目次 1-4 頁参照。 
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3) 商業資本論と信用論との体系順序の問題にかんしては，本稿第 5 章第 3 節第 3 項および第 6 章第 2 節

第 1 項を参照されたい。 

4) 山口[1985]:209 頁参照。 

5) 日高[1972]:1-8 頁参照。 

6) 山口[1985]において銀行資本は，商業資本が「債権の集積」と「情報の集積」をもとに「信用代位業

務だけで独立」したものとして把握されている（226 頁）。詳しくは，本稿第 3 章の注 11）参照。 

7) 森下[1960]の改訂版である森下[1977]にあっては，旧版において章の補説として論じられていた「商

業資本の分化」に関する問題が章へと格上げされている。これは単に商業経済論において一定の密度を

もって商業組織の問題が議論されてきたというよりも，商業経済論にあってさらに重要性が増しつつあ

った問題対象であったことを示していよう。 

8) 「前資本主義商業」と「資本主義商業」との記述もある（森下[1993]:37 頁）。 

9) この他，安部[1947]:13 頁参照。 

10) 「物神性論的観点」から「機構論的観点」への転換については，本稿第 5 章第 3 節第 1 項を参照され

たい。 

11)  清水[2006]のポイントを明確にするため，ここで一先ず，宇野学派の商業資本論研究における「組

織化」論のはしりと目される二人の論者，福田豊と田中英明の議論の概要を記しておこう―清水[2006]

では，委譲＝代位関係の期間契約的性格を打ちだすにあたって，「両者から多くの示唆を受けている」

（47 頁）ことが述べられている―。 

  福田[1986]は，山口[1983a]における，いわゆる「押し出し」ないし「押し戻し」論に対して，こうし

た産業資本と商業資本との関係は，「一定の条件のもとでの可逆的な関係であるというよりは，いわば

変化の方向が限られる不可逆的な関係に近いものとして理解されるべき」（268 頁）という点を主張し

ている。すなわち，「委譲したものが再び「押し戻される」ことになる場合には，「押し出す」ことに

よって形成されはじめた委譲によるメリットの獲得構造そのものが崩壊してしまうことになり，「押し

戻される」関係がある限り委譲動機は生じない」ということになる，また「流通過程を押し戻されてし

まった個別産業資本は，自己をとりまく環境が好転して，商業資本が再び流通過程を引き受けようと申

し出ても」，「それを受けとめる動機を失ってしまっていることになる」という点が指摘されている（271

頁）。 

こうした点から，商業資本による産業資本の不確定性の解除は，「商業資本と産業資本との間に存在

する流通過程の一種の相対的安定性として現われる」（272 頁）ということが示される。ここで述べら

れている「相対的安定性」とは，「商業資本が長期間一定の数量の商品を産業資本から購入する」こと

から付与される安定性ではなく，「取引の数量が減少する場合であれ増加する場合であれ，一定の傾向

を形成するものとして取引量の連続的変化がみられるという意味での安定性」を指している（同上）。

つまり，個別産業資本における不確定性の解除動機によって形成される，こうした商業資本との安定性

をもった取引関係は，個別産業資本にとっての流通過程の不確定性による制約であるところの情報収

集・分析活動―この活動は変動準備金や販売促進のための費用の規模を左右するとされている（272

頁）―に対する支出の効率化の困難を回避することを可能にするのであり，こうして個別産業資本は，

自ら流通過程を担当した場合には困難であった社会的な需要動向の傾向に沿った取引を商業資本との間

で行うことで，直接に最終消費者と対峙することに比して相対的に安定的な流通過程を維持することが

可能となるとされているのである。 

要するに，福田にあっては，商業資本の分化・独立の必然性は，産業資本における流通過程の不確定

性の解除動機が，商業資本との相対的に安定的な関係によって満たされることで明らかにされているの

であり，こうして商業資本は一部の個別産業資本にとってのみでなく，「すべての個別産業資本の利潤

率増進運動に，程度の差はあれ，寄与するもの」（275 頁）として位置づけられているのである。 
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  ではつづいて，田中英明の見解についてみていこう。田中は，個別産業資本にとって流通過程の不確

定性とは「販売量や売買価格の不確定な変動やバラつき」（田中[2001]:137 頁）としてあらわれるもの

であり，このような変動に対して，並列的連続生産方式（並列的連続生産方式に関しては，公文[1962]，

青才[1990]:第 1 章補節Ⅱを参照されたい）を採用しているごく一般的な産業資本は，固定資本の遊休を

回避し一定の生産規模での生産の連続性を維持するため，「流通過程の変動の生産への影響を遮断しう

るように，あらかじめ流通期間を設定しなければならない」（同[1996]:162 頁）とする。こうした個々

の産業資本によって設定される流通期間とは，生産の連続性を重視し，「一定期間における「平均」よ

りも，より短期的な販売量のバラツキや変動のあり方を予想」（同[1997]:202 頁）して設定された「い

わば予想最長流通期間」（201 頁）を指すのであって，これに対応してなされる個々の産業資本による

準備は，多くの場合に販売がより短い期間でなされることから，「結果的には絶えず繰り返し過大な原

材料在庫や遊休貨幣が発生する」（同[1996]:162 頁）という過剰準備の滞留としてあらわれるという。 

こうした過剰準備部分は，資本の循環運動のうちに拘束されていることから生産拡大などへの転用は

行なうことができず，したがって，流通資本の節約には「より短い「流通期間」への設定の変更」（同

上）が必要とされるのであるが，こうした設定の変更には短期的な販売量の変動やバラツキの消極化の

予想が前提となるため，商業資本との取引は「長期的かつ安定的な取引関係」（174 頁）として築かれ

る必要があるとされている。ただし，商業資本との「一時的・スポット的な取引」（同[2001]:148 頁）

が排除されているわけではなく，準備が不足した際に，低い価格であっても在庫商品の大量販売が可能

であるという見通しが確保されれば，流通期間の設定の短縮化は可能であるとされている。だが，この

ようなスポット的な取引を繰り広げる商業資本との取引関係にあっては，産業資本は「押し戻し」や「買

い叩き」の可能性を払拭することはできないため，確定化によるメリットの取得が困難となるというこ

とも示されている。また，「長期的・安定的な取引関係」については，売り手である産業資本が期待す

るこうした「安定的な取引関係」，つまり「価格や販売量には逐次的ないし場合によっては事後的な変

更を許容しつつも，その変化が連続的であって，とりわけ購入量の極端な変動や突然の取引関係の解消

を買い手側が極力避けることが期待しうる関係」（159 頁）は，買い手である商業資本にとっては複数

のデメリットを生じさせるため，「その実現は一般的には困難」（148 頁）であるとされており，こう

した「長期的・安定的取引関係の一般的な機構としての成立は，社会的結合の基礎形式である信用関係

の利用によるもの」（159 頁）として展開されている。 

以上のことから分かるように，商業資本のうちには，一方で取扱商品や取引相手を柔軟に変更しなが

ら，スポット的な取引の繰り返しによって市場変動を積極的に利用する「商人資本的な行動原理」（149

頁）に利潤取得の源泉を求める商業資本が存在し，他方で信用関係を利用しながら，産業資本と安定的

な取引を繰り広げつつ，「産業社会の社会的結合を媒介する組織者」（161 頁）としての行動原理に利

潤取得の源泉を求める商業資本が存在する。田中が指摘するこうした「商業資本の二類型」（150 頁）

というあり方は，商業資本の行動原理を基本的にここでいう意味での「商人資本的な」それに絞り込ん

できた従来の議論に対し再考を迫るものであるといえよう。 

12) 「押し戻し」に関しては，山口[1983a]:258-259,294 頁，同[1985]:214-216 頁，同[1998]:71-78,202-218

頁を参照されたい。 

13) 売買関係一般と比較しているものとして，「売買関係一般に比した委譲=代位関係の特性」（清水

[2006]:227 頁）という記述が，また産業資本間の取引関係と比較している例として，「産業資本と商業

資本との間に結ばれる取引関係が，いかなる点で産業資本どうしの取引関係と異なるかという，委譲=

代位関係のいわば形態的特性」（284 頁）という記述が挙げられる。 

前者については他に 23,35,36,227,229,285 頁を，後者については他に 5-6,34,88,284 頁をそれぞれ参

照されたい。 

14) 清水[2006]:6,88 頁参照。 
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第 1 章 

 

産業資本における現金および信用取引に基づく組織化 
 

 

 

 

本章では，市場機構論の端緒におかれた産業資本における現金および信用取引に基づく「組織化」

の定立を通じて，市場機構論に「組織化」の観点＝「組織論的観点」を実装する。「序論」でみたよ

うに，近年の宇野学派における商業資本論研究の一つの方向性は，『資本論』以来墨守されてきた「商

業資本の分割に関すること」は「われわれの考察の範囲外にある」（K., Ⅲ, S.318,〔4〕383-384 頁）

との視角に基づく商業組織論不在の状況を打ち破る試みにあった1)。商業資本による産業資本の販売

過程の代位が「長期的かつ安定的」（田中[1996]:174 頁）あるいは「期間契約的」（清水[2006]:31

頁）性格を有しているとの提起はこの試みの代表的成果であり，これにより商業資本論に「組織論的

観点」が新たに導入されたほか，商業組織論の不在と符合する従来の「狭小性・個別性，補足性（従

属性）」をもって特徴づけられる通説的な商業資本像の刷新が同時に図られたのであった。 

 もっとも，この商業資本論への「組織論的観点」導入の試みが同時に副作用を伴っていたことも既

述のとおりである。「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引の提起は，商業資本と産業資本

との間で締結される委譲・代位関係の特殊性（継続的性格＝「組織性」）を殊に強調するものであっ

たが，このことは市場機構論端緒の産業資本間の取引関係を通常の売買関係（単発的性格＝非組織性）

に留置する論理構造を同時に孕んでいた。商業資本に対し付与された組織性は，あくまで「商業資本」

という語の一方，「商業」資本に対してであって，「資本」一般に対して付与されたわけではない。

商業資本における組織性の回復＝商業資本像の広義化は，同時に産業資本からの組織性の剥奪，つま

り産業資本像の狭義化を伴っていたのである。 

 このような論理構造は，商業資本論に隣接する信用論においても見受けられる。従来の商業資本論

に組織論的観点がみられなかったこととは対照的に，信用論にあっては銀行資本間における組織的関

係性が発券集中論ないし銀行間組織論の文脈においてこれまでも仔細に論じられてきた。しかしなが

ら，ここでも考察対象はあくまで銀行資本が導出された後の銀行信用レベルにおける組織化であって，

その前段をなす商業信用レベルにおける個別産業資本間の組織化が考察対象とされてきたわけではな

い。上記と同様，銀行信用における組織性もあくまで「銀行」の有する組織性であり，「信用」一般

が有する組織性は不問とされてきたのである。 

これらから分かることは，本来であれば市場機構論に先立って考察されるべき，いわば「産業資本

論」ないし「産業機構論」とでもいうべき理論分野が，近年の宇野学派「組織化」論を含むこれまで

の市場機構論研究ないしはその端緒に据えられる商業資本論研究には決定的に欠けているということ

である。この欠如は，後述するように，理論的に不当な産業資本像の彫琢に手を貸すものであるばか

りか，市場機構論の組織論的観点に基づく展開を模索するうえで第 1 の必須要件となる，組織論的観

点を市場機構論の最深部に据える作業の障害となっている。市場機構論端緒の産業資本間における現

金取引に基づく組織化を定立する作業は，したがって，産業資本に組織性を回復する試みであると同

時に，市場機構論への組織論的観点の第 1 の実装作業となるのである（本章第 1 節）。 

もっとも，問題はこの「産業資本論」ないし「産業機構論」の欠如にとどまらない。近年の宇野学

派によって提起された組織化の内実は，それが「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引とし

ての定式化されていることから分かるように，概ね単発的取引関係とは対極の継続的取引関係の締結
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と重なるものである。しかし，このいわば「組織化＝継続取引」論にあっては，個別諸資本にとって

継続的取引関係の締結と同等の効果を有すその他の取引形式が「組織化」の枠組みから不当に排除さ

れてしまうばかりか，市場機構論の組織論的観点に基づく展開を標榜するうえで第 2 の必須要件とな

る，市場機構論を貫く「組織化」の規定を洗い出す作業に対する障害が含まれている。産業資本間に

おける商業信用に基づく組織化を定立し，それをもって「組織化」を再定義する作業は，したがって，

市場機構論への組織論的観点の第 2 の実装作業となるのである（本章第 2 節）。 

 

 

1．現金取引に基づく組織化―組織論的観点の第 1 実装 

 

はじめに本節では，産業資本における現金取引に基づく組織化を定立する。以下，上述の「組織化

＝継続取引」論を一旦受け入れたうえで，売手と買手双方における継続的取引関係の締結動機を明ら

かにする。もっとも，売手側の産業資本における動機については先述したように，田中[1996]，清水

[2006]によって既に明らかにされているため，まずこれを確認することから始めよう。 

 

 

1.1 継続的取引に対する売手の動機 

 

売手としての産業資本における継続的取引関係の締結動機は，概ね販売期間の確定化およびそれに

基づく流通資本の確定的節減に求められる。すなわち，固定資本の遊休を回避すべく産業資本は流通

資本を投下する必要があるが，販売期間の不確定的変動ゆえにその投下量には客観的基準はなく，そ

のため販売が遅延すれば準備が不足し，早まれば準備が過剰になるといった，利潤率に負の影響をも

たらす準備の過不足が生じることになる。こうした制約を回避するには販売期間の確定という条件が

必要となるが，将来の販売動向が不確定な単発的な売買形式にあってはこの条件の充足に困難が伴う。

売れ行きの一時的好転は，商品在庫を貨幣準備の姿へと変えるものであっても，実際に投下する流通

資本量それ自体の節減を可能にする予想販売期間の確定的切り詰めを産業資本に許諾するものではな

い。販売期間の確定化には，将来の販売動向を現時点において把握することが可能な取引関係の構築

が必要となる。「長期的かつ安定的」あるいは「期間契約的」取引関係の締結は，それがこの把握を

可能にする構造を有している点で産業資本に求められることになるわけである。 

なお，「序論」でもみたように，「長期的かつ安定的」あるいは「期間契約的」取引にあっては，

文字通りの「長期」または「期間」が重視されるわけではない。要点はこの取引関係の構築を通じて，

売手側における流通資本量の水準が切り下げられることにある。すなわち，売手における販売部門の

縮小を促進するこの取引関係にあっては，買手側による購買量の極端な切り下げあるいは突発的な取

引関係の解消は，売手側における固定資本の遊休化を招来する可能性をもつ。このリスクを排除し，

かつ投下流通資本量の切り詰めが同時に売手において達成されるには，したがって，取引量の漸次的

変更や取引関係解消の事前通達など買手が順守すべき規定が取引条件に含まれる必要がある。取引期

間の長短ではなく，むしろ「安定的」あるいは「契約」の側に含意されているこうした取引の工夫に

こそ，「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引の眼目はおかれているのである。 

もっとも，上記のようなメリットが存在するにしても，必ずしも全ての産業資本が販売期間を確定

すべく継続的取引関係の締結を求めるわけではない。契約条件の不一致や生活物資を販売する産業資

本等は一先ずおくにしても，個別資本（間）における判断のバラツキを認める限り，産業資本によっ

ては販売期間の確定化に基づく流通資本の節減ではなく，むしろ販売期間の変動を活かした節減が追

求されることになる。事実，継続的取引関係は，締結当初に予想した以上の自商品市場の活況が現れ
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た際にはデメリットを伴う取引として売手に認識されることになるのであり，必ずしも盤石な利潤率

極大化策として単発的な取引関係に勝るものではない。要するに，いつ売れるか分からないという販

売過程の不確定性は，個々の産業資本における判断のバラツキを誘発することを通じて，継続的取引

と単発的取引の双方へと個別資本の動機を分岐させることになるわけである。 

 

 

1.2 継続的取引に対する買手の動機 

 

以上のような売手側の動機に対し，買手側における継続的取引関係の締結動機は十分明らかにされ

ていないばかりか，むしろ産業資本にあってはこの動機が商業資本に対し相対的に生じにくいといっ

た見解が，清水[2006]において提出されている。以下，この見解の検討を通じて，買手側の継続的取

引に対する動機を基礎づけることとする。 

 

■安く買う方法をめぐって  

産業資本がある特定の資本からの継続的購買を行わないということは，概ね 2 つの点で説明されて

いる。第 1 に，「産業資本であれば，確かに特定の生産部門と恒常的に取引を行わざるをえないであ

ろうが，それだけにかえって，その生産部門のどの資本と取引を行うかについては，最大限の変更の

余地を要求するとも考えられよう」（清水[2006]:111 頁）という論拠である。「恒常的な取引相手」

からの購買が，ここでは「相対的に割高」と考えられていることを勘案すると（同上），この論拠は，

できる限り低い価格で販売している資本から買うということが産業資本の基本的な行動様式である

―との視角に基礎をおくものと考えられる。要するに，買う商品が技術的に決まっている産業資本

は不特定多数の売手の中からできる限り安く販売している資本を探索しそこから買う―という主張

がなされているわけである。 

だがこの主張は，購買すべき商品が技術的に決まっている産業資本はある特定の資本から継続的に

安く買う―という，真逆の主張を必ずしも排除するものではない。産業資本はその購買方法として，

大幅に安く買えたとしても確実性のない方法と，たとえ小幅であろうと確定的に安く買う方法とを有

する。前者からみていくと，同種大量の商品が複数の資本によって生産・販売される資本主義的市場

においては，他の同種商品よりも高く売る機会を見出すことは困難であろうとも，安く買う機会を見

出すことには比較的困難は少ない。固定資本を有す産業資本にとって想定外の販売遅延は，固定資本

の遊休化という利潤率に対するマイナス要因をもたらす。現在の販売価格からの値引きは，このマイ

ナス要因に対する一つの事後的な回避策として産業資本において実行されるのであり，安く買うとい

う機会はここに基礎をもつ。 

もっとも，この安く買う方法は，①実際に買い取れるか分からない，②どれだけ安く買えるか分か

らない―という意味で不確実な購買方法でもある。すなわち，販売価格からの値引き幅は，それが

他資本の追随を許すような小幅なものであれば必ずしも即座には売れないという点からみると，すぐ

に売り抜けることのできるような値下げ幅，つまり利潤部分を大幅に排した価格にまで売り急ぐ資本

は引き下げるとみてよい。こうした大幅に値下げされた商品が市場に現れた場合，この商品のもとに

は安く買う機会を狙っている資本が多数殺到することが予想されよう。 

こうした状況が現れた場合，直ちに次のようなことが予想される。ひとつは，価格が上昇圧力を伴

うということ，またひとつは，その値下げされた商品を最終的に買い取ることができない資本がでて

くるということである。安く買う機会を窺っている資本は，安く買うことの旨味を知るだけでなく，

その旨味にありつきたい資本が自身の他にも多数いることを当然にも理解していよう。それゆえ，多

少なりとも色を付けた買取価格の提示は，数に限りがある当該値下げ商品を我先に買い取るために資

本が採用する当然の行動であり，こうした行動が多数の資本によってなされる限り，大幅に値下げさ



第 1 章 産業資本における現金および信用取引に基づく組織化   17  

れた商品はその価格に上昇圧力をもつことになるうえ2)，交渉などに費用を支出したにもかかわらず

最終的に買いからあぶれる資本がでてくることになる。値下がりした商品を買うという行動は，した

がって，たとえ大幅に安く買える可能性を秘めた行動であっても，これらの意味で資本にとっては常

時実行可能であるとは限らない不確実な購買方法でもあるわけである。 

だがこうした購買方法と併せて，産業資本は他方，確定的に安く買う方法も有している。すなわち，

恒常的に取引する生産部門のどの資本から買うか決まっていないことは，直接に不特定多数の資本か

らの単発的な買い付けに結びつくわけではない。特定の産業資本に対し継続的な買取保証を与えるこ

とによって，相場よりも低い価格で確定的に購入するという方法も併せて可能である。前項でみたよ

うに，売手にとっても継続的な販売が約束されるのであれば予想販売期間の短縮に基づく流通資本の

節減が可能となるため，相場に比し値引きした価格で販売することのできる根拠は存在する。もちろ

ん，商品一単位あたりの値引き幅は，大幅に値下げされた商品の最終的なそれよりも小幅でありえよ

うが，値引き幅自体に事前に確定性があり，その価格での継続的な買取りが可能であることからする

と，「恒常的な取引相手」からの購買が「相対的に割高」であるとは必ずしも断定できないであろう。

特定の資本からの継続的購買にあってはまた，情報収集・探索・交渉などの面において，不特定多数

の資本からの購買よりも流通費用の負担減も見込まれる。どちらの購買方法が結果的に割高となるか

について個別資本は事前に知悉できないのであって，この限りでどちらの購買方法も個別資本によっ

て採用される安く買う方法として十分に並び立つわけである。 

  

■原料在庫戦略をめぐって 

つづいて第 2 に，「産業資本はもとより実用（生産的消費）目的で生産財を買うものであるから，

それほど長期にわたる原料在庫を形成することはなく，実用の時期がある程度間近に迫った生産財を

買うはずであろう」（清水[2006]:111 頁）という論拠である。必要な時に必要な量の原料を買うとい

う在庫戦略こそが，技術的確定性のある生産過程を運動のうちに含む産業資本の基本的な行動様式で

ある―と考えられているわけである。 

この論拠に対しては，2 つの点から批判しておこう。ひとつは，特定の資本からの継続的購買は必

ずしも「長期にわたる原料在庫を形成」することに直結しないという点である。言い換えると，継続

的取引関係を締結することは，必要な時に必要な原料を買うという産業資本の原料在庫戦略と齟齬し

ないという点である。 

ここで直ちに確認しておくべきは，産業資本における原料の購入時期および購入量の任意性である。

産業資本においては，原料の投入時期・投入量は生産過程における技術的確定性によって客観的に決

定されている。いつ，どれだけの量の原料を生産過程に投入するかについては，生産設備がフル稼働

である限り確定性がある。これに対し，原料の購入時期および購入量については任意性が保障されて

いる。原料をいつ買うか，どれだけの量を買うかの決定については，個別資本におけるその時々の判

断が入り込む余地が残されているわけである。 

この点からみると，特定の資本間の継続的取引関係においてもまた原料在庫の圧縮が可能であるこ

とが分かる。一定の取引期間が生じる継続的取引といえど，その期間中における売買時期，商品の受

け渡し時期，支払時期，一度の売買における取引量など契約の細部項目については一定の自由度が存

在する。このことは単発的取引では図れない，買手・売手間での生産過程に関する諸事情（生産量・

生産期間など）の事前的な擦り合わせおよび調整を通じた，いわば 2 つの生産過程の同期化・連続化

を可能にする。売手の毎期の生産量と買手の毎期の原料投入量とを完全同期化させ，2 つの生産過程

間に生じる原料在庫（売手からみれば商品在庫）を零にするといった調整は一般的には困難であった

としても，双方の諸事情を擦り合わせ売手の毎期の生産終了時期と買手の毎期の投入開始時期とを最

大限同期化する，あるいは商品の受け渡し時期を調整することによって原料在庫（商品在庫）の保有

を実質的に双方で分担する等の工夫を取引に織り込むことは，原料在庫（商品在庫）の圧縮を十分に

可能にする。継続的取引は本来的にこのような契約内容を逐次的に擦り合わすことができる等の原料
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在庫（商品在庫）の圧縮に寄与する機制を有しているのであって，「長期にわたる原料在庫」が継続

的取引において必ず発生するわけではない。継続的に特定の資本から購買することは，必要な時に必

要な原料を買うという産業資本の原料在庫戦略と必ずしも齟齬するわけではないのである。 

批判のまたひとつは，産業資本の原料在庫戦略は必要な時に必要な量の原料を買うという戦略に直

結しないという点である。上述のように，産業資本は原料の投入時期・投入量の技術的確定性に対し

て，購入時期・購入量に自由度を有す。このことは産業資本が原料投入時期とは一先ず無関係に，安

い時に原料を購入できること，そして毎期の投入量を超えて大量に原料を購入できることを含意して

いる。たとえ原料購入時から投入時までの期間に保管費が別途必要になろうとも，安く買えた分の額

がそのマイナス額を打ち消すことができるならば，安い時に大量に買うという行動も十分に合理性を

もつ。また大量買いする商品が値下がりした商品でなくとも，後述するように大量買いは，売手に予

想流通期間の短縮およびそれに基づく流通資本の節減を図らせることからして，相場よりも安い価格

で買うことのできる根拠を有している。必要な時に必要な量の原料を買うという戦略と並んで，ここ

では原料投入時期とは独立の時期に，大量に原料を買うという，産業資本の原料在庫戦略における分

岐軸が確認できよう。 

 

■「組織化＝継続取引」論からの脱却 

もっとも，大量買いは一時点において買い付ける購買方法であることからして，あくまで単発的取

引の範疇にあるため，これを論じることは一見，継続的購買動機を明らかにすることとは齟齬するよ

うにもみえよう。しかし大量買いは，以下述べるように，継続的取引と併せて「組織化」の規定もと

に包含される基礎を有している。ここまで「組織化＝継続取引」論を一先ず受け入れたうえで議論を

展開してきたが，本節における本来の目的は継続的取引関係の締結動機を明らかにすることではなく，

あくまで産業資本における現金取引に基づく「組織化」の機制を明らかにすることにある。大量買い

が「組織化」の規定に包含されうる基礎を有す限り，これもまた継続的取引と同じく「組織化」の一

形式として捉えられなければならない。 

すなわち大量買いは，①売手側の運動に受注生産的ないし先物取引的構造を組み込み流通資本の節

減を図らせる点において，継続的購買と同じ機制を有している。売手が現在保有している商品在庫の

みならず現在生産中の将来の商品在庫をも含んだ大量買いは，販売期間が零の期間を一定程度売手に

付与することにより，売手における流通資本の節減を促す。こうした，いわば受注生産的ないし先物

取引的機制は，売手が保有する現在の商品在庫のみならず，現在生産中ないしは生産予定の将来の商

品を現在時点において実質的に購入するという，継続的購買においても看取される。また，継続的取

引が取引中止の事前通達等の条項を含むこととの関連でいうと，大量買いにあっては，いわば買いと

同時に取引中止が売手に通達され，販売期間が零の期間が取引打ち切りまでの猶予期間に充てられる

ことになる。取引が単発的か継続的かにかかわらず，大量買いと継続的取引はともに，売手における

流通資本の節減を促す同様の機制を有しているのである。 

また大量買いは，②相場よりも確定的に安く買う方法である点において，継続的購買と等位に並び

立つ購買方法である。売手の運動に受注生産的ないし先物取引的構造を組み込むことによって，予想

流通期間の短縮および投下流通資本量の切り詰めを図らせる大量買いは，同様の取引構造を有す継続

的購買が確定的に安く買う基礎を有していたことと同様，売手に相場以下の価格での販売に踏み切ら

せるうえでの基礎を有している。安く買う方法が 2 通りあることにくわえて，確定的に安く買う方法

にも継続買いと大量買いの 2 つの方法があるわけである。 

要するに，単発的か継続的かの違いはあれど，大量買いと継続的購買とは同一の受注生産的ないし

先物取引的構造から導出される等位の購買形式であると同時に，確定的に安く買うことのできる根拠

をもつ点で，ともに「組織化」として括られる基礎を有している。「組織化＝継続取引」論にあって

は，こうした両購買方法を貫徹する「組織化」として括られるべき機制が見落とされている。単発的
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取引にすぎない大量買いもまた，それが継続的取引と通底する機制を有す限り，「組織化」の規定を

もって捉え返す必要があるのである。 

 

 

1.3 産業資本における現金取引に基づく組織化の意義 

 

では，本節を終えるにあたって一先ず，産業資本における現金取引に基づく組織化の意義を述べて

おこう。第 1 に，以上のことは「組織性」を留保されたこれまでの産業資本像からの脱却を意味する。

既述のように，市場機構論への組織論的観点の導入を推し進めてきた近年の宇野学派「組織化」論に

あっては，商業資本をはじめとする市場機構の有す組織性が強調される一方で，市場機構論の端緒の

産業資本における組織性は過度に軽視されてきた。産業資本と商業資本との間に締結される委譲・代

位関係の通常の売買関係に対する特殊性が強調される一方で，産業資本間の取引関係は基本的に売買

関係に引き付けられ理解されてきたわけである。 

しかしここまでみてきたように，組織性はなにも商業資本に特有のものではない。商業資本の発生

を控えた前段の舞台にあっても，継続的取引や大量買いといったかたちでの組織化が端緒の産業資本

のもとで展開される余地は十分にある。産業資本はこの組織化を通じて市場機構論の端緒の舞台を組

織のない市場から組織のある市場へと転換させる力を有しているのであり，これによってこの市場を

基礎に発生してくる諸市場機構にもまた組織性が本来的に織り込まれることになる。ここからは市場

機構の発生に伴って組織性が反射的に産業資本に付与されるのではなく，むしろ産業資本が本来的に

有している組織性が市場機構に転写されていく構図が見て取れよう。 

 産業資本における現金取引に基づく組織化は，第 2 に，市場機構論への「組織論的観点」の実装を

推し進める梃子となる。「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引の提起は組織化の観点を市

場機構論に正面から導入する試みであったものの，それが商業資本発生後の舞台における導入である

限りではなおも十全なものとはいえない。そもそも市場機構論が一先ず産業資本のみで構成された世

界を前提としてきたことは，市場機構論という理論分野が商業資本論あるいは信用論をもって開始さ

れるのではなく，市場機構論のさらに深層にある，いわば「産業機構論」とでもいうべき理論分野を

もって本来開始される必要があることを意味している。組織論的観点に基づく市場機構論の再構成に

は，したがって，まず市場機構論の第零幕とでも形容すべきこの産業機構論レベルでの組織論的観点

の導入が必須となるわけである。 

産業資本における現金取引に基づく組織化の提起は，組織性を留保された産業資本像の転換を通じ

て，この産業機構論への組織論的観点の導入を同時に図るものとなる。市場機構論の最基底に組織化

の因子が埋め込まれることによって，はじめて市場機構論はその根底から組織化を軸に再構成される

ことになるうえ，その舞台をもって発生してくる商業資本や銀行資本等の諸市場機構の有す組織性も

また合理的な根拠づけがなされることになる。本節において析出した産業資本における現金取引に基

づく組織化はこの意味で，組織論的観点を市場機構論に実装するうえでの最大の梃子であるといえよ

う。 

もっとも，以上の議論はなおも万全ではない。前者についていうと，現金取引を基礎に組織性を回

復させただけでは，これまでの産業資本像からの脱却が十分になされたとはいえない。組織化は現金

取引に依るだけでなく，商業信用を媒介にしてもまた推進される。産業資本における組織性の回復に

万全を期すには現金取引に基づく組織化からさらに進んで，商業信用に基づく組織化が併せて検討さ

れなければならない。 

また後者に関しては，市場機構論の最基底に組織論的観点を埋め込むだけでは，この観点が市場機

構論に十全に実装されたとはいえない。この観点を市場機構論の主たる展開軸に据えるためには，市

場機構論全体を横断することのできる組織化の定義を一旦洗い出す必要があろう。産業資本における
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現金取引に基づく組織化が市場機構論の最基底に組織論的観点を埋め込む，いわば第 1 の組織化の実

装作業であるならば，市場機構論を貫く組織化の概念を摘出する第 2 の実装作業が，組織論的観点に

基づく市場機構論の最構成を標榜するうえでは不可欠となるのである。 

 

 

2．商業信用に基づく組織化―組織論的観点の第 2 実装 

 

本節では，産業資本における商業信用に基づく組織化の定立を通じて，市場機構論を貫く「組織化」

の定義を洗い出す。産業資本における現金取引に基づく組織化がこれまで議題に上らなかったことと

同様，これまでの信用論研究にあってもまた，銀行信用論の文脈における組織化が十全に論じられて

きたこととは対照的に，商業信用論の文脈における産業資本の組織化は概ね考察対象とされてこなか

った。これには，現時点から振り返ってみるに，個々の論者によって想定されている商業信用論の舞

台設定にそもそも相違があること，そしてこの相違が明確に切り出されてこなかったことが関わって

いるものと考えられる。以下みていくように，受信動機ないし受信メリットから逆算していくと，こ

れまでの商業信用論には大きく分けて 3 つの異なった舞台が用意されている。本節ではこれら 3 つの

舞台それぞれのポイントを明らかにすることを通じて，商業信用論に埋没していた組織論的観点を表

出させる。 

 

 

2.1 継続性としての組織化の実質的導入 

 

 商業信用論における第 1 の舞台設定にあっては，個別資本間における取引の継続性が前提されてい

る。ここでいう取引の継続性には 2 つの意味がある。第 1 に，信用売買は「偶然的なふりの取引相手

とのあいだに生ずるものではなく，日常的な，くりかえしておこなわれる資本間の取引についてのみ

成立可能なものである」（大内[1981・82]:下 630 頁）といった，信用売買の成立要件としての取引の

継続性である。こうした見方は従来から，個々の舞台設定等の相違にかかわらず，比較的多くの論者

によって支持されてきた3)。これに関しては本稿としても，日常行われる現金での継続的取引を信用

売買締結の必須条件とまでは考えないものの，現金取引の繰り返しが売手における買手の経営状態に

対する知悉を容易にすることからして，それが信用売買の締結を促進する点については概ね容認しよ

う。 

 もっとも，こうした規定が多くの論者によって支持されてきたことは，個別資本間の現金での継続

的取引がこれまで正面から議論されてこなかったこととは全く対照的であり，この限りでは当該規定

に対する不可解さは拭いきれない。信用売買を論じる段になって後付けで継続的な現金取引の存在を

肯定してみたところで，それは内容がほとんど詰められていない白紙の継続的取引なるものにすぎず，

それを前提に論じられる信用売買もまた耐震性を欠いた基礎構造に立脚する信用売買なるものにすぎ

ない。信用売買締結の要件に現金取引の継続性を数える限り，まずもって議題とすべきは信用論に先

立つ個別資本間の現金での売買関係の機制であり，その売買における継続性の有無であろう。近年の

宇野学派における「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引の提起は，このような継続的取引

関係の原理論への密輸入を断ち切り，それに原理的基礎づけを与えた点において看過しえない意義を

有している。前節で議論を展開した産業資本間の現金取引に基づく組織化は，これら提起によっても

なお残る間隙を補足し，組織論的観点を市場機構論の端緒に本格的に実装するうえで必須の基礎作業

であったわけである。 
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第 2 の取引の継続性は，これまた従来多くの論者からの支持を集めていた，受信メリットを流通資

本（予備資本・準備）の節約およびそれに基づく生産拡大に求める視角に如実に表れている4)。例え

ば，日高[1983]は，信用売買における買手が「貨幣なしで原料を買い，後でその支払いをすればよい

のだから不変流動資本の一部を節約することができる」こと，そして「この信用が恒常的に期待でき

るなら，この節約分を生産過程の拡大のために投下できる」ことを論じている（218 頁）。同様に，

大内[1978]は，買手が「現金の回収を待たないで生産を継続するばあいに必要とされる予備資本＝流

通資本を節約しうる」こと，そして「こういう関係が恒常的に期待できるのなら，この予備資本＝流

通資本は生産の拡大のために転用できる」ことを論じている（18 頁）。要するに，信用買いは流通資

本の節約を可能にし，さらにこれが恒常的になされれば節約された流通資本は生産へと振り向けるこ

とができる―と規定されているのである。 

しかし，こうした信用買いによって直ちに流通資本が節減されるとはいえないであろう。流通資本

の投下量を現在の水準より引き下げるには，この現在の水準の基礎となっている当該産業資本におけ

る予想流通期間の短縮を保障しうる，流通期間の確定化等の条件が必要となる。後述するように，仮

に販売の遅滞により準備資本が不足した際には信用で買えるという条件が事前に充足されていれば，

販売期間がたとえ不確定であろうと予想流通期間の短縮および流通資本の節減は可能であるが，ここ

で述べられているように，信用買いによって購入代金を「節約」したところでそれ自体は予想流通期

間を短縮する効果はもたないうえ，「節約」された購入代金はなおも来期以降の生産ないし原料調達

に必要な準備として資本の運動のうちに留まることになろう。ここで述べられている「節約」は，あ

くまで現金で購入した場合には必要であったはずの購入代金が信用買いにより「浮いた」＝「節約」

されたという意味であって，流通資本の投下量それ自体が「減った」＝「節減」されたわけではない

のである5)。 

また「恒常的」な信用関係を要件に受信メリットとしての生産拡大が論じられているが，これもま

た信用取引がなぜ継続性を有すのかといった基本的な事項を明らかにしないまま導入されている点に

おいて，先の継続的な現金取引の信用論レベルにおける導入と符合しよう。信用売買における継続性

が論証抜きに不問のまま導入されている限りでは，それを基礎に論じられる受信メリットは本来無効

であり，またこのメリットが主たる受信動機であるならば，究極的には個別資本間で信用関係が締結

される機制までもが疑点を付されることになる。ここでもまず議題とされるべきは，「信用が恒常的

に期待できる」という想定の下での信用売買の機制ではなく，「信用が恒常的に期待できる」という

想定をおくことの合理的根拠であろう。これ以上の咎立ては繰り返しになるため控えるが，結局のと

ころ根本的な問題は，継続性を無断で信用取引に持ち込む契機となった上述の信用関係締結の要件と

しての継続的な現金取引の後付け的導入にある。この点からみてもまた，産業資本における継続的な

現金取引に対する考察が必須であることが理解できよう。 

以上のように，従来の信用論においては二重の意味で取引の継続性が暗黙裡に前提されていたので

あるが，しかしこのことは裏を返せば，近年の「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引に基

づく組織化の議論に先立って，継続性という意味での組織化の観点が従来の議論において実質的に導

入されていたものと捉え返すことができよう。もちろんこの継続性は内容を詰められていない括弧つ

きの継続性であり，近年の組織化の議論とはいくらか開きがあることは否定しえない。だが，市場で

の価格を指標にその都度取引相手を探索する単発的取引を原理論における公式的な個別資本の行動様

式に掲げてきた従来説においてもまた，非公式とはいえこれとは異質の，近年の議論と通底する個別

資本の行動様式が事実上容認されていたことは無視しえない。この意味で組織化の議論は，それが議

題に上ろうと上るまいとにかかわらず，これまで原理論から完全に放逐された経歴をもたない，現在

まで多数の論者において幾度となく語られてきた原理論における隠れたテーマであったといえよう。 
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2.2 信用論の舞台設定をめぐって 

 

■舞台設定の異同 

次に，商業信用の第 2 の舞台設定と目される，山口[1985]における受信メリットについてみていこ

う。ここではまず 2 者間での信用売買が想定されたうえで，買手が「販売期間や市場価格の変動，あ

るいは原料価格の変動に対処して生産規模を一定に維持するために準備しなければならない貨幣資本

を節約できる」ことが示される。具体的には，「不確定的に変動する様々の販売期間のうちの比較的

頻度の高い販売期間についてだけ準備をして，頻度の低い期間の場合の準備を節約し，そのような場

合が生じて準備が不足したときには信用取引に依存するというような準備方法が可能になる」という

のである（219 頁）6)。 

ここでの第 1 のポイントは，前項の日高らと同様，受信メリットが準備の節約に関係させられてい

る点にある。もっとも，「貨幣資本を節約できる」ということの意味およびこれを可能にする方法は

日高らとは全く異なるが，受信と準備の節約とが結び付けられている限りでは同様の視角からの商業

信用の把握がなされているといってよい。 

また第 2 のポイントとして，準備の節約という受信メリットが将来の受信可能性を織り込んだメリ

ットである点を指摘できる。日高らにあっては，現在時点における信用買いから即座に流通資本の節

約が論じられていたのに対して，ここでは将来時点における信用買いを見越して現在の準備水準が低

く設定されることが論じられている。将来受信したい時に受信できるならば，現在の予想販売期間の

短縮および流通資本の節減が可能になると考えられているわけである。 

さらに第 3 のポイントとしては，前項で指摘した日高らにおける 2 つ目の意味での取引の継続性が，

ここでの受信メリットでは前提されていない点にある7)。これは日高らが指摘した，継続的な信用取

引を要件とする生産拡大という受信メリットがここでは指摘されていないためであろうが，ここでは

同時に，準備を節約するうえでも取引の継続性は要件とはならない構造となっている。もっとも日高

らの議論にあっても単発的な信用買いによって流通資本の節約は可能であると捉えられていたが，こ

れは既述のように首肯しえない把握であるうえ，山口が示している準備の節減方法ほどの明瞭性を担

保しえていない。このことは生産拡大に転用される「予備資本＝流通資本」の析出にも，事実上「恒

常的」な信用取引が念頭におかれていたという推察を許すものであって（大内[1978]:18 頁），単発

的な信用買いによっても流通資本の節減を可能とするここでの方法とはこの点で決定的に異なるわけ

である。 

ではつづいて，第 3 の舞台設定と目される，小幡[2009]についてみていこう。ここではまず，「個

別産業資本は固定資本を遊休化させないよう，流通資本を投下し，売れ行きの変動による生産の中断

を避けている」が，「販売期間は個別資本ごとにバラつくため，貨幣資本の相対的な過不足が発生す

る」というように舞台の大枠が示される（220 頁）。そして，このうち貨幣資本が不足する資本にと

って，固定資本の遊休化を回避するための「手っ取り早い方法は，製品価格を引き下げること」にあ

るが，この産業資本にとっては「巨額の固定資本を投じている生産過程の中断を回避することが目的」

であり，「必要なのは，生産手段の確保」であるため，「自己の商品在庫を投げ売りするよりも，後

払いで生産手段を調達するほうが有利」である場合には受信動機が形成されることが論じられている

（222-223 頁）。 

ここでの第 1 のポイントは，受信動機の形成が流通資本の節約と一先ずは関係なく論じられている

点にある。山口における準備の節減という受信メリットは，将来の信用買いを踏まえたうえで得られ

るメリットであるが，ここでは貨幣資本の不足によって原料調達ができないことから生じる固定資本

の遊休化というマイナス要因を信用買いによって回避するといった，信用買いそれ自体から得られる

受信メリットが指摘されている。山口が，いわば二次的・間接的な受信メリットを指摘するのに対し

て，ここでは一次的・直接的な受信メリットが指摘されているのである8)。受信メリットを流通資本
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の節減からさらに生産拡大へとつなげた日高らにあっては，したがって一層間接的な，三次的な受信

メリットが指摘されていたものと考えられよう。 

これと表裏の関係にあるが，第 2 のポイントは，受信メリットが現在の信用買いをもって論じられ

ている点にある。上述のように，山口にあっては準備の節約という受信メリットが将来の信用買いを

見越して論じられており，また日高らにあっても流通資本の節減という受信メリットが現在の信用買

いから論じられる反面，継続的な信用買いをもって生産拡大という受信メリットが論じられている限

りでは，将来の信用買いが見越されているものといってよい。受信メリットを流通資本の節減ないし

生産拡大に求める視角は将来の信用買いに，そして準備不足分の調達に求める視角は現在の信用買い

に，それぞれ信用売買の力点があるわけである。 

さらに第 3 のポイントとして，信用買いが値引き販売の代替策として論じられている点を指摘でき

る。山口や日高らにあっても販売期間の想定外の遅延による準備の枯渇という事態への対処としての

値引き販売はもちろん想定はされていようが，これが信用買いと比較・判断される資本の行動様式で

あることは少なくとも受信メリットを論じる際には明示されていないことからして，第 3 の舞台設定

におけるポイントであるといえよう。 

 

■事前性と事後性 

では，以上の各論者間での見解の相違から，如何なる内容を引き出せるであろうか。本稿では，こ

れらの相違は商業信用が考察される舞台の設定の相違，すなわち事前的な舞台設定か，それとも事後

的な舞台設定かの相違として捉える。ここでいう事前および事後とは，販売期間の不確定性によって

準備の過不足が実際に生じる時点を基準とした事前と事後であり，以下でみるように，小幡にあって

は事後的な舞台設定が，そして山口にあっては事前的な舞台設定がそれぞれなされているものと考え

られる。 

すなわち小幡にあっては，受信メリットが準備不足分の調達に求められていたことから分かるよう

に，準備不足が実際に生じた後の個別産業資本を対象に信用買いが論じられている。つまり準備が不

足した個別産業資本が既に存在している事後的局面を商業信用の舞台として切り出したうえで，この

事態に対する個別産業資本の事後的対処としての信用買いが考察対象とされているわけである。 

これに対し山口にあっては，受信メリットが信用買いを踏まえたうえで論じることのできる流通資

本の節減に求められていることから分かるように，準備の過不足が実際に生じる前段階の個別産業資

本の信用買いが考察対象とされている。つまり販売期間が不確定ゆえに準備の過不足が将来的に生じ

うる可能性があるという事前的局面を舞台として切り出したうえで，この将来起こりうる事態に対す

る個別産業資本の事前的対処としての信用買いに着目しているのである9)。 

こうした事後と事前の相違は，山口の受信メリットが小幡と異なり，将来の信用買いをもって論じ

られていることからも確認できる。既にみたように，山口による流通資本の節減という受信メリット

は，将来的に準備が不足した際には信用で買えるという将来の受信が事前に織り込まれたメリットで

あった。むろん，この規定においても信用買いが実際になされる時点は販売期間の遅延等により準備

が枯渇した後の事後的な時点となるが，この事後的に行われる信用買い自体が事前に見込まれていな

ければ，予想流通期間を短縮しそれに基づき流通資本を節減するという行動をとることには困難があ

ろう。言い換えると，ここでの流通資本の節減には，将来受信したい時には受信できるという条件が

事前に担保されている必要があるわけである。 

既述のように，日高らとは異なり山口にあっては生産拡大という受信メリットの基礎となる取引の

継続性は前提とされない一方で，信用売買の成立要件としての取引の継続性についてはある範囲で承

認されていた（本章注 7 参照）。このことを勘案すると，現在の流通資本量の切り詰めの要件となる

将来の受信を確保するには，事前に緊急時には何時でも他資本から信用買いできるための基盤を構築

しておかなければならないことになる。流通資本の節減という受信メリットは，したがって，準備の

過不足が実際に生じるより事前に，将来の受信可能性を他資本との継続的な現金取引等によってあら
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かじめ担保しているからこそ論じられるメリットであって，見ず知らずの相手からの事後的な信用買

いを期待しては論じることはできないメリットであるということになろう。 

ところで，こうした舞台の事前性およびそこでみられる資本による事前的対処は，山口のみでなく，

①従来の日高らの商業信用においても看取される。日高らにあっても山口同様，不足した準備分の調

達に受信メリットが求められていないことに表されているように，商業信用の考察される舞台が流通

過程の不確定性による影響が実際に現れる前の，現在の準備状況の在り方が一先ず留保された事前的

な局面に設定されている。信用買いに基づく「予備資本＝流通資本」の節約およびそれが「恒常的に

期待できる」という仮定のもとでの生産拡大といった受信メリットは，準備不足が実際に顕在化した

事後的な舞台のもとでは導出困難な規定であることは明白であろう。日高らの商業信用の舞台設定は，

信用取引の恒常性という前提をおく点では山口の舞台設定とは異なるものでありながら，事前的な舞

台を想定している点では共通の視角からの商業信用の把握がなされていたのである。 

また，②商業信用論の後に論じられる銀行間組織にあっても事前性は看取される。銀行間の組織化

についてはこれまで，銀行間信用機構および銀行間決済機構との密接な関連のもと展開されてきた。

そこでは，前者の組織化の動力を不確定的に変動する支払準備金の過不足調整に，また後者の組織化

の動力を貨幣取扱費用の節約に求めてきたことは周知のとおりである。これらの組織化が事前的対処

を図ることは明らかであろう。銀行間信用機構の組織化は，将来的に生じうる支払準備金の過不足を

現在の他銀行との信用基盤の構築によって保障するという意味で事前的機制を有している。他方，銀

行間決済機構の組織化も，それが個々の銀行の顧客間の取引によって将来発生しうる支払準備金の流

出を未然に防ぐものであることから分かるように，銀行間信用機構と同様の個別銀行資本における事

前的対処を看取することができる。「重層的信用機構」（山口[1985]:233 頁）として把握されてきた

これまでの銀行間組織の基礎には，こうした事前的対処のメカニズムが働いていたのである。 

以上のような事前性は，さらに信用論を遡り，③商業資本と産業資本との委譲・代位関係として提

起された「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」な現金取引においてもまた看取される。この継

続的性格の取引は，それが商業資本による将来の突発的な押し戻しを現時点において抑え込む機能を

有していることから分かるように，将来被りうるマイナスの事態を事前に打ち消す機能を有している。

この取引関係において達成される予想流通期間の短縮およびそれによる流通資本の節減といったメリ

ットは，事前的対処を行わなければ獲得することのできない独自のメリットとして規定できよう。こ

こでは商業資本は，販売遅滞時において産業資本が準備調達のために利用する事後的対処のための機

構としてではなく，将来の流通過程の変動を抑え込み現在の流通資本水準の引き下げを図るうえでの

事前的対処のための機構として把握される。 

また先述のように，継続的取引それ自体に将来の商品を現時点において買い付けるという受注生産

的ないし先物取引的な機制が事実上組み込まれていたことは，この取引が，将来の流通過程の不確定

性による影響を現時点において抑え込むあるいは緩和するといった事前的対処のための手段であるこ

とを示している。このことからは，商業資本と産業資本との委譲・代位関係に限らず，前節において

析出した産業資本間の継続的取引においても事前的対処のメカニズムが働いていることが理解できる

と同時に，同じく受注生産的ないし先物取引的構造を有する大量買いが不確定性に対する調整メカニ

ズムとして事前性を有していることが理解できよう。 

 

 

2.3 事前性としての「組織化」 

 

以上のようにみてくると，流通過程の不確定性への個別資本の事前的対処は「組織化」の定義をも

って整理されるべき行動様式であると考えられよう。すなわち「組織化」とは，流通過程の不確定性

によって将来的に引き起こされうる事態に対する事前的対処―として定義することができる。 
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直ちに補足しておこう。①ここでの「組織化」は「個別化（非組織化）」と区別すべく，資本の複

数性を要件としている。したがって，個別産業資本における流通資本投下，あるいは将来の販売遅滞

時における値下げによる売り抜けを見越した現在の予想流通期間の短縮および流通資本の節減といっ

た対処は10)，たとえ流通過程の変動に対する事前性を有すとしても，それが個別・単独で行われる限

りは「個別化」に整理され「組織化」の範疇からは除外される。継続的取引関係の締結が個別資本の

もとでの流通資本の変動を抑え込むように，「組織化」は個別的に遂行される事前的対処を複数の資

本による事前的対処によって補強・確証させる効果をもつのである。 

また，②これはむしろ原理論を構築するうえでの要件ともいえるが，本稿で定義する「組織化」は

互いに競争関係におかれている個別諸資本によって推進される「組織化」を指す。したがって，制度・

慣習・相互扶助など非競争的な行動様式に基づく結合関係は一切ここでの「組織化」には入り込まな

いのであり，それゆえ「組織化」が進展した後も「個別化」へと転回する可逆性は保障されると同時

に，個別諸資本に対しては事前と事後いずれの対処も自己の行動指針とすることのできる任意性もま

た保障される11)。 

このような「組織化」の規定をもってここまでの検討を振り返ると，第 1 に，山口・日高らにおい

ては実質的に，事前性としての「組織化」が追究されていたとみることができる。日高らの商業信用

において継続性としての組織化が事実上導入されていたことは既に述べたが，これとは異なる議論を

展開した山口にあってもまた，日高らの議論にも共通に看取される事前性としての「組織化」が商業

信用論の主題として事実上設定されている。信用論において提示される信用「機構」には，この意味

ではその端緒から信用「組織」としての性格が刻印されていたのである。 

もっとも，このことは逆からみれば，山口・日高らにおける個別諸資本の事後的対処に対する関心

の希薄さを示している。あくまで事前の観点から個別資本の行動を追跡する限り，例えば準備不足と

いった事後的な緊急性のある事態への個別諸資本の対処を析出することは困難となる。緊急時におけ

る値引き販売ないしそれの代替策としての信用買いが明確に切り出されていないことは，この困難を

明瞭に表していよう。だがこれとは対照的に，商業信用における事後的対処を提示した小幡にあって

は，事前的対処＝「組織化」として商業信用を把握する視角が後景に退いている。詰まるところ，通

史としてみれば事前と事後，組織化と個別化のどちらの対処も提出されてきた商業信用論研究にあっ

てもなお，両者の統一的把握は，その議論の一面性ゆえに顧みられることがなかったのである。 

また第 2 に，継続的取引や大量買いなどは「組織化」そのものではなく，「組織化」を具体化する

諸形式にすぎないことが分かる12)。本稿の提起する，いわば「組織化＝事前性」論は，将来発生する

可能性のある事態を現時点である範囲に抑え込むといった時間軸に基づく定義であって，その抑え込

む具体的な手段としての，いわば＜組織化＞とはそもそも次元が異なっている。「組織化」は諸々の

＜組織化＞に通底する原理であり，したがって＜組織化＞は「組織化」の具体的諸形式としては認め

られるものの，どれもがその姿のままでは「組織化」を代表することはできない。＜組織化＞はあく

まで「組織化」の下位概念にすぎないのである。 

ここでもまた，宇野学派における「組織化＝継続取引」論の瑕疵が暴露される。取引の継続性を組

織化の原理とみる限り，単発的取引でありながら継続的取引と同等の安定性を売手に保障する大量買

い，あるいは山口が示した将来の受信の現在の準備機構への織り込み等が13)，個別諸資本の流通過程

の不確定性に対する事前的対処＝「組織化」の一環として発現することは捉えることができない。要

は，具体的諸形式としての＜組織化＞と原理としての「組織化」とが取り違えられているのであって，

この取り違えはまた同時に，「組織化」の内的関連性（継続的取引と大量買いとの関連，現金取引に

基づく「組織化」と商業信用に基づく「組織化」との関連）の把握を妨げることによって，商業資本

をはじめとする諸市場機構に不当な理論像を押し付ける原因の一つともなっているのである。 

さらに，「組織化＝継続取引」論にあっては，市場機構論の端緒に据えられた個別産業資本間の現

金および信用に基づく組織化から個別銀行資本間の組織化をも含む，市場機構論全体を貫く「組織化」

の本来的な包括規定性は見失われることになる。市場機構論の最基底に組織化の因子を埋め込む作業
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（市場機構論の端緒の産業資本における「組織化」の発現＝組織論的観点の第 1 実装）のみならず，

単一原理としての「組織化」を市場機構論の屋台骨に据える作業（事前性としての「組織化」の発掘

＝組織論的観点の第 2 実装）もまた，これまでの議論にあっては不完全なものであったといえよう。 

 

 

2.4 事前性としての「組織化」の意義および射程 

  

■流通過程に対する 2 つの対処方式 

では以上の議論を踏まえ，最後に事前性としての「組織化」が有す原理的意義について，以下 3 点

ほど示しておこう。第 1 に，事前性としての「組織化」は流通過程に対する個別資本の対処のあり方

に，事前と事後の 2 つの方式があることを示す。既述のように，これら両対処方式はこれまでも商業

信用論の文脈において事実上展開されてきたものの，実際にはそれぞれ別個に，どちらか一方の方式

に傾斜して論じられるにとどまっていた。これに対し，商業資本論の文脈における継続的取引関係の

提起は，それが実質的に事前的対処の契機を個別資本の行動様式に織り込むことからして，一面では

事前と事後との対処方式の分岐に接近するものであったと評価できるものの，そこでの＜組織化＞と

「組織化」との取り違えは，対処方式のあり方を取引の継続性と単発性とに分岐させる方向へと結果

的に収束させていった。いずれにしても，これまでの機構論研究においては事前と事後という 2 つの

対処方式の存在が明示化され，それが個別資本の行動様式のうちに十全に装填されるまでには至らな

かったのである。 

事前性としての「組織化」は流通の不確定的変動に対する個別資本の行動様式に，「事前的対処」

と「事後的対処」との等位の分岐が存在することを示す。いうまでもなく，流通過程に対する判断は

個別資本によって一様ではない。一先ず市場機構論の端緒の産業資本についてみていくと，資本が本

来流通部面から発生したことが示すように，産業資本によっては固定的な生産過程を有しながらも不

確定的に変動する流通部面に利潤率極大化の機会を強く求めるものも存在しよう。こうした産業資本

にあっては概ね，事後的対処が流通過程の変動への対応の基本となる14)。継続的取引関係の締結や大

量販売等の事前的対処に基づく変動の抑え込みは，積極的な販売活動によって獲得しうる超過利潤を

事実上放棄させる，むしろ利潤機会を奪う対処方式としてこうした産業資本の目には映る。流通資本

投下といった個別・単独で可能な範囲に事前的対処を限定し，準備枯渇時には値下げや信用買いによ

って当座の状況を回避する事後的対処こそが，こうした産業資本にとっての基本的な行動指針となる

わけである。 

もっとも，流通と生産の両過程をその運動のうちに含む産業資本にとって，利潤率増進の機会は流

通部面に限定されるわけでは当然ない。販売期間の不確定的変動を嫌う相対的に生産活動重視の産業

資本が，流通重視のそれと等位に市場にはひろく存在する。このような産業資本にあっては，概ね事

前的対処が流通過程の変動に対する基本的スタンスとなろう。生産を重視する産業資本の目に流通の

変動は超過利潤獲得の機会としてではなく，生産活動の連続性を攪乱し利潤率に対しマイナスの影響

をもたらす要因として映る。準備の過不足を信用取引等を駆使して事後的に均すといった対応に対し

て，ここでは準備の過不足自体を事前に抑え込む対処方式，すなわち「組織化」の追求が産業資本に

おける行動の基本的指針となるのである。 

このように個別産業資本の行動様式には事前と事後，どちらか一方の対処方式のみが認められるわ

けではない。生産と流通という 2 つの異質な過程が産業資本の運動のうちにあるように，不確定的に

変動する流通過程への対応にも事前と事後の 2 つの任意性および可逆性を有す対処方式が等位に存在

する。これが継続的取引と単発的取引という 2 つの異なる対処方式にそのまま重なるものではないこ

とは，もはや言うまでもないであろう。個別資本の行動様式に織り込まれるべき契機は，要するに，
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事前性と事後性の両契機であり，これを通じて資本主義的市場には「組織化」と「個別化」の両契機

が同時に織り込まれていくのである。 

 

■商業資本像の転換 

 第 2 に，事前性としての「組織化」は前節における産業資本像の刷新（産業資本に対する「組織性」

の付与）に引き続き，従来の商業資本像の刷新へとつながる。先述したように，取引の継続性を組織

化と規定する立場においては，さまざまな形式をとって現われる「組織化」の内的関連を問うことに

困難を抱えていた。「組織化」の発掘は多様な諸形式としての＜組織化＞を一旦，同一平面上へと還

元することによって，「組織化」の内的関連性を問うことに合理的な根拠を与えるものとなる。既に

現金取引に基づく「組織化」の内的関連性（継続的現金取引と大量買いとの関連）については検討し

たため，ここではヨリ広く「組織化」の内的関連性＝現金取引に基づく「組織化」と信用取引に基づ

く「組織化」との関連についてみておこう。 

流通過程の変動を事前に抑え込むことによって流通資本の節減等のメリットを享受できる主体は，

既にみたように現金取引の場合（継続的取引ないし大量買い）は売手であり，対する信用取引の場合

（将来の受信の織り込み）は主として買手であった15)。このことはこれら 2 つの「組織化」が大局的

な立場からみて相補的な関係にあることを示している。 

すなわち，資本に対し販売する資本とは異なり，最終消費者に対し販売する資本は現金取引による

「組織化」を遂行できない。現金取引に依る限り「組織化」の進展する部面は資本間の市場（卸売市

場）に限定されるのであり，これは現金取引に基づく「組織化」の大局的視座から捉えた一つの限界

を示している。これに対し，信用取引に基づく「組織化」は一先ず解決の道筋を与える。将来の受信

（将来の準備枯渇時における信用買い）を現時点で先取りする形での「組織化」は，最終消費者に対

峙する資本に対し，現在の投下流通資本量の水準引き下げを図ることを可能とする。現金取引による

「組織化」が信用に基づく「組織化」に補完されることによって，全ての個別産業資本に対し「組織

化」に基づき流通資本の節減を可能とするような安定性を享受する機会が与えられることになるので

ある。 

このことは従来説とは対照的に，商業資本の存在が留保された市場機構論端緒の産業資本のみの市

場においてもまた，流通過程の不確定性のある程度の緩和，つまり予想流通期間の短縮および投下流

通資本量の節減を可能とするような緩和が可能であるということ示していよう。これは裏を返せば，

商業資本の機構的意義が必ずしも従来のように，産業資本にとっての不確定性の解除機構という側面

のみに限定されないことを意味している。従来の商業資本像からの離脱の可能性が現れるわけである。 

既述のように，現行の通説的な商業資本像はなによりも個別産業資本にとって自身の利潤率増進活

動の妨げとなる流通過程の不確定性を解除し，そしてそれをもって産業資本における利潤率均等化を

補足・促進する機構であることを軸に構築されてきた（商業資本の「補足性」＝「独立性」の剥奪）。

またこれと歩調を合わせ，保管・運輸，投機，小売業務，金融業務等の諸機能は商業資本から剥ぎ取

られ（商業資本の「狭小性」＝「越境性」の剥奪），同時に商業資本論のメニューからは商業組織論

が抹消されていった（商業資本の「個別性」＝「組織性」の剥奪）。産業資本にとっての不確定性の

解除機構として諸市場機構を捉える視角は，商業資本からの「越境性・組織性・独立性」の剥奪を伴

っていたのである。 

産業資本における「組織化」の定立はこれに対し疑点を付す。不確定性の解除が産業資本によって

も一定程度可能であるという事実は，不確定性の解除あるいは利潤率均等化の補足以外に商業資本の

固有の機構的意義を探る契機となろう。もっとも，これには商業資本という資本種が本来的に有して

いるはずの「越境性・組織性・独立性」を回復させる作業が不可欠となるうえ，さらには現行の商業

資本像を基礎づけている「分化・発生論的方法」や「行動論アプローチ」といった方法論に対する再

検討も必要となろう。これについては次章でみていくことになるが，いずれにせよ，ここまでの検討

に限ってみても，「組織化」の定立は従来描き出すことのできなかった新たな商業資本像の姿を既に
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浮かび上がらせている。銀行資本や証券業資本を含む新たな市場機構像の姿もまた，産業資本におけ

る「組織化」から再度展望される必要があるわけである。 

 

■市場機構論における組織論的観点 

事前性としての「組織化」は，第 3 に，組織論的観点に基づく市場機構論の最構成を基礎づけるも

のとなる。山口・日高らの商業信用規定に止まらず，継続的取引や大量買い，そして銀行間組織に至

るまで事前性としての「組織化」が市場機構論の縦横に看取されることは，「組織化」という観点が

市場機構論という理論分野における有力な展開軸の一つであることを示している。 

すでにみたように，これまで提出されてきた市場機構論（利子論）の展開軸には，宇野[1950・52]

をはじめとしてみられる「物神性論的観点」，そして山口[1985]に代表される「機構論的観点」とが

挙げられた。研究史としては，概ね前者から後者へと展開軸は推移してきたのであるが，この後者の

観点にあっても，本稿の立場からは必ずしも市場機構論における盤石な展開軸であるとは評価できな

い。 

機構論的観点に対する最大の疑問は，「機構」の個別性＝非組織性にある。くり返し述べてきたよ

うに，銀行間組織論を除けば，従来の市場機構論研究において組織ないし組織化が主題的に追究され

ることは皆無であり，この状況は近年の「長期的かつ安定的」ないし「期間契約的」取引の提起まで

継続されてきた。これを象徴するのが，「狭小性・個別性・補足性（従属性）」をもって特徴づけら

れる上述の通説的な商業資本像であろう。 

だがここまでみてきたように，組織性は銀行資本に固有でもなければ，商業資本に固有でもない。

事前性としての「組織化」には，産業機構をも含む諸々の「機構」が本来的に組織性を具えているこ

とが示されている。このことは，「機構論的観点」が本来的に「組織論的観点」を含んでいることを

意味すると同時に，「市場機構論」という理論分野が本来的に「市場組織論」としての性格を含んで

いることもまた意味している。ここには組織論的観点に基づき市場機構論を再構成することの有効性

が認められよう。 

 

 

注

 

1) 代表する論稿として，福田[1986]，田中[1996]，清水[2006]が挙げられる。  

2) ここでの価格の上昇圧力は需給関係に基づくものではない。商品にはある価値量があり，それが生産

価格として市場に出る以前に客観的に決定されているがゆえに，それに向かって価格は回復させられて

いるのである。 

3) 岩田[1967]:188 頁，大内[1978]:152 頁，中村[1978]:45 頁，宮澤[1996]:42,52 頁参照。 

4) 川合[1954]:55-56 頁，鈴木編[1962]:355 頁，小野[1966]:41-42 頁，日高[1966]:88-89 頁，大内[1981・

82]:下 618 頁，生川[1985]:4-5 頁，伊藤[1989]:168-169 頁，守山[1994]:45-46 頁参照。 

5) 田中[1997]では，継続的に信用買いすることによって節約される対象が，流通資本ではなく「自己資

本」（215 頁）であることが指摘されている。  

6) 山口[1985]ではこれにくわえ，自商品市場の「市況が将来よくなるという予想」があり，「現在の規

模以上に生産過程を拡大したいという場合」にも，「信用取引を利用することができれば，流動資本的

拡張のための蓄積資金の準備の少なくとも一部を節約することができる」という受信メリットも論じら

れている（219 頁）。しかし，そもそも市場機構論は「流動資本的拡張」という想定が可能な舞台設定

であるのか，どうか。「流動資本的拡張」とは概ね，固定資本の稼働率の上昇を指すものと考えられる

が，これを想定することは事実上固定資本が部分的には遊休しているという想定をおいていることにな
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るため，固定資本の遊休回避のために流通資本を投下し，この過不足を克服すべく諸市場機構が展開さ

れるという市場機構論の舞台設定とは本来相いれないものであろう。菅原[2012]:273-274 頁参照。 

7) もう一方の，信用取引締結の条件としての現金取引の継続性については，山口においても認められて

いる。山口[2000]:57,75 頁参照。 

8) 同様の受信メリットを指摘する論稿に，田中[1997]:205,210-211 頁，泉[2002]:45 頁。 

9) もっとも，小幡[2009]にあって「商業信用の基本的な効果は，不確定な販売期間に備える準備金の額

を全体として縮小する点にある」（347 頁）と述べられる際，念頭におかれているのはおそらく，将来

の受信を見越して現在の準備を節減するという山口の示した受信メリットであろう。小幡にあっても必

ずしも事前的対処が商業信用から排除されているわけではないのである。 

10) 山口における流通資本の節減という受信メリットは，将来の受信を織り込んだものであって，将来の

値下げ販売を織り込んだメリットではない。値下げ販売が個別的に行われることからすると，この点に

おいても山口にあっては資本の複数性を要件とする「組織化」が追究されていたとみることができよう。 

11)  したがって，正確には「組織化」は，流通過程の不確定性に対する事前的対処を，競争関係におかれ

ている複数の個別諸資本によって遂行すること―と定義されよう。 

12) 田中[1997]は，大内・日高ら従来説における取引の継続性を摘出することに成功しているが，事前性

と事後性の区別を摘出するには至っていない。継続か単発かという区別に対する過度の注目ゆえであろ

う。 

13) 山口が受信メリットに掲げていた，将来の受信の織り込みに基づく現在の準備の節減という関係は，

継続的取引とも単発的取引とも規定し難い要素を含んでいる。この関係にあっては，必ずしも信用売買

が継続的になされるわけではない。極端なケースを挙げれば，準備の枯渇が顕在化しない場合は，信用

売買が実際になされないこともある。しかしこの関係においては同時に，背後に準備枯渇時には信用で

買えるという買手と売手との間での一種の期間的継続性を有す契約関係が張り付いている。要するに，

継続的「取引」が「売買」の継続性のみを指すのか，それとも背後の「契約」関係の継続性までをも含

むのかの相違によって，上記の関係の捉え方は変わりうるわけである。 

14) ただし後述するように，信用を用いた事前的調整を行う場合にあっては，流通部面において超過利潤

を追求することと必ずしも背反するわけではない。 

15) もっとも，信用取引にあっても，それが継続性を有す場合は現金取引に基づく「組織化」と同様，売

手も販売期間の確定化および流通資本の節減が可能となる。だが直後に述べるように，信用取引に基づ

く「組織化」が有す最大の意義は，現金取引に基づく「組織化」ではなしえない買手側に対する安定性

（流通資本の節減を可能とする安定性）の付与にある。この点からすれば「組織化」の内的関連をここ

での探る作業において，継続的な信用取引が将来の受信の織り込みと同等に信用取引に基づく「組織化」

として重視される必要性は低いものと考えられよう。 
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第 2 章 

 

商業資本像の刷新と「組織化」 
 

 

 

 

本章では，前章までにおいて切り出された通説的な商業資本像の刷新，分化・発生論および行動論

アプローチの刷新という課題に取り組むと同時に，前章とは違う角度から再度，近年の宇野学派「組

織化」論の提起する「組織化」概念を検討する。すでにみたように，商業資本論における組織論的観

点の不在は，「商業資本の分割に関すること」は「われわれの考察の範囲外にある」（K., Ⅲ, S.318,

〔4〕383-384 頁）との『資本論』の文言にまで遡るものであった。『資本論』を大きく組み替えた宇

野弘蔵にあっても，「商業資本の種々なる分業的専門化は問題とならない」（宇野[1950・52]:496 頁）

とこうした姿勢に変わりはない。宇野以降の商業資本論研究を牽引した山口重克においても「具体的

な商業の分業組織」の問題は「ブラック・ボックスに入れられている」（山口[2006]:64 頁）とされ

ており，総じて組織論的観点はこれまでの商業資本論においてはその不在を是認されてきたといって

よい1)。 

 この宇野学派の動向とは対照的に，森下二次也をはじめとする商業経済論においては，段階分化を

はじめ商業部面における組織をめぐる問題がこれまでも仔細に論じられてきた。もっとも，そこで展

開されている商業組織論は，原理論を構成する一基礎理論，すなわち「経済学の一般理論の一部」（森

下[1977]:5 頁）というよりも，商業経済論自体が「部門別特殊理論としての商業理論の展開を志向す

る」（7 頁）ものであったために，議論も商業部面に集中し，商業組織の他の理論分野に対する関連

を問う方向へは進まなかった。商業における組織をめぐる問題はここでもそれが論じられる枠組み自

体によって，その理論的展開を阻害されていたのである。 

こうした研究状況の中，宇野学派においても近年，商業部面における「組織化」を論じる向きが前

述のように現れている2)。もっとも，この「組織化」論における議論は商業経済論とは分析視角が大

きく異なっている。第 1 に，商業経済論にあっては，「個々の商業資本」が「無意識的」につくりあ

げる「一個の全体」としての「商業組織」が直接に問題とされているのに対し（森下[1974]:33 頁），

宇野学派の「組織化」論においては，「長期的かつ安定的」（田中[1996]:174 頁）あるいは「期間契

約的」（清水[2006]:31 頁）な取引関係の議論に象徴されるように，個々の資本が「意識的」かつ「個

別的」に推し進める「組織化」がまず問題とされている3)。要するに，意図せざる結果としての「組

織」が構築されていく基層をなす，個別諸資本の意識的な「組織化」に焦点があてられているのであ

る。 

第 2 に，宇野学派の規定するところの「組織化」は概ね，①取引主体＝産業資本と商業資本，②取

引形式＝継続的な取引，③取引部面＝対生産部面（産業資本と産業資本との間の市場部面），以上の

3 契機から構成されている。これは商業組織を，取引主体＝個々の商業資本，取引形式＝基本的に単

発的売買，取引部面＝対消費部面（生活物資を生産する産業資本と最終消費者との間の市場部面）に

おいて論じる商業経済論とは対照的であろう。商業経済論が最終消費者というファクターを導入する

ことから卸・小売の分化等の「組織」を論じるのに対し，宇野学派の問題とする「組織化」は商業資

本の自立化の議論から論じられるためである。 

こうした「組織化」の基礎となる「長期的かつ安定的」あるいは「期間契約的」といった継続的取

引関係の提起の背景には，すでにみたように，商業資本による流通過程の「押し戻し」に対する着目
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があった。以下，重要な点であるため敷衍すると，生産過程を有す産業資本にとって販売期間の不確

定性は，それに対処するために準備すべき流通資本量の不確定的な過不足の招来を通じて利潤率に対

しマイナス要因として働く。商業資本は産業資本のこうした制約を解除する機構として機能するが，

必ずしも恒常的に流通過程を代位するわけではなく，商品を買い取らない，つまり流通過程を「押し

戻す」というオプションを同時に保持している。このように商業資本側に「押し戻し」のオプション

が握られている限り，産業資本にとって予想販売期間の確定的短縮およびそれに基づく流通資本量の

切り詰めは困難とならざるをえない。また対する商業資本にとっても，「押し戻し」を頻々繰り返す

ことは自らの活動域を狭め，取得可能な利潤を取りこぼしかねない負の側面をもつ。継続的取引関係

は，商業資本の発生後になお残存する，こうした双方の利潤率増進活動に対する制約を解除する機構

として提起されたわけである4)。 

なお付言しておくと，この取引関係において期間の長短は重要な要素ではない。ポイントはこの取

引関係が一旦構築されると，販売側において流通資本量が切り詰められることにある。ひとたび流通

過程を部分的にではあれ解体した状況においては，購買側による突然の一方的な取引関係の解消は，

販売側に固定資本の遊休化リスクを顕在化させる可能性をもつ。固定資本の遊休化の回避および投下

流通資本量の切り詰めを同時に達成することのできる取引条件は，したがって，購買側から突然の取

引中止というオプションを剥奪しておくこと，つまり取引を打ち切るにせよ，打ち切りがなされる時

点までに販売側が流通過程を再構築するなり，他の資本と同様の取引関係を構築するなりできるよう

な一定の準備期間を設けておくことにあるわけである5)。 

以上の宇野学派における市場機構論ないし商業資本論への組織論的観点の導入は，すでに述べたよ

うに，商業組織論の不在のもとで析出されてきた，従来の「狭小かつ個別的，補足的（従属的）」性

格の通説的な商業資本像を刷新する理論的意義を有していた。商業組織論の不在はそれと歩調を合わ

せ，①保管ないし運輸業務（K., Ⅲ, S.279,〔4〕336 頁），投機的活動（K., Ⅲ, S.318,〔4〕384 頁），

小売商業（K., Ⅲ, S.293,〔4〕353 頁）6)などを留保された『資本論』以来の商業資本像を維持してき

た（商業資本の狭小性）。商業資本の活動域が対生産部面に，活動内容が産業資本との売買活動に局

限されてきたのである。また，②あたかも個別・単独で行動するかのような商業資本像を維持してき

た（商業資本の個別性）。このことは取引形式が単発的なそれに限定されてきたことに一先ず象徴さ

れよう。さらに，③「産業資本の副次的な存在」（宇野編[1955]:224 頁）あるいは「分身的な補足物」

（山口[1985]:207 頁）といった商業資本像を維持してきた（商業資本の補足性）7)。産業資本の利潤

率増進活動およびその意図せざる結果としての利潤率均等化に対する補足的機構として商業資本はも

っぱら位置づけられてきたのである。 

こうした通説的な商業資本像における「狭小性・個別性・補足性」という特徴は，原理論における

論理の展開方法として彫琢されてきた「行動論アプローチ」および「分化・発生論」の狭義化として

も表すことができよう。商業部面を越えて産業部面や金融部面に関与したり（越境性），継続的取引

等の組織的性格を有す取引関係を構築したり（組織性），産業資本の利潤率増進活動および利潤率均

等化に対し非補足的な役割を果たしたり（独立性）―といった行動様式は従来の商業資本には含ま

れていない。こうした商業資本像を導出する分化・発生論もまた，したがって，「越境性・組織性・

独立性」へとつながる諸機能の分化を留保された，「狭小かつ個別的，補足的」性格の単一理論像の

導出方法に止まっているのである。 

組織論的観点の導入は，以上の通説的な商業資本像の刷新の契機となる。組織化の一形式である継

続的取引の導入は，個別・分散的に競争する諸資本のうちに「組織性」を織り込む，「個別性」解消

の試みである。また既述のように，継続的取引の提起の背後には商業資本の押し戻しに対する着目が

あったが，この押し戻しが，産業資本の利潤率増進活動に必ずしも寄与しないという意味で，従来の

商業資本像にあって数少ない商業資本の産業資本に対する「独立性」を示すものであることからする

と，これへの着目に基づく組織論的観点の導入は本来的に「補足性・従属性」の解消を企図したもの

であったと捉えられよう。さらに商業資本の「組織性」，「独立性」の回復は，これらと同時に従来
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留保されてきた保管・運輸，投機等の諸機能を商業資本へと帰属させることにつながる。「狭小性」

の解消により，他部面に関与する「越境性」が商業資本に回復されるわけである。 

これは同時に，行動論アプローチおよび分化・発生論的方法の刷新ともなる。商業資本における「狭

小性・個別性・補足性」の解消は，商業資本の行動様式の拡張を通じて，行動論にあって「強調」さ

れる「流通主体の意識と行動」（山口[1987]:9 頁）それ自体の拡張を促す。これに対応して，単一資

本種の単一理論像の導出を担ってきた従来の分化・発生論は，単一資本種の複数理論像を導出する方

法論へと変質させられている。単発的取引タイプと継続的取引タイプとして整理される，商業資本の

理論像の二重化＝「商業資本の二類型」8)の提起は，こうした一連の刷新の成果を象徴するものであ

るといえよう。 

だが以上の議論は，未だ不十分な点を残している。詳細は以下に譲るが，根本的な疑問は「序論」

で摘出したように，組織化の端緒の主体を産業資本と商業資本とに定置する，上述の「組織化」の第

1 契機にある。この点に問題があるために，「組織化」の第 2・3 契機，通説的な商業資本像の刷新，

行動論アプローチおよび分化・発生論の広義化は同時に不十分なものとなってしまっている。したが

って，以下本章では，まず市場機構論の出発点となる端緒の産業資本について前章とは異なった角度

から再度検討を行い，これをもって行動論アプローチおよび分化・発生論，通説的な商業資本像の刷

新を試みる。つづいて，近年の宇野学派における「組織化」の 3 契機に対する検討を行うことによっ

て，引き続き現行の商業資本像の再編を試みると同時に，次章以降論じられることになる商業資本論

のさらなる課題を摘出していくこととする。 

 

 

1．端緒の産業資本像 

 

1.1 端緒の「資本」と分化・発生論 

 

くり返し述べてきたように，近年宇野学派の「組織化」論に対する最大の疑問は，組織化の基礎と

なる継続的取引関係が市場機構論の端緒の産業資本間ではなく，商業資本の分化・発生後の舞台にお

いて，産業資本と商業資本との間で締結されるものとして提起されている点にある。そもそも市場機

構の分化・発生以前の論理レベルにおける個別産業資本間において，継続的取引関係は締結されるの

ではないかという疑問である。 

この疑問は，上記の行動論アプローチおよび分化・発生論の広義化に関わる。既述のように継続的

取引の導入は，従来の商業資本像の刷新と同時に，行動論および分化・発生論の広義化を図るもので

あった。しかし，①この取引形式は商業資本の分化・発生に際し突如挿入されており，必ずしも資本

に本来的な行動様式として筋立てられているわけではない。むしろ商業資本と産業資本との委譲・代

位関係の特殊性を際立たせることが，これとは対照的に産業資本間の取引関係を単発的な売買関係へ

と押し込めることに結果している。商業資本と産業資本との取引＝継続的，産業資本間の取引＝単発

的，という基本的な切り分けがなされているわけである。 

したがって，②行動論アプローチおよび分化・発生論の広義化も，あくまで商業資本の分化・発生

後における広義化であって，必ずしも資本の本来的な行動様式に組織化の契機を埋め込むものとはな

っていない。商業資本と産業資本との委譲・代位関係に組織化の足掛かりが築かれたことが，むしろ

産業資本間の取引関係から組織化の契機を剥奪する結果をもたらしているのであって，市場機構を「産

業資本の内的な契機が分化，独立したものとして展開」（山口[1984a]:ⅲ頁）するという「機能の分

化」論としての分化・発生論もこのため不明瞭となっている。通説的な商業資本像の刷新もそれゆえ，

あくまで従来の産業資本像が維持された限りでの刷新に止まるわけである。 
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ここからみえてくるのは，やはり，商業資本と産業資本との取引に対する考察に先立って，まず市

場機構論の端緒に設定される産業資本像に対する考察が不可欠ということであろう。振り返ってみて

も，継続的取引が当初から産業資本と商業資本との間で論じられていることは，信用論がまず端緒の

産業資本間の信用の締結として論じられることとはあまりに対照的であろう。産業資本間における継

続的取引の有無をめぐる疑問は，したがって，端緒におかれた従来の産業資本像の当否をめぐる疑問

なのである。 

本章では，市場機構論の端緒における産業資本像の以下の性格を明示化する。第 1 に，この産業資

本は特殊理論的性格をもつ「資本」であり，第 2 に，「組織化」の契機を内包する「資本」である。

以下，前者の検討を手掛かりに，そこから後者を探っていくこととする。 

特殊理論的性格の「資本」という点は分化・発生論に関わる。すなわち，市場機構論の端緒の資本

は通例単に産業資本と呼ばれるものの，これは諸市場機構が発生した後の，流通過程を外部に押し出

したあるいは押し出すオプションを保持している産業資本とは異なり，諸市場機構が未発生の次元の，

生産過程にくわえ流通過程をも全て自力で担う産業資本である9)。この産業資本は分化・発生論に基

づき設定された特殊な「資本」であり，したがってこれを起点に諸市場機構が展開されることは，こ

の「資本」がその内に諸機構が分化・発生していく契機を有していることを示している。諸市場機構

に結実する諸機能を本来的に兼備する特殊な「資本」として，端緒の産業資本は設定されているわけ

である。 

このように端緒の「資本」の特殊理論的性格を明確にすることは，以下の理論的意義を有す。第 1

に，このことは分化・発生論の採用の意義を，次の 2 点において確認させるものといえる。ひとつは，

分化・発生論は産業資本を母体として商業資本が，あるいは商業資本を母体として銀行資本が分化・

発生するといった「資本の分化」を明らかにする方法ではないという点，またひとつは，分化・発生

論は市場ないし「資本」の「変容」あるいは産業機構をも含む諸機構間の関連を明らかにする方法で

あるという点である。 

分化・発生論はこれまで「機能の分化」論を志向しつつも，そこに「資本の分化」論が混在された

まま用いられてきた。「資本の分化」については，当初は銀行信用論の文脈において預金なしに自己

資本のみで信用代位を行うことが可能な資本を探る必要があったことから，債権と情報を集積した商

業資本をそのような信用力の高い資本種として銀行資本の母体に据えたという経緯があって分化・発

生論に導入されてきた。商業資本の母体を明示的に産業資本に求める視角は，こうした銀行資本の導

出方法を商業資本の導出方法にまで応用させた結果であるとみてよい10)。しかし端緒の産業資本が特

殊な「資本」であることから振り返ると，「資本の分化」論は分化・発生論にとって過剰な論理に基

づくものであったと考えられる。 

すなわち，①「資本の分化」論にあっては，銀行資本の母体としての商業資本と，商業資本の母体

としての産業資本とが同一次元の資本として押さえられている点に問題がある。銀行資本の母体とさ

れる商業資本が流通過程に専業化した，分化・発生を遂げた後の＜資本＞であるのに対して，商業資

本の母体に目されている産業資本は，生産・流通両部面を全て自営する，それ自身は分化・発生した

＜資本＞ではない特殊な「資本」である。「資本の分化」論が，商業資本⇒銀行資本という＜資本＞

⇒＜資本＞の関係に適用されることからすると，産業資本⇒商業資本という「資本」⇒＜資本＞は同

様の論理では説明しえない過剰性をもつ。分化・発生論を「資本の分化」論として徹底させることは，

「資本」と＜資本＞との，そして「資本」⇒＜資本＞と＜資本＞⇒＜資本＞との論理的位相差を埋没

させることによってのみ可能な論理なのである。 

また，②「資本の分化」論は論理的に 1 つに絞り込めない，あるいは必ずしも絞り込む必要のない

発生母体を特定化する点に問題がある。端緒の産業資本が生産にくわえ流通過程をも自営する特殊な

「資本」であるということは，見方を変えれば，これは流通にくわえ生産過程をも自身の運動に組み

込んでいる特殊な商業資本であるということを含んでいる。商業資本の分化・発生は，したがって，

この特殊な商業「資本」の商業＜資本＞への「変容」としても論じることのできるロジックに基づい
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ているのであって，母体を産業資本として一元化させなければ論じることのできないロジックに基づ

くのではない。分化・発生論はむしろ，発生母体の特定不要性を本来的に兼備していることによって，

「資本の分化」論では十全には論じることのできない「資本」の「変容」を明らかにする分析基準と

しての役割をもつ。「資本の分化」論はこの母体の特定不要性という分化・発生論の「変容」に対す

る分析基準としての強みを蔑ろにする過剰な論理なのである。 

そればかりではない。商業「資本」の商業＜資本＞への「変容」の裏では，同時に産業「資本」の

産業＜資本＞への「変容」が進行している。このことは商業資本という一市場機構が，その発生当初

から産業部面に「変容」をもたらす力を内包することを示している。こうした市場機構による産業部

面変革の側面は，「資本」⇒＜資本＞と＜資本＞⇒＜資本＞とを混同し，「資本」を＜資本＞に還元

させ論理を展開する「資本の分化」論においては後景に退く。＜資本＞が市場機構論の端緒に設定さ

れているとみるこの視角にあっては，市場機構がいくら分化・発生しようとも自身の機能自体には何

ら影響を受けることのない，つまり「変容」することのない産業資本像がはじめから想定されている

のであり，また同時にそうした産業資本像に適合的な狭小かつ個別的，補足的な商業資本像がはじめ

から予想されているのである。 

 

 

1.2 商業資本像の刷新 

 

端緒の「資本」の特殊性を明示化する第 2 の理論的意義は，したがって，従来の通説的な商業資本

像を再編することに求められる。端緒に特殊な「資本」を設定することは，「資本」の＜資本＞への

「変容」として市場機構論が展開されることを意味していた。 

このことは，①保管・運輸業務，投機的活動，小売商業を捨象され，過度に狭小化された商業資本

像の刷新に寄与する。「資本」の＜資本＞への「変容」にあたって，「資本」に内属する諸機能がど

の程度＜資本＞に継承されるかを明確に規定することには困難がある。実際これまでも，これら諸機

能は「純粋な形態」（K., Ⅲ, S.279,〔4〕336 頁）あるいは「純粋の流通過程だけで運動する」（山

口[1985]:210 頁）商業資本像を一旦切り出すという名目のもと「捨象」（K., Ⅲ, S.279,〔4〕336 頁）

あるいは「度外視」（山口[1985]:210 頁）されているのであって，必ずしもこれら諸機能が商業資本

に元来具わっていないと考えられてきたわけではない。「捨象」ないし「度外視」しなければならな

い程，「資本」から商業＜資本＞にこれら諸機能は継承されると考えられてきたのである11)。要する

にこの限りでは，商業＜資本＞と産業＜資本＞それぞれに「資本」のもつ諸機能がはじめから明確に

分離して固着するということは否定されていたものといえよう。 

したがって問題は，この「捨象」が妥当性をもつかどうか，そしてこれら諸機能を「捨象」された

商業資本こそが「本来の機能」（K., Ⅲ, S.293,〔4〕353 頁）に還元された「純粋な形態」の商業資

本であると規定できるのかどうかという点にある。ここまで「資本」の「変容」によって現れる資本

を＜資本＞と呼んできたが，これはあくまで「資本」との区別を明確にするためであって，必ずしも

「本来の」という意味を含むものではない。「資本」は商業資本に止まらず，銀行資本なり証券業資

本への「変容」を少なくとも商業資本論次元では未だ控えている状態にあり，そのため「本来の」商

業資本はこれら一連の市場機構の発生を俟ってはじめて切り出されるものと考えなければならない。

「資本」の「変容」に基づき発生する産業＜資本＞および商業＜資本＞は，この限りではなお「本来

の」資本像に彫刻しえない，いわば不完全な＜資本＞なのである。 

このような商業＜資本＞から保管・運輸等の諸機能を「捨象」した資本を，「純粋な形態」の商業

資本と規定することには看過しえない飛躍が認められる。「捨象」の対象とされる諸機能を「純粋な

形態」の商業資本にとって「異質的な機能」（同上）と規定することも同様である。これらの規定は

全ての市場機構が論じ尽くされていない論理段階において先取り的に与えられているのであって，論
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理展開の着地点を展開に先立って設定する，いわゆる行く先論に基づく規定となっている。この対極

をなす行動論に即す限り，この段階において導出可能な規定は商業＜資本＞までであり，この商業＜

資本＞から諸機能を「捨象」した商業資本および「捨象」された諸機能を，それぞれ「純粋な形態」

あるいは「異質的な機能」と規定することは，少なくともこの段階においては論証可能な範囲を超え

ているのである。 

もっとも，ここではこれら諸機能を「捨象」すること自体が問題であるとみているのではない。あ

る対象を論証するうえでの「捨象」は，それが前提条件として機能する限り妥当性をもつ。論証の対

象も，この前提条件が機能する範囲に限り妥当性を有すものといえよう。しかしこのことは，諸機能

を「捨象」された残りの商業資本が「純粋な形態」，そして「捨象」された諸機能が「異質的な機能」

であることを論証するものではない。端緒の資本を「資本」とおくことから分かるのは，「捨象」し

なければ本来の姿をつかめない程，商業＜資本＞にはこれら諸機能が生まれながらにして付随してい

るということなのである。 

なお付言しておくと，商業資本像を拡張することの目的は，単に「捨象」された諸機能を商業資本

に組み込むことにあるのではない。最大の狙いは，これら諸機能の「捨象」によって同時に封じられ

た諸部面，すなわち運輸・保管＝生産部面，小売業務＝消費部面，投機＝景気循環論へとつながる商

業側からの回路を開くことにある。そしてこれらの部面ないし機構と商業との関連を明らかにするこ

とに，「狭小性」の解消＝「越境性」の回復の意義が求められるのである。 

つづいて，②端緒の資本の「資本」としての明示化は，産業資本の補足的機構としての商業資本像

の刷新＝「独立性」の回復につながる。これまでの商業資本論では，産業資本における流通過程の不

確定性による制約が展開の動力として重視されると同時に，産業資本が不確定的な流通過程を外部に

押し出す側面が特に強調されてきた。この文脈においては，A）展開端緒の資本は産業資本，B）展開

の動力は産業資本における制約，C）その制約内容は流通過程の不確定性，ここから，D）産業資本に

よる流通過程の押し出し―以上が議論の筋となっている。「産業資本の副次的な存在」あるいは「分

身的な補足物」としての商業資本像は，産業資本を起点とするこのラインの議論から導出されること

になる。 

だが，A´)端緒の資本を特殊な「資本」とみる場合，B´）展開の動力には産業「資本」における

制約と商業「資本」における制約とが存在し，C´）その制約内容には流通過程の不確定性とあわせ

て固定資本の問題＝資本移動の足枷が検知されることになる。ここから，D´）産業「資本」による

流通過程の押し出しと商業「資本」による生産過程の押し出しとが，産業「資本」の産業＜資本＞へ

の「変容」と商業「資本」の商業＜資本＞への「変容」とに重なって同時に現れてくることになる12)。 

こうして導出される産業＜資本＞と商業＜資本＞とが，主従関係ないし一方向的な補足関係にある

と規定することはできない。「資本」は流通過程の不確定性による制約だけでなく，固定資本による

制約を同時並列的に抱えている。これら 2 つの制約が「資本」の利潤率増進活動において等位に存在

していることは，流通過程の押し出し動機と生産過程の押し出し動機とが「資本」において等位に派

生するものであることを示すと同時に，ここから導出される産業＜資本＞と商業＜資本＞とが元来，

非主従的な等位の関係にあることを示している。このことからは，従来の「産業資本の副次的な存在」，

「分身的な補足物」としての商業資本像が，特殊な「資本」がもつこれら 2 側面のうち，一方の商業

資本的側面を伏せたまま，他方の産業資本的側面のみを拡張することを通じて導出されていることが

理解できよう。 

また，産業「資本」の産業＜資本＞への「変容」が商業「資本」の商業＜資本＞への「変容」の背

後で同時的に進行していることは，従来のラインの議論では拾いきれない，商業による産業の変革の

可能性を示唆するものといえる。商業資本を産業資本にとって補足的な機構とする見方にあっては，

こうした産業「資本」が産業＜資本＞へと「変容」していく，それも自力あるいは自動的にではなく

市場機構側からの影響を受けつつ，そして同時に影響を及ぼしつつ「変容」していく点が見落とされ

ている。端緒の「資本」を，それ自身は市場機構の力によっては「変容」することのない本来の「純
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粋な形態」としての産業資本とする見方が，補足的な商業資本像の背後には張り付いていたわけであ

る。 

 

 

2．「組織化」をめぐって 

  

2.1 端緒の「資本」における組織化―取引主体をめぐって 

 

端緒の「資本」の特殊性を明示化する第 3 の理論的意義は，この端緒の「資本」間における継続的

取引関係を拾い出すことに，そしてこの端緒の「資本」が「組織化」の契機を内包する「資本」であ

るという点を示すことにある。これは同時に，前節から引き続き，③商業資本の「個別性」の解消＝

「組織性」の回復につながっている。 

くり返し述べたように，市場機構論の端緒の資本は分化・発生論に基づき設定される特殊な「資本」

であり，分化・発生していく諸機能を本来的に兼備した「資本」としてその性格を与えられている。

これは分化・発生論が，本来「機能の分化」論であることに照らしてみても明白であろう。諸機能が

分化しそれが諸市場機構に結晶するとみる限り，分化する諸機能の因子はその母体に本来的に埋め込

まれていると考えなければならない。諸機構間の連関およびその「変容」を明らかにする目的のもと

採用された分化・発生論の基礎には，この機能の内生的な分化・発生という視角が組み込まれている

のである。 

このことは資本の行動様式についても当て嵌まろう。＜資本＞が分化・発生論に基づき導出・論証

される限り，その行動様式は端緒の「資本」のそれを逸脱するものではない。＜資本＞に結晶する諸

機能が「資本」に本来的に胚胎しているように，＜資本＞の行動様式は「資本」が本来的に有す行動

様式を基礎にしているのであって，＜資本＞への「変容」の後にそれまでと異質の行動様式が追加さ

れるわけではない。＜資本＞導出後における新たな行動様式の挿入は，したがって，＜資本＞が分化・

発生論という特殊な方法論に基づき導出された＜資本＞であるという点，そしてこの特殊な方法論が

「資本」という特殊な設定を不可欠としている点を等閑視するものであるといえよう。 

 このようにみてくると，商業資本の導出に沿った継続的取引の導入には問題があることが分かる。

これは個別的・単発的と基本的に把握されてきたこれまでの資本間の関係に組織的・粘着的な要素を

導入するものであり，資本の行動様式の書き換えを提起するものであるが，これが＜資本＞レベルに

おける書き換えである限り，分化・発生論を採用する見地からは必ずしも妥当性をもつとはいえない。

「資本」を起点に＜資本＞を導出する方法論に依拠する限り，行動論および分化・発生論が広義化さ

れるべきは＜資本＞においてではなく，それに先立つ「資本」においてでなければならず，したがっ

て考察の第 1 の対象とされるべきも＜資本＞ではなく，なによりも「資本」でなければならない。組

織論的観点はこれによってはじめて資本の本源的な行動様式のうちに装填されることになるうえ，従

来の通説的な商業資本像もまたはじめて抜本的な見直しを受けることになる。商業組織論を原理論に

位置づける試みは，要するに，「資本」における組織論的観点の導入を不可欠な契機としているので

ある。 

「長期的かつ安定的」あるいは「期間契約的」として定式化されている継続的取引関係は，概ねそ

のまま端緒の「資本」に装填可能である。生産過程を有す限り，「資本」はそれの円滑な進行を保障

すべく流通資本を投下する必要があるが，販売期間の不確定的な変動ゆえにその必要量には客観的基

準が存在しないため過不足が不確定的に生じることになる。このような「資本」の利潤率増進活動に

対する制約を回避するには販売期間の確定化という条件が必要となるが，次回以降の販売動向が定か

ではない単発的な売買関係ではこの条件を満たすことは困難である。一時的な販売動向の好調は，貨
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幣準備に対する商品在庫の比率を低下させるものであっても，予想販売期間を確定的に短縮しえない

限りは実際に投下する流通資本の量自体を減少させるわけにはいかない。販売期間の確定化という条

件の充足には，将来時点の販売動向を現時点でトレースできるような取引関係，つまり継続的取引関

係の構築が必要となるのである。 

このような「資本」の販売面における継続的取引関係の構築動機はまた，「資本」の購買面におけ

るそれによって充足される。生産過程を有する「資本」の購入すべき商品は，生産技術に従って客観

的に決定されている。こうした技術的確定性があれば，「資本」によっては販売期間の確定化動機を

もつ「資本」に安定的な買取り保障を与えることによって，相場よりも低い価格で仕入れを行おうと

する動機が生じることになろう。販売側の「資本」にとっても，こうした保障が与えられれば流通資

本の圧縮が可能であるため，相場以下の価格での買取りという条件にも応じることができる。継続的

な取引関係に対する販売側，購買側の構築動機がここに合致することになるのである。 

とはいえ，全ての「資本」がこうした取引関係を構築するとまではいえない。最終消費者への販売

を行う「資本」や契約条件の折り合いがつかない等のケースは一先ず別としても，「資本」によって

は確定的な流通資本の節減よりも，むしろ不確定のリスクをとることでその節減幅の極大化が追求さ

れよう。実際，継続的取引関係を一旦構築した後に自商品の市場が当初の予想以上の好調をむかえる

ならば，相場以下の価格での販売継続は得られた可能性のある利潤をみすみす手放すことと同様，利

潤率増進活動に対する桎梏ともなる。継続的取引に基づく販売期間の確定化には，組織化への動機づ

けとなるような固定資本の遊休化の回避および流通資本の確定的圧縮というメリットを担保する機能

が具わっている反面，こうした個別化への動機づけとなるような利潤獲得機会を放棄させるデメリッ

トを強制する逆機能が搭載されている。「資本」による予想ないし行動のバラツキは，したがって，

組織と個を市場の縦横に拡散させることになるのである。 

他方，購買側においても組織化と個別化の両契機が検出される。ひとたび継続的な取引関係を構築

してしまえば，たとえさらに良い取引条件を提示する「資本」が現れたとしても，毎期に必要な原料

の量は決定しているため，過剰原料に保管費が別途必要となることからみて，当該「資本」から即座

に買い取るわけにはいかなくなる。購買側にとっても継続的取引は，利潤獲得機会を一時的にではあ

れ放棄しなければならないマイナス要因として機能する面をもつのである。また購入すべき原料が生

産技術に基づき決定していることは継続的取引への動機づけとなる一方，たとえ不確定的であっても

最も低い価格で販売する「資本」を探索することへの動機づけにも転じうる。ここでも「資本」によ

る予想ないし行動のバラツキは，市場に組織化と個別化の両契機を織り込んでいくわけである。 

いずれにせよ，組織化と個別化の両契機が端緒の「資本」レベルにおいて検出されることは，「資

本」が単独としてだけでなく，組織を構成している「資本」としても同時に設定される必要があるこ

とを示している。端緒の「資本」は，諸市場機構の無い次元における「資本」，生産過程および流通

過程を全て自力でこなす「資本」であると同時に，個別化と組織化の両契機を内属する「資本」なの

である。したがって，ここから分化・発生してくる商業資本のうちには，「資本」が本来的に有して

いる「組織性」が継承されることになる。商業資本における「個別性」の解消＝「組織性」の回復が，

「資本」におけるそれに伴って必然的に現れてくるのである。 

 

 

2.2 大量買いと組織化―取引形式をめぐって 

 

本項では近年の宇野学派における「組織化」の第 2 契機の検討を行う。大量買いについては前章で

すでに検討を行ったが，ここでは「資本」とそこから分化・発生する商業資本というこの関係から導

出されるであろう規定，すなわち後述する多品種商品取扱いを基本とする商業資本像および取引形式
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により区分けされる「商業資本の二類型」に対する再考を見据え，再度，ただしヨリ詳細に大量買い

についてみていくこととする。 

これは継続的取引が実質的に受注生産的あるいは先物取引的な構造を含むことから論じられる。す

なわち，通常原理論で想定される売買関係と異なり，継続的取引は売手側における現在の商品在庫の

みならず，現在生産中のあるいは現在生産予定の将来の商品を現時点において売買する構造が実質的

に組み込まれている。継続的取引において売手側に提供される安定性は，取引の打ち切りに猶予性を

もたせることの裏側にある，この将来の商品の現時点における売買という構造によって支えられてい

るのである。 

この受注生産的ないし先物取引的な機制を継続的取引とは別の形で構造化した取引形式として，大

量買いという形式が認められよう。既述のように，継続的取引には売手「資本」にとって継続性ゆえ

のデメリットが存在していた。このことは安定性さえ確保できれば，継続的取引関係をあえて締結す

る必要がないと考える「資本」が市場に存在することを示している。また他方，継続的取引を回避し

個別化の道を選択する「資本」も同時に存在していたのであるが，こうした「資本」にあっても継続

的取引以外の方法で安定性が確保されるというのであれば，その新たな取引形式を採用することに特

段抵抗はないものと考えられよう。 

これら「資本」によって採用される大量買いは，①売手側における継続的取引のメリットを担保す

るものである。現在の売手「資本」が抱えている商品在庫に限らず現在生産中の将来の商品在庫まで

をも含んだ一括大量買いは，販売期間がゼロの期間を一定程度付与することを通じて，安定性を売手

「資本」に対し確保する。こうした期間が与えられるのであれば，売手「資本」はその期間を通じて

流通の不確定性から逃れることができると同時に，流通資本の確定的節減およびそれに基づく生産拡

大を図ることが可能となる。継続的取引関係を締結せずとも，大量買いは売手「資本」にそれを締結

することと同様の安定性を確保することができるのである。 

また大量買いは，②突然の取引打ち切りの禁止等の契約が設けられる継続的取引関係とは異なり，

あくまで単発的な売買関係の範疇にある。いわば買いと同時に取引中止を通達し，販売期間がゼロの

期間を打ち切りまでの猶予期間に充てるという形で，継続的取引関係の単発的売買関係への翻訳が大

量買いにおいてはなされているわけである。 

このように，③単発性が大量買いにおいて維持される限り，継続的取引に付随するデメリットは一

先ず排除されることになろう。ただし他方，大量買いにおいてもそれ特有のデメリットは排除しえな

い。継続的取引においては得られる可能性のある相対的に長期的な安定性を，単発的に安定性を保障

する大量買いは提供しえないほか，買手側の「資本」にとっても大量買いは，購買量や購買の時機次

第では別途保管費の支出を要してしまう過剰な原料在庫を抱えることにもなる13)。しかしこうしたデ

メリットがあるとはいえ，大量買いはそれが単発的な売買関係である限り，継続的取引関係に還元さ

れるものではない。販売過程の安定性を求める「資本」のうちには，継続的取引に基づく長期的安定

性を求めるものと，大量買いに基づく単発的安定性を求めるものとがあり，それぞれの取引形式はこ

れらの「資本」に対し等位に並び立つものとしてあるわけである。 

以上，大量買いという取引形式を論じることは，第 1 に，これを実行する商業資本の導入へとつな

がる。商業資本の特性としては，これまで複数商品種の取扱い，取扱商品の変更の容易性等の質的側

面が重視されてきたのであるが，この一方で，購買する個々の商品の量に弾力性があるという量的側

面については左程注視されてこなかった。これら二側面間に存在するトレードオフの関係を，そのひ

とつの理由として指摘することは可能であろう。相対的に多品種少量の商品取扱いに対応する質的側

面の強調は，少品種大量の商品取扱いに対応する量的側面を商業資本の特性から削ぐことになる。商

業資本像の単一性が固持される限り，この量的側面を競争に生かす商業資本像に目が向けられる機会

は失われていたといえよう。 

しかし大量買いが端緒の「資本」において行われることは，そこから分化・発生する商業資本のう

ちに少品種大量の商品取扱いという行動様式を挿入することにつながる。むしろ，「資本」が予定す
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る生産量によって必要な原料の量を規定されることからすると，大量買いは個々の商品の必要量につ

いて相対的に弾力性をもつ商業資本にヨリ適合的な取引形式であるともいえよう。もっとも，大量買

いは商業資本にとって複数商品種の取扱いにより得られる販売期間のバラツキを均すリスク分散効果

を放棄させるデメリットをもつ。だがこの反面，大量に取扱う商品の売れ行きが好調であれば，この

リスク分散効果は放棄することにこそ効用があるということも同時に確認できよう。少品種大量の商

品取扱いは，したがって，多品種少量の商品取扱いと同程度に並び立つ，商業資本の行動様式なので

ある。 

この点に鑑みると大量買いは，第 2 に，「組織化」論の提起する，単発的か継続的かという取引形

式の違いに基づく「商業資本の二類型」に対する見直しを促す。資本の類型については従来も，「資

本家によって安全性重視派と収益性重視派」がある（山口[1998]:168 頁），あるいは「産業資本には

生産活動を重視し，利潤増進を図ろうとする資本と，流通活動を重視し，利潤増進を図ろうとする資

本の二タイプがある」（菅原[2012]:256 頁）ことが指摘されてきた。これらが資本の行動様式の二重

性に基礎をおいているように，「商業資本の二類型」も単に取引形式の違いにではなく，商業資本の

うちに「産業資本の社会的結合を媒介する組織者と，市場の変動を積極的・投機的に利用する商人と

いう二つの行動原理が併存している」（田中[2001]:161 頁）点に基礎がおかれている。 

しかし大量買いにより代位する商業資本の存在は，行動原理がたとえ 2 つに整理されるにしてもそ

れが必ずしも単発的取引タイプと継続的取引タイプとの「二類型」として発現するわけではないこと

を示している。単発的取引でありながらも継続的取引と同等の安定性を産業資本に付与する大量買い

は，それを実行する商業資本にこの二類型の枠組みに収まりきらない横断的性格を与える。つまり 2

つの行動原理からは，単発的な代位か否かを基準とする二類型へと結びつく取引形式の分岐軸だけで

なく，ヨリ広く「安定性」を与える代位か否かを基準とする二類型へと結びつく多品種少量型と少品

種大量型への分岐軸も併せて検出されるのであって，前者の「商業資本の二類型」は，この限りでは

2 つの行動様式から複数想定可能な二類型のうちのある 1 つの二類型の現れにすぎないものといえよ

う。要するに一義的な「商業資本の二類型」は，必ずしも商業資本の行動原理の二重性からは導出し

えないわけである。 

 

 

2.3 消費と組織化―取引部面をめぐって 

 

 本項では，対生産部面を対象とする規定としての「組織化」の第 3 契機に対する検討を行う。振り

返ってみるに，消費部面に対する考察は，宇野学派においてはこれまで一部を除き概して行われてこ

なかったといってよい。この背景の一つに商業資本論と信用論の体系順序の変更を指摘できよう。信

用論を商業資本論に先行させる宇野[1950・52]に対し，鈴木編[1962]，特に山口[1985]以降，商業資

本論は信用論に先行する位置づけを与えられることになったが，このことは小売商として把握されて

きた商業資本像を卸・小売の区別なき商業資本像に転換することによって14)，事実上宇野らが踏み込

んでいた消費部面への経路を封鎖するものであった。 

 これに対し森下らの商業経済論にあっては，これまでも消費部面に対する考察が段階分化の議論に

沿って十全に行われてきた。そこでは最終消費者の「個人的消費」が「小規模性，分散性，個別性」

として特徴づけられると同時に，これに対応して「小売商業経営もおのずから小規模のものが多数に

分散する」ことが指摘されている（森下[1974]:27 頁）。こうした考察は消費部面と生産部面との構

造の違いを明示している点，消費部面を商業組織論の文脈に取り込んでいる点で評価できる一方，①

「小規模性，分散性，個別性」が等しく消費部面の特徴として扱われている点，②この特徴に対応し

て小売商業資本像が描出されている点，③「個別性」の内容が「商品にたいする選好は人によって千

差万別である」（同上）という以上に詰められていない点に問題があるように思われる。 
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順にみていくと，①´「個人的消費」が小規模・分散的というのは確かであるが，このような「個

人的な最終消費者」（26 頁）が無数に存在していることからすると，消費部面自体が同じように小規

模・分散的であると特徴づけることはできない。小規模・分散的な「個人的消費」が無数になされる

限り，消費部面を全体としてみればそれは大規模・集中的な構造をもつ。それゆえ，②´小売商業資

本が小規模・分散的であると一義的に決定することはできない。無数の「個人的な最終消費者」を相

手にする大規模・集中的な小売商業資本の存在は必ずしも排除しえないであろう。したがって，③´

本稿は「個別性」を消費部面の特徴として最も的確と判断するが，この内容が「人によって千差万別」

という程度のものであれば，消費部面の構造の特異性は切り出すことができない。最終消費者の購買

および欲求に対する再考が必要となろう。 

最終消費者における購買の最大の特異性は，購買する商品の種類が無規定的という「購買の非定型

性」にある。生産の技術的確定性によってこれらが厳密に規定されている産業資本に照らしてみても

これは明白であろう。購買すべき商品が確定的な生産部面の外側には，それらが不規則的な消費部面

の世界が取り巻いている。これまでの労働力に対する再生産概念の適用は，図らずもこの消費部面の

生産部面に対する異質性の看過を強力に後押しするものとして機能していたといえよう15)。 

この購買の非定型性の背後には，①生理的欲求をはじめとする最終消費者自身の抱くある欲求が，

直接に特定の商品種の購買に結びつかないという「欲求の非接続性」がある。最終消費者のある欲求

は，それを充足する商品を点ではなく面として捉える傾向をもつ。産業資本における欲求と購買され

る商品の一対一の対応は，消費部面においては一対多の関係に翻訳されるわけである。また，②欲求

自体が最終消費者自身によって認識されていないという「欲求の非先行性」がある。最終消費者にあ

っては産業資本のように，購買に先立ってその購買を引き起こす欲求が必ずしも存在しているわけで

はない。市場に無数に存在する商品群に対峙することによって，あるいは他の消費者の購買活動によ

って欲求が引き起こされ，それに基づき購買がなされるという事態が消費部面では日常的にみられる

わけである。 

以上の点に鑑みると，上記の「個別性」の内容は「人によって千差万別」という主体間にみられる

購買のヨコのバラツキにではなく，個々の主体においてあらわれるタテのバラツキに求められる必要

があろう。主体間のバラツキに「個別性」の内容を求める限り，個々の消費者の購買活動は産業資本

と同様の同一購買活動のくり返しに還元されかねない。周囲の主体からみても，あるいは当該主体に

とっても明瞭な動機を追跡できないようなバラツキをもつ購買活動こそ，消費部面を生産部面に対し

特異な構造をもつ部面として特徴づける「個別性」の内容として相応しいものと考えられるのである。 

こうした消費部面の特異性は，「組織化」の第 3 契機に対する再考を促す。既述のように商業資本

論と信用論の体系順序の変更は消費部面への経路を閉ざすものであったが，これは同時に商業組織が

展開される部面を森下らが対象とする対消費部面から対生産部面へと転換させる結果をもたらした。

言い換えると，最終消費者というファクターの導入を基礎に商業組織を論じた森下らに対し，宇野学

派が展開する「組織化」は商業資本の自立化の議論から論じられているのであって，この相違が商業

組織論の対消費部面から対生産部面への転換を引き起こしたのである16)。 

もっとも，この転換には「卸・小売分化の必然性」（森下編[1967]:97 頁）の原理的導出の困難性

も関わっている。ここまでの議論を踏まえてみても，上述の大規模商業資本の存在は，小規模・分散

的な小売商業資本と商業資本の大規模化への必然的要求との矛盾から論じられる「卸・小売分化の必

然性」の根拠を失わせるものとなる。「卸・小売分化」はあくまで対消費部面における商業機構の一

つの可能な型なのであって，卸売商が分化せずに大規模な小売商だけが占める型，あるいは卸・小売

のタテの関係がもつ機能を小売間のヨコの関係によって担保しうるような型も同じく想定される。問

題は原理的には，「卸・小売分化」を引き起こす契機は何かにではなく，「卸・小売分化」を含む対

消費部面における商業機構の「変容」を引き起こす契機は何かにおかれる必要があったわけである。 

だが森下らの議論は，それが対消費部面における商業を対象としている点において看過しえない意

義を有している。「個別性」という対消費部面に固有のファクターは，対生産部面にはない特異な組
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織化の契機を対消費部面にもたらす。このことは対生産部面の商業組織には還元しえないもう一つの

商業組織が，対消費部面において現れる可能性を示していよう。また前々項で析出した端緒の「資本」

における「組織化」というファクターは，対消費部面における「組織化」の問題を，対生産部面にお

けるそれに還元しえない商業に固有の「組織化」の問題として提示している。仮に生産部面における

十全な「組織化」（本稿第 1 章において規定した現金および信用取引に基づく組織化を含む「事前性

としての組織化」）を想定するならば，後にみるように販売期間の確定化という問題は対消費部面に

位置する「資本」に固有の問題として現れることから，商業の組織化の問題もまた対消費部面に固有

の問題として現れるわけである。 

森下らが追究した対消費部面における商業組織の問題は，したがって，たとえそれが原理的には一

般化しえない「卸・小売分化」を主に問題にしていたとしても，宇野学派の対生産部面における「組

織化」とは異なる論理をもつ，もう一方の「組織化」を問題としていた点において重要な意義を有し

ている。対象が対生産部面から対消費部面にまで及んで，はじめて商業組織論の十全な展開がみられ

ることがここに示されているのである。 

 

 

3．商業資本の機構的意義の再考 

 

 ここまで本章では，市場機構論の端緒に設定される「資本」の特殊性から，市場機構論がこの「資

本」の＜資本＞への「変容」に基づき展開されることを示した。次にこれをもって，「組織化」論に

あっては未だ不十分であった商業資本像の刷新（越境性・組織性・独立性の回復），行動論および分

化・発生論の広義化（端緒の「資本」への組織論的観点の埋め込み）を再度試みた。そしてこれらを

踏まえ，宇野学派の「組織化」の 3 契機に対し全面的に検討をくわえてきた。 

これらの作業は，巨視的には，商業資本の機構的意義の見直しを図るという理論的意義を有す。宇

野学派において強力に推し進められてきた「競争論的観点」の導入は，総過程論という理論領域を，

生産論で明らかにされた「資本主義的な社会的生産を，諸資本相互の競争をとおしながら現実に措定

していく過程と機構を考察する場」（山口[1983a]:8 頁）に定置したのであるが，これは「資本一般

説的観点」および「物神性論的観点」の放逐，「機構論的観点」の徹底化へとつながる一方，従来の

通説的な商業資本像から振り返ると「流通ないし市場の社会的生産の均衡編成に対する積極的役割を

強調」（山口[1996]:137 頁）する17)，つまり「利潤率均等化に重要な機構的条件をなす」（宇野[1964]:210

頁）という視角を生成することによって，その役割ないし条件に適合的な市場機構像を鋳造する結果

をもたらすものであったといえる。商業資本にとって競争論的観点は，産業資本の利潤率均等化に寄

与しない諸機能を除去し，積極的にこれに寄与する機構へと鋳造する過剰な矯正性としても機能して

いたのである。 

本章における検討は，したがって，この観点のもとで商業資本に付与された利潤率均等化機構とし

ての役割の再考につながる。すなわち，商業資本の「組織性」の回復は，これが「安定性」を生み出

す限りでは産業資本の利潤率増進活動には寄与しうるが，これが相対的にみて少品種大量の商品取扱

いを商業資本に課すことは，取扱商品の迅速な変更という利潤率均等化の補足に要する特性を放棄さ

せるものとなる。また商業資本の「独立性」の回復が，産業資本の利潤率増進活動にとって制約とな

る商業資本の押し戻しに対する着目に根差すことは，産業資本の利潤率均等化に対する商業資本の非

補足的側面を前景化させることになる。このことは，生産部面に変革をもたらしうる「越境性」を商

業資本が兼備することからも理解できよう。要するに端緒の「資本」の見直しは，競争論的観点に張

りついていた利潤率均等化の補足機構論としての視座を市場機構論において相対化する試みでもあっ

たのである。 
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このことは「組織化」の 3 契機に対する検討によっても確認される。端緒の「資本」間における組

織化の提起は，「資本」の利潤率増進活動に基づく利潤率均等化が軸の機構論的観点とは異なる，「資

本」の利潤率増進活動に基づく市場の組織化を軸にする組織論的観点を市場機構論の視座に織り込む。

ここでは商業資本は，利潤率均等化の補足機構としてではなく，「資本」の利潤率増進動機に基づき

発生する，市場の組織化の牽引機構として現れる。また組織化は，販売側の「資本」にとっては「安

定性」を確保する手段となるが，購買側の「資本」にとっては，継続的取引ないし大量買いが受注生

産的ないし先物取引的構造を有すことからして，将来の需要を見越して将来の商品を実質的に現時点

において安く買い付ける投機的在庫形成の手段ともなる。組織化に基づく安定性の裏には，利潤率の

バラツキを誘発しうる投機性が常に張り付いているのであって，これは対消費部面における組織化に

おいても同様である。この部面の組織化もまた，利潤率均等化の補足機構としてではなく，対生産部

面とは異質の市場部面の組織化を牽引する機構として商業資本を表出させるのである。 

 

 

注

 

1) ただし宇野にあっては「商業資本自身の間に行われる分化は，この傾向を一層強化する。生産物は直接

の消費者に渡るまでに幾人かの商業資本家の手を経るからである。産業資本家から商品を購入した商業

資本家は，これを他の商業資本家に販売して―直ちに支払がなされなければ手形を振り出してこれを

現金化して―再びまた商品の買入をする」（宇野[1950・52]:502 頁）というように，実質的に「商業

資本自身の間に行われる分化」が論じられている。この他，大内[1981・82]:下 692 頁，日高[1983]:235

頁参照。 

2) 宇野学派において商業部面における組織化を論じている論稿としては，福田[1986]，田中[1996]，清

水[2006]:第 1 章が挙げられる。なおこれらの要約は，本稿「序論」を参照されたい。  

3) 田中[1996]:168,174 頁，清水[2006]:93 頁参照。 

4) ここでの説明は概ね清水[2006]に従っている。 

5) 福田[1986]:272 頁，田中[2001]:158-159 頁，清水[2006]:31-32,229-230 頁参照。 

6) 『資本論』における小売商の捨象については，但馬[1994]:286-289 頁参照。 

7) 森下[1993]:34 頁参照。 

8) 田中[2001]の「商業資本の二類型」（150 頁）は「スポット的な取引関係を繰り返すタイプ」と「信用

関係を利用した安定的な取引関係を展開するタイプ」（151 頁），清水[2013・14]の「商業資本の二類

型」（(3)51 頁）は「産業資本との間に期間契約的な取引関係を結ぶタイプの商業資本」と「不定期に単

発的な取引関係を結ぶタイプの商業資本」（(2)23 頁）と整理されている。 

9)  市場機構の分化以前の産業資本と，分化以後のそれとを区別する論稿に，鈴木編[1962]:339 頁，森下

[1993]:109 頁，清水[2013・14]:(3)78 頁がある。 

10) 商業資本と銀行資本との系譜的同一性を指摘するものに，鈴木編[1962]:359 頁，山口[1985]:224-226

頁がある。また「資本の分化」論を徹底させ，産業資本のうちに商業資本の発生母体を特定するものと

して菅原[2012]がある。 

11)  山口[1983a]も「流通過程を代位し，分担する商業資本は，生産的機能をも同時に遂行している場合

が多い」（299 頁）ことを認めている。 

12) 生産過程が外部に押し出される側面は，「機能の分化」論よりも，むしろ産業資本が生産過程を押し

出すことによって商業資本として分化・発生することを論じている「資本の分化」論において明瞭にあ

らわれている。 
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13) ただし大量買いによる値引き総額が，大量買いにより別途必要となる保管費総額よりも多ければ，た

とえ原料の過剰保有になろうとも「資本」において大量買いは実行される。毎期に必要な原料の量が生

産技術により決まっていることと同様には，購買量は「資本」において決まっていないのである。 

14) 信用論を商業資本論に先行させる論者にあっては，消費者に対し信用は利用できないという点から小

売商としての商業資本像が切り出されている。宇野[1950・52]:496 頁，大内[1981・82]:下 694-695 頁，

日高[1983]:234 頁参照。これに対し商業資本論を信用論に先行させる論者にあっては，卸・小売の区別

なき定義が商業資本に与えられている。山口[1985]:209 頁，鈴木編[1962]:341-351 頁，菅原[2012]:257

頁参照。 

15) 労働力への再生産概念適用を批判するものに，小幡[2009]:324 頁がある。 

16) もっとも宇野学派の「組織化」は対消費部面を必ずしも排除するものではないが，むしろこれを含む

こと自体が両部面における「組織化」の差異を解消するものとして機能している。 

17) 「不均衡を均衡化する市場機構ないし市場組織」（山口[1996]:136 頁）との記述もある。 
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第 3 章 

 

商業資本のもとにおける債務の集積 

―対生産部面における商業資本の金融業務― 
 

 

 

 

 前章においてみたように，市場機構論の端緒の産業資本（前章における端緒の「資本」）における

組織性を踏まえると，商業資本という資本種の活動およびそれらによる「組織化」の固有性は，特異

な購買ないし欲求の構造をした最終消費者と接する対消費部面においてこそ現れるのであった。 

もっとも，このことは商業資本ないし商業組織の固有性が対消費部面にあることを示すものであっ

ても，必ずしも対生産部面における商業資本の絶対的な不要性までをも含意するものではない。本章

において以下示すように，商業資本は，従来の通説的な商業資本像において剥奪されてきた金融機能

を回復することによって，また生産過程を有す産業資本には具わっていない自身の資本種としての特

性を発揮することによって，対生産部面において商業資本ならではの地歩を築くことになる。次章に

おいて着手される，対消費部面における商業資本の固有の機能およびそれに基づく対消費部面の変容

に対する検討に先立って，この対生産部面における商業資本の独自の機能を概観することが，本稿の

主題から導かれる本章の課題となる。 

 一方，こうした本稿の主題から離れてみても，信用論にはこの理論分野に独自の問題がなおも残さ

れている。詳細は叙述に沿って明らかにするが，ポイントは，銀行資本のもとにおいてはっきりとし

たかたちで現れることになる，信用業務（信用創造業務）と貨幣取扱業務（預金業務）との関連にあ

る。本章ではこの問題を一旦，銀行信用レベルから商業信用レベルにまで引き下げることによって検

討をはじめ，次いでこれらの業務を銀行資本のもとにおいてではなく，商業資本のもとにおいて再考

する。対生産部面において商業資本は如何なる独自の機能を発揮するのかを探るという，上述の本稿

の主題から導かれる本章の課題は，この信用論に独自の問題に対する検討を通じて明らかにされるわ

けである。 

 

 

1．問題の所在 

 

本章では，預金ないし貨幣取扱業務の信用業務に対する位置づけを，商業資本との関連で再考する。

これまでの，とりわけ宇野学派における信用論研究は，「将来の資金形成の先取りによる現在の購買

力の創出関係を資本主義的再生産にとって内的な関係にある機構の問題として原理的に展開する」（山

口[1984a]:46 頁）という「信用創造」論的視角に基づく理論構築を一貫して模索してきた。銀行信用

の資金媒介説的解釈を排すことで析出されたこの視角は，現時点において信用創造機関としての銀行

資本を描出するうえで必須の理論的視角として信用論に実装されている。「将来の資金形成の先取り」

という規定が銀行信用の基底をなす商業信用においても看取されたことはまた，信用創造を軸に商業

信用と銀行信用との内的関連を把握することの出発点となったのである。 
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「信用創造」論的視角の実装化のもとで，商業資本は一躍脚光を浴びることとなった。この視角の

貫徹には，預金業務に先立ち信用代位業務に着手することが可能である資本，つまり一先ず自己資本

のみで信用代位が可能な高い信用力をもつ資本の存在が市場に確認される必要があった。「信用創造」

論的視角はこの課題に対しても，信用論を商業資本論に先行させる宇野[1950・52]を嚆矢とする体系

構成を，それがもつ「先取り」の規定を根拠に反転させることをもって解決の糸口を与えている1)。

すなわち，商業資本論先行型の新たな体系構成は，信用論先行型の体系構成において主として小売商

と把握されてきた商業資本像に2)，新たに多数の資本に対し信用販売を行う卸売商としての側面を付

け加えることによって3)，また信用論先行型では不可能であった銀行資本の出自を商業資本に求める

論理を可能にすることによって，債権および情報を集積した卸売商としての商業資本にそうした高い

信用力をもつ資本としての役割を担わせることを可能にしたのである4)。 

信用論における商業資本の役割に注目が集まる一方，「信用創造」論的視角の実装化は他方で，預

金ないし貨幣取扱業務を信用業務に対し後景化させる論理構造を伴っていた。資金仲介機関とは対極

の信用創造機関としての銀行資本にとって「預金はかならずしも理論的に積極的な意味をもつもので

はない」（山口[1984a]:68 頁）との見方は，その極に「銀行の信用業務の延長としてではなく，それ

とはまったく別個に，産業資本や商業資本の貨幣取扱費用の節約を委託される機構として，銀行にと

ってはいわば受動的に形成される兼業業務」（同[2000]:139 頁）としての預金ないし貨幣取扱業務を

表出させる。「信用創造」論的視角の前面化に呼応して，預金ないし貨幣取扱業務の信用業務に対す

る非積極性，断絶性，受動性が強調される構造が信用論に装填されたのである。 

しかし「信用創造」論的視角の実装化が，預金ないし貨幣取扱業務と信用業務との切断を惹起する

という構造自体には再考の余地が残されている。詳しくは次節以降に譲るが，「将来の貨幣還流，支

払を先取りして現在の購買力を創出する」（同[1984a]:42 頁）という信用創造規定のうちには，販売

代金が受信者のもとに「事実上預託」される側面が含まれている。切断の構造とはむしろ逆に，「信

用創造」論的視角の先鋭化が預金ないし貨幣取扱業務を前面に押し出す構造が信用取引には本来的に

組み込まれているのである（本章第 2 節）。 

また切断の構造は，一先ず商業資本のもとにおいて再考すべき問題を残している5)。商業資本と銀

行資本との系譜的同一性に着目する山口[1985]にあっては，銀行資本として独立化する商業資本の要

件に「債権の集積」と「情報の集積」は数えるものの，預金ないし貨幣取扱業務に直接関連するであ

ろう「債務の集積」については一切言及されていない（226 頁）。このことは銀行資本の発生の前段

階においてすでに，預金ないし貨幣取扱業務が信用業務から事実上切り離されていることを示してい

よう。「債務の集積」を商業資本のもとに位置づける作業は，したがって，預金ないし貨幣取扱業務

を「信用創造」論的視角に再び接着するうえでの試金石となるのである（本章第 3・4 節）。 

以上の作業は，ここから商業資本の銀行資本としての独立化という論理の相対化へと向かう。債

権・情報に債務の集積が加わることでさらに信用力を高めた商業資本には，むしろ銀行資本の母胎に

のみ止まらない変容の因子が埋め込まれることになる。 

 

 

2．信用創造における「貨幣預託」的側面 

 

かつての発券先行説と預金先行説との論戦に象徴されるように，これまで預金ないし貨幣取扱業務

の問題は，基本的に銀行信用論の舞台のもとで，かつ信用創造とは対立するものとして論じられてき

た。本節では，遊休資金の「融通」から販売代金の「事実上の融通」へと至るこれまでの商業信用論

の検討を通じて，発券先行説と預金先行説との対立の残滓の相対化を試みる。 

商業信用では何が貸借されるのかをめぐる議論に対し，「要するに商業信用は個々の産業資本が，

その利潤の根源をなす剰余価値の生産に直接役立たない種々なる遊休資金を相互に融通する……，い
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わば個別資本間の相互扶助関係に外ならない」（宇野[1950・52]:465 頁）として，新たに資金融通説

を対峙させたのは宇野弘蔵である。こうした規定の背後に，貨幣資本家と機能資本家との貨幣貸借関

係を舞台の起点に設定する『資本論』の利子論に対する批判があったことは周知のとおりである6)。

しかしこの商業信用の資金融通説的解釈は，後に「信用創造」論的視角から批判を受けることとなる，

宇野による銀行信用の資金媒介説的解釈と無縁ではない。すなわち，「個別的な資金の融通」である

ことにより制限を受ける商業信用が，その基礎をなす「資本の再生産過程に伴う遊休資金」の「銀行

の如き金融機関」への「集中」と，必要に応じたこの遊休資金の「社会的」な「融通」とによって銀

行信用へと「転化」するという宇野の構成は，第一に「媒介の機関」としての銀行を結果することに

なるのであって，事実上展開していたはずの信用創造機関としての銀行の把握は7)，商業信用のもと

での遊休資金の融通という初発の視点のうちに解消されてしまっているのである（同[1950・52]:467

頁，同編[1968b]:370 頁）。 

この宇野における「信用創造」論的視角の後退は，商業信用の資金融通説的解釈が明確化すべきで

あった，「融通」される貨幣それ自体の捕捉の仕方に問題があったといえよう。宇野にあっては，遊

休資金の「融通」という語に少なからず粘着する直接的な資金の受け渡しの側面がこの時点では明確

に排除されていなかったため，この遊休資金の「融通」が指示する事態が，与信側の遊休資金が直接

的に受信側に受け渡されているということなのか，それとも商業信用関係を支える基礎条件として遊

休資金を捉えるということなのか，といった複数解釈の余地を残す「曖昧な」（同編[1968b]:361 頁）

ものであったことは否定できないであろう8)。 

銀行信用の資金媒介説的解釈を退ける山口重克は「信用創造」論的視角の実装化を推し進めるなか

で，与信側における遊休資金は現在の与信側の再生産過程に規定されたものとして商業信用の一条件

をなし，そしてこれによって締結される商業信用のうちに現金に対し販売すれば過剰化を免れない販

売代金が一定期間「事実上融通」されるという関係が入り込むと指摘することによって，宇野の提起

した商業信用における遊休資金の「融通」が指示する事態を「信用創造」論的視角のもとで捉え返し

た（山口[2000]:33 頁）。すなわち，与信側における遊休資金は直接的に受信側に「融通」されるの

ではなく，与信期間中の与信側の再生産過程に支出されるのであり，この遊休資金の量とは厳に区別

された販売代金分が，将来の貨幣を事実上の現在の貨幣として機能させる信用創造関係を通して「事

実上融通」されるというのである。 

このような解釈によって，宇野においては不可分であった商業信用の資金融通説的解釈と銀行信用

の資金媒介説的解釈は「信用創造」論的視角のもとで再構成されることとなったが，ここで山口が宇

野の「融通」という語を「事実上の融通」という語のうちに温存させた事実は，本章の主題からみて，

預金ないし貨幣取扱業務を信用業務に対し二次的地位へと追いやる遠因の一つであったのではないか

と考えられる。 

すなわち，山口の「事実上の融通」は「販売代金」が事実上融通されることを示すのに対し，宇野

の「融通」は「遊休資金」が融通されることを示す。ここでは内容を異にするものとの区別を「事実

上の」という語に託すことで，「融通」という語は依然として保持されているのである。また遊休資

金と販売代金は単に内容ばかりでなく，その性質をも異にしている。すなわち，山口において事実上

融通されるのは販売代金であるが，これは宇野が「融通」されると想定した遊休資金が「現在の貨幣」，

つまり与信者のもとで「現に存在する貨幣」であったのに対して，与信者に入手されていない，かつ

受信者にも引き渡されていないという意味で「現に存在しない貨幣」を指しているのである。このよ

うに内容と性質の点で「遊休資金」とは二重の意味で異なっている「販売代金」を「事実上の」とい

う語を冠すことで同じく「融通」されるものとしたために，「事実上の」という語によって山口自身

が周到に区別していたはずの両者の位相差が「融通」という語のうちに解消されてしまったのではな

いかと考えられる。 

 では「融通」のうちに解消されることのない，この両者にあらわれる異質性をどのように捉え返せ

ばよいか。本稿ではこれを，販売代金は事実上預託されている，つまり「事実上の貨幣預託」が発生
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しているものとして捉え返したい。振り返って考えてみると，そもそも信用売買には，実質的に貨幣

預託の側面が含まれているということができる。資本の与信動機は多様であるが，与信者のもとに与

信期間中の自身の生産過程を継続するための貨幣的余裕が存在することが商業信用の一条件に数えら

れるように，商品を現金に対し販売すればその現金は過剰準備化を免れないという事情がどのような

与信行為にも存在する。つまり与信は，将来の受信者からの貨幣還流を先取りし現在の購買力を創出

するという「信用創造」の側面にくわえ，現金に対し販売すれば過剰化せざるをえない貨幣を返済期

日まで実質的に保管させるという「貨幣預託」の側面を同時に併せもつのであり，この両側面によっ

て信用売買は成立しているものと考えられるのである9)。 

こうした信用創造に沿って現れる「事実上の貨幣預託」という観点は，差し詰め，従来の信用論の

諸規定に対し 2 つの疑点を表出させる。第 1 の疑点は，預金ないし貨幣取扱業務は信用業務とは出自

を異にするという議論に対し打たれる。既述のように，山口において預金ないし貨幣取扱業務は，信

用業務とは「まったく別個」の由来をもつ機構としてその位置づけを与えられているが，信用創造に

よって創出される「事実上の貨幣預託」という観点からみた場合，両者の履歴が「まったく別個」で

あるという規定自体には必ずしも妥当性はないといわざるをえない。信用創造と「事実上の貨幣預託」

は，本来的に信用という同一事象の表裏をなしているのであって，むしろ母胎を同じくする双子とし

ての位置づけを新たに信用論において与えられなければならないのである10)。 

第 2 の疑点は，預金をあたかも信用論の後段をなす銀行信用に特有なものとして扱ってきた従来の

議論に対して打たれる。銀行信用論の舞台で練磨された「信用創造」論的視角を商業信用論において

も貫徹してきた山口の議論に学べば，信用創造のうちに現れる「事実上の貨幣預託」が信用論の前段

をなす商業信用においてすでに生成されているとみることに差し当たり困難はない。「事実上の貨幣

預託」と信用創造は，ともに信用論の舞台にその封切から姿を現す。「信用創造」論的視角を信用論

において先鋭化させればさせるほど，必然的に「事実上の貨幣預託」が信用論において前景化するこ

とになるのである。 

 

 

3．信用取引の基礎的条件 

 

信用創造のうちに現れる「事実上の貨幣預託」という観点からみると，「信用創造」論的視角のも

とで銀行資本として独立化すると目された商業資本像は，前節における 2 つの疑点の直接的淵源をな

すものとして映る。この独立化論の当否については後節に譲り，一先ず本節では，第 1 に商業資本の

受信力の問題を，第 2 に無手形化の信用取引の問題を取り上げ，信用取引の原理的規定の検討を試み

るとともに，次節で商業資本のもとに「債務の集積」を位置づけるうえでの準備作業を進めていくこ

ととする。 

 

 

3.1 商業資本の受信力―商業資本における金融機能の回復― 

 

銀行資本の出自を商業資本のうちに探る議論，あるいは銀行券と商業資本の関与する手形との関連

性を探る議論はこれまでも多数行われてきた11)。「信用創造」論的視角に基づく信用論の再構成を図

る山口にあっても，銀行資本の出自は徐々に具体化され12)，山口[1985]において商業資本が「債権の

集積」と「情報の集積」をもとに「信用代位業務だけで独立」したものとして把握されるに至る（226

頁）。すなわち，①多数の産業資本に対し債権をもつ商業資本は，単一の産業資本より受信力が高い，

②受信の量的条件を産業資本に比して自由に与信側の条件に適応させることができる，③生産過程を
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もたない商業資本の与信は，個別的諸事情に規定された貨幣資本の利用ではない，④受信資本に関す

る情報収集費用が産業資本よりも節約できる―以上の点をもって諸資本の商業資本に対する信用代

位要請および商業資本のその業務への専業化が論じられているのである（224-226 頁）。 

ここで注目すべきは，商業資本の信用売り＝「債権の集積」に対し，商業資本の信用買い＝「債務

の集積」は論じられていないことである。ここで「債務の集積」が考察外とされたことが，預金ない

し貨幣取扱業務と信用業務との断絶を生んだ原因の一つであると考えられる。では「債務の集積」は

なぜ論じられていないのか。考えうる理由のうちで特に重要と思われるのは，商業信用論の文脈にお

いて，「商業資本は固定的な生産過程をもっていないために定着性や資本活動の継続性に問題があり，

一般的にいって信用を与え難い資本であるといわなければならない」（224 頁）と規定されているこ

とである。この規定が銀行信用論の端緒で考察される商業資本にまで及んでいることが，「債務の集

積」が放逐された理由をなしていると推察される。 

これには前述の体系構成の変更が密接にかかわっていよう。商業資本論を信用論に先行させること

によって商業資本の現金取引が明確に切り出されたことは，「仕入れそのものは原則として商業手形

による」（大内[1981・82]:下 692 頁）とされてきた商業資本像を相対化するものであったが，同時に

信用関係に固有の粘着的性格が商業資本から一旦削がれたことは，商業資本の特性を取扱商品の変更

や参入・退出におけるその迅速性に絞り込む方向へと論理を向かわせた。「定着性や資本活動の継続

性」を疑問視される商業資本像は，こうした論理の行き着く極であったのである。 

だが「固定的な生産過程をもっていない」ことを「定着性や資本活動の継続性」の問題に直結し，

それを商業資本の一般的な受信力の低さに帰結させることに首肯はできない。商業資本が仮に「定着

性や資本活動の継続性に問題」がある資本種であるとすれば，他の諸資本は突発的な契約破棄等によ

る損失の事態を恐れ，信用売りはおろか現金での売買契約に踏み切ることさえ回避すると考えざるを

えない。必要な時に必要な原料を正確に納入しない可能性があるような資本との取引であれば，産業

資本は自身の生産の連続性を十分に担保することができない。原料を安く買える等の誘因がない限り，

こうしたリスクを冒してまで商業資本との取引関係を構築しようとする誘因が産業資本に生じるとみ

ることは極めて困難であろう。「定着性や資本活動の継続性」に問題があるような資本種の活動域は，

そもそも売買契約に有り付くことさえ困難なほどに局限されざるをえないのである。 

そればかりではない。「固定的な生産過程をもっていない」ことは，商業資本に迅速性といった特

性を付与するものであっても，「定着性や資本活動の継続性」に対する懸念まで付与するものではな

い。そもそも「定着性や資本活動の継続性」は「固定的な生産過程」の有無に左右される次元の問題

ではなく，将来にわたって永続的に価値増殖活動を繰り広げる資本においては当然のごとく担保され

ていなければならない要件であろう。資本概念が「資本は，価値増殖をなし乍ら無限に同じ過程を繰

り返すものとして資本となる」（宇野[1964]:39 頁）と規定されるものであれば，資本がその活動の

継続を中途で放棄するといった想定をおくこと自体，初発の資本概念との矛盾が生じることになる。

「定着性や資本活動の継続性」が資本概念それ自体によって保障されている限り，これが問題化する

余地を原理論上に認めることはできないはずであろう。「定着性や資本活動の継続性」は「固定的な

生産関係をもっていない」ことを論拠に疑問符を付すことのできる次元にはない，資本が資本として

存在するうえでの根本的要件である。 

こうした展開の一方，銀行信用論の文脈において山口は，「多数の産業資本にたいして信用による

商品の販売活動を行なっている商業資本であれば，単一の産業資本よりもむしろ受信力はあるといっ

てよい。その商業資本による貨幣支払いは，その資本に集積されている多数の産業資本にたいする債

権の貨幣としての還流によって保証されているということができるからである」（山口[1985]:225頁）

とも述べている。ここでは「多数の」産業資本に対し「信用で」商品を売り，その「債権の貨幣とし

ての還流」により「貨幣支払い」が保証されているのであれば，商業資本にも受信力はあると規定さ

れているのである。ここから翻って考えてみると，商業信用論の文脈における商業資本の「信用を与

え難い資本」との規定には，うえの「固定的な生産過程をもっていないために定着性や資本活動の継
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続性に問題」があるという論拠とは別に，「多数の」産業資本に対し「信用で」販売を行っていない

ために「貨幣支払い」が保証されていないとの論拠が据えられているようである。 

ただしこの論拠は，これの裏側にある，「多数の」資本に対し「信用で」販売せずとも「固定的な

生産過程」の存在ゆえに「貨幣支払い」が保証されているという産業資本の受信力を保障する論拠に

照らして考える必要がある。ここでは「固定的な生産過程」は産業資本の支払い能力を裏付けるもの

として，それも即時売却および貨幣化が困難なものであることからすると，特に販売が遅滞した場合

において銀行資本等から支払いのための貨幣を借入れる際に抵当として機能するものとして，あるい

はその遅滞により最終的に債務を履行しえなかった場合にも売却および貨幣化が可能な資産として機

能するものとして，産業資本が受信する際の「貨幣支払い」保証になると捉えられているといえよう。

たしかに「固定的な生産過程」は当座の債務履行に必要な貨幣を直接に生み出すものではないにせよ，

販売遅滞時においても抵当ないし資産として機能することで支払いのための貨幣を捻出することがで

きるという意味で「将来の貨幣」として機能する面がある限りでは，産業資本の債務履行能力に対す

る信用の根拠のひとつともいえなくはない。 

だが「貨幣支払い」の保証となる「将来の貨幣」としての機能は，「固定的な生産過程」に限定さ

れるわけではない。商業信用においては，受信側が現在抱えている商品在庫の資産としての価値額お

よびそれの販売可能性が，決済手段として機能する「将来の貨幣」を形成するうえでの基盤となる。

むしろ「固定的な生産過程」と異なり，現在の在庫が当座の債務履行に必要な「将来の貨幣」の直接

的源泉であることに鑑みると，受信資本の将来の「貨幣支払い」に対する信用の一次的根拠は「固定

的な生産過程」の保有にではなく，この商品在庫の販売可能性にあると考えなければならない。「固

定的な生産過程」は，受信力の根拠としてはあくまで二次的なものにすぎないのである。 

この点から商業資本の受信力の問題に再び接近すると，商業資本は「固定的な生産過程」を保有し

ない反面，複数商品種の取扱い，売れ筋商品への取扱商品種の即時変更および高い情報収集・集積能

力等の特性をもつことから，商品在庫を常時安定的な資産パッケージに仕立て上げると同時に，その

販売可能性を極限にまで高めることが可能である。このことが商業資本の債務履行能力に対する信用

を醸成するうえで十分な素材であることは明白であろう。元来商業資本には，与信調査の対象となる

現在の商品在庫にその「将来の貨幣」としての姿を投影させるうえでの有利な特性が具わっている。

「固定的な生産過程」を，あるいは多数資本に対する債権を有さずとも，商業資本が商品在庫の販売

可能性をこうした特性を通じ高めうることは，商業資本に自身の債務履行能力に対する信用の獲得を

十分可能にする。商業資本に与えられた「一般的にいって信用を与え難い資本」との規定は，この側

面からみても妥当性を認めるわけにはいかないのである。 

 

 

3.2 無手形化の信用取引 

 

商業信用は手形発行を前提しなければならないのか，手形を伴わない信用取引を原理論では想定で

きないのかという問題は，これまで必ずしも正面から議論されてきたとは言い難い。従来の信用論で

は，商業手形→銀行券→中央銀行券といった信用貨幣の高次化に焦点をおく「信用貨幣」論的視角が

重視されていた。これに呼応して，商業信用の舞台設定は手形流通を考慮した三者間以上の関係とさ

れており13)，また商業信用の限界規定も商業手形の限界規定に吸収され14)，さらに中央銀行論も唯一

の発券銀行としての側面が重視される発券集中論として論じられていた15)。 

山口はこうした信用論理解に対し，「二資本間の商品の信用売買取引を考察すれば，商業信用の基

本的性質はほぼ明らかになる」（山口[2000]:44 頁）と指摘し，「満期日まで最初の売手の手もとに

保有される場合でも，手形は事実上の購買手段として貨幣の代用機能を果たしたとみうるのであって，

輾転流通しなくても手形を信用貨幣と捉えうる」（59 頁）として「信用貨幣」論的視角の刷新を図っ
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ている。ただし山口もあくまで手形は前提しており，この限りでは従来の視角を受容するものといえ

よう。 

しかし山口のこれまでの信用論研究からは，手形発行を基礎とする視角を相対化する別の視角を看

取することができる。第 1 の相対化は，「ナチオナールな要請を別とすれば，複数の銀行がいわゆる

銀行の銀行になってもさしつかえない」（山口[1984a]:85 頁）として，単一の発券銀行を展開するこ

との理論的困難を示した点にある16)。この言及により，以後信用論研究は，中央銀行を「唯一の発券

銀行」として把握する「貨幣・銀行券」論的観点から，「銀行の銀行」としての把握を基本的視座と

する「信用・銀行間組織」論的観点へと旋回していった。山口にあっても「貨幣・銀行券」論的観点

からの論理構成は後景に退き，新たに「支払準備金の重層的な預託機構」（同[1985]:232 頁）として

の銀行間決済機構の組織化，ならびに銀行間の支払準備金の過不足調整のための銀行間信用機構の組

織化を展開する「信用・銀行間組織」論的観点に基づく論理構成が図られている。こうした中央銀行

論の転回を牽引したことは，上述の意味での「信用貨幣」論的視角の第 1 の相対化である。 

第 2 の相対化は，銀行資本が「与信を預金設定によって行ないうる」（同[1984a]:123 頁）ことを

示した点にある。これに関しては「いわゆる帳簿上の信用」（宇野[1950・52]:477 頁）として宇野も

論じているが，それが発券集中論の文脈における位置づけであるのに対し，山口にあってはその前段

をなす銀行信用論の文脈に位置づけられている。このように銀行資本の与信形式の広義化が預金設定

方式の繰り上げによって図られていることは，紙片である銀行券に傾斜して信用貨幣を理解してきた

「信用貨幣」論的視角の実質的な相対化と捉え返すことができよう。 

第 3 の相対化は，上述したように，商業信用の舞台設定を二資本間の取引に定置し，手形流通を商

業信用本来の姿とみる見方から距離をおいた点にある。これにより商業手形の限界規定へと解消され

ていた商業信用の限界規定は，新たに商業信用の成立条件が個別資本的制約ゆえに充足され難いとい

う点に据え直され17)，また手形に関しては，転々流通を前提した場合の「購買手段ないし流通手段と

しての信用貨幣」という「手形の貨幣性」としての把握から，「事実上の購買手段」として「貨幣の

代用機能」を果たす債務証書としての信用貨幣という「手形の債務性」としての把握への転回がなさ

れている18)。こうした構成は，山口があくまで商業信用の枠組みに手形を組み込んでいる事実を考慮

したとしても，原理論における手形の必須性が希薄化しているという意味で，「信用貨幣」論的視角

の実質的な相対化と捉えることができよう。 

 以上のことから理解されるように，山口の信用論体系は「信用貨幣」論的視角を全体的に消極化さ

せていく方向へと舵を切っているものと考えられる。こうした視角を，さらに個別資本的観点を貫徹

させる方向に整序するのであれば，次節で述べるような手形化に伴う諸々の貨幣取扱費用の節減動機

等から，手形を必須の要件としない信用取引，つまり「無手形化の信用取引」が個別資本によっては

実行されることがみえてくる19)。とりわけ手形流通を理論上留保した二資本間の信用関係であれば，

そこで振り出される手形は基本的に債権・債務関係を記した単なる証書でしかないため，費用を伴う

手形化の誘因は個別資本レベルでは薄れている。したがって，例えば納品書や領収書など通常の取引

の際にも必要となる簡易な書類，帳簿上における債権債務の記載，あるいは単なる口約束等の手段を

代わりに用いる信用取引が締結される余地は十分あろう。 

この無手形化の信用取引の想定は，後述するように，商業資本における預金ないし貨幣取扱業務を

問題にする際にも有益である。すなわち，この取引においては，諸資本の商業資本への信用売りによ

って生じる債権は，商業資本のもとで「売掛金の留め置き」という形で現れる。こうした諸資本の行

動の背後に，手形化に伴う諸々の貨幣取扱費用の節減動機があることからすれば，手形を授受するこ

となく売掛金をそのまま留め置くという行動は，商業資本への貨幣取扱業務の部分的な委託であると

捉えることができる。商業資本のもとに留め置かれたこうした売掛金は，将来のその商業資本からの

購買の際の決済手段として機能するばかりか，同一の商業資本のもとに売掛金を留め置いている諸資

本の間に生じる債権債務を，その売掛金の振替によって処理することをも可能にする。無手形化の信
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用取引によって表出する売掛金の留め置きは，銀行資本を俟たずとも，商業資本のもとですでに預金

ないし貨幣取扱業務の萌芽としての位置づけを与えられるのである。 

また，この取引を想定することで，手形発行を要件とする信用取引が基本的には第三者からの商品

購入の際に現れやすい点もみえてくる。すなわち，手形化の誘因は，第三者による手形の受け取りを

条件として，債権債務の相殺による貨幣取扱費用の節減等を目論む，信用連鎖の中間に位置する個別

資本において強まるものと考えられるのである20)。ただしこの場合であっても，信用連鎖の両端に位

置する個別資本それぞれが自身の債権・債務関係を手形に依らずとも正しく認識しうるのであれば当

然手形化の必要はなく，うえで挙げたような手段による債権債務の相殺がなされることとなろう。い

ずれにせよ，債権・債務関係が当事者において明確であり，債権者が債務者による将来の債務履行を

信用できるという条件があれば，原理的には債権・債務関係を表す媒体が如何なるものであろうとも

信用取引は個別資本間において十全に成立する。手形が必須かどうかは，信用取引における問題の本

質をなすものではないのである。 

 

 

4．商業資本のもとにおける債務の集積 

 

4.1 債務の集積の定立 

 

ここからは前節までの検討を踏まえ，商業資本のもとに如何にして「債務の集積」が現れるのかを，

商業資本と産業資本との二者間での信用関係を基礎に考察していく。 

商業資本の介在は，産業資本間では通常想定できない売買関係を成立させる。商業資本は使用価値

的連鎖から解放された売買活動を行っているため，産業資本の通常は一方向的な，使用価値的連鎖に

対応した売買関係とは異なり，同一資本と売り買い可能という特性をもつ。この特性については従来

の商業資本論研究においてほとんどふれられてこなかったが，対生産部面における商業資本の有す機

能をみるうえで枢要な特性となる。すなわち，この特性を踏まえると，ある商業資本に対し信用で商

品を販売した産業資本は，将来のその商業資本からの商品購入のために手形を受け取ることなく，売

掛金を商業資本のもとに留め置くという事態が考えられる。この留め置かれた売掛金は，産業資本側

からみると，将来的に商業資本に対し負う債務が前払いされたもの，つまり「将来の支払いの前払い」

という性格をもつことになる。産業資本の与信は，ここでは産業資本の「将来の受信のための与信」

である21)。 

この事態を「事実上の貨幣預託」という観点から捉え返すと，ある商業資本に信用で販売し，同時

に「事実上の貨幣預託」を行った産業資本は，その「事実上の貨幣預託」から「形式上の引出し（商

業手形の発行・授受）」を行うことなく，そのまま「事実上の貨幣預託」を将来の決済手段として機

能させておくと考えることができる22)。無手形化の信用取引のもと，「事実上の貨幣預託」は「売掛

金の留め置き」という外観を伴って現れるのである。 

産業資本がこのような行動をとる動機は，「事実上の貨幣預託」においても部分的に行われる貨幣

取扱業務の委託にくわえ，さらに手形化に付随する諸々の貨幣取扱費用の節減にある。すなわち，手

形を受領した場合，第 1 に，その手形の裏書による他資本からの購買がなされない限りは支払期日ま

でその手形を保有し続ける必要があり，そのための保管費が支出されなければならない。第 2 に，約

束手形を受領した場合には，債権取立費用を負担しなければならない。第 3 に，商業資本から再度商

品を購入することが予定されている場合であっても，期日に一旦返済を受けた後，再び購入代金を支

払わなければならない。こうした信用売買に伴う諸費用を節減すべく，産業資本によっては売掛金の

留め置きが実行されるのである。 
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一方，商業資本側からも無手形化の動機は存在する。第 1 に，手形発行費用が節約される。第 2 に，

留め置かれた売掛金に「将来の支払いの前払い」としての性格が付与されることで，将来のその産業

資本に対する販売がより確実となる。第 3 に，無手形化によって債権者を特定できるため，その債務

の動きを通じて債権者に関する情報を取得することができる。これらのメリットが存在すれば，商業

資本によっては売掛金を自身のもとに留め置く動機がもたれることになろう。 

こうした双方の無手形化に対する動機の合致があれば，産業資本は商業資本のもとに売掛金を留め

置き，将来その商業資本から購入する際には，その売掛金を引当てにして商品を受け取ることになろ

う。この場合，両者の購入する商品が同額であれば債権債務の相殺がなされるが，金額の相違がある

場合には差額決済が必要となる。産業資本の購入額が留め置かれた売掛金の金額よりも多い場合，産

業資本はその差額分を商業資本に支払い，少ない場合には商業資本が差額分を産業資本に支払うこと

になるわけである。しかし売買の度ごとに決済が行われるこうした単発的な信用売買形式は，取引が

継続する場合には，双方がさらに諸費用を節約できる形式を生み出すものと考えられる23)。 

すなわち，その都度決済を行うのではなく，ある一定の期間ごとに決済を行うことで費用のさらな

る節約が可能となる。双方ともに留め置いた売掛金を引当てに商品を購入するのではなく，売掛金は

留め置いたまま信用売買を繰り返すことで，決済までの期間中は貨幣が受け渡されることなく取引が

進行するのである。このように双方が信用で売買し合い，自身の帳簿上において売掛金と買掛金をあ

る一定の期間ごとに決算し差額の受け渡し行えば，毎回決済することに比べさらに費用が節約される

ことになろう。くわえて双方の資本は受信・与信を並行的に行うことになるのであり，これによって

両者とも受信・与信行為の両利点を享受することができるのである。 

決済の期間に関しては個別資本間の自由な取り決めによって，月締め，年締め等の形式が採用され

ることになろう。また期間ではなく事前に買掛金の累計金額の上限を設定しておき，その金額に達し

た時点で決済を行うという形式も考えられる。この形式は実質的に当座貸越の萌芽とみることができ

る24)。いずれにせよ，このような形式の取引が滞りなく推移し，双方に相手資本に対する信用が醸成

されるのであれば，双方の資本はさらなる費用の節減のために決算後も差額の受け渡しを行うことな

く，継続してその差額分を留め置くという形式の取引へも踏み込むことになろう25)。 

以上のように，個別諸資本の貨幣取扱費用等の節減行動を引き金とする無手形化の信用取引におい

て，「事実上の貨幣預託」は「売掛金の留め置き」として発現する。多数の資本から信用で商品を購

入する商業資本のもとには，こうした「売掛金の留め置き」を含む「事実上の貨幣預託」の集積，す

なわち「債務の集積」が現れることになるのである26)。この点をもって第 1 節で析出した 2 つの疑点

に立ち戻ると，第 1 に，「債務の集積」の商業資本のもとでの発現は，商業信用の文脈における預金

ないし貨幣取扱業務の発現を示している。債務を集積する商業資本には，実質的に諸資本の預金ない

し貨幣取扱業務の委託機関としての性格が付与される。この業務は銀行資本の登場を俟つことなく，

信用論の封切から姿を現すことになるのである。 

第 2 に，「売掛金の留め置き」の発現は，預金ないし貨幣取扱業務の信用業務に対する不可分性を

示している。①商業資本のもとにおける「売掛金の留め置き」が，産業資本の将来のその商業資本か

らの受信を見越した与信によって発現することは，この売掛金が商業資本による将来の与信にリンク

されていることを表す。そのうえ取引が継続する場合，両者のもとでの「売掛金の留め置き」の累積

＝「債務の集積」が同時に両者による「売掛金の留め置き」の堆積＝「債権の集積」を発現すること

は，現在の受信が将来の与信を，そして現在の与信が将来の受信を含むことを示している。 

また，②商業資本のもとに売掛金の留め置きを行う産業資本が他資本からその売掛金を引当てに信

用で商品を購入する場合，他資本の与信の対象が商業資本である可能性が含まれることからすると，

商業資本の産業資本からの当初の信用買いは，事実上その産業資本の受信力を補強するものであった

ことを示している。このことは，③信用買いのうちに実質的に信用創造的機能が含まれていることを

示す。商業資本は信用買いを行うことで産業資本の不確定的な資金形成の時期を現時点で確定化＝先

取りすると同時に，現在の購買力を自身に対する債権の形で創出することにより，それを保有する産
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業資本の受信力の強化に寄与している。商業資本による信用買いおよびそれに伴う預金ないし貨幣取

扱業務の実質的代位は，信用業務と「まったく別個」の問題ではないのである。 

 

 

4.2 債務の集積と信用力 

 

つづいて「債務の集積」の信用力への影響をみていこう。先述したように，山口[1985]は「債権の

集積」と「情報の集積」に商業資本の受信力・与信力の優位性の根拠を求めている。「債権の集積」

は，多数資本からの貨幣還流をもって支払いの確実性を高め，また個々の資本の個別的諸事情を均す

ことで受信条件の適応性を高めることから，また「情報の集積」は，与信時の情報収集費用を圧縮し

情報の確度を高めることから，それぞれ商業資本の受信力および与信力の裏付けとなっている

（225-226 頁）。これに鑑みるに，以下「債務の集積」の信用力への影響を問題にすることは，信用

力を媒介にそれら諸集積間の関連を問うことであると同時に，預金ないし貨幣取扱業務の信用業務に

対する不可分性を示すものとなろう。 

商業資本のもとに集積している債務は，①手形形式の債務，②一回ごとの取引をもって決済を行う

単発的信用売買形式による債務，③一定期間ごとに売掛金・買掛金の差額決済を行う取引形式による

債務，④一定期間ごとの決算の後も差額が債務者のもとに預け置かれる取引形式による債務，に分類

される。以下，債務形式の両極をなす①と④について考察する。 

まず「債務の集積」の受信力への影響についてみていこう。①の手形による債務は，満期になれば

貨幣によって返済される必要がある。貨幣還流が支払いの確実性を高めるという山口の議論に鑑みる

と，この債務形式は受信力を低下させる要因ともなろう。しかし満期までに販売が完了する限り返済

は円滑になされるうえ，そうした円滑な返済の繰り返しは，商業資本の販売能力に対する信用を強化

すると同時に支払いの確実性の裏付けともなるのであって，むしろ受信力を高める作用をもつ。また，

これは他の債務形式にも共通するが，商業資本の負う債務は貨幣支払いの見込みのない自己消費のた

めに負う債務ではなく，あくまで転売する商品を購入するうえで負う債務であるため，その商品の資

産性およびその販売可能性が受信力を高める要因ともなる。手形形式の債務は，商業資本の受信力を

低下させる要因とは必ずしもいえないのである。 

では，④の債務形式は受信力にどのように影響するか。この債務形式は，これの背後にある取引形

式が解消されない限り基本的に貨幣支払いを伴わないため，諸資本の債権＝預託貨幣は，ある期間は

商業資本のもとに滞留することになる。このような預託貨幣の滞留は商業資本にとって負債として計

上されるものであるが，取引の安定的な推移とともに返済＝預託貨幣の引出しが当面実行されないと

の予想が立てば，商業資本はこの滞留分を一時的に他の債務の支払準備金に流用することができよう。

商業資本の支払準備を補強すると同時に，他の債務の円滑な履行を支えることを通じて，この債務形

式は「債権の集積」とともに商業資本の受信力向上に寄与するのである。 

さらに別の視点から，「債務の集積」と受信力の関連性を考えてみよう。商業資本に対し多数の資

本が信用を与え，貨幣取扱業務を部分的にではあれ委託しているという事態は，俯瞰的にみると，こ

の商業資本が社会的に信用を獲得・集中していることを意味する。「債務の集積」はこの顕在化であ

り，多数資本からの受信の結果として現れるのであるが，この結果自体が社会的信用の表示板となる

ことは，今度はこの結果を他資本の当該商業資本の受信力に対する高評価の原因へと回帰させること

になる。結果と原因の反復的連鎖を通じた受信力の強化が開始されるのである。 

ただし，これは受信力の根拠を単に周囲が信用するから自分も信用するといった類の非実物的，相

対的な関係性に解消することを意味しない。上述のように，社会的信用を表示する「債務の集積」は

多数資本による「事実上の貨幣預託」の集積を表すと同時に，とりわけ信用で購入した商品が在庫＝

資産という形で集積されていることを示す。この商品在庫は「将来の貨幣」の直接的源泉であり，そ
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れは売買活動の部門横断性あるいは取扱商品の変更の迅速性等の商業資本の特性を通じて，販売可能

性の高い安定的な資産を構成している。「債務の集積」が社会的信用を表示するということの背後に

は，このような「将来の貨幣」の姿が色濃く投影された商品在庫＝資産が控えているのであって，こ

の価値のある資産が存在することが新たな信用を呼び込む「債務の集積」の内実をなすのである。 

では最後に「債務の集積」の与信力に対する影響をみておこう。前述したように，「債務の集積」

はその債権者に関する情報の取得に寄与する。すなわち，④のような債務形式においては，決算ごと

に個別諸資本の預託貨幣がどのように推移するかを監視することによって，それら諸資本の経営状態

に関する情報の獲得が可能となる27)。また同一部門における複数の資本との取引があれば，間接的に

ではあれ，債務の動きを通じて当該部門の市場動向に関する情報を取得することも可能であろう。商

業資本は多数資本との売買および広汎な与信活動にくわえ，こうした受信活動をも情報収集経路とし

て利用する。「債務の集積」は「情報の集積」を補完・強化するのであり，商業資本の与信力を高め

る作用をもつのである。 

 

 

5．析出された商業資本の射程 

 

ここまで本章では，「信用創造」論的視角のもとで銀行資本の母胎と目されてきた商業資本像の刷

新を行ってきた。ただしこの作業は，預金ないし貨幣取扱業務を信用業務に接着させること，そして

商業資本のもとでは銀行資本において十全に行われることとなるこの両業務がすでに信用取引に付随

して実質的に行われていることを明らかにする限りでのことであって，必ずしも商業資本の銀行資本

としての独立化という論理を推し進めるものではない。実際，債権および情報の集積に「債務の集積」

が加算されることでさらに高い受信力・与信力をもつことになる商業資本であれば，一概に銀行資本

として独立化するとはいえず，むしろ商業資本としての取引活動にこの高い受信力・与信力を生かす

向きも同時に指摘できよう。受信力・与信力が高まれば高まるほど，銀行資本との系譜的関連性が希

薄化する側面が現れてくるのである。 

たしかに，高い受信力・与信力をもつ商業資本が「受信活動と与信活動について個別産業資本より

も有利な立場に立ちうる」（山口[1985]:226 頁）可能性があることには首肯できる。しかしここから

「信用代位業務だけで独立しうる」（同上）という更なる可能性を指摘し，これを商業信用から銀行

信用への展開軸に据えるには，前章でみたように，「資本の分化＝発生」（同[2007]:72 頁）という

追加的な論理が加わらなければならない。根本的な問題はこの論理が，「機能の分化＝発生」（同上）

を明らかにする方法とされてきた分化・発生論にとって過剰な論理という点にあることは，既述のと

おりである。銀行資本の導出とは対照的に，商業資本および証券業資本の出自が山口において明言さ

れていないこともまた，この過剰性を端的に表すものといえよう。 

では，「資本の分化＝発生」という論理を分化・発生論から排除するとすれば，債権・債務・情報

を集積した商業資本の存在はどのように処理すべきであろうか。事実，こうした商業資本が銀行資本

の出自を明示する必要から論じられてきたことに鑑みると，原理論体系からの放逐も考えられよう。

だがそれは，個別資本間の差異をも同時に原理論から放逐してしまう性急に過ぎる選択肢ではないか。

債権・債務・情報を集積する商業資本は銀行資本の母胎としてだけではなく，異なる角度から捉える

ことで原理論における位置づけを新たに与えることができる。 

ひとつは，このような商業資本のもとにおいて一方で多数の資本との相互的な信用取引が行われ，

他方それに付随して貨幣取扱業務や決済業務が行われていることは，この商業資本に先物取引を組織

的に行う商品取引所としての性格を付与するものである。またひとつは，こうした商業資本の高い受

信力を「資金動員力」，与信力を「資金融通力」と読み直すのであれば（清水[2006]:208 頁），これ

まで商業資本論と疎遠であった資本市場論に商業資本がその生成から関与していく筋がみえてくる。
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銀行資本の母胎として追究されてきた商業資本像は，今後こうした新たな舞台をもって捉え直される

必要があろう。 

 

 

注

 

1)  山口[1998]:17 頁参照。 

2)  宇野[1950・52]:496 頁，大内[1981・82]:下 694 頁，日高[1983]:235 頁参照。 

3)  山口[1985]:209 頁参照。 

4)  山口[1985]:226 頁参照。 

5)  吉村[2005]は「商業資本に集積された個別産業資本の債権・債務（それらは繰り返しの取引の中で預

けおかれ，当座預金へと転成するであろう）」と述べ，商業資本が「信用代位業務と貨幣取扱業務との

二面を併せ持つ」ことを示している（86 頁）。ここではどのように債権債務が当座預金になるかは詳述

されていないが，信用業務および貨幣取扱業務を商業資本の諸活動に看取する視角は，両業務の由来を

「別個」とする議論に対し再考を促すものといえよう。 

6)  宇野[1962]:266-304 頁，同[1964]:202-204 頁参照。 

7)  宇野による信用創造機関としての把握は，「銀行は産業資本の遊休資金をそのまま貸出すというので

はなく，それを準備金として自ら銀行券なる信用貨幣を発行する」（宇野[1950・52]:468-469 頁）との

記述に示されている。 

8)  日高[1966]:50-96 頁，大内[1978]:62-71 頁参照。ただし後に宇野は「商業信用では，直接に資金の融

通があるわけではない」ことを明示している（宇野編[1967a]:417 頁）。 

9)  清水[2006]は，「商業信用の場合でも，自分の手許にあって然るべき現金貨幣としての売掛金は，ち

ょうどその取扱業務を他者へ委ねた場合と同様，自分の手許から離れてしまっている。……相手に手渡

したのではないにせよ，本来あるべきはずの現金貨幣がないという意味では，商業信用においても，「も

の」の預託に伴うリスクは事実上冒されている」（74-75 頁）として，商業信用のうちに貨幣預託を看

取している。この他，守山[1994]:48 頁参照。 

10) ここで一先ず先取的に，銀行信用の端緒において「事実上の貨幣預託」がどのように現れるのかをみ

ておこう。受信需要をもつ A が与信需要をもつ B から信用で商品を購入できない場合（信用の期間・金

額の合致にかかわらず，B が A の保有する商品在庫の販売可能性を信用できないというケース），A は

B からの受信力をもつ銀行資本 X に信用代位を要請し，A 手形を X の銀行券で割引いてもらえれば，そ

れにより B からの購入が可能となる。ここで B が銀行券を保有するという事態は，銀行券が一覧払自己

宛債務であり X に持ち込めば即座に現金化しうるという点から捉え返すと，B は X に対し保有する銀行

券の額面金額分の「事実上の貨幣預託」を行っているものと考えられる。 

ただしこのような「事実上の貨幣預託」の内実は，単に一覧払債務の即時的な兌換可能性にあるとい

うのではなく，商品の信用売りに一般的に存在する，現金に対し販売すれば過剰化する販売代金の B か

ら A への「事実上の貨幣預託」という側面が，A が X に割引いてもらう A 手形に反映・自立化されてい

るという点にある。つまり B の A に対する「事実上の貨幣預託」が X に対する「事実上の貨幣預託」に

いわば振替えられていることが，B の保有する銀行券が「事実上の貨幣預託」であるということの内実

をなすのである。ここで B が保有することからは対価を得ることのできない銀行券を受領するのは，貨

幣の保管や決済に付随する貨幣取扱費用の節減を図るためであり，この点から「事実上の貨幣預託」に

は，貨幣取扱業務の部分的な委託という側面が付与されているということができる。 

こうした「事実上の貨幣預託」は，預金設定による割引の場合にも当然現れる。X は受信需要をもつ

A に対し銀行券で割引くかわりに当座預金を開設し，A 手形の額面から割引料を差し引いた金額を A の

口座に記帳する。これにより A は小切手を振出すことで B からの商品の購入が可能となる。ここでも B
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が小切手を受け取ることは，銀行券の受け取りと同様に，「事実上の貨幣預託」を X に対し行っている

ことを意味する。 

要するに，銀行券であろうと預金設定であろうと，銀行資本は信用代位を行うことによって「事実上

の貨幣預託」を創出する。言い換えると，銀行資本は将来の貨幣還流を先取りして現在の購買力を創出

するという信用創造を行うと同時に，「事実上の貨幣預託」をも自己宛債務の創出によって創造するの

である。このように銀行資本においては，信用業務と預金ないし貨幣取扱業務は不可分な関係にあり別

種の業務として切り分けるわけにはいかない。銀行資本による信用創造が銀行券で行われようと預金設

定で行われようと，それを保有する側からしてみれば自身の貨幣取扱業務を部分的に委託していること

と同義であり，よって銀行資本において両業務は「信用創造」論的視角のもとに統一的に把握されるこ

ととなるのである。 

11) 商業資本と銀行資本との関連性を探る議論をいくつか列挙しておこう。鎌倉[1961]は，信用の形成に

「商業資本は前提されない」としつつも「商業資本は，多くの産業資本から商品を買い，多くの者にそ

れを売るのであるから個々の産業資本よりも，使用価値的制約をうけることが少ない。この点からいえ

ば，商業資本の振出す手形の方が，銀行券により近い性格をもつといえよう」と述べている（109 頁）。

鈴木編[1962]は，「商業資本家によって振出され，あるいは裏書きされた手形は，産業資本家のそれに

比べて，一般に信用力が大きく，したがってより大きな社会的流通力をもっている」と指摘している。

岩田[1967]は，「多数の産業資本家や商業資本家と広汎に取引する大商業資本家」が，「商業活動をや

めて……手形の仲介業務に専門的に従事し，それをかれの資本の利潤源泉とするとき，かれは商業資本

家から銀行資本家へと転化する」という展開を示している（188-189 頁）。五味[1975]も，「大商業資

本家は，流通過程の社会的中軸であることから，多数の産業資本家ないし商業資本家と集中的に取引し

ており，そこから一般的な信用力をもち，取引相手の経営状態にも広く通じている」のであり，そこで

「この大商業資本家が，商業活動をやめて，自己の約束手形を発行することによる手形の仲介業務を専

門の独立した業務とするようになれば，その大商業資本家は，銀行資本家に転化する」と述べている（28

頁）。田中[2001]は，一時的取引と長期的取引という「商業資本の二類型に即した再検討が必要」とい

う留保つきではあるが，「信用代位機関となりうる資本に求められる」信用力の社会的基盤をなす「取

引関係の広がりと情報の集積」を有する可能性が高いのは，「本業において広汎な諸部門・資本との取

引関係を展開し，また積極的な情報収集活動を展開する商業資本ということになろう」と述べている

（154-155 頁）。渡辺[1975]:251-252 頁，大内[1978]:127 頁，小野[1978]:119 頁，松田[1996]:173-176

頁，吉村[2005]:84-87 頁，菅原[2012]:280-284 頁，石橋[2016]:36-37,49-52 頁も参照されたい。 

以上のような商業資本と銀行資本との関連性を問う視角に対しては，すでにいくつかの批判がなされ

ている。竹内[1997]は，山口[1985]の展開では信用代位業務のみで独立しうる資本として「巨大な商業

資本が想定されている」とし，「それならば，大産業資本にも信用代位能力がないとはいえない」と指

摘している（100-101 頁）。清水[2006]も商業資本の銀行資本への転化は「一定の蓋然性を免れていな

い」こと，またこの転化論では「商業機構と信用機構との間の論理的な関連性までを明らかにすること

は難しいであろう」ということを指摘している（118-119 頁）。鈴木[2007]は，専業の銀行として自立

化するには，「広汎な企業と取引する商業資本の方が情報生産・提供機能，リスク管理機能が高いであ

ろうが，産業資本も手形の支払保証を通じて諸機能を高め，銀行として自立する機会を広げるであろう」

と述べている。岡部[1990]は，「物的な生産とは区別された特殊な「産業部門」」の成立の可能性が明

らかにされれば，「資本移動を通じて，そこに銀行資本が成立するとしてよいのではないだろうか」と

述べ，問題が銀行信用の中核を担う銀行資本の源泉を明らかにすることにあるのではなく，「資本の投

資部面たりうる」「一「産業部門」」の成立過程を明らかにすることにあるという点にふれている（95-97

頁）。藤川[1976]:259 頁，成畑[1984]:125-126 頁，長谷部[1985]:116 頁，中野[1989]:242-246 頁，和仁

[1988]:60 頁，守山[1994]:47 頁，小幡[2009]:347 頁，同[2012]:203 頁も参照されたい。 

12)  山口[1984a]:114-116 頁参照。 
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13)  宇野[1950・52]:461-463 頁，日高[1966]:90 頁参照。 

14)  鈴木編[1962]:359 頁，岩田[1967]:188 頁参照。 

15)  宇野[1950・52]:477-484 頁，川合[1954]:134-142 頁，深町[1971]:227-240 頁参照。 

16) 宇野編[1968b]:381 頁，山口[1976]:191-192 頁，山口[1983b]:163 頁,第Ⅱ部第 3 章参照。 

17)  山口[2000]:94-95,100,113 頁参照。 

18)  山口[2000]:59,113,119-120 頁参照。 

19) 流通論において山口は，「掛売買においては，商品は支払約束ないし手形によって持手を変え」（山

口[1985]:43 頁）というように，実質的に手形以外の債務形式による商取引の存在を明示している。また，

大内[1981・82]は，手形の輾転流通による多数資本間の信用取引の媒介を強調しつつも「二個の資本の

あいだの信用取引ならば，帳簿信用の形でもおこなわれうるし，十分な信頼関係があれば口約束でもす

む」（下 623 頁）という指摘を行っている。田中[1997]も「二者間だけの信用取引の場合，必ずしも手

形の振出という形態をとる必要はない」とし，「第三者への関係の拡大の可能性が意識されて初めて手

形取引という形態が利用される」と指摘している（210 頁）。貨幣論レベルにおいて信用貨幣の考察を

行っている小幡[2006]は，「信用貨幣の核心は，紙製の「債務証書」があたかも貨幣のように流通する

というところにあるわけではない。紙製であるかどうかは問題の本質にはいっさい関係ないのであり，

極端にいえば，口約束でも信用貨幣は信用貨幣である」（16 頁）と述べている。同[2009]:46 頁も参照

されたい。また同[2009]では，第Ⅲ篇第 2 章「2.2 商業信用」において二者間の商業信用関係を展開す

る際には手形という語は一切登場せず，「2.3 銀行信用」における「受信のための与信」という項にお

いて，はじめて為替手形および約束手形という語が登場している（227-228 頁）。川合[1954]:121-122

頁，中村[1978]:46 頁，伊藤[1980]:95 頁，大畠[1981]:102 頁，浜田[1999]:21-22,49-50 頁も参照せよ。 

20)  商業信用において手形化が前提されるのであれば，手形がなぜ発行されなければならないのかという

問いを立てることも困難になろう。「銀行券は預金の引出しを通じて人々の手に入る」（吉田[2008]:15

頁）という現代の金融システムの機制を原理的に明らかにするうえで，無手形化の想定は有効である。

その他，建部[2005]:68 頁参照。 

21)  ただし産業資本が売掛金を留め置く動機は，将来のその商業資本からの受信に限られるわけではない。

同じく当該商業資本に売掛金を留め置いている他の資本からの将来の受信，あるいは留め置いていない

他の資本からの将来の受信を見越して留め置かれるものと考えてよい。前者であれば売掛金の振替によ

って，後者であれば商業資本を支払人とする為替手形の振出しによって決済が行われよう。 

22)  「形式上の引出し」とは，「引出し」が債権の現金化を表すのに対して，債権の手形化を表している。

したがって「引出し」は預金の消滅に，「形式上の引出し」は預金の据え置きにそれぞれ対応する。「形

式上の引出し」＝手形化がなされるのは，基本的にはその手形による第三者からの商品購入を目的とす

るものと考えられる。別の視点からいえば，第三者による手形の受け取りが条件となって，手形は発行

されるのである（ここで第三者が受け取る手形は，裏書された約束手形である場合と為替手形である場

合とがある）。そのため「形式上の引出し」を行った時点で，その手形は概ね購買手段として機能する

予定にあるのであり，債務性よりも現金性・貨幣性が積極化した信用貨幣として現れるのである。 

なお，第三者に手形が受け渡された時点においても，「事実上の貨幣預託」が債務者のもとから消滅

しているわけではない。手形を受領した第三者も，現金に対し販売すれば過剰化してしまう販売代金を

信用売買を選択することによって事実上預託しているのであり，ここでは手形の授受が「事実上の貨幣

預託」のいわば振替となって現れる。「事実上の貨幣預託」が最終的に消滅するのは債務の弁済が完了

した時点であるが，債権者が債務の履行を受けない限り，つまり満期日以降も手形をそのまま保有し続

ける限りは（この事態は，守山[1994]:48 頁，山口[2000]:135-136 頁で指摘されている），はじめに創

出された「事実上の貨幣預託」は消滅しない。 

23) 取引の継続性に言及している論稿に，岩田[1967]:188 頁，岡本[1973]:35 頁，大内[1978] :152 頁，同

[1981・82] :下 629-630 頁，中村[1978] :45 頁，山口[1984a] :128 頁，成畑[1984] :125 頁，田中[1996]，
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福田[1996] :297 頁，松田[1996] :168 頁，植村[1997] :303-305 頁，浜田[1999] :31 頁，清水[2006] :第 1

章，菅原[2012]:52,275 頁がある。 

また，商業信用関係の継続性に言及している論稿として，日高[1966]:89,91 頁，同[1983]:218 頁，深

町[1971]:173-174 頁，芳賀[1977]:33 頁，大内[1978]:18 頁，浦園[1981]:180 頁，大畠[1981]:108 頁，山

口[1984a]:109 頁，同[2006]:43,112 頁，伊藤[1989]:169 頁，田中[1997]:214-219 頁，同[2001]:137-139

頁，竹内[1997]:61 頁がある。 

24) 当座貸越を銀行の与信形式の一つとして原理論で扱うか否かという問題は，銀行の与信形式は原理論

では手形割引に代表されるか否かという問題と表裏をなしている。宇野編[1955]:424 頁，日高[1968]:32

頁，戸原[1972]:85 頁，大内[1978]:324-325 頁，同[1981・82]:下 655 頁，山口[1984a]:92-94 頁，小島

[1979]:307-308 頁，竹内[1997]:52-55 頁を参照されたい。 

25)  この場合，留め置かれた差額分は「事実上の貨幣預託」ではなく「貨幣預託」と同義である。 

26)  ただしこの取引形式の場合，産業資本のもとに「事実上の貨幣預託」が現れることにもなろう。だが

商業資本の介在は，産業資本相互の信用関係では与信側に立つことができない「生活手段生産資本家や

固定資本生産資本家をも与信資本の立場に立たせうる」（小倉[1979]:235-236 頁）。つまり商業資本は

産業資本に比してより多くの資本からの受信可能性をもち，それに伴い多数の「事実上の貨幣預託」を

引き受けることが可能である。それゆえ「事実上の貨幣預託」は，商業資本のもとにおいて，多数の産

業資本に対する「債務の集積」として現れるのである。この他，大内[1978]:88 頁参照。 

27) 山口[1984a]は，銀行は「個々の資本の出納預金の取扱いを行なうことによって，それぞれの再生産

過程の状況をつかむことができ，信用調査などに要する諸費用を節約しうる」（123 頁）ことを指摘し，

預金を通じた銀行のモニタリング機能についてふれている。宮澤[1997]は，この山口の指摘を，信用代

位業務と貨幣取扱業務を兼業することによる銀行の「独自の利益」として引用している（59 頁）。吉村

[2005]も「銀行のモニタリング機能として企業の資金出納の監視が重要である」（86 頁）という指摘を

行っている。五味[1974]:19 頁，渡辺[1992]:227 頁，植村[1997]:332 頁も参照されたい。 
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第 4 章 

 

商業組織論の課題とその展開 

―対消費部面における市場および組織的関係性の変容― 
 

 

 

 

 本章の目的は，これまでの商業組織論の検討を通じて，この理論分野に固有の課題を再設定し，そ

してその課題に沿って商業組織論を再構築することにある。ここまでの議論を一旦振り返ってみると，

本稿第 1 章では産業資本間の取引関係が，第 2 章では商業資本の導出が，第 3 章では商業資本と産業

資本との取引関係が分析対象として設定されたわけであるが，これにならえば本章では，商業資本間

の関係が議論の俎上に載せられることになる。視点を変えてみると，前章までにおいては，従来の産

業資本像および商業資本像の刷新ならびに「組織化」の再定義などが行われたわけであるが，本章で

はこれに引き続き，さらに従来の商業組織像の理論的妥当性が問われることになるのである。 

もっとも，ここまでくり返し述べてきたように，従来の商業資本論研究においては商業組織ないし

組織化が主題として取り上げられることは稀であり，したがって，本章が検討対象とする理論的妥当

性が問われなければならない商業組織像というのも，従来の研究においては森下二次也らの商業経済

論（森下[1977]）ないし近年の宇野学派における「組織化」論（田中[1996]，清水[2006]）にみられ

るにすぎない。しかしながら，本章において詳説するように，商業組織の問題を原理論から捨象する

とした論者ら（以下，「商業組織捨象説」ないし「捨象説」とよぶ）にあってもまた，実際には商業

資本間の取引関係や商業資本の分化といった商業組織論に接続されるはずの言及が少なからずなされ

ているのであり，ここから逆算してみると，これら論者における商業組織論の捨象の論拠はむしろ，

商業組織論の一理論分野としての必要性を示唆するものとして捉え返すことも可能となる。従来の議

論にあっても「組織化」が事実上原理論のテーマとして追究されていたことを第 1 章において指摘し

たが，これと同様に商業組織論もまた，従来より原理論の問題として多くの論者において実質的に受

け止められてきた問題であったのである。 

こうした宇野学派の姿勢とは対蹠的に，同じくマルクス経済学をベースに商業理論の構築を図って

きた森下らの商業経済論にあっては，卸と小売りとの段階分化をはじめとする商業組織に纏わる問題

が，これまでも正面切って主題的に論じられてきた（以下，「商業組織導入説」ないし「導入説」と

よぶ）。このような相違を生み出した要因として，一先ずは両学派間の研究視角のズレを指摘できよ

う。森下[1977]によれば，商業経済論は「経済学の一般理論の一部」（5 頁）としてというよりも，

「部門別特殊理論としての商業理論の展開を志向する」（7 頁）ものとされる。このことが宇野学派

における商業資本論研究と真っ向から対立することは明らかであろう。宇野学派にあっては，その体

系上商業資本論が信用制度論および資本市場論とともにヨリ高次の市場機構論（利子論）という一理

論分野を構成し，そしてこの市場機構論が利潤論や景気循環論とあわせて，全 3 篇をもって構成され

る原理論体系の一角としての「分配論（競争論・機構論）」を構成していることからも理解されるよ

うに，商業資本論はまさに「経済学の一般理論の一部」としてこれまでも把握されてきた。商業組織

論の捨象という理論的取扱いはこの点からすれば逆に，商業経済論に対する宇野学派における商業資

本論の独自性＝「体系性」を示すものとして肯定的な評価を受けることにもなろう。 
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だが，「経済学の一般理論の一部」としての商業理論であれば，商業組織に関する問題は即座に排

除できるのか，どうか。言い換えれば，商業組織論は「部門別特殊理論としての商業理論」に固有の

問題として処理できるのか，どうか。詳細は本論に譲るが，研究対象を商業部面に局限しその深化に

注力する商業経済論においてよりも，むしろ利潤論や信用論，資本市場論といった諸々の理論分野と

の体系上の連動性を確保された「経済学の一般理論の一部」たる商業資本論においてこそ，商業組織

はそれ自体解明されるべき対象としての理論的重要性を帯びる。商業経済論において展開される卸・

小売りの分化に代表される商業組織論の再検討は，したがって，商業組織論において解明されるべき

課題を再設定することにとどまらず，「経済学の一般理論の一部」として位置づけられる商業資本論

において商業組織論を展開することの妥当性を問うことにつながるのである。 

このようにみてくると，近年の宇野学派における「組織化」論の展開は，「経済学の一般理論の一

部」としての商業資本論の内側で商業組織論を模索する点において，本稿の研究視角と合致する。し

かし前章までみてきたように，そこでは産業資本間の組織的関係性の否定，継続的取引関係への組織

化の還元，対消費部面の特異性の相対化など，本稿の立場とは根本的に異なる視角が摘出されたこと

も事実である。こうした相違は当然，商業資本間の取引関係のあり方を分析対象に据えるにあたって

もまた看取されることになる。本論において明確に提示するが，本稿における商業組織論の模索は，

①産業資本間の組織性，②事前性としての「組織化」，③対消費部面の特異性の重視―以上の前章

までにおいて明らかにされた 3 つの視角を基礎に進められる。これによって商業組織論において明ら

かにされるべき課題が，「産業資本の間で結ばれていた売買関係」に対して商業資本間の「売買関係

がどのような特質をもつか」（清水[2006]:93 頁）という点にではなく，対消費部面における市場な

いし組織的関係性の変容のあり方にあることが最終的に示されることになる（以上，本章第 1 節）。 

以上の検討を足掛かりにして，次に対消費部面に棲息する個別資本に特有のリスクおよび資本活動

を明らかにすることを通じて，当該部面における市場および組織的関係性の変容を惹起する契機が消

費部面の特異性に潜むことを示す。すでに第 2 章で検討したように，購買されるべき商品種が技術的・

客観的に決まっている対生産部面に対し，対消費部面においては直接の買手が最終消費者であること

から，購買される商品種に技術的・客観的な規定性は存在しない（＝購買の非定型性）。このことは

対消費部面に位置する個別資本に対し，①「販売過程の確定不能性」，②「需要変動の分散不能性」

という 2 つの当該部面に特有のリスクを引き起こす一方で，「需要・欲求創出活動」というその部面

に特有の資本活動をまた他方で可能とさせる。対消費部面において活動する個別資本はこうした特有

のリスクおよび資本活動を通じて，当該部面の市場および組織的関係性に対生産部面にはない独自の

変容を引き起こす。組織論的観点に基づき展開される本稿の商業組織論は，その外延が「商業」より

もむしろ「組織」をもって設定されることによって，これまでの文字通り「商業」を対象とする商業

組織論においては捉えきれなかった市場および組織的関係性の変容の問題に切り込むことになるので

ある（本章第 2・3 節）。 

 

 

1．商業組織論の課題をめぐって  

  

 本節では，これまでの商業組織論ないしそれに関わる諸研究の検討を通じて，本稿において追究す

る商業組織論の分析視角および課題を提示する。結論を先取り的に示しておくと，本稿の商業組織論

の課題は，「対消費部面における市場および組織的関係性の変容を明らかにする」ことにおかれる。

これはまた「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論において商業組織論を展開することの正

当性・必須性を主張するものとなる。 
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1.1 商業組織捨象説における商業組織論の分析視角 

 

本項では，商業組織捨象説の検討を通じて，①捨象説が商業組織の問題を必ずしも全面的に原理論

から排除するものではないこと，また，②そこでは捨象説の立場をとるがゆえに独自の商業組織論に

対する分析視角が打ち出されていたこと―以上の点を明らかにする。はじめに，ここでいうところ

の捨象説についてその内容を確認しておこう。捨象説とは，以下に示す言及をもって商業組織にかか

わる問題群を原理論から排除しようとする説一般を指す。すなわち， 

 

「本文のどこでもそうであるように，ここで問題にするのは，ただ普通の商業だけで，投機ではな

いのであって，投機の考察は，およそ商業資本の分割に関することがすべてそうであるように，

われわれの考察の範囲外にあるのである。」（K., Ⅲ, S.318,〔4〕383-384 頁） 

 

「商業資本の考察にあたっては産業資本家の直接の消費者に対する関係が先ず問題とせられなけ

ればならない。この点が明かにされれば産業資本家と産業資本家との間に行われる売買の仲介に

あたる商業資本も自ら解決される。いわゆる小売商業と産業資本との間に入る卸売商の問題も同

様である。本書ではそういう商業資本の種々なる分業的専門化は問題とならない。」（宇野[1950・

52]:496 頁） 

 

「もちろん具体的には商業資本も卸売商，小売商，仲買人等に分化するし，また紡績商人とか鉄鋼

商人とかいうふうに，取扱う商品によってもある程度専門化するであろう。しかし，ここではそ

こまで具体的に考える必要はない。」（大内[1981・82]:下 692 頁） 

 

「具体的な商業の分業組織（例えば卸売業，小売業，量販店）」の問題は「ブラック・ボックスに

入れられている。」（山口[2006]:64 頁） 

 

みられるように，「商業資本の分割に関すること」，「商業資本の種々なる分業的専門化」，「卸

売商，小売商，仲買人等」，「具体的な商業の分業組織」といった商業組織論に接続されうる問題群

は，捨象説にあっては，「考察の範囲外」，「問題とならない」，「具体的に考える必要はない」「ブ

ラック・ボックスに入れられている」として原理的考察の対象から外されることになる。捨象説が主

として宇野学派によって受容されていることからみると，このことは同時に，「経済学の一般理論の

一部」としての商業資本論においては，商業組織に関する問題はそもそも問題たりえないということ

をも意味するものといえよう。商業組織論は自身の展開される場を，原理論から段階論ないし類型論

へ，あるいは「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論から「部門別特殊理論としての商業理

論」たる商業経済論へと求めるほかなくなってしまったわけである。 

しかしながら再度検討を加えてみると，捨象説にあっても商業組織にかかわる問題は必ずしも全面

的に原理論の外に放逐されているわけではないことが分かる。これは一先ず，2 つの側面から説明さ

れよう。 

第 1 に，捨象説にあってもまた，商業組織に関する問題が強く意識された議論が展開されている点

が挙げられる。これはまず，商業資本間の取引関係や商業組織の代名詞ともいえる卸売商と小売商と

への商業資本の分化など，商業組織論として括ることのできる言及が実際になされていることから確

認できる。例えば『資本論』では，「何人もの商人があいだにはさまる場合」（K., Ⅲ, S.282,〔4〕

340 頁），あるいは「商人が商人に売る場合」（K., Ⅲ, S.353,〔4〕425 頁）など，商業の組織性の

現れとして受け取ることのできる記述が散見される。また，宇野[1950・52]にあっては，「生産物は

直接の消費者に渡るまでに幾人かの商業資本家の手を経る」こと，そしてそうした「商業資本自身の
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間に行われる分化」によって，「産業資本の W－G－W´は，商業資本の W－G－W´の連鎖の内に

吸収され，商品は市場に残留されたままでその運動を完了する」といったように，商業組織論に事実

上踏み込んだ言及がなされている（502 頁）。こうした指摘は，たとえ「商業資本の分割に関するこ

と」は「われわれの考察の範囲外にある」（K., Ⅲ, S.318,〔4〕383-384 頁），あるいは「商業資本

の種々なる分業的専門化は問題とならない」（宇野[1950・52]:496 頁）と念を押されようと，捨象説

の枠組みを越えてもなお原理論の枠組みの内側で論じられていることからして，商業組織捨象説にお

ける商業組織論の実質的な導入であると捉えることができよう。 

またこのことは，捨象説にあって分析の対象とされる商業資本像が，卸売商かそれとも小売商かが

問題とされていることからも確認できる。すなわち『資本論』においては，「小売商人の資本は一つ

の雑種で例外である」（K., Ⅲ, S.298,〔4〕359 頁），あるいは「小売り」を「異質的な機能」（K., 

Ⅲ, S.293,〔4〕353 頁）とする視角から，分析対象とされる商業資本像が「本来の卸売商業」（K., Ⅲ, 

S.300,〔4〕361 頁）であることが明示されている。これに対し，宇野や大内にあっては，商業資本論

を体系上信用論に先行させる『資本論』とは逆に，信用論を商業資本論に対し先行させる構成を採用

するがゆえに，信用による販売を利用できない対消費部面における産業資本の運動を補足する小売商

に分析対象としての商業資本像が重ねられている1)。 

こうした一連の議論は商業資本像の把握にそれぞれ相違が認められるものの，商業資本を単一像と

して把握することなく商業の分化を事実上背後に想定している点において，ともに商業組織論への接

近として捉えることができる。事実，宇野[1950・52]にあっては単に卸売商と小売商とが区別される

だけでなく，卸売商がまたさらに，「産業資本家と産業資本家との間に行われる売買の仲介にあたる

商業資本」に対する「小売商業と産業資本との間に入る卸売商」として厳密に規定されている（496

頁）。ここでは商業資本のさらなる多層的な分化が念頭におかれていると同時に，それによってあら

われる商業資本間の異質性が強く意識されていることがうかがえる。商業資本の本質を卸売商と小売

商のどちらにみるかという議論は，したがって，それが議題に上ることそれ自体，捨象説を事実上逸

脱した商業組織論への原理論側からの実質的接近として捉えることができるわけである。 

 第 2 に，捨象説にあってその捨象の論拠が不十分ないし不明瞭であることは，逆説的に，商業組織

論の原理論における必要性，そして捨象説における商業組織論に対する独自の研究視角の存在を示唆

している。上記の引用からも分かるように，商業組織にかかわる問題が「考察の範囲外」，「問題と

ならない」，「具体的に考える必要はない」「ブラック・ボックスに入れられている」と規定される

論拠は，捨象説にあってはほとんど説明がなされていない。このことは，例えば信用論の端緒におけ

る貨幣資本家と機能資本家の排除，あるいは信用論と商業資本論との体系上の順序変更に関する問題

などに対する論拠に，これまで内容的にも形式的にも比較にならない程多くの議論が費やされてきた

こととは全く対照的であろう。原理論からの商業組織論の捨象は，なぜ捨象されねばならないのかに

ついての十分な考察を欠いた，いわば断定的捨象にすぎないのであって，明瞭な論拠に裏打ちされた

論理的捨象では必ずしもない。むしろこの限りでは，商業組織論は断定的に捨象するほかない，論理

的には捨象が困難な理論分野として捨象説においては事実上受け止められている―という推察も許

容されよう。捨象説の論拠それ自体，実質的には商業組織論の原理論に対する一理論分野としての非

乖離性を示す論拠の一つとなっているのであって，上記の商業資本間の取引関係等への実際上の言及

はこの証左ないし現れとして捉え返すことができるのである。 

また，大内や山口にあっては，卸売商や小売商など「具体的な商業の分業組織」に関しては「考え

る必要はない」あるいは「ブラック・ボックスに入れられている」とされるが，これは裏を返せば，

「具体的ではない商業の分業組織」であれば「考える必要はある」あるいは「ブラック・ボックスに

入れられていない」と読み直すこともできよう。もちろん，両者はあくまで捨象説の立場を堅持して

おり，「具体的な商業の分業組織」はおろか「具体的ではない商業の分業組織」の原理的必要性を肯

定的に明言しているわけではない。だが，ここで「考える必要はない」と明言されていることは，た

とえそれが否定的であれ，明言をする必要があった程度には商業組織論に対する関心（商業組織導入
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説の立場をとる「部門別特殊理論としての商業理論」たる商業経済論への対抗）が捨象説にあって広

く共有されていたことを示しているのであって，この限りでは，「具体的ではない商業の分業組織」

すなわち「論理抽象的な商業の分業組織」が「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論におい

て展開される可能性をここに読み取ることもできるのである。 

すでに第 2 章において示したように，また次項でさらに追究するように，本稿では卸・小売りの段

階分化など「具体的な商業の分業組織」の機制を明らかにすることが商業組織論の本質的な課題では

ないという立場をとっている。「具体的な商業の分業組織」の問題を原理論から捨象する大内や山口

の視角は，したがってこの点については，商業組織論の原理論への導入を企図する本稿の立場と奇し

くも合致する。「論理抽象的な商業の分業組織」がたとえ原理論において実際には展開されていない

としても，①商業組織論の課題が「具体的な商業の分業組織」を明らかにすることではないこと，ま

た，②「論理抽象的な商業の分業組織」の原理的な展開可能性を示していること，そして，③これら

が「経済学の一般理論の一部」として商業資本論を捉える論者らによって示唆されていることは，捨

象説をとるがゆえに逆に提示されることになった捨象説独自の商業組織論に対する分析視角として捉

え返すことができよう。 

 以上のように，商業組織捨象説は，一方で明示的に商業組織論の原理論からの捨象に言及こそすれ

ど，他方では，商業組織にかかわる問題に事実上踏み込んでいたこと，あるいはその必要性が逆説的

に認められていたことから分かるように，商業組織にかかわる問題を全面的に原理論から排除するも

のではない。むしろ視点のおき方次第では，捨象説は「論理抽象的な商業の分業組織」を「経済学の

一般理論の一部」として展開するという独自の商業組織論に対する分析視角を打ち出しているものと

捉え返される。「組織化」の観点が従来の議論のうちに胚胎していたことと同様，商業組織論もまた

従来の捨象説の文脈に胚胎していた原理論における隠れたテーマの一つであった。それが従来依然と

して「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論において封じられてきた背景には，対蹠的に商

業組織導入説の立場を歩んだ，次にみる「部門別特殊理論としての商業理論」たる商業経済論の独自

の展開があったのである。 

 

 

1.2 商業経済論における商業組織論の検討 

 

本項では，森下をはじめとする商業経済論において展開されてきた商業組織論の検討を行う。以下

では，商業組織論の課題が，卸売商と小売商の段階分化に代表されるような「具体的な商業の分業組

織」の理論的解明にではなく，そうしたさまざまな「具体的な商業の分業組織」を生成させる契機お

よびそれに基づく変容のあり方を明らかにすることにおかれなければならないことを，第 2 章で行っ

た検討の敷衍を含みつつ論じていく。 

はじめに問題の所在を示しておこう。商業経済論において展開されてきた商業組織論に対する最大

の疑問は，そこでの主たる課題が「卸・小売分化の必然性」（森下編[1967]:97 頁）を解明すること

におかれている点にある。言い換えると，商業組織論が基本的に「卸・小売分化（商業資本の段階分

化）」論として展開されている点にある。一先ず，検討対象となるこの「卸・小売分化」論の概要を

ごく簡単に示しておこう2)。 

商業経済論にあって卸・小売分化の契機は，小売商の特質と商業資本の自立化の根拠との矛盾とし

て説明される。すなわち，生活物資が購買される最終消費部面に棲息する経済主体＝最終消費者の消

費構造は，ここでは「小規模性」（消費単位は個人ないし家であり当用買いが基本），「分散性」（最

終消費者の地理的散在），「個別性」（主体間の選好のバラツキ）によって特徴づけられる。そして，

これらの最終消費者の購買構造ないし消費構造の特徴に応じて，小売商もまた小規模なものが多数に

分散し，かつ個別性の制約によってその購買は商品の使用価値による制約を受けることとなる。しか
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し，商業資本の自立化の根拠からすれば，経営内分業や売買の集中を可能にさせる大規模経営および

商品の使用価値からの解放が商業資本にとっては望ましい。小売商の特質と商業資本の自立化の根拠

との矛盾がこうして現れるのであり，この矛盾の解決のために小売商と，それに対し相対的に大規模

な卸売商との分化が必然的に起こることになる―以上のように説明されている。 

こうした卸・小売分化の説明は，第 1 に，分化の契機である矛盾を生み出す要素の一方，小売商の

把握の仕方に問題がある。これについてはすでに第 2 章において論じたが，再度敷衍すると，最終消

費者における小規模性および分散性という消費構造の特徴は，必ずしも小売商に対し小規模性および

分散性という特質を付与するものではない。もちろん，個々の最終消費者における消費量ないし購買

量は産業資本における投入量ないし購買量に比べて過少であり，また地理的に分散していることも確

かであろう。しかし，そうした特徴を有す最終消費者が最終消費部面においては無数に存在している

のであり，それゆえそれらの集合である最終消費部面はたとえどの部分を切り取ろうとも論理的には

大規模かつ集中的な構造をもつ。上記の説明にあっては，つまり，①最終消費者の個々の消費構造と

最終消費部面の構造との取り違えがなされているのであり，②その取り違えゆえに最終消費者の消費

構造が無媒介に小売商の特質へと直結されてしまっている点に問題がある。最終消費部面に対峙する

小売商は必ずしも小規模・分散的な特質を生来有すわけではないのであり，そのため極端にいえば，

大規模・集中的な小売商が多数発生する場合，卸売商の分化の必然性も霧消することにもなろう。商

業経済論における卸・小売分化の説明は，したがって，その必然性の論証それ自体に疑問が残るもの

と言わざるを得ない。 

もっとも，商業経済論において展開されてきた商業組織論が抱える問題の本質は，卸・小売分化の

必然性が論証できていないという点にあるわけではない。第 2 に，商業経済論にあっては，「卸・小

売分化」論が商業組織論という一理論分野におけるいわば公理の分析対象として設定されている点に

最大の問題がある。いうまでもなく，商業部面における個別資本間の組織的関係性は，現実的・歴史

的に複雑かつ多様なかたちをとってこれまでも現われてきた。生産部面と消費部面との間隙において

商業資本が卸売商と小売商とに段階的に分化し，ひとつの全体としての組織をなしている状態はその

代表的なものであり，これは商業経済論をはじめこれまでも多くの論者によって商業組織論の分析対

象に見定められてきたことからもその重要性を確認することができる。 

しかし，「卸・小売分化」論に議論が集中・集約されてきたことは，現実的あるいは論理的に想定

可能な商業部面における組織的関係性を全て卸売商と小売商との段階分化に還元するものでは当然な

い。実際，商業経済論においても「配給組織」（森下[1974]:17 頁）として議題に上がっているよう

に，「生産の分野での競争の制限，独占の形成によって商業資本自立化の条件そのものが否定され，

したがって流通機構が商業組織としてあらわれること自体が否定されざるをえない」（38 頁），いわ

ゆる「商業排除の傾向」（40 頁）もまた，歴史的にも論理的にも説明されるべき商業部面の代表的な

状態のひとつとして把握されその分析対象に数えられてきた。ここでは「商業排除の傾向」があくま

で，卸売商と小売商とが段階的に分化した「商業組織」と明確に区別された「配給組織」として把握

されているが，分析視角が「商業組織」から「配給組織」への「移行の必然性」（17 頁）におかれて

いる限りでは，「商業排除の傾向」論もまた「卸・小売分化」論と双璧をなす商業経済論の商業組織

論における分析対象であると捉えることもできよう。 

だが，商業組織論の課題は「卸・小売分化」論および「商業排除の傾向」論という 2 つの分析対象

に尽きるわけではない。うえでみたように，競争的市場においても卸・小売りの分化が論理必然的に

起こるわけではなく，卸売商が分化せずに大規模・集中的な小売商のみが占める商業部面の型，ある

いは卸・小売のタテの関係が有す機能を担保しうるような，「卸・小売分化」論においてはほとんど

考慮されていない小売商間のヨコの関係が広がった商業部面の型も同じように想定可能である。A や

B といった「具体的な商業の分業組織」を分析対象としてはじめに設定して，それらを引き起こす契

機あるいはその移行の契機を終始問題とする限り，それらをはみ出すこうした可能態としての商業部

面の組織的関係性は理論的に説明不能となる。対象が現実に複雑かつ多様であればあるほどその分析
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にはより一層の抽象化が不可欠なのであり，したがって商業組織論の問題ないし課題として設定され

るべきは，A や B を引き起こす契機は何かにではなく，A や B などを含む商業部面の変容を引き起こ

す契機は何かにおかれなければならない。「具体的な商業の分業組織」はそれ自体が独立に説明され

るべき対象ではなく，それら諸々の「具体的な商業の分業組織」を包括的に説明しうる「論理抽象的

な商業の分業組織」こそが，商業組織論の分析対象として再設定されなければならないのである。 

このようにみてくると，第 3 に，商業組織論は「部門別特殊理論としての商業理論」においてでは

なく，「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論において展開されてこそ，その本質的な課題

を全うされるものと考えられてこよう。「部門別特殊理論としての商業理論」として展開される商業

組織論が，その初発の問題意識ゆえに「具体的な商業の分業組織」を分析対象とする「卸・小売分化」

論に止まらざるをえないのに対し，「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論には捨象説にお

いて逆説的に示唆されていたように，商業組織論を商業部面の変容の契機およびその変容のあり方を

明らかにする「論理抽象的な商業の分業組織」論として展開する分析視角が本来的に組み込まれてい

る。たとえこの分析視角に基づく商業組織論が従来展開されてこなかったにせよ，この分析視角その

ものは「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論に固有の視角であり，「部門別特殊理論とし

ての商業理論」に還元されることのない商業組織論の本質的な課題を指し示すものとして捉えること

ができる。 

また，商業資本論がそれに隣接する利潤論や信用論などの理論領域とともに「経済学の一般理論の

一部」を成すことは，そこで展開される商業組織論が本来的にそれら他領域との理論的関連を問われ

る理論領域として設定されることを意味していよう。このことは，分析領域を意識的に商業部面に見

定めた，「部門別特殊理論としての商業理論」を自負する商業経済論の原理的体系性の欠如＝「非体

系性」を反射的に浮き彫りにする。商業組織論を「部門別特殊理論としての商業理論」に固有の問題

として処理する限り，商業組織と他部面の諸組織とのあるいは商業部面と他部面との接合面を解明す

るなどの体系的問題は商業組織論の分析対象に入りえないのであって，これでは商業組織論という一

理論領域が潜在的に有すであろうはずの理論的意義も他の理論領域に比して一段低く見積もられるこ

とにもなりかねない。商業組織論は「経済学の一般理論の一部」として体系的関連のもとで展開され

てこそ，他の理論領域と並列される，資本主義経済を分析するうえで解明されてしかるべき対象とし

ての理論的重要性を帯びる。次にみるように，近年の宇野学派における「組織化」論にあっては，本

稿と同様にこうした「経済学の一般理論の一部」としての商業組織論を模索する点において，同じく

商業組織導入説の立場をとる商業経済論とは根本的に異なった商業組織論が展望されることになるの

である。 

 

 

1.3 近年の宇野学派における商業組織論の検討 

 

本項では，近年の宇野学派における商業組織論（とりわけ，清水[2006]で展開されている商業組織）

の検討を行う。ここでの目的は，商業組織論の課題を前項までの「商業部面の変容を明らかにする」

という点からさらに一歩進めて，「対消費部面における市場および組織的関係性の変容を明らかにす

る」という点に据えることにある。以下，①産業資本間の組織性，②事前性としての「組織化」，③

対消費部面の特異性の重視―などの，すでに前章までに摘出された暫定的な結論を敷衍しつつ論じ

ていくこととする。 

はじめに，検討対象である，清水[2006]における商業資本間の取引関係の構築＝商業組織論の概要

を簡略に記しておこう3)。ここではまず「商業組織論の主題を，商業機構の段階分化という問題に狭

く限定してしまえば，流通経済論や商業経済論よりも一段高い抽象次元に位置すべき商業資本論にお

いて，その折角の意義を汲みあぐねる」ことから，「従来の商業組織論よりも幾分抽象度を上げて，
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商業資本によって商品市場にもたらされる変化は何であるかという包括的な問題を，商品市場の「組

織化」という概念を新たに設けて論じる」とされる。次に，商業資本と産業資本との「期間契約的な

委譲＝代位関係の確立」が「第一に挙げられるべき「組織化」」であるのに対して，「商業資本相互

の間にも商品の売買関係が発生する」点が「第二に挙げられるべき「組織化」」として規定されてい

る。そのうえで課題として「産業資本の間で結ばれていた売買関係と比較した場合に，この新たな売

買関係がどのような特質をもつか」という点が示され，これを明らかにするには「産業資本と商業資

本との間に避けがたく生ずる競争関係に目を向ける必要がある」という（92-93 頁）。 

清水によれば，商業資本に対し産業資本が有す競争上のメリットは，「固定された商品種類を常時

販売しうる点」，つまり「そこに行けばいつでも特定の商品が買えるという確実性，いわば特定商品

の実在性」にあるという。これに対し商業資本の競争上のメリットは，第 1 に「そこへ行けば不特定

多数の商品を買い揃えられるという利便性」に，第 2 に，商業資本は「商品を迅速かつ大量に買い付

けることで卸値を引き下げることのできる」特性をもつことから，「そこへ行けば商品をより安価に

買えるという経済性」に求められている。しかし，商業資本のこうした競争上のメリットは「個々の

商業資本の独力による限りでは，それほど徹底化されるわけにはいかない」という。なぜなら，「限

りある資金を単独で運用するだけであれば，商業資本が一度に買い付けうる商品の種類と数量の何れ

も，当然ながら一定の限度を超えることはない」のであり，またこの限度を緩和しようにも，それは

資金と商品種類の一定期間の拘束を意味する「すでに結ばれている期間契約的な委譲＝代位関係との

間に，早晩矛盾を来さざるをえない」ことになるというのである（94-95 頁）。 

こうした点から，「商業資本にとって他の商業資本との協力関係は是非ともなくてはならない」こ

とが示されていく。すなわち，「いざという時にそれ以外の商品種を他の商業資本から調達しうる関

係」や「他の商業資本と一括して産業資本から商品を買い付けうる関係」がともに成立するのであれ

ば，「商品の実在性と二つのメリット（利便性と経済性）との間」の「トレード・オフの関係は，こ

こで事実上断ち切られることになる」。つまるところ，「商業資本は，単独では活かしがたいメリッ

トを組織として活かすことで，孤立無援であらざるをえない産業資本にたいする有利を保つことがで

きる」のであって，「こうした組織性こそは，商業資本間の売買関係のもつ，売買関係一般には見ら

れない特質」であるというのである（95-96 頁）。 

 以上の議論における第 1 のポイントは，商業組織論が「部門別特殊理論としての商業理論」におい

てではなく「経済学の一般理論の一部」として展開されていること，そしてこれによって分析対象が

「商業機構の段階分化」などの「具体的な商業の分業組織」から，それらを含みうるヨリ包括的な市

場の変化を問題とする「論理抽象的な商業の分業組織」へとシフトしていることが挙げられよう。こ

れは捨象説にあって萌芽的に示唆されていた分析視角を事実上踏襲するものであると同時に，商業部

面の変容を商業組織論において問題とする本稿の視角とも概ね一致する。このような分析視角が，森

下をはじめとする商業経済論においては付与されることのなかった「体系性」を商業組織論に回復さ

せるものであることは既述のとおりである。商業組織論はこの分析視角のもと，はじめて信用論や資

本市場論などの他の理論領域との接合面をもつことになるのである。 

 もっとも，このような分析視角および分析対象の転回は，同時に看過しえない副作用を伴っている。

すでに検討に付したように，近年の宇野学派によって提起された産業資本と商業資本との継続性を有

す委譲・代位関係の構築＝「組織化」が主として対生産部面（産業資本と産業資本との間の部面）に

おけるそれを問題としていたことと同様，ここでの商業資本間の取引関係の構築＝商業組織もまた，

対消費部面と対生産部面との異質性を伏せて展開されている4)。分析対象としての「商業機構の段階

分化」からの離脱という分析視角が，ここでは対消費部面と対生産部面とを同質の単一部面へと還元

させる理論的操作に対し肯定的に作用することになっているわけである。 

 しかし，分析対象を「商業機構の段階分化」といった「具体的な商業の分業組織」から「論理抽象

的な商業の分業組織」へとシフトさせるにしても，対消費部面の対生産部面に対する特異性までもが

これによって相対化されるべきではない。前章までに論じたように，購買されるべき商品種があらか
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じめ技術的・客観的に決まっている対生産部面に対し，対消費部面においては直接の買手が資本では

なく最終消費者（生活物資の消費主体）であることから，購買されるべき商品種に技術的・客観的な

規定性は存在しない。こうした消費部面に特有のいわば「購買の非定型性」は，次節で論じるように，

対生産部面を理論的に一般化する限りでは特に考慮される必要のない特有のリスクないし活動を消費

部面に直接対峙する個別資本に負わせることを通じて，対生産部面にあって看取されることのない特

異な市場の変容の契機および「組織化」の契機を対消費部面にもたらすことになる。生産と消費の物

質代謝が商品売買を通じて行われる資本主義的市場が消費部面と接点をもたざるをえない限り，対消

費部面の対生産部面への還元は，たとえ「論理抽象的な商業の分業組織」を分析対象に据えるにして

も，妥当な理論的操作であるとは言い難い。むしろ次にみるように，産業資本の組織性をもって捉え

返すのであれば，商業組織論における固有の分析対象となる流通部面は対消費部面に定置されること

になるのである。 

 つづいて，第 2 のポイントとしては，産業資本間の売買関係に対する商業資本間の売買関係の特質

が「組織性」として押さえられている点が挙げられよう。すでに分かるように，分析対象が商業資本

間の取引関係の構築＝商業組織に移ってもまた，商業資本は「単独では活かしがたいメリットを組織

として活かす」ことのできる資本種として「孤立無援であらざるをえない産業資本」に対置されるこ

とになっている。こうした切り分けは，言うまでもなく，産業資本と商業資本との委譲・代位関係の

産業資本間の売買関係に対する特質が組織化として把握されていたことと同様の視角に基づいている。

通奏低音としての産業資本の「非組織性」＝商業資本による「組織性」の独占である。 

 だが，ここまでくり返し述べてきたように，「組織性」はなにも商業資本に特有のものではない。

いま前章までの議論を敷衍すれば，産業資本もまた現金および信用取引を通じて，将来起こりうる事

態に対する事前的対処＝「組織化」を遂行するだけの能力を十分に兼ね備えている。商業資本の発生

を控えた舞台（本稿でいうところの「産業機構論」）にあっても，あるいはまた商業資本発生後の舞

台であっても，継続的取引関係の締結や大量買い，将来の受信の現時点における事前確保といった諸々

の形式による「組織化」が産業資本間で遂行される余地は十分にある。生産過程を運動の内に含んで

いるか否かにかかわりなく，「組織性」はあらゆる資本種において本来的に具有されている性質であ

ることは既述のとおりである。 

こうした産業資本間に拡がる「組織化」を考慮した場合，商業資本による産業資本の販売過程の代

位の固有性は対消費部面にこそ求められることになろう。仮に生産部面において産業資本間の組織化

が十全に展開された状況を想定するにしても，対消費部面に立脚する産業資本は，投下流通資本量の

水準の引き下げを可能にする程度の安定性は確保できるものの，販売過程とりわけ販売期間の確定化

までをもそれによって保証されるわけではない。販売の不確定性は生活物資の取扱いに従事する資本

のもとで集中的にかつ固有の姿（「購買の非定型性」ゆえの）をとって現われるのであり，それゆえ

商業資本もまた対生産部面ではなくこの対消費部面においてこそ，その資本種としての活動に固有性

を帯びることになる。商業組織論が分析対象とすべきは，したがって，なによりもこの対消費部面で

なければならないのであって，対消費部面の特異性が相対化された流通部面一般ではない。対生産部

面もまた対消費部面の固有性が明らかにされてこそ，その市場部面としての固有性が反射的に明らか

にされることになるわけである。 

以上のことから，本稿では商業組織論の課題を「対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変

容を明らかにする」ことに求める。節を改め，この課題にチャレンジしよう。 
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2．対消費部面における変容の直接的契機 

 

 本節では，対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容を引き起こす直接的契機を明らかに

する。ここではまず，その解明の手掛かりとなる問題を，「消費部面の特異性＝「購買の非定型性」

は対消費部面において活動する個別産業資本に対し如何なる影響を及ぼすか」という点に設定し，そ

の影響を一先ず，「対消費部面に特有のリスク」および「対消費部面に特有の資本活動」の 2 つに大

きく括ることとする。 

 

 

2.1 対消費部面に特有のリスク 

 

 「対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容を明らかにする」という課題に挑むにあたっ

て，まずその変容を引き起こす根本的な契機を確認しておく必要があろう。ここまで論じてきたよう

に，この根本的契機は，購買されるべき商品種に技術的・客観的な規定性がないという消費部面の特

異性＝「購買の非定型性」に求められる。こうした性質を有す消費部面に直接対峙する個別産業資本

は，それによって如何なる影響を受けることになるのか―これが次に明らかにされるべき問題であ

る。本項ではこの固有の影響について，「対消費部面に特有のリスク」の観点から論じていくことと

する。 

 

 

■第 1 のリスク＝販売過程の確定不能性 

 消費部面の特異性＝「購買の非定型性」を契機として，対消費部面には対生産部面にあっては看取

しえない当該部面に固有のリスクが織り込まれることになる。 

第 1 のリスクは，これはすでにみたように，対消費部面における，いわば「販売過程の確定不能性」

にある。くり返しを厭わず敷衍すると，活動部面にかかわりなく，全ての個別産業資本は現金ないし

信用取引に基づく事前的な「組織化」を通じて，予想流通期間の短縮およびそれによる投下流通資本

量の切り詰めを達成する程度の安定性を確保することが可能である。 

すなわち，継続的取引関係の構築あるいは一括大量買いといった諸形式を含む現金取引に基づく

「組織化」は，売手側の資本の運動に，現在保有する商品在庫のみならず，現在生産中ないしは生産

予定の将来の商品までをも現在時点において事実上販売することのできる受注生産的ないし先物取引

的構造を組み込むことによって，売手資本における投下流通資本量の切り詰めを促す。また，将来の

受信の事前的な確保というかたちでの信用取引に基づく「組織化」は，買手側に対し，将来の販売遅

滞時における信用買いを見越した現在の準備の設定を可能にすることで，買手資本における投下流通

資本量の切り詰めを許容する。現金取引に基づく「組織化」が売手側の，そして信用取引に基づく「組

織化」が主として買手側の安定性（準備の切り詰めを可能とする安定性）の確保に寄与するのであっ

て，これにより，活動の場が対生産部面であれ対消費部面であれ，全ての個別産業資本に対し安定性

を享受する機会が潜在的には与えられたことになるのである。 

 もっとも，この「組織化」による安定性が全て販売期間の確定化という条件を基礎にもつわけでは

ない。継続的取引や大量買いといった現金取引に基づく「組織化」が，取引量の漸次的変更あるいは

取引関係解消の事前通達などのそれに含まれる取引条件をもって売手側における販売期間の確定化を

促すのに対して，将来の受信の現時点における先取りといったかたちでの信用取引に基づく「組織化」

は，買手側の投下流通資本量の水準引き下げに寄与する安定性を確保するものであれ，その安定性は

全くもって買手側の販売期間の確定化に基礎づけられるものでも，またそれに寄与するものでもない。
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販売期間は一向に不確定のままの状態でありながら，それでも準備の切り詰めを促す安定性が確保さ

れる点にこそ，ここでいう信用取引に基づく「組織化」の現金取引に基づく「組織化」に対する固有

性がみられるわけである。 

 このようにみてくると，「組織化」によって全ての個別産業資本が安定性を享受できることと同様

には，販売期間の確定化は全ての個別産業資本において享受されるものではないことが分かる。対生

産部面で活動する個別産業資本が，現金および信用取引に基づく両方の「組織化」をオプションとし

てもつのに対し，対消費部面の個別産業資本にあっては信用取引に基づく「組織化」のみが唯一与え

られたオプションとなる。個々の最終消費者の購買活動は本来的に，購買される商品種，購買量，購

買時機などに常時バラツキを含んでいるのであり（本稿第 2 章第 3 節で規定した「個別性」），継続

的にあるいは大量に同一商品種がある同じ最終消費者のもとで購買・消費されるわけではない。最終

消費者に対し販売活動を繰り広げる諸資本にははじめから，継続的あるいは大量に商品を購買してく

れるような取引主体は与えられていないのであって，それゆえ対消費部面における「組織化」は信用

に基づくそれに限定されると同時に，当該部面における販売過程は常に不確定の状態が維持されるこ

とになるのである。 

 こうした対消費部面で活動する個別産業資本の「販売過程の確定不能性」は，その部面への商業資

本の参入およびそれにより可能となる両者間の組織的な委譲・代位関係の構築によって断ち切られる

ことになる。すなわち，商業資本による継続的取引ないしは大量買いをもってする販売過程の代位に

よって，対消費部面の産業資本を含む全ての部面の産業資本に対し，販売過程の確定化およびそれに

よる安定性の享受の機会が与えられることになるわけである。このような商業資本の対消費部面への

参入およびそこでの産業資本との組織的な委譲・代位関係の構築は，一先ずは，「販売過程の確定不

能性」リスクを直接の契機とする対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容として捉えるこ

とができよう。 

しかし，これによって販売過程の不確定性そのものが対消費部面から消去されるわけではない。当

該部面における商業資本による産業資本の販売過程の代位は，同時に商業資本による産業資本の「販

売過程の確定不能性」の代位を意味するものであり，仮に対消費部面において全ての産業資本が商業

資本との組織的関係性を築くとするならば，販売過程の不確定性は対消費部面の商業資本のもとに集

中して現れることにもなろう。結局のところ，個々の最終消費者による購買が継続性ないし大量性を

もたない限り，言い換えると，「組織化」が資本間においてのみ遂行可能な取引関係にとどまる限り，

「販売過程の確定不能性」というリスクは常に対消費部面に残存することになるわけである。 

 

 

■第 2 のリスク＝需要変動の分散不能性 

 消費部面の特異性を契機とする対消費部面における第 2 のリスクは，いわば「需要変動の分散不能

性」に求められる。この「需要変動の分散不能性」というリスクについてみるには，一旦，社会的再

生産の基本構造を確認しておく必要がある。すなわち，資本主義的生産のもとにおいて個々の生産過

程は，それ自体単独で，他の生産過程と切り離されて存在するわけではない。ある商品の生産過程に

おいて投入されるモノ（生産手段）は，その他の生産過程において産出されるさまざまなモノ（生産

物）によって構成されており，またこれらさまざまなモノの生産過程における投入も同じように，別

の生産過程において産出される多様なモノによって構成されている。個々の生産過程がそれ自身単独

で投入と産出のフィードバックを完結させる構造を有しているのではないのであって，それゆえ生産

手段と生産物は基本的にひとつの生産過程を間に挟んで異なったモノの姿をとることになる。このよ

うに投入と産出を結節点として個々の生産過程が互いに内的な連関性をもっている状態こそ，原理論

の分析対象としての資本主義のもとでの社会的再生産の基本構造となる。 

 以下，議論の混乱を避けるべく，あらかじめ次の点を確認しておく。①対消費部面の産業資本は最

終消費者によってのみ消費される純粋な生活物資（生活手段）だけを生産している，②対生産部面の
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産業資本はそうした純粋な生活物資の生産過程に直接ないし間接的にのみ投入される生産手段だけを

生産している。もちろん実際には，例えば小麦などのように，生活物資にも生産手段にもなりうるモ

ノもあるが，論旨を明確にすべく，こうした種類のモノはここではどちらかにはっきりと切り分けて

考えることとする。 

さて，上記のような構造を有す社会的再生産を踏まえると，対消費部面に特有の「需要変動の分散

不能性」というリスクが浮き彫りになる。すなわち，対生産部面の産業資本によって生産される生産

手段は，多数の生産過程が交錯する社会的再生産の観点からいえば，それは最終的にある単一種の生

活物資の生産のみに結び付けられるだけではない。ある生産過程における投入と産出は，生産手段が

生産される対生産部面においては他のいくつもの生産過程に対し開放されており，そのため俯瞰的に

みれば，ある一種の生産手段は複数種の生活物資のための生産手段として投入されていることが分か

る。単一種の生産手段しか生産せずとも，対生産部面の産業資本は自身の生産過程が社会的な再生産

構造に組み込まれることによって，事実上複数種の生活物資の生産に対し間接的に自らをかかわらせ

ることになっているのである。 

これに対し，生活物資の生産に従事する対消費部面の産業資本にあっては，状況が全く異なる。す

なわち，対消費部面の産業資本によって生産が行われる本稿で規定するところの純粋な生活物資は，

その消費主体が最終消費者に限られることから，対生産部面の産業資本によって生産される生産手段

の場合とは対照的に，それは他の商品種の生産過程に投入される生産手段とはなりえない。対消費部

面の産業資本のもとでの生産過程は投入側によってのみ他の商品種の生産過程に結び付けられており，

反対の産出側におけるアウトプットは他の商品種の生産過程に全くかかわることなく，その姿かたち

を維持したまま最終消費者による購買によって最終的に消費部面へとおちていくことになる。自身の

商品種たる純粋な生活物資の生産のみが，直接的にも間接的にも対消費部面の産業資本がかかわるこ

とのできる唯一の生産なのであり，これは当該部面に活動の足場を設ける以上必然となる。社会的再

生産が消費部面に接する限り，対生産部面の生産過程と対消費部面のそれとの間には自ずとこうした

相違が生じることになるのである。 

このような相違からは，最終消費需要の変動への対応能力に，対生産部面の産業資本と対消費部面

の産業資本とで，とりわけリスク分散という点において強弱のあることが認められる。一先ずここで

いう最終消費需要の変動について述べておくと，これは商品種間において現れる需要のバラツキを指

している。すなわち，最終消費者の購買活動の特質として，購買される商品種に技術的規定性がない

という「購買の非定型性」が認められる限り，その個々の購買活動の集合としての最終消費需要は必

ずしも全商品種に一律に振り分けられるわけではない。常にランダムな動きをみせる個々の最終消費

者の購買は，それをいくら合算させ平均化させようとも，全体としての最終消費需要はそれぞれの商

品種間にバラツキを伴って現れることになる。資本主義的市場においてこの「売れ行きの良し悪し」

という現象は，つまるところ，同種商品を生産・販売する個別資本間においてのみ看取される現象で

はないのであって，同様に商品種間においてもまた必然的にみられる現象であると考えられるわけで

ある。 

こうした商品種間に現れる「売れ行きの良し悪し」という現象を念頭におくと，対生産部面の産業

資本は対消費部面の産業資本に対し，最終消費需要の変動に対する相対的に強固な弾力性を本来的に

有していることが分かる。うえでみたように，社会的再生産過程において対生産部面の産業資本の生

産物である生産手段は複数種の生活物資の生産に用いられる。このことは，最終消費需要の商品種間

における変動の影響を対生産部面の産業資本は相対的に受けにくいことを示していよう。対生産部面

の産業資本は生産手段を生産するがゆえに，間接的に生産にかかわることになる生活物資の種類が自

ずと複数になることから，最終消費需要の変動の直接的影響がそれによって分散され，自身の生産す

る生産手段に対する需要の変動もまたそれによって同時に緩和されることになる。言い換えると，対

生産部面の産業資本にあっては直接ないし間接的にかかわる複数種の生活物資が最終消費需要の変動
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に対するバッファとなるのであって，そのため自身の生産する生産手段に対する需要を最終消費需要

の変動からある程度までは遮断することが可能なわけである。 

これに対し，生活物資を生産する対消費部面の産業資本にあっては，最終消費需要の商品種間にお

ける変動の影響は直接的なものとなる。すなわち，対生産部面の産業資本とは対照的に，対消費部面

の産業資本が生産にかかわることができるのは，直接的にも間接的にも自身の生活物資ただ一種ある。

またこれにくわえて，生産手段とは対照的に，生活物資は最終消費需要の変動の影響を直接に受ける

存在におかれている。このことは対消費部面の産業資本が商品種間において現れる最終消費需要の変

動に対し，その対応能力に相対的に弾力性を欠くことを示している。言い換えると，最終消費需要の

変動による影響を対消費部面の産業資本は相対的に分散することができないことを表している。こう

した，いわば「需要変動の分散不能性」は，したがって，最終消費需要の変動に対し複数の生活物資

というバッファを有す対生産部面の産業資本にはみられない，対消費部面の産業資本に特有のリスク

であると規定することができよう。 

このような対消費部面に特有の「需要変動の分散不能性」リスクは，対消費部面への商業資本の参

入がなされた後も当該部面の産業資本から断ち切られるわけではない。純粋な生活物資の生産に従事

する限り，対消費部面の産業資本は最終消費需要の変動に対するバッファとなりうる他の商品種の生

産にはかかわることはできない。むしろ，商業資本と産業資本との組織的な委譲・代位関係の構築が

当該商業資本の取扱商品種の幅を相対的に狭めることに結果する点からみれば，このリスクは対消費

部面の産業資本において残存したままに，さらに商業資本へと伝播するものともなろう。結局のとこ

ろ，「需要変動の分散不能性」というリスクは純粋な生活物資の生産が行われる限り，言い換えると，

社会的再生産が消費部面に接する限り，対消費部面に残り続けるわけである。 

 

 

2.2 対消費部面に特有の資本活動 

 

 消費部面の活動主体たる最終消費者の購買活動に産業資本の購買活動のような客観的規定性が存在

しないことは，一方ではうえでみたように，商品種間の「売れ行きの良し悪し」という現象を引き起

こすことによって，対消費部面の個別資本に対し当該部面特有のリスクを生じさせるものであった。

しかしながら，こうした最終消費者における「購買の非定型性」は他方において，対消費部面におい

てのみ可能なその部面特有の資本活動のあり方もまた示唆している。 

この点についてみるうえで，一旦本稿第 2 章において論じた「購買の非定型性」の背後にある最終

消費者の特異な欲求のあり方について確認しておこう。これはまず，第 1 に，生理的欲求をはじめと

する最終消費者における諸々の欲求が必ずしも特定のある商品種の購買に直接的には結び付かないと

いう「欲求の非接続性」として論じられる。すなわち，購買すべき商品種が技術的・客観的に決定し

ているという意味において，産業資本における欲求の志向性が極めて強いものであるのに対して，購

買すべき商品種に客観的規定性がない最終消費者にあってはその欲求の志向性に相対的な弾力性が認

められる。最終消費者のもとでは，ある何らかの欲求が必ずある特定の商品種の購買を引き起こすわ

けではなく，その時々の状況において商品種 A が購買されることもあれば，別の商品種 B が購買され

る場合もある。産業資本における欲求が，それを充足する商品種をいわば「点」として捉えるのに対

して，最終消費者における欲求はそれをいわば「面」として捉える傾向をもつ。産業資本においてみ

られる欲求と購買される商品種の一対一の不動の対応関係は，最終消費者においては一対多の緩やか

な対応関係に翻訳されるわけである。 

また「購買の非定型性」の背後には，第 2 に，購買を引き起こす欲求それ自体が必ずしも最終消費

者自身によって購買に先立って認識されていないという「欲求の非先行性」が認められる。すなわち，

生産手段として商品を必要としていることから分かるように，産業資本においてはある商品の購買に
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先立ってその購買を引き起こす欲求が技術的・客観的に規定されている。これに対して，最終消費者

による購買は，その購買を引き起こす欲求がそれに先立って必ずしも明瞭なかたちで存在しているわ

けではない。市場において価値実現を待つ無数の商品群に対峙することによってある商品種に対する

購買欲求が引き起こされる場合もあれば，他の最終消費者の購買活動に刺激されることによってそれ

が新たに生じる場合もある。周囲の主体からみても，あるいは当該主体にとっても明瞭な動機を追跡

できないような，客観的規定性を本来的にもたない衝動的・場当たり的な購買が行われる事態が，最

終消費者においてはランダムかつ日常的にみられるのである。 

以上のような最終消費者の特異な欲求のあり方は，最終消費者の購買活動ないしそれが無数に繰り

広げられる消費部面に資本活動の介在の余地があることを示している。ある欲求と特定の商品種の購

買とが直接に結び付いておらず，また購買に先立って明瞭な欲求が存在するわけではないという最終

消費者の欲求の特異性およびそれに立脚する「購買の非定型性」を資本の側から捉えれば，それは消

費部面において需要ないし欲求が喚起あるいは操作できる可能性があることを示唆するものといえる。

すなわち，最終消費者のもつある欲求を特定の商品種の購買にまで誘導する，あるいはある商品種の

陳列・訴求等によってそれら商品種に対する欲求そのものを創出し実際の購買に向かわせるなど，対

消費部面における資本活動にはこうした広い意味での，いわば「需要・欲求創出活動」が含まれてい

ると考えられるのである。 

こうした資本活動の固有性は，これが対生産部面においてはみられない活動であることからも確認

されよう。これは生産過程における投入・産出間の技術的確定性に明らかである。自商品の生産に必

要な生産手段が技術的・客観的に決定している産業資本にあって，不必要な種類ないし量の生産手段

に対する欲求などそもそも生じようがない。たとえそれがいかに安く市場で販売されていようと，産

業資本における欲求と購買される商品種との対応関係は生産技術を有するがゆえに必ず一対一の不動

の関係にあるのであって，最終消費者におけるような弾力性がその欲求に認められる余地は残されて

いないものといえよう。要するに，産業資本によって対生産部面が占められる限り，この部面では基

本的に技術的・客観的な枠をはめられた欲求にしたがって，逐次購買がなされていくほかないわけで

ある。 

 このように，対消費部面に特有の資本活動として「需要・欲求創出活動」を切り出すことができる

ならば，これはうえで論じた対消費部面に特有のリスクと同様に，当該部面における市場および組織

的関係性の変容をもたらしうる直接的な契機のひとつになると考えられよう。次節でみるように，最

終消費者および消費部面における需要ないし欲求の創出可能性は，商業資本における「需要適応型」

と「需要創出型」とへの分岐を引き起こし，そしてそれを通じて，対消費部面における市場および組

織的関係性の変容を惹起することになるのである。 

 

 

3．対消費部面における市場および組織的関係性の変容  

 

 ここまでみてきたように，対消費部面における市場および組織的関係性の変容は，最終消費者ない

し消費部面の特異性＝「購買の非定型性」を根本的な契機とするものであった。そして，ここから発

せられた，「消費部面に直接対峙する個別産業資本はそれによって如何なる固有の影響を受けること

になるのか」という問いからは，対消費部面に特有の 2 つのリスクと対消費部面に特有の資本活動と

いう当該部面に固有の変容を引き起こす直接的な契機が摘出された。 

したがって，これに続いて最後に提出されるべきは，次のような問いであろう。すなわち，「直接

的契機としての対消費部面に特有のリスクおよび資本活動は如何なる変容を対消費部面にもたらすの

か」という問いである。以下では，「販売過程の確定不能性」および「需要変動の分散不能性」とい

う対消費部面に特有の 2 つのリスク，そして「需要・欲求創出活動」という対消費部面に特有の資本
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活動―これらを直接的な契機として結ばれる当該部面に固有の市場像ないし組織像を論じていくこ

ととする。 

 

 

3.1 直接的契機としての対消費部面に特有のリスク 

 

はじめに本項では，対消費部面に特有のリスク＝「販売過程の確定不能性」および「需要変動の分

散不能性」を直接的契機とする，当該部面の市場および組織的関係性の変容のあり方を探っていく。

ここでは一先ず，「販売過程の確定不能性」を足掛かりにして論じていこう。 

すでにみたように，現金および信用取引に基づく「組織化」は全ての産業資本に対し，予想流通期

間の短縮およびそれに基づく投下流通資本量の切り詰めを達成させる安定性を潜在的に付与する一方

で，対消費部面において活動する個別産業資本に対しては，当該部面に固有の「販売過程の確定不能

性」というリスクを顕在化させることになる。「組織化」によって全部面の個別産業資本が安定性を

享受できることと同様には，販売期間の確定化は全部面の個別産業資本において享受されるものでは

なかったのである。 

 このような対消費部面に固有のリスクは，商業資本による販売過程の代位によって一旦当該部面の

産業資本から切断されることになる。「販売過程の確定不能性」を直接的契機とする対消費部面に固

有の市場および組織的関係性の変容は，継続的取引ないし大量買いといった形式に基づくこうした産

業資本と商業資本との委譲・代位関係の構築＝「組織化」にまずみられるわけである。しかしながら，

こうした変容は販売過程の不確定性そのものを対消費部面から消し去るものではない。販売過程と同

時に商業資本は，産業資本の「販売過程の確定不能性」リスクをも「組織化」を通じて実質的に代位

することになる。販売過程の不確定性は，したがって，対消費部面において産業資本と組織的関係を

構築する商業資本のもとで集中して現れることになるのである。 

 では，こうした商業資本にとって「販売の確定不能性」は如何なる意味においてリスクとして受け

止められるのであろうか。もちろん当然のことながら，生産過程をその運動のうちに含まない商業資

本には，産業資本のように「販売過程の確定不能性」を固定資本の遊休化リスクとして受け止める理

由などあろうはずがない。またくわえて，資本の運動が本来的に流通部面における転売活動をもって

開始されるものであることに鑑みると，「販売過程の確定不能性」それ自体は利潤率に対しマイナス

に作用する可能性としてのリスクであるというよりも，むしろ商業活動にとって本来的な売買差益の

直接的な源泉として受け止められるものと考えられよう。産業資本にとってはリスクとして受け止め

られた「販売の確定不能性」も，商業資本のもとにあっては反転して利潤率増進活動に対し積極的に

寄与する要因として現れる可能性があるわけである。 

 もっとも，如何なる状況にあっても「販売過程の確定不能性」が商業資本にとってリスクとして受

け止められないわけではない。これがリスクとして受け止められるのは，対消費部面において産業資

本との組織的な委譲・代位関係を商業資本が構築している状況においてであろう。つまり言い換える

と，商業資本にとってそれまでなんらリスクとなりえなかった「販売過程の確定不能性」は，産業資

本との組織的な委譲・代位関係が構築される局面においては一転してリスクとして受け止められるこ

とになろう。ここには，以下でみるように，対消費部面に特有のリスクのもう一方，「需要変動の分

散不能性」が強くかかわってくる。 

すなわち，販売過程の確定化およびそれに基づく予想流通期間の短縮ならびに投下流通資本量の切

り詰めという一連の行動がそれによって可能となることから分かるように，産業資本にとって商業資

本との組織的な委譲・代位関係の構築＝「組織化」は，「販売過程の確定不能性」リスクを販売過程

もろとも商業資本に代位させ，それを通じて自身の運動の安定性を確保する機能を有している。委譲
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側の産業資本の目にこの「組織化」は，したがって，いわば「リスク委譲型」ないし「リスク切断型」

の「組織化」として捉えられることになろう。 

これに対し，代位する側の商業資本においてこの関係は逆に，いわば「リスク代位型」ないし「リ

スク集中型」の「組織化」として捉えられることになる。すなわち，産業資本との「組織化」は「販

売過程の確定不能性」を代位するにとどまらず，上述したように，継続的取引ないし大量買い等が商

業資本における取扱商品種の幅を相対的に狭めることに結果することから，それは同時に「需要変動

の分散不能性」をも事実上代位するものであるといえる。もっとも，これによって対消費部面の産業

資本のもとから「需要変動の分散不能性」リスクが消去されるわけではないが，これについては一先

ずおくと，この「需要変動の分散不能性」の代位は「販売過程の確定不能性」の代位と合わさること

によって，当該商業資本においてリスクとして認識される状況を発現させることになるのである。 

すなわち，自身の手持ちの品揃えを産業資本との「組織化」によって相対的に多品種少量から少品

種大量へとシフトさせる行動は，仮に販売過程の確定化が可能な状況であればなんらリスクとして顕

在化することはないといえるが，販売過程が不確定な状況においては，最終消費需要の変動（異種商

品間の）に対する自身の対応能力を弾力的なものから非弾力的ないし硬直的なものへと相対的にシフ

トさせるものとなる。取扱商品種の幅が狭まれば狭まるほど，「販売過程の確定不能性」が商業資本

においてリスクとして強く意識されることになる状況が現れるのであって，これは対消費部面におい

て産業資本との組織的な委譲・代位関係を構築する限り，代位する側の商業資本に必然的に引き起さ

れる状況であるといえよう。商業資本にとって産業資本との「組織化」は，したがって，委譲する側

の産業資本とは対極の，いわば「リスク代位型」ないし「リスク集中型」の「組織化」として捉えら

れるわけである。 

このような境涯におかれた商業資本は，産業資本との組織的な委譲・代位関係の構築に引き続き，

対消費部面の市場および組織的関係性に再び次の 2 つの変容を引き起こすことになろう。まずひとつ

の変容は，産業資本との「組織化」の解消，つまり「個別化」＝「非組織化」の圧力が対消費部面に

おいてかかることである。対消費部面における組織的な委譲・代位関係の構築が代位する側の商業資

本にとって「リスク代位型」の「組織化」として受け止められるのであれば，この関係を解消し同時

に「需要変動の分散不能性」を産業資本に押し戻すことが，「販売過程の確定不能性」を非リスク化

する商業資本にとって最も簡単な方法となろう。手持ちの品揃えの状況はこれにより少品種大量から

多品種少量へと再び相対的にシフトするため，最終消費需要の変動への対応能力にも本来の弾力性が

回復させられることになる。産業資本との「組織化」の解消＝「個別化」はこの意味で商業資本に採

用されるリスク分散的な行動様式なのであって，対消費部面に固有のリスクがある限りこの「個別化」

の圧力は当該部面の市場に常にかかることになるのである。 

もっとも，「個別化」はリスク分散に寄与するものであれ，それは産業資本との「組織化」によっ

て可能となる卸値の引き下げメリットを同時に商業資本に放棄させるものであった。くわえて，最終

消費需要の変動に対する弾力的な対応能力を封じることでむしろ得られた可能性のある，少品種大量

の在庫状態ゆえの超過利潤もまた，「個別化」によって放棄させられることになろう。産業資本との

「組織化」が「リスク集中型」であるという意味でデメリットを内包していた一方で，「個別化」も

またリスク分散機能を有すがゆえのそれ相応のデメリットが含まれている。「組織化」と「個別化」

のジレンマが対消費部面の商業資本において現れることになるのである。 

対消費部面における市場および組織的関係性の変容のまたひとつは，この商業資本におけるジレン

マによって引き起こされる。産業資本との「組織化」によるメリットを享受しつつ，同時にその「組

織化」によるリスクを回避する，つまり「組織化」と「個別化」双方のメリットを両立させる，リス

ク分散的な「組織化」が商業資本間において遂行される可能性が現れるわけである。 

既述のように，産業資本と組織的な委譲・代位関係を構築する商業資本がその関係を維持しつつ，

なおかつこの関係によるリスク＝「販売過程の確定不能性」を非リスク化するには，その条件として，

最終消費需要の変動への弾力的な対応能力が何らかのかたちで保障される必要がある。言い換えると，
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手持ちの品揃えの状況を相対的に多品種少量へとシフトさせる何らかの機構が必要となる。この条件

が産業資本との関係をもって満たせないのであれば，探索されるべきはこれとは別の資本種，すなわ

ち商業資本を措いてほかはない。最終消費需要の変動に対する弾力的な対応能力の保障ないし品揃え

の多品種少量へのシフトを個々の商業資本が果たしうる何らかの機構が商業資本間で成立するならば，

「組織化」と「個別化」のジレンマから個々の商業資本は解放されることになるわけである。 

商業資本間の「組織化」はこのような機構としての条件を満たすものとして，産業資本との組織的

関係性を築く個々の商業資本によって追求される可能性をもつ。産業資本との「組織化」によってた

とえ品揃え商品種の幅が相対的に狭まることになるにしても，複数のこうした商業資本の間で事前に

相互的な売買関係を締結しておくならば，産業資本との関係で相対的に少品種大量の状態を余儀なく

されていた商品在庫もそれによって多品種少量の状態へとシフトさせることができる。前章で論じた，

同一資本と売り買いが可能であるという産業資本においてはみられない商業資本の特性は，こうした

最終消費需要の変動に対する弾力性を回復するうえでも生かされることになるわけである。また同様

に，他の商業資本との仕入れの一括化といったかたちでの「組織化」が事前になされるのであれば，

これによって仕入れ先ないし仕入れ商品の種類が増えることになる限り，商業資本は自身の保有する

在庫状態の少品種大量から多品種少量へのシフトを図ることが可能となろう。 

もっとも，くり返し述べてきたように，ここでは商業資本間の「組織化」が如何なる形式をもって

なされるのかを具体的に特定することは問題とはならない。「具体的な商業の分業組織」を問題にす

ることは，「対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容を明らかにする」という本稿が掲げ

る商業組織論の課題とも，また「直接的契機としての対消費部面に特有のリスクは如何なる変容を対

消費部面にもたらすのか」という本項で明らかにされるべき課題とも相反する。「経済学の一般理論

の一部」として展開される商業組織論の理論的課題は，商業の組織化の形式＝「具体的な商業の分業

組織」を明らかにすることにではなく，対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容を引き起

こす契機（根本的契機と直接的契機）と，それに基づく対消費部面の変容の方向性を明らかにするこ

とにある。「具体的な商業の分業組織」がどのような形式に落ち着くかといった問題は，「経済学の

一般理論の一部」としての商業組織論を模索するうえではそもそも特定不要の問題なのである。 

ここで確認されるべきは，したがって，対消費部面に特有のリスクを直接的契機として発生するこ

とになる当該部面の商業資本における「組織化（産業資本との）」と「個別化」のジレンマが，商業

資本間の「組織化」という対消費部面における市場および組織的関係性の新たな変容を惹起する要因

となりうるということである。このことは逆向きに考えると，商業資本間における「組織化」の進展

こそが商業資本におけるジレンマを融解させ，それをもって対消費部面の産業資本に対し商業資本と

の「組織化」という安定性を付与する鍵となっていることが分かろう。商業資本間の「組織化」の進

展如何では，それゆえ，「個別化」のドライブが対消費部面において強まり，「販売過程の確定不能

性」および「需要変動の分散不能性」という対消費部面に特有のリスクが当該部面の産業資本におい

て全面化する事態も想定されることになろう。産業資本にかかるこうした対消費部面に特有のリスク

に伴う負荷を重くみるならば，むしろ当該部面における商業の「組織化」が前提となってその部面へ

の固定資本投下が十全になされることになるという，分化・発生論的方法による論証手続きとは逆向

きの見方も十分に可能となる5)。ここでもまた，商業資本（商業機構）の産業資本に対する非補足性

（非従属性）＝「独立性」が看取されることになるわけである。 

ともあれ，以上みてきたように，対消費部面に特有の 2 つのリスク＝「販売過程の確定不能性」お

よび「需要変動の分散不能性」を直接的な契機として，当該部面には一方で「個別化」の圧力が，そ

して他方では産業資本と商業資本との関係から商業資本間の関係にまで発展していく「組織化」の圧

力が常時かかることになる。2 つの対極的な圧力のせめぎ合いは，対消費部面の市場および組織的関

係性のその姿かたちを常に変形・更新させ続けていくのであり，それは卸・小売りの分化などのある

特定の「具体的な商業の分業組織」をその部面において必然化させるわけではないのである。 
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3.2 直接的契機としての対消費部面に特有の資本活動 

 

では最後に，対消費部面に特有の資本活動＝「需要・欲求創出活動」を直接的契機とする，当該部

面に固有の市場および組織的関係性の変容についてみていこう。 

すでにみたように，購買すべき商品に技術的・客観的規定性がないという最終消費者の購買の特異

性＝「購買の非定型性」の背後には，①最終消費者の抱く諸々の欲求は必ずしも特定のある商品種の

購買に直接的には結び付かない＝「欲求の非接続性」，②購買を引き起こす欲求それ自体は必ずしも

最終消費者自身によって購買に先立って認識されていない＝「欲求の非先行性」―という最終消費

者ならではの特異な欲求のあり方が確認された。産業資本にあって一対一で微動だにしなかった欲求

と購買される商品種との対応関係は，最終消費者においては一対多の緩やかな対応関係として現れる

と同時に，実際の購買を引き起こす欲求もまた，最終消費者にあっては購買に先立ってそれが明確な

かたちでもたれているわけではなかったのである。 

 このような特異な欲求のあり方は，個々の最終消費者の購買活動ないしそれらが無数に反復される

消費部面への資本の介在を可能にさせる。個々の商品種間にそれぞれバラツキをもって現れる最終消

費需要は，資本にとってかかわる余地のない与件の固定値としてではなく，資本による誘導ないし操

作可能性を孕んだ流動値として存在する。最終消費者において漠然と抱かれていたある欲求を特定の

商品種の購買へと結びつける，あるいは多くの最終消費者にあって抱かれていないであろう，ある商

品種に対する欲求それ自体を新たに最終消費者に植えつけることによって当該商品種の購買を促すな

ど，対消費部面における資本活動には対生産部面においてはみられることのないこうした当該部面に

固有の，いわば「需要・欲求創出活動」が必然的に含まれることになるのである。 

 こうした対消費部面に特有の資本活動＝「需要・欲求創出活動」の展開可能性は，上述の当該部面

特有の 2 つのリスクと並んで，当該部面の市場および組織的関係性に変容をもたらす直接的な契機の

ひとつに数えられよう。すなわち，ここからは，所与の（資本のかかわる余地がないという意味で）

最終消費需要の変動によって売れ行きが好転した商品種に飛びつくだけの商業資本像とは似ても似つ

かない，最終消費需要の変動それ自体を惹起し売れ行きのよい商品種を自ら創り出していく新たな商

業資本像が描出される。現在売れ行きが好調ではない商品種の取扱いにむしろ積極的に着手する，従

来切り出されてきたいわば「需要適応型」の商業資本像とは対極の，いわば「需要創出型」の商業資

本に活動の場が新たに与えられるのである6)。 

 振り返ってみると，これまでの商業資本論研究においては，「とりあえずはできるだけ売れ行きの

よい A 部門ないし A 部門に近い部門の商品を好んで取扱おうとする」（山口[1998]:74 頁）といった

行動様式の商業資本こそが，産業資本の利潤率増進活動に対する積極的な補足機能を有す，原理論に

おける基本的な商業資本像とみなされてきた。売れ行きの悪い商品種を取扱う商業資本は，それよっ

て産業資本の利潤率を必ずしも増進するわけではないことから，概ねこの基本的な商業資本像からは

乖離したイレギュラーな商業資本として処理されてきたといってよい7)。 

しかしながら，消費部面の特異性＝「購買の非定型性」をもって振り返ると，売れ行きのよい商品

種を取扱う「需要適応型」の商業資本だけでなく，こうした売れ行きの悪い商品種へ買い向かう「需

要創出型」の商業資本もまた，それと双璧をなす原理的な商業資本像に妥当する。最終消費需要が所

与の固定値ではなく資本による介在が許容される流動値であるとみるならば，売れ行きの悪い商品種

を取扱う商業資本には，一方で需要の喚起が（不確定ではあれ）可能であることから，また他方で産

業資本からの買い叩きないし卸売価格の引き下げが（その売れ行きの動向ゆえに）ある程度まで可能

であることから，売れ行きのよい商品種を取扱う商業資本にも十分に匹敵しうる利潤をあげる諸材料

が与えられていることが分かる。売れ行きのよい商品種の取扱いは，最低限平均利潤を確保するうえ

での商業資本のひとつの行動様式ではあっても，必ずしも唯一の行動様式ではない。むしろ需要の喚
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起ないし創出の動向次第では，売れ行きの悪い商品種の取扱いならではの超過利潤が獲得可能である

ことから，「需要創出型」には「需要適応型」に勝る利潤率が期待されることにもなろう。 

こうした利潤根拠とは別に，「需要創出型」の商業資本はまた「需要変動の分散不能性」リスクを

抱える対消費部面の産業資本の立場から接近しても，その原理的妥当性を確認することができる。す

でにみたように，単一種の生産手段の生産を行う対生産部面の産業資本が，事実上複数種の生活物資

の生産に対し間接的に自らをかかわらせることが可能であったのに対して，対消費部面の産業資本に

おいては，自身の生産する純粋な生活物資のみが直接的にも間接的にもかかわることのできる唯一の

商品種であった。そして，こうした相違からは，最終消費需要の変動に対する対応能力に両者の間で

優劣の差があることが確認された。対生産部面の産業資本において最終消費需要の変動に対する弾力

的な対応能力が確保される一方で，対消費部面の産業資本にあっては，その変動の影響はどうしても

直接的にならざるをえない。こうした「需要変動の分散不能性」は，したがって，純粋な生活物資の

生産を行う対消費部面の産業資本に特有のリスクとして規定されたのであった。 

こうしたリスクを抱える対消費部面の産業資本にとって，売れ行きの悪い商品種を取扱う「需要創

出型」の商業資本は，そのリスクの緩和に寄与する機構として把握されることになろう。すなわち，

「需要変動の分散不能性」リスクは，それがあるということだけでは対消費部面の産業資本の利潤率

を押し下げることには当然ならない。これが利潤率に対しマイナスに働く可能性があるのは，このリ

スクが実際に顕在化した場合，つまり自身の生産する商品種に対する最終消費需要が相対的に鈍化し

た状況においてである。「需要創出型」の商業資本はこうした状況に直面する可能性を常にもつ対消

費部面の産業資本に対し，最終消費需要の変動に対するバッファを提供することになるのである。 

すなわち，たとえ消費部面においては売れ行きが悪かろうと，そうした商品種を積極的に取扱う商

業資本が間に入ることになるのであれば，対消費部面の産業資本のもとではリスクの顕在化はある程

度まで抑制されることになる。商品をたとえ買い叩かれようとも，当該部面の産業資本はその「買い」

があることによって，生産を最終消費需要の変動に左右されることなく継続できる確率を高めること

が可能となる。要するに，対消費部面の産業資本は，対生産部面の産業資本と同等の需要の変動への

弾力的な対応能力および中長期的な安全性を，「需要創出型」の商業資本によって実質的に担保され

る格好となるわけである。「需要創出型」の商業資本は，したがって，対消費部面の産業資本の立場

からは「需要変動の分散不能性」リスクを緩和し，それを通じて自身の資本としての運動を中長期的

に保障する機構として認識されることになるのであって，この点からみても，「需要創出型」の商業

資本は「需要適応型」のそれと同等の，原理的に妥当な商業資本像にあたるものと考えられるのであ

る8)。 

もっとも，以上のように，消費部面に「需要・欲求創出活動」の余地があり，またそうした活動に

もそれ相応の利潤根拠があり，さらに対消費部面の産業資本にとってもそうした活動に手を染める資

本の登場は歓迎されることが示されたとしても，ここから即座に「需要創出型」の商業資本における

その活動の万全性へと論を繋げることはやや短絡的であろう。対消費部面にその部面固有のリスクが

指摘されたように，売れ行きの悪い商品種の取扱いに対してもまた，それが対消費部面における活動

である限り，それに固有のリスクが当然にも指摘される。これは，売れ行きが悪い商品種を取扱うこ

と，それ自体から直接に導かれるリスクである。 

自身の保有する商品（以下，「自商品」と呼ぶ）がいつ売れるか分からないという販売の不確定性

は，当然売れ行きがよい商品種を取扱う場合にも，またそれが悪い商品種を取扱う場合にも同じよう

に存在しよう。だが，売れ行きが不調な商品種を取扱う場合には，それが好調な商品種を取扱う場合

に比して，相対的に販売の不確定性そのものは個々の資本において高まる傾向にある。すなわち，自

身の保有する商品種（以下，「自商品種」と呼ぶ）自体の売れ行きが好調であれば，それは取りも直

さず当該商品種に対する需要量の増大を意味することから，それに応じて自商品の販売実現の確率も

相対的に自ずと高まることになる。これに対して，自商品種自体の売れ行きが鈍化していれば，それ

は取りも直さずこれと逆の状況を意味することから，自商品の販売実現の確率は相対的に自ずと低下
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することになる。自商品種の売れ行きと自商品の販売実現の確率との比例的な関係性が市場において

現れることになるのである。 

もちろん，仮に売れ行きに比例してそれぞれの商品種の社会全体としての生産量が即座に調整され

ると想定すれば，売れ行きの悪い商品種において販売の不確定性が相対的にでも高まることにはなら

ないであろう。しかしこのような仮定は，産業資本における固定資本の存在ゆえの資本移動の即時困

難性あるいは需要の変動に対する供給のタイム・ラグが消去されている点で，原理的には妥当性を認

めることはできない。商品種間にあらわれる売れ行きの変動に対し生産量の調整が遅れて現れるのが

市場の常態である。売れ行きの悪い商品種の取扱いに伴う自商品の販売実現の確率の相対的低下は，

その商品種の取扱いにかかわる以上結局のところ不可避なのであり，これは売れ行きが好調な商品種

にあってはみられない当該商品種に固有なリスクとして，その取扱いにかかわる資本において受け止

められることになるのである。 

このようなリスクは，その発現によって売れ行きの悪い商品種の取扱いにおける利潤根拠が侵食さ

れることになる面からも説明されよう。すでに述べたように，商業資本における売れ行きの悪い商品

種の取扱いには，一方で当該商品種の産業資本からの買い叩きが可能であることから，また他方で需

要の喚起・創出が可能であることから，その商品種の取扱いならではの超過利潤の獲得可能性を含ん

だ利潤獲得の根拠が存在した。しかしながら，この売れ行きの悪い商品種の取扱いにおける利潤獲得

の根拠は，必ずしも盤石なものとしてあるわけではない。商業資本への委譲価格の低落の度合い次第

では産業資本は自ら販売過程を担うことからして，利潤根拠の一方の側の買い叩きに下限があること

からすれば，ここでの利潤獲得の根拠はむしろもう一方の，自商品に対する需要の喚起ないし創出の

達成度合いの側にかかっている。問題はこの売りの側にある。 

すなわち，この自商品に対する需要の創出を達成できるかどうかという点，つまり売れ行きの悪い

商品種たる自商品の販売を達成できるかどうかという点については，当然不確定性が含まれることに

なろう。そのうえ，この販売の不確定性はうえでみたように，自商品が売れ行きの悪い商品種である

以上，売れ行きが好調な商品種に対し相対的にそれは高まっている状況にある。つまり，販売実現の

確率自体が相対的に低下しているわけである。それゆえ，一方でその商品種としての売れ行きゆえに

超過利潤の獲得可能性を含んだ固有の利潤根拠をもつ売れ行きの悪い商品種の取扱いは，他方でその

利潤根拠の核心たる自商品の販売実現の確率を自商品種自体の売れ行きによって引き下げられること

になるという，一種のジレンマを含んだ行動として現れることになる。言い換えると，自商品種の売

れ行きが悪いがゆえの固有の利潤根拠が，同時にその売れ行きゆえに相対的に脆弱化されることにな

るわけである。 

このような売れ行きの悪い商品種の取扱いに固有のジレンマは，以下でみるように，対消費部面の

市場および組織的関係性に変容をもたらす契機となる。直後に述べる，商品種間の売れ行きの違いに

より現れる利潤根拠の盤石化と脆弱化とへの分岐からみて，変容のベクトルは大きく 2 つあろう。ひ

とつは，対消費部面において従来より考えられてきた原理的な商業資本像＝「需要適応型」の台頭圧

力がかかること，またひとつは，当該部面においてこれと対極の「需要創出型」の商業資本の台頭圧

力がかかることである。 

すなわち，うえでいうところのジレンマは，自商品種の売れ行きの停滞から派生する，一方の固有

の利潤根拠と他方のそれを侵食する力との摩擦を示すものであるが，これは逆説的に，自商品種の販

売実現の確率を高めることが，売れ行きの悪い商品種を抱える資本の利潤根拠を盤石にするうえでは

枢要であることを示している。自商品種の販売実現の確率が高まることによって，売れ行きの悪い商

品種における相対的な販売の不確定性の増大が解消され，それによって自商品の販売実現の確率も高

まることになり，同時にその利潤根拠の浸食も止まることになるわけである。 

もっとも，これは結局のところ，売れ行きの好調な商品種における利潤根拠の，売れ行きの悪い商

品種における利潤根拠に対する相対的な盤石性を示すものといえよう。売れ行きの好調な商品種を取

扱う商業資本にあっては，不調な商品種を取扱う場合にある超過利潤の獲得可能性（安く買うことが
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可能であるがゆえの）はその利潤根拠に含まれずとも，自商品種の売れ行きが好調であるがゆえに自

ずと自商品の販売実現の確率は相対的に高まることになるうえ，その利潤根拠も自ずと相対的に盤石

なものとなる。1 商品当たりのマージン幅がたとえ売れ行きの悪い商品種に対し小さかろうとも，売

れ行きの好調な商品種の市場においては販売過程の不確定的変動が相対的に抑制されることによって，

その商品種を取扱う資本の利潤根拠もまた相対的に盤石化する傾向がみられるわけである。 

こうした売れ行きのよい商品種の取扱いに伴う利潤根拠の相対的な盤石化は，対消費部面において

「需要適応型」へと商業資本が傾倒する圧力を生み出すことになろう。たとえ売れ行きの悪い商品種

ならではの超過利潤の獲得可能性が放棄されようとも，「需要適応型」はその盤石な利潤根拠を手に，

この限りではいわば安全性の高い利潤増進活動を対消費部面においてくり広げることになる。そこで

は商品種間の最終消費需要の変動に応じて扱う商品種を次々と入れかえることが何よりも肝要であり，

またその品揃えは多品種および少品種どちらの場合も考えられるが，いずれにせよ取扱商品種は基本

的に利潤根拠を侵食することのない売れ行きのよいものに限られることになる。これに伴い商品の仕

入れ相手もまた，「需要適応型」にあっては次々と入れかえられることになろう。需要の変動に対す

る柔軟な対応能力を削がれかねない同一産業資本からの継続的購買や大量買いといった「組織化」は

基本的に，「需要適応型」の目には利潤根拠の脆弱化リスクを孕むものとして映る9)。「需要適応型」

の活動はこの限りでは，対消費部面の産業資本における「販売過程の確定不能性」リスクの排除，あ

るいはまた「需要変動の分散不能性」リスクの排除にも決して寄与するものにはならない。多くの商

業資本の「需要適応型」への傾倒は，したがって，対消費部面から産業資本と商業資本との組織的な

委譲・代位関係を排除する働きをもち，それを通じて当該部面の産業資本にその部面に固有のリスク

を再度認識させることになるのである。 

このように「需要適応型」への圧力が摘出される一方で，うえで摘出された，商品種の売れ行きの

違いによって現われる利潤根拠の盤石化と脆弱化の相対的分岐からは他方，「需要創出型」の商業資

本への道も開かれている。実際，売れ行きの悪い商品種の利潤根拠は相対的に脆弱であるとはいえ，

それはそうしたリスクに応じた超過利潤の獲得可能性を含んでおり，状況次第では売れ行きのよい商

品種の取扱いよりも高い利潤率をたたき出す可能性を売れ行きの悪い商品種の取扱いは秘めている。

利潤根拠の脆弱性はその商品種の取扱いを非合理的な行動へと還元させるどころか，むしろ合理的な

行動様式として資本に受け入れさせる機能を果たすことになる。相対的に脆弱な利潤根拠を手に，こ

の限りでは安全性が低いといえる利潤率増進活動をくり広げる「需要創出型」への商業資本の傾倒ド

ライブもまた，対消費部面においてかかることになるのである。 

こうした「需要創出型」には，「需要適応型」とは反対に品揃え商品種をむしろ消費部面において

売れ行きの悪いものに次々と入れかえる商業資本，また取扱商品種の消費部面における売れ行きの良

し悪しにかかわらず産業資本との組織的な委譲・代位関係を継続する商業資本などが該当しよう。あ

るいは，売れ行きの動向を見誤り売れ行きの悪い商品種を在庫として多く抱えることになってしまっ

た商業資本もまた，利潤率の引き下げを食い止めるためにそれをどうにか販売しなければならないと

いう状況にある限りでは，「需要創出型」の行動に該当するものとして捉えられよう。いずれにせよ

「需要創出型」はあまねく，それが本来意図的であったかどうかにかかわらず売れ行きの悪い商品種

を在庫して抱えている点において，そしてそれを利潤率増進を追求する資本としては必ず販売しなけ

ればならない点において共通する。 

ともあれ，こうした「需要創出型」の商業資本は，すでに論じたことから分かるように，対消費部

面の産業資本における当該部面に固有のリスク＝「販売過程の確定不能性」および「需要変動の分散

不能性」を緩和させる働きをもつことになろう。対生産部面の産業資本とは異なり，売れ行きの変動

に対して相対的に硬直的な対応能力しかもちえない対消費部面の産業資本にとって，自商品種の売れ

行きが鈍化した際の「需要創出型」による「買い」の存在は，最終消費需要の変動に直接的に左右さ

れることのない生産活動およびその継続性を中長期にわたって保障してくれる，一種の保険効果をも

つ。消費部面においては高い水準にとどまりかねない自商品種の売れ行きの悪化の度合いも，「需要
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創出型」による「買い」がその手前の対消費部面においてバッファとして機能することで，当該部面

の産業資本のもとにおいては相対的に低い水準として現れることになるわけである。 

また，消費部面における売れ行きの動向にかかわりなく，対消費部面において産業資本との組織的

な委譲・代位関係を維持することに利潤率増進の活路を見出す「需要創出型」の存在は，当該部面の

産業資本に対し「組織化」による安定性享受の機会を与えることになる。もちろん，そこでは消費需

要の動向にある程度連動して産業資本から商業資本への売り渡し価格の水準も上下に調整されること

になろうが，いずれにせよ「需要創出型」によるその「買い」が消費需要の動向とかかわりなくある

ことによって，それもその「買い」が「組織化」に基づくものであることによって，対消費部面の産

業資本は甘んじて受け入れるほかなかった対消費部面に固有のリスクを緩和し，それをもって生産の

継続を図ることが可能となるのである。 

この場合，すでに前項でみたように，産業資本との「組織化」に伴って商業資本において不可避的

に「組織化」と「個別化」のジレンマが生じることからみれば，ここでもまたこうした「需要創出型」

の商業資本間の「組織化」という事態が対消費部面において可能性として現れることにもなろう。も

ちろん，この商業資本間の「組織化」が如何なる形式によってなされるかといった「具体的な商業の

分業組織」はここでの問題ではない。対消費部面の産業資本において「組織化」に基づく安定性が確

保されるかどうかという点が，「需要創出型」の商業資本間における「組織化」の動向にかかわって

いるということが確認されればよい。いずれにせよ，「需要創出型」の商業資本は，以上のことから

総じて，売れ行きの悪い商品種を常に抱える可能性をもつ対消費部面の産業資本における中長期的な

安定性の確保に寄与するものであると規定できよう。 

 

 

注

 

1) 「商業資本の考察にあたっては産業資本家の直接の消費者に対する関係が先ず問題とせられなければ

ならない」（宇野[1950・52]:496 頁）。大内[1981・82]にあっては，「独立の商業資本の機能」が「最

終消費資料を生産する産業資本にたいしても信用売りの道を開く」ことにおかれている（下 694-695 頁）。

この他，宇野編[1955]:439 頁参照。 

2) 以下の卸・小売分化の説明は，森下[1974]の記述にしたがう（25-29 頁）。 

3) 清水[2006]における商業組織論については，92-100 頁参照。 

4) 「商業組織論の主題を，商業機構の段階分化という問題に狭く限定してしまえば，流通経済論や商業

経済論よりも一段高い抽象次元に位置すべき商業資本論において，その折角の意義を汲みあぐねること

も確かであろう。商業資本論のなかでも特定の立場，すなわち原理論にとって純粋な考察対象となりう

るのは資本を主体とする商業流通に限られ，一般的流通の方は，そこに登場する労働者という主体が資

本とは自ずから行動原理を異にする以上，必ずしも原理的に考察を尽くしうるものではないと断ずる立

場からすれば，商業組織を論じることの困難も尚更である」（清水[2006]:92-93 頁） 

5) 産業資本を起点に諸市場機構の論理的導出を図る分化・発生論的方法は，諸市場機構の産業資本に対

する内的関連性を論証するものであっても，それらの間の一方向的な従属関係までもがこの方法により

論証されるわけではないことは，既述のとおりである。 

6) もっとも，ここで「需要・欲求創出活動」の主体として商業資本の存在を示すことは，産業資本のも

とからこうした活動の可能性を奪うものではない。商業資本が何でも買えるという点に限って最終消費

者と共通することは，産業資本において商業資本に対する「需要・欲求創出活動」が可能であることを

示している。商業資本への売り渡し価格の引き下げは，最もポピュラーかつ即効性をもちうる産業資本

における需要創出の方法である。 
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7) 「利潤動向が好調なときは，産業資本家はどちらかといえば流通費用の支出よりは生産過程の拡大の

方を志向する」（山口[1998]:192 頁）との理解は，「売れ行きが悪い商品でも商業資本としては取扱う

ことができる」という視角よりも，「商業資本としては，とりあえずはできるだけ売れ行きのよい A 部

門ないし A 部門に近い部門の商品を好んで取扱おうとする」という視角に整合的である（74 頁）。この

他，山口[1985]:216-217 頁，菅原[1997]:153-155 頁参照。 

8) この裏側には当然，売れ行きのよい商品種の取扱いに走る「需要適応型」の商業資本ばかりの市場で

は，対消費部面の産業資本のもとでの「需要変動の分散不能性」リスクの顕在化は抑制されることはな

い―という見方が張り付いている。 

9) もっとも，消費部面において売れ行きが好調であることに確信をもちうるならば「需要適応型」にお

いても大量買いによる「組織化」は可能であるが，売れ行きの動向があくまで不確定であることを強く

とるならば，安全性をなによりも重んじる「需要適応型」にあって自身の利潤根拠の盤石性を毀損しか

ねないこうした行動は基本的に忌避されるものと考えられよう。 
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市場機構論の成立とその展開・転回 
―本稿における問題意識および課題― 
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 第Ⅰ部では，近年の宇野学派における「組織化」論に対する疑問，すなわち「長期的かつ安定的」

ないし「期間契約的」性格をもつ継続的取引関係＝「組織化」は，商業資本と産業資本との間でし

か締結されえないのか，言い換えると，商業資本の発生に先立つ市場機構論の端緒において産業資

本間の「組織化」は果たされるのではないか―という疑問を直接の出発点として論を進めてきた。 

まず起点となる，第Ⅰ部第 1 章「産業資本における現金および信用取引に基づく組織化」では，

「組織化」論の最大の問題点であると考えられるこの「組織性」という性質を有さない産業資本像

の刷新を図り，それを踏まえたうえで改めて「組織化」の定義の洗い出しを行った。このことは，

「組織化」論では不十分であった市場機構論の端緒の産業資本への「組織論的観点」の埋め込み（市

場機構論における「組織化」の第 1 実装），そして市場機構論という一理論分野を貫く「組織化」

概念の構築（市場機構論における「組織化」の第 2 実装）を果たすものであった。 

次に，第Ⅰ部第 2 章「商業資本像の刷新と「組織化」」では，前章における産業資本像の刷新（産

業資本における「組織性」の回復）を踏まえ，「組織化」論にあってはなお不十分であった従来の

「狭小性・個別性・補足性（従属性）」として特徴づけられる通説的な商業資本像の刷新および行

動論アプローチ，分化・発生論の広義化，そして「組織化」論において規定されているところの「組

織化」概念の検討を行った。これによって商業資本に「越境性・組織性・独立性」という性質が回

復されることになったほか，商業資本の固有の役割あるいは商業組織の固有性が対生産部面（産業

資本間の市場部面）にではなく，対消費部面（生活物資を生産する産業資本と最終消費者との間の

市場部面）に現れることが明らかにされた。 

つづく，第Ⅰ部第 3 章「商業資本のもとにおける債務の集積―対生産部面における商業資本の金

融業務―」では，商業資本の越境性を延伸する試みのひとつとして，商業資本の金融部面におけ

る活動が展望された。前章で摘出された対消費部面における商業資本の固有性という論点は，必ず

しも対生産部面において商業資本が果たす役割を絶対的に不要なものとすることを意味しない。こ

こでは，従来の通説的な商業資本像にあって捨象され続けてきた金融にかんする機能が回復させら

れることによって，また生産過程を運動のうちに含む産業資本にあって発揮されることのない商業

資本という資本種の特性が発揮されることによって，商業資本は対生産部面において独自の役割を

果たすことが，信用論における従来の問題点の検討を通じて明らかにされた。 

最後に，第Ⅰ部第 4 章「商業組織論の課題とその展開―対消費部面における市場および組織的

関係性の変容―」では，前章までにおいて析出してきた規定，すなわち「組織化」概念の再構築，

産業資本像の刷新，商業資本像の刷新を踏まえ，これまでのマルクス経済学における商業組織論の

課題，そしてそこから導出される商業組織像の再構築を図った。ここでは，商業組織論の課題が卸・

小売りの分化といった「具体的な商業の分業組織」を明らかにするという点にではなく，「対消費

部面における市場および組織的関係性の変容を明らかにする」という点におかれるべきこと，そし

てこの対消費部面の変容を引き起こす根本的契機が消費部面の特異性（最終消費者の購買の非定型

性）に，直接的契機が対消費部面に固有の 2 つのリスクおよび資本活動にあることが示された。さ

らに，ここから，対消費部面には「個別化」の圧力と商業資本間の関係にまで発展していく「組織

化」の圧力が常時かかること，また商業資本においても「需要適応型」と「需要創出型」とへの分

岐が現れることなどが明らかにされた。 

以上総じて，第Ⅰ部では従来の商業資本論から「組織化」論に至ってもなお残されていた問題を

起点に検討を開始し，同時にそこから翻って「組織化」論の従来の商業資本論に対する問題意識を

汲むかたちでこれまでの商業資本論の再構築を図ったわけである。これに続く，以下第Ⅱ部におい

ては，こうした第Ⅰ部において検討対象とされてきた従来の商業資本論および近年の宇野学派の「組

織化」論はどのような問題意識のもとで理論構築をおこなってきたのか，言い換えると，従来のい

わば通説的な商業資本論とそれに対抗する「組織化」論それぞれが描き出してきた理論像は，如何

なる問題意識ないし経緯のもと析出されてきたのかを探っていく。 
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すでに述べたように，これまでの日本におけるマルクス経済学，とりわけ宇野学派における商業

資本論研究を概括すれば，それは大きく 3 期に分けられる。すなわち，『資本論』における商業資

本論の再構築を図った宇野弘蔵および宇野・森下論争を起点とする第 1 期，競争論的観点や機構論

的観点，行動論アプローチ，分化・発生論的方法などの導入・採用のもと第 1 期において構築され

た商業資本論を大きく転回させた山口重克を起点とする第 2 期，組織論的観点の導入をもって第 2

期までにおいて析出されてきた通説的な商業資本論をさらに転回させ，商業資本論の射程を大きく

広げた「組織化」論を起点とする第 3 期―である。本稿は，すでに分かるように，この第 3 期の

「組織化」論において展開された議論に棹差すものであり，基本的にはこの立場から「組織化」論

の内在的批判を行い，同時にこの内在的批判を通じて第 3 期の第 1・2 期の議論に対する批判の不

十分さを補いさらにそれを再構築していくことを目的としていたのである。 

以下，まず第Ⅱ部第 5 章「「利子論」から「市場機構論」への転回―商業資本論研究の第 2 期

への転回―」では，第 1 期から第 2 期への転回を，山口重克の所説を中心に概観する。ここでは，

第 1 期にあって「利子論」として把握されていた理論分野が「市場機構論」という理論分野として

第 2 期において整備される過程において，如何なる原理論上の観点や方法論などの転換が図られて

きたのかを明らかにする。 

つづく，第Ⅱ部第 6 章「市場機構論の展開―商業資本論研究の第 2 期の展開―」では，第 2

期への商業資本論ないし市場機構論の転回を図った山口の議論を継承・発展させた，菅原陽心（菅

原[2012]）の議論を批判的に検討する。菅原の議論は，それが山口の議論の方向性を基本的に踏襲

するものであることから，第 2 期の議論における「展開」として位置づけることができる。ここで

は山口と菅原，双方の議論における理論的差異の摘出を通じて，それぞれの議論の特徴をあぶり出

し，そのうえで本稿第Ⅰ部において検討した問題につながっていくことになるいくつかの論点を提

出していく。 

最後に，第Ⅱ部第 7 章「商業資本論の転回―商業資本論研究の第 3 期への転回―」では，近

年の宇野学派「組織化」論の代表的論者と目される，清水真志（清水[2013・14]）の議論の検討を

行う。第 3 期における商業資本論の特徴は組織論的観点の導入にあったわけであるが，この導入に

よって同時に通説的な商業資本像が刷新されたことは，第 3 期において商業資本が従来とは比較に

ならない程に膨張していく契機となった。ここではこの膨張した商業資本像の諸機能およびその適

否の検討を通じて，本稿の問題意識の直接の淵源を示すと同時に，第 3 期商業資本論の課題を明ら

かにする。 
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第 5 章 

 

「利子論」から「市場機構論」への転回 

―商業資本論研究の第 2 期への転回― 
 

 

 

 

 本章では，宇野弘蔵ないし宇野・森下論争をもって開始された商業資本論の第 1 期から第 2 期への

転回について，第 2 期の代表的論者である山口重克の所説を中心に概観する。本稿第Ⅰ部において検

討対象として掲げられた「狭小性・個別性・補足性（従属性）」として特徴づけられる通説的な商業

資本像，またその導出に関与する分化・発生論および行動論アプローチといった原理論の展開方法，

信用論における「信用創造」論的視角，商業組織論の原理論における不在といった論点が，どのよう

な理論構築の経緯のもと析出されてきたのか，あるいはこれらの背後には如何なる原理論に対する見

方が存在していたのか―こうした点を解明することがここでの課題である。 

以下でみていくように，第 2 期においては，第 1 期にあって決して鮮明ではなかった，例えば，分

析基準としての原理論，競争論的観点，機構論的観点など，数々の原理論構築上の研究視角が明確に

打ち出されることによって，それまでの宇野[1950・52]が規定するところの「利子論」という理論分

野は新たに「市場機構論」として整備されていくことになる。そこではこれら原理論を構築する視角

は，さらにそこから演繹的にこれら視角と整合する方法論ないし対象への接近法を導出させ，それを

もって商業資本論や信用論における諸規定もまた第 1 期のそれから大きく転換させられることになる。

いわば上位の観点ないし視角が下位の諸規定と強く連関させられることによって，強固な体系性が「市

場機構論」という理論分野自体に与えられることになっているわけである。第 3 期「組織化」論にお

ける直接の批判対象はなによりもこの「市場機構論」であり，そしてまた本稿が「組織化」論の議論

に棹差すものであることからすると，この第 2 期における「市場機構論」の成立の経緯ないし背景を

探っておくことは，組織論的観点に基づく商業資本論ないし市場機構論の再構築がもつインパクトの

範囲を見極めることにつながるのである。 

 

 

1．分析基準としての原理論 

 

1.1 本質規定と分析基準 

  

はじめに，山口における市場機構論の体系化の方向性についてみておこう。山口によれば，原理論

には総じて 2 つの役割ないし意義が存在する。ひとつは，「他の社会体制との対比における資本主義

社会の本質規定」としての役割ないし意義であり，もうひとつは，「資本主義の発展段階ないし諸相

の特殊性の分析基準」（[1983b]:14 頁）1)としての役割ないし意義である。すなわち，前者の「本質

規定」としての原理論とは，「封建社会に対する資本主義とか社会主義に対する資本主義の一般的規

定のこと」（[2006]:28 頁）であり，「資本主義の歴史性の証明，あるいは唯物史観の論証」（[1977b]:24
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頁），または「社会的生産の本質を変革し，新しい形態の社会的生産を企画し，構築していくさいの

比較体制論的な基準」（[1983b]:15 頁）としての役割を指す2)。これに対し，後者の「分析基準」と

しての原理論とは，「資本主義の中の特殊な資本主義を分析する基準」（[2006]:28 頁）のことであ

り，「不純で多元的・非自立的な現実の資本主義の分析基準」（[1996]:202 頁）としての原理論の側

面を指している。 

このような原理論の 2 側面のうち「本質規定」の側面からではなく，「分析基準」の側面からの原

理論の再構築という意図が山口の市場機構論の大枠を形づくっている。すなわち，山口によれば「原

理論全体が本質規定としての役割と分析基準としての役割の二つをもっている」（[2006]:30 頁）の

であるが，「本質規定」としての側面が，「マルクスが求めたことをその延長上において精密化し，

明確化したものであって，宇野の原理論に独自な側面の問題ではないといわなければならないもの」

（[1983b]:16 頁）であるのに対して，「分析基準」としての原理論は，「もともと帝国主義段階にお

ける後進資本主義国の展開をまってはじめて要請される性質のもの」（65 頁）であって，「宇野によ

ってはじめて提起された独自の観点」（14 頁）であり，「宇野理論に独自なものである」（17 頁）。 

つまり，「マルクスにとっては，ドイツ資本主義もやがてイギリス資本主義のようになる」と考え

られていたため，「資本主義はいわば一つしかないのであり，『資本論』は，その一つしかない資本

主義の本質規定なのである」が（13 頁），「帝国主義段階を経験して，資本主義といってもいろんな

資本主義があるということがわかってきた」（[1977b]:19 頁）ことに対応して，宇野弘蔵は『資本論』

を特殊な資本主義の特殊性を分析するための基準として，取りも直さず原理論として捉え直すことを

提起した。しかし，宇野においては「分析基準としての使い方は具体的には実はほとんど論じられて

いない」うえに，「分析基準として利用するという観点から，どの点が，どのように再構成されたの

かという点も不明である」ため，「このような観点を徹底化して再構成された場合の原理論はどうい

うものであるべきかを検討し，分析基準としての原理論の完成度を高めて行くという作業は，今後の

課題として残されている」のである（[1983b]:17-18 頁）。したがって，「現代の経済原論は本質規

定の他に，このような多様な資本主義の分析基準としての役割をも果たさなければならないのであり，

そのようなものとして構成されていなければならない」（[1985]:9 頁）。「宇野の問題意識なり方法

なりを継承してゆこうとする場合」においては，「分析用具たらしめる方向で『資本論』の研究とそ

の再構成の作業を進めて行く必要がある」とされているのである（[1983b]:14 頁）。 

こうした視角から，「分析基準としての原理論の完成度を高めようとする作業」は「諸市場機構論

の展開の整備，拡充を図ることでなければならない」ことが強調されている（[1983a]:ⅵ頁）。つま

り，「本質規定としての役割だけに限定して原理論を考えた場合には，たぶんそんなに詳しくやらな

くてもいいような問題も，分析基準としての役割を考えるとかなり詳しくやらなければならなくなる」

のであって，「分析基準としての役割を原理論にみようとすることになると，たとえば競争論にして

も，商業資本論にしても，信用論にしても，あるいは資本市場論にしても，かなり詳しい分析をして

原理的な規定を与えておく必要がある」（[2006]:30-31 頁）とされる。「原理を分析の基準としても

っていて，それよりこれだけ違うという差の問題を明らかにするだけではなく，変化の意味の分析と

か，あるいは変化の経済的な動因の分析に有効な分析武器」（32 頁）としての役割が，山口による市

場機構論には強く負荷されているのである。 

 

 

1.2 市場機構論のポイント 

 

次節以降で詳述するが，ここであらかじめ山口による市場機構論の捉え方のポイントを示しておく。 

第 1 に，うえでみたように本稿では，「分析基準」として原理論を再構築せんとする視角が，山口

における市場機構論の体系化を全方位的に決定づけているという見方をとっている。このような見方
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は，後述することから分かるように，山口の市場機構論体系における複数の構成要素が，如何なる場

合にも「分析基準」としての原理論という最大目標をもって取捨選択されたものであるということか

ら，また，こうして選択された複数の要素を結束させ，徹頭徹尾体系としての一貫性を与えているの

が「分析基準」という視角であることから，その正当性を根拠づけることができる。「分析基準」と

しての原理論という視角は，いわば山口市場機構論のアルファにしてオメガであり，この視角に基礎

づけられた観点ないし論点のみが，原論体系上での存在を許されているのである。 

したがって，山口市場機構論の探究においては，分析基準としての有効性を高めるために如何なる

理論構築がなされているのかという点が最大のポイントになろう。うえでみたように，原理論が「変

化の意味の分析とか，あるいは変化の経済的な動因の分析に有効な分析武器」（[2006]:32 頁）とし

ての役目を負うとするならば，当然の如く原理論には「変化」ないし「変化の経済的な動因」を分析

しうるような特殊な細工が施されていなければならないであろう。また，分析基準たりうるには「か

なり詳しい分析をして原理的な規定を与えておく必要がある」（30-31 頁）にしても，これも当然，

「変化」ないしその「動因」の分析を許容しうる範囲での適度な詳細さでなければならないであろう。

「変化」の分析を前にして無力な，粗雑にすぎる細工や，過度に詳細を究めた原理的規定は，ここで

は一切要求されていない。原理論の，分析基準としての射程伸長の目論みには，むしろこれまで以上

に論理構築上の技巧と禁欲とが要求されるのである。本章では，したがって，「分析基準」としての

原理論という視角が山口市場機構論に如何なる負荷をかけたのかという点に，論述のうえでのひとつ

のポイントをおいている。 

第 2 のポイントとして，「分析基準」をコアに据えた体系化は，それと対極をなす「本質規定」を

軸に関連付けることのできるもうひとつの体系との相克を通じて図られていると捉え返すことができ

る。山口における体系化の基本的方法は，従来説において疑われることなく並存していた本来はねじ

れの位置にあるような 2 つの観点を切り出し，一方を消極化することによって他方の観点の意義を顕

揚し，原理論体系の枠組みに据えるという手法であるとみうる。たとえば，後述するように，資本一

般説的観点と競争論的観点，物神性論的観点と機構論的観点のそれぞれにおける前者の消極化は明確

である。どちらの観点を消極化し，どちらの観点を取り込むかの指針となるのが「分析基準」として

の原理論という視角である。 

こうした方法によって描出される全体像を俯瞰的にみると，一方に「分析基準」としての原理論と

いう視角と親和性をもつ諸観点ないしアプローチによって構成される山口固有の体系が存在し，他方

にこうした諸観点ないしアプローチのいわば否定形の集合として構成される「本質規定」としての原

理論という視角を軸にしたもう一つの体系が存在していることが分かる。それぞれの体系は，その内

部において構成単位間の相互規定性を保有するが，外部の対体系間においては基本的には相互排除性

をもつと理解しうる。「分析基準」の肯定形で綴られる山口固有の体系の十全なる理解のためには，

否定形で綴られるもう一つの体系との相克は無視しえない。したがって本章では，「分析基準」とい

う視角との関連にくわえ，「本質規定」をコアに構成される，いわば隠れたもう一つの体系との関連

にも注意を払っている。 

第 3 のポイントは，体系内部における構成単位間の相互的な規定性にある。いうまでもなく，体系

構成における複数要素間の論理的整合性は原理論に必須の条件であるが，山口機構論にあっては，あ

る一つの構成単位が他の一つの構成単位と単に直列的に結ばれるというのではなく，一つの単位が他

の複数の構成単位と相互規定性をもち，また他の複数の構成単位がそれぞれまた複数の構成単位と関

連付けられるというように，数多の筋交いによって安定性を担保された構造物と同様の強力な耐震性

を，構成要素間の相互規定性によって生み出している。また，相互的な規定性は，諸観点やアプロー

チなどのいわば上位の構成単位間にとどまらず，たとえば手形期限の規定などの市場機構論末端の構

成単位にまで及んでいるのであって，これらが連動し単なる「個の集合」を超えた「体系」を形づく

ることによって，はじめて分析基準としての有効可能性が生み出されているのである。 
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このような体系としての連動性という点に鑑みると，たとえ末端の構成単位の場合であっても，そ

の原理的規定に変更を迫ることは，上位の構成単位の規定ないし内容になんらかの影響を与えずには

おかない。つまり，末端の構成要素は上位の要素に基づき導出されたという履歴をもちながらも，む

しろそれ無しには上位単位の要件を十二分に満たせないという関係性を兼ね備えている点で，この履

歴は逆関係を孕んでおり，したがって細部の原理的規定への異論は，取りも直さず上位の構成単位へ

の異論となり，ひいては体系そのものへの異論へと発展する可能性をつねに有している。体系として

の整合性を具備するには，変更ないし補正の照準を末端規定のみに絞ることは許されない。批判はつ

ねに「体系」批判でなくてはならず，また「体系」批判によってのみ個別規定の刷新が許されるので

ある。本章では，山口市場機構論の刷新を画策する場合にあっては，その前提作業として，こうした

体系内部の構成単位間にみられる連動性ないし相関性をとりわけ強く意識しておく必要があるとの立

場から，この点の明確化に多くの力を傾けている。 

 

 

2．競争論的観点 

 

2.1 流通論独立化の意義 

  

周知のように，宇野弘蔵は『経済原論』（1950・1952 年）において，『資本論』の 3 巻構成に対

し独自の 3 篇構成を提起した。宇野はまず『資本論』第 1 巻「資本の生産過程」の第 1 篇「商品と貨

幣」，第 2 篇「貨幣の資本への転化」を「資本の生産過程」の外部に括り出して第 1 篇「流通論」と

おき，つづいて「労働過程」から開始される『資本論』第 1 巻の第 3 篇以下と，第 2 巻「資本の流通

過程」にあたる部分を第 2 篇「生産論」として一括したうえで，『資本論』第 3 巻における領域を第

3 篇「分配論」と名付けた。 

こうした流通論の独立化とそれに伴う 3 篇構成の意義に関して，これまでも宇野の方法を継承する

諸論者によってさまざまに解釈されてきたが，山口においては大きく 2 つの観点から捉えられている

とみることができる。第 1 に，流通論の独立化は，「流通形態が社会的生産を編成しうるためには，

社会的生産の主体である人間の労働力の全面的な商品化という人類史上に特殊な歴史的な事態が根本

的条件として必要であったことを明らかにした」（[1983b]:220 頁）とみる観点である。これは宇野

における，労働力の商品化を資本主義的生産の核心と捉える視角に対応した観点であり，「価値法則

の論証の基点を設定しえた」（80 頁）という点に流通論独立化の意義を求めることを意味する。また

この観点は，「資本主義のいわゆる自立の根本的条件である労働力商品化の歴史的意味を明らかにし

ているかぎりで，資本主義の歴史性のいわば核心を明らかにしえている」（220 頁）という点，また

「資本主義的生産様式確立の根本条件が明らかになったことは，同時に資本主義的生産様式の廃棄の

根本条件を，したがってまたそのための運動の基本目標も明らかにした」（16 頁）という点に流通論

独立化の意義をおくものであり，したがってこの観点は，いわば本質規定の側面における流通論独立

化の把握であるとみることができる3)。 

第 2 に，「資本主義社会において社会的生産を編成する形態になっている流通上の諸形態は，実は

社会的生産にとっては外部的な，まったく異質な形態であることを明らかにしている」

（[1983b]:219-220 頁）として流通論の独立化の意義を捉える観点である。すなわち，流通論の独立

化は，「流通形態のこのような社会的生産にとっての外面性を体系構成そのものによって明らかに示

してみせていると同時に，流通形態を生産から独立に展開することによってこの外面性自体を論証し

えている」（61 頁）点に，ひとつの理論的意義があることが認められている。ここで述べられている

流通形態の社会的生産にとっての「外部性・外面性」とは，「技術的に確定的な連関をもっている生
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産のいわば有機的な社会性にたいする異質性を述べたものであり，流通関係が流通主体の私的な関係

としてとり結ばれる性格のものであることをとり出した，商品経済のいわゆる無政府性として現われ

る個別性のこと」（110 頁）をさす。それは，「労働力にとっての外面性というよりも，むしろ商品

流通上の私的な関連，個別的な関連をもって社会的な関連を処理する，そういう個別的な関連の形態」

（[1977b]:34 頁）として規定されている。そして，このような流通形態の「個別性」を原理論の端緒

において明確にしたという点に，宇野による商品所有者の想定の意義が見いだされているのである。 

こうした流通形態の「個別性」の明確化という点に流通論独立化の意義を求める視角は，宇野の提

起した 3 篇構成の理解の仕方そのものに影響を及ぼしている。すなわち，宇野における第 3 篇「分配

論」は，『資本論』第 3 巻が「資本の生産過程」と「資本の流通過程」を統一するのに対して4)，「流

通形態と社会的生産を統一する」（[1977a]:7 頁）ものとして位置づけられているのであり，したが

って「宇野の 3篇構成と『資本論』の 3篇構成とでは，統一されるものがいわば逆転している」（[1980]:99

頁）とされている。こうした篇別構成は「資本の流通過程を資本の生産過程の制約としてとらえるの

ではなく，むしろ商品流通世界における流通主体の個別的関連の形態を積極的な契機としてとらえ，

社会的生産をその制約としてとらえるという理解」（99 頁）を示している。このことから，「個別的

関係がどういうふうにして社会的関係を実現していくかということが分配論の中心問題」（[1977b]:34

頁）であり，「「分配論」は，「流通論」で明らかにされた流通形態が「生産論」で明らかにされた

資本家的な社会的物質代謝の基本構造を，諸資本相互の競争を通しながら現実に措定していく過程を

考察するものである」（63-64 頁）とされている。 

このように，宇野の 3 篇構成に対して，「流通主体の個別的関連の形態をこの［流通論と生産論の

―引用者］統一の積極的な契機として設定する構成がとられていることと対応して，最終篇の分配

論に諸資本の個別性の契機，競争の契機を積極的に導入する方法上の観点が提起されている」

（[1983b]:85 頁）とみる観点，つまり「分配論に競争論的観点をもちこんだ」（[1977b]:34 頁）とい

う点に流通論の独立化ないし 3 篇構成の意義をみる観点こそが，「「流通論」の独立は，宇野が，『資

本論』を分析基準論たらしめるためには，『資本論』を完結した体系たらしめなければならないとい

う問題意識を動力にして再構成したことによるものとみなしうる」（16 頁）という視角と符合する，

山口の市場機構論の基礎構造をなすものであると考えられるのである。 

 

 

2.2 資本一般説的観点と競争論的観点 

 

うえでみたように，第 3 篇「分配論」における「競争論的観点」の明確化は，「宇野『原論』の独

自的な三篇構成論，すなわち流通形態論の独立化と一定の理論的対応をもった成果であったといいう

る」（[1983b]:109 頁）ものであった。ここでは，この「競争論的観点」が指示する内容についてみ

ておこう。 

山口における競争論的観点は，これと対をなす資本一般説的観点との対比で論じられている。資本

一般説的観点とは，すなわち，『資本論』はマルクスの経済学批判体系のプランにおける「資本一般」

の範囲内を論じたものにすぎず，「競争」以下の諸領域は未展開のまま残されているとする解釈に対

応する。この観点にしたがえば，『資本論』第 3 巻は「資本一般」における「資本」の構成と符合し

た，第 1 巻「資本の生産過程」と第 2 巻「資本の流通過程」を統一するものとしての位置づけを与え

られるのであり，これにより第 3 巻の基本的な視座は，「競争の現実の運動は度外視し，資本主義的

生産の内的編成を理想的平均において示す」（[1983a]:5 頁）という第 1 巻，第 2 巻における視座と

通底するものとして理解される。言い換えると，第 3 巻は「諸資本の競争的運動の現実的な過程を対

象外の問題として度外視し，諸資本の競争の結果として社会的生産の均衡的編成が達成されていると

ころをとって，それをいわば静学的に考察」（[1996]:136 頁）する領域であるとされるのである。こ



第 5 章 「利子論」から「市場機構論」への転回   90  

のことは「資本の個別的運動にそくした考察が行なわれるばあいにも，個々の資本は，均衡編成を達

成している社会的総体としての産業資本の平均的可除部分を構成する相互に同質な資本として，いい

かえれば資本一般のいわば代表単数として設定されている」（[1972]:119 頁）ことを意味している。 

これに対し，競争論的観点とは，『資本論』を上述のプランの「資本一般」の範囲に収まらず，「競

争」「信用」「株式資本」の諸問題，および「土地所有」や「恐慌」の諸問題までもが導入されてい

るものとする解釈に対応する。この解釈にしたがえば，第 1 巻「資本の生産過程」と第 2 巻「資本の

流通過程」の統一は，第 2 巻第 3 篇「社会的総資本の再生産と流通」で考察されたのであり，それゆ

え第 3 巻ではこの統一の一般的な反省を試みることが課題ではなく，現実の諸資本の運動から出てく

る具体的な諸形態を展開することが課題をなす。この点から，競争の結果としての社会的生産の均衡

編成のみを問題にするのではなく，「むしろ均衡にいたる過程の不均衡な関係や，不均衡を均衡化す

る市場機構ないし市場組織や動態も考察の対象」（[1996]:136 頁）とされることとなるのである。つ

まり，競争論的観点とは，「旧来の「資本一般」の方法の制約を取り払い，第三巻を第一巻，第二巻

とは方法的に異質の次元の対象領域として，すなわち，第一巻，第二巻で明らかにされた資本主義的

な社会的生産を，諸資本相互の競争をとおしながら現実に措定していく過程と機構を考察する場とし

て，展開しようとしている観点」（[1983a]:8 頁）を意味しており，よって「諸部門ないし諸資本の

不等性は，総過程論という場の方法的性格から必然的にその考察を要請されることになる」

（[1984a]:177 頁）。「「競争」は「資本一般」を措定するいわば現実的な機構的条件としての役割

をになう」（[1996]:136 頁）ものと解釈されるのである。 

以上の 2 つの観点は，『資本論』第 3 巻が 2 つの異なる方法上の観点を混在させたまま論じられて

いたことに由来するのであるが，山口においては，流通論の独立化の意義が「分配論に競争論的観点

をもちこんだ」という点で押さえられていたことから分かるように，「競争論的観点の導入を徹底化

すること」（[1983a]:10 頁）による一貫した第 3 巻の再構築が行なわれている。山口にあっては，「い

わゆる資本一般説的な考え方は，競争の機構みたいなことはそれほど具体的にやらなくても，資本一

般の規定に必要な限りでやればいいという考え方ですが，これは，本質規定に重点を置いた考え方」

（[2006]:30 頁）であるのに対して，「経済原論が多様な資本主義の特殊性の分析基準という意味で

の経済学の基礎理論であるためには，「競争」以下の問題の考察を積極的に導入」（[1985]:10 頁）

しなければならないと考えられているため，「競争論的観点が，第 3 巻の基本的な，そして第 3 巻に

独自的な観点といってよい」（[1983b]:47 頁）ことが殊に強調されているのである。 

このような競争論的観点の徹底化は，第 3 巻の領域にこの観点を積極的に導入した宇野の体系に対

しても向けられている。すなわち「宇野『原論』にあっても，競争論的観点は，その分配論を通して

必ずしも徹底して貫かれているとはいえない」のであり，とりわけ商業資本論においては「産業資本

相互の競争関係の考察という視角は消え去り，産業資本は一体となって商業資本と相対するもの」と

されている（[1983a]:105 頁）。このことは「競争論的観点の徹底化が阻害され，諸資本の現実的過

程とその機構的諸条件を考察するという観点が消極化」（[1977a]:16 頁）しているということ，つま

り「競争論的，機構論的観点が消極化してしまっている」ということを意味しており，「この点に，

原理論と段階論との関連ないし原理論の分析基準としての具体的な使い方の考究を困難にしている大

きな原因がある」というのである（[1983b]:86 頁）。 

 

 

2.3 流通過程の不確定性 

 

では，この「機構論的観点」については次節でみることにして，一先ず競争論的観点の積極的導入

と関連する「流通の不確定性」という論点について触れておこう。流通過程の特殊性を不生産的性格

としてではなく，その不確定的な性格を主として捉える視角は，流通論の独立化とともに競争論的観
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点の導入によっても明確化した。上述したことから推量されるように，競争の結果としての社会的生

産の均衡編成を，それを媒介する諸過程を捨象したうえで考察するという資本一般説的観点は，「社

会的生産ないし生産物の実物的関係を重視し，流通ないし市場は消極的な，単なる形式的ベールのよ

うなものとみる考え方」に対応している（[1996]:137 頁）。この観点における流通にあっては，「生

産が価値を形成する場であるのにたいして，それは形成されている価値を単に実現する場でしかない

ことになり，価値が形態を転換するにすぎない場であるというのが流通の本質規定とされる」ことと

なる（159 頁）。流通は生産と，いわば価値論的な観点からリンクされるのである。 

これに対し，均衡編成にいたる過程そのものを考察の対象とする競争論的観点は，「流通上の個別

的関係の意味に注目し，流通ないし市場の社会的生産の均衡編成にたいする積極的役割を強調する考

え方」に対応している（137 頁）。こうした観点における流通は，「社会的な物的生産における不均

衡，つまり需要と供給の過不足のある対応関係が，諸価格の変動を通しながら均衡化し，価格変動と

需給の調整が行き過ぎて再び不均衡化してはまた均衡化するという変動の絶えない動態的な過程」と

して解されるのであり，「そのような流通が，社会的生産の均衡編成を媒介・措定するという機構上

の役割を果たしているという観点から，流通の能動的・積極的な社会的機能を解明するのが流通の原

理的研究の課題」となる（159 頁）。つまり，価値を形成するか否かという点による流通過程の捉え

方は，『資本論』第 1・2 巻における論理段階と第 3 巻の論理段階の区別を無視した流通過程の捉え

方であり，これに対し競争論的観点を徹底化させた場合，第 3 巻次元における「個別資本はそのよう

ないわば実体論的区別には全く関心なく行動する」（[1983a]:30 頁）ものとして捉えられる。よって，

このような個別資本の観点からは，流通過程は生産的か否かではなく，なによりも不確定的性格を帯

びたものとして映るのである。 

ではここで，この流通過程の不確定性という近年とくに強調される傾向にある論点が，原理論にお

いて前景化してきた経緯を簡単にみておこう。発端は，宇野弘蔵による問題提起（宇野[1950・

52][1953a]）とこれに対する森下二次也の疑義（森下[1960]）によって開始された論争，いわゆる「流

通費用の資本化」問題に求められる。これについては本章第 3 節第 3 項においても述べるが，先取り

的に要点のみを示しておくと，宇野が，産業資本のもとにおいて流通資本は「生産資本と同様に資本

として利潤率の形成に参加する」（宇野[1953b]:274 頁）のに対して，流通費用については，一方で

「なんらの剰余価値をも生産せず，単に剰余価値からの控除をなすに過ぎない」（同[1950・52]:459

頁）という意味で不生産的であることから，他方で「偶然的な，個別的な相違を示す」ものであり「一

般的基準となるものはない」（267 頁）という意味で不確定的であるということから，「一般に生産

資本の追加をなすものとはならない」（同[1953b]:268 頁）とするのに対して，森下は，前者の不生

産性という論拠に対しては，「流通期間中の生産継続のための追加資本と流通費用とは，一方を資本

とし，他方を資本ならざるものとするほどに性質の異なったものであろうか」（森下[1960]:184 頁）

との疑義を提出した。 

また，「さらに根本的なこと」として，「資本は剰余価値を生産するが故にそれを利潤として与え

られるものと考えてよいであろうか」との疑問を投げかけている（同上）。「費用価格なる範疇」と

同様に「利潤なるものもまた商品の価値形成あるいは資本の価値増殖とは無関係な範疇」であること

を宇野は承知しながら，またこれらの範疇を「産業資本の商人資本的一面をあらわす」ものとしなが

ら，そのうえで「流通費用に剰余価値の利潤としての分配を認めがたい」とすることは，「いわゆる

産業資本の商人資本的一面」を「有さないのがむしろ純粋，本来の産業資本である」との考えに立つ

ことになってしまっており，したがって「到底それに承服することはできない」とされている（184-185

頁）。そして，後者の不確定性という論拠に対しては，商業資本を捨象した段階における産業資本の

もとにおいても「部門内における個々の資本の競争」によって，「ある産業部門の流通費用は自ら平

均化の傾向をもたざるをえない」（187 頁）との批判を行った。 

宇野・森下論争は，この後も宇野[1963]における反論，森下[1965]における疑義の再提出，宇野編

[1968a]における再反論と展開されていくが，この間に日高普，山口重克がこの論争にかかわる論稿を
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相次いで発表することによって，宇野と森下との争点ならびに流通過程の独自性が奈辺にあるのかが

明確化されていく。 

日高[1963]は，この論争に直接かかわる以前の商業信用に関する論稿であるが，ここでは販売期間

が「個別資本にとって無規定的」であるということ，言い換えると「販売期間にとっての問題の真の

困難さ」は，「個別資本にとってはまったく不確定的」であるということが明示されており，流通過

程の独自性をその「不確定性」に認めた先駆的な言及として注目される（8 頁）。このような見解は，

日高[1964]において，「もし二倍の生産費用が投下されたら技術，したがって資本の構成が不変なか

ぎり二倍の生産物が生産されるであろうということは，だれでも確実に断言することができるのであ

る。これは生産過程が技術水準によって一義的に決定されているからにほかならない。けれども流通

過程にはそのような技術的決定はない」（250 頁）と述べられているように，生産過程と流通過程と

の技術的確定性の相違として明確化されている。そしてこの点から，「個別資本の流通期間の不確定

性は商業信用からさらに銀行信用を形成」するということ，そして依然として不確定のまま残される

生活資料の流通期間のために必要な流通費用が「各個別資本から独立し集中される」ものとして商業

資本が導出されるという論理に結晶している（243-244 頁）5)。 

山口にあっては，独自の信用創造論を展開した論稿「商業信用と銀行信用」（初出 1961 年）6)にお

いて，『資本論』を参考しつつ，「生産期間はともかく，流通過程はたえず偶然的な変動にさらされ

ている」という点，そしてこの「流通過程の変動には流通期間の変動と商品価格の変動」とがあると

いうことが，まだ主題的にとりあげられたものではないにせよ指摘されており，後の論稿で展開され

る流通過程の不確定性論の萌芽として注目される（[1984a]:58-59 頁）。 

つづいて，論稿「商業資本と商業利潤（1）」（初出 1964 年）7)においては，宇野・森下論争を正

面からとりあげ，宇野における流通費用の不生産的性格を論拠とする非資本性という議論に対する森

下の疑問を敷衍しつつ，「利潤という範疇は，たとえそれが産業資本の利潤として，生産論に接続し

た場所で考察されているにせよ，生産論で明らかにされた剰余価値をいわば商人資本的な費用価格の

範疇で改めて受けとめ直したものであって，その意味ですぐれて商人資本的な範疇である」ことを指

摘し，宇野における「生産論と利潤論の方法上の交錯」をつくことによって，この不生産性からの論

拠を批判している（[1983a]:130-132 頁）。そして同時に，流通費用と流通資本との間の「いわば代

替的な一種の逆相関の関係」（142 頁）が発見され，産業資本のもとにおいてもそれらは「流通〔上〕

の〔諸〕費用」（88 頁）8)として「一体化して一定の機能を果たす」ということが指摘されたことで

（144 頁），宇野・森下論争の核心をなす「流通費用の資本化」問題そのものがそもそも問題足りえ

ないことが明らかにされたのである。これによって論争の焦点は，流通過程ないし流通にかかわる諸

費用の独自性を，個別的ないし偶然的に相違し技術的基準をもたない不確定的性格をもつものとみる

のか，あるいは資本の競争の過程で平均化するものとみるのかという点に集約，旋回していくことと

なった。 

この論稿以降，山口は，流通過程の不確定的性格をさらに先鋭化させた論理構成を展開していく。

論稿「商業資本と銀行資本（二）」（初出 1967 年）9)では，「流通期間には，したがってまた流通費

用にも，自然的，技術的基準があるわけではない」（[1983a]:248 頁）ということが，「流通過程の

不確定性」（258 頁）という用語で表現されている。またここでは，商業資本が「個別的な流通過程

を必ずしも全面的に「一手に引受ける」ものではなく，したがってその「不確定性」を全面的に「確

定化」しうるわけでもない」ということが「商業資本の機能の一つの限界をなし，かかる「不確定性」

をさらに「確定化」するために信用関係の展開を要請することにもなる」と述べられているように（259

頁），産業資本のもとにおける流通過程の不確定性による制約の解除要請が起点となって，商業資本

や信用機構といった諸市場機構が展開されていくといった，山口[1985]において全面的に披瀝される

論理構成がすでに打ちだされている。 

つづいて論稿「金融の原理的機構」（初出 1971 年）10)では，商業信用の個別資本にとっての意義

として，与信資本がこれを利用することによって「販売過程の不確定的な変動に備えた準備貨幣資本
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を確定化して節約しうる」（[1983a]:110 頁）ことが挙げられているように，商業信用および流通過

程の不確定性ならびに産業資本の準備機構のあり方が関連付けられている。また，商業信用論から銀

行信用論への展開においても，「商業信用はまたそれに特有の不確定的な種々の費用――たとえば信

用調査費用や債権取立費用や不渡り準備金など――を必要とするのであり，それも条件によっては外

的資本に委譲して節約したり確定化したりしようとする要請の対象となる」（[1984a]:116 頁）とさ

れているように，流通過程の不確定性を基礎においた上述の商業資本論から信用論への展開方法を，

さらに信用論内部における商業信用論から銀行信用論への展開にも一貫して適用する視角がうかがえ

る。 

また，論稿「総過程論」（初出 1973 年）11)にあっては，「流通過程にかかわる利潤率の規定要因

には確定的基準がない」という点から，「資本が諸部門の利潤率の比較を行ないながら投資部面を選

択する際には，それらは度外視されるとしなければならない。つまり，個別的・偶然的諸事情に規定

される流通上の諸資本，諸費用を分母，分子から除外して算定される利潤率が選択行動の基準となる」

とされており（[1983a]:211 頁），後に「基準利潤率」として定式化される個別諸資本の行動原理が

論じられている。これは，利潤論における流通上の諸費用の捨象という方法をめぐる「流通費用の資

本化」問題を，流通過程の不確定性という観点から新たに捉え直すことによって提示されたロジック

といってよいであろう。 

つづく論稿「商業資本論と競争論（2）」（初出 1976 年）12)では，価値形成的労働の要件を「その

労働が社会的生産の一環を担当するものとしての資本による商品生産の過程で行われるものであり，

かつその質が単純労働化している」（[1983a]:78 頁）という点で規定している。これは宇野が「保管，

運輸の費用があらゆる社会に共通する限り価値を形成する」というのは，「単にあらゆる社会に共通

するものとしていっているわけではない」，それらが「一定の労働と資材とを要するから」であると

述べていることをさらに発展させた規定である（宇野編[1967b]:266 頁）。これによって，投入と産

出ないし成果との間の技術的確定性の有無こそが，価値形成的か否かの基準としてとりだされ，また

宇野において不生産性と不確定性の 2 面で説明されていた流通費用の非資本性の論拠も，不確定性に

よる説明に一本化されたといえよう。 

さらに，論稿「流通と価値」（初出 1978 年）13)では，これまで総過程論ないし競争論レベルを中

心に論じられてきた流通過程の不確定性という視角が，流通論レベルにまで繰り上がって導入されて

いる。これは，流通を単に「価値の円滑な，いわば自動的な形態転化の過程として表象」するのでは

なく，「販売の不確定性ないし価格変動の問題」それこそを流通問題の主題とみる視角に基づくもの

であるといえよう（[1987]:158 頁）。この点に関し最も象徴的であるのは，「流通費用は，「資本の

流通過程」論の展開をまつことなく，流通の本源的規定の場としての流通論のなかで，まずその本源

的規定が与えうるし，また与えなければならない」（164 頁）として，流通費用の規定を与える論理

段階を流通論へと前倒ししたことであろう14)。またこれにくわえ，貨幣論レベルにおいて，流通の不

確定性への対処行動としての観点から，蓄蔵貨幣ないし支払手段が捉え返されていることも，流通過

程の不確定性の流通論への導入の成果であるといえよう15)。 

 

 

2.4 行動論アプローチ 

 

すでにみたように，分析基準としての原理論という視点からの流通論の独立化の意義は，流通形態

の「個別性」を明らかにしたという点におかれていた。山口におけるこうした個別主体の観点を重視

する研究当初からの視角は，論稿「経済的諸関係と行動主体」（初出 1984 年）16)において「行動論

アプローチ」と呼ばれる展開方法のもとに結実する17)。行動論アプローチとは，「「論理的な演繹の

過程にも，主体の欲望・行動的側面を重視」」（[1987]:4 頁）する，「商品所有者，貨幣所有者，資



第 5 章 「利子論」から「市場機構論」への転回   94  

本家といった個別的な流通主体の個別的な行動様式にそくした」アプローチのこと（5 頁），つまり

「流通主体の意識と行動を強調するアプローチ」（12-13 頁）のことを指す。山口によれば，「宇野

は，行動論アプローチを事実上『原論』の流通論と分配論の展開の基軸に据え」ており（10 頁），価

値形態論における商品所有者の想定はこのアプローチを端的に示すものであった。しかし「宇野の流

通論は全体として冒頭商品の論理的，演繹的自己展開であるという性格を拭いがたくもって」おり，

「必ずしもこの行動論アプローチに徹していないところに問題を残している」（4-5 頁）とされてい

る。 

すなわち，第 1 に，宇野の流通論は「一面で個別的流通主体の行動にそくした理論展開」を採用し

ながら，「同時に他面でいわゆる「復元力」という難解な展開動力を冒頭商品にあらかじめ埋め込む

という方法をとっている」ことに問題がある（[1987]:113 頁）。ここでいう「復元論」とは，貨幣発

生を例にとれば，「貨幣が現実に存在しているのは存在する合理的な根拠があるからである」と考え，

「このあるべきものがないという無理，あるいは到達点ないし完成態と対比してみた場合の不十分性

を動力にして，貨幣を復元的に展開しようという考え方」を指す（9-10 頁）。宇野のように「復元力

を動力にして論理を展開することは，商品経済の論理を超えた分析者自身の論理ないし要請を展開し

ているにすぎないことがありうる」（10 頁）のであり，この点に問題があるとされる。この復元論は，

論理展開の行き先があらかじめ第三者によって設定されているという意味で，行動論アプローチと対

蹠をなす「行く先論アプローチ」の一種である。山口にあっても「原理論が行動論アプローチだけで

展開されるべきであると考えているわけではない」（6 頁）とされているが，「行動論と相補的に組

み合わせるにしても，行く先論の役割はかなり厳重に限定されるべきである」（7 頁）との注意が促

されている。 

第 2 に，「商品論における商品所有者についての宇野の規定が行動論的に必ずしも明確になってい

ない」点に問題がある（[1987]:10 頁）。すなわち，宇野にあっては「商品所有者を商品の人格化と

し，資本家を資本の人格化としたマルクスの当事主体の規定の仕方をそのまま受け継いだ」側面が残

されているため，「経済的諸関係の物化形態としての商品，貨幣，資本の規定が先行して与えられ，

それぞれの所有者はそれらの担い手という意味での人格化でしかない」ことになる（10-11 頁）。こ

のことは「それぞれの所有者の意識と行動は，それとは独立に，それに先行して措定されている物化

形態の論理に規定された，その規定性の範囲内のものでしかない」（11 頁）ことを意味しており，こ

れによって流通主体の経済人的な行動原則に則った行動も，「たとえばいっせいに同一方向に動くと

いった同質的な行動」（13 頁）として措定される他ないこととなる。つまり，流通主体の「人格化」

規定は，個別流通主体を相互に均質性をもつものとして扱う資本一般説的観点に対応した規定であり

（14-15 頁），したがってこの規定にとどまるならば，個別流通主体の行動の不均質性ならびに「個

別流通主体によって構成されている商品流通世界に独自の無政府性，不確定性が鮮明にならない」（12

頁）という問題が残ることが示されている。 

以上のように，宇野における行動論的視角に依然として残されていた問題点を摘出した山口にあっ

ては，流通論ならびに競争論は，当事主体の不均質で不確定な行動を動力にして展開される領域とし

ての位置づけを与えられている。流通論は「商品所有者，貨幣所有者，資本家がそれぞれ流通主体と

して行動するさいの行動様式とその基準を明らかにし」，競争論は流通論におけるこの「個別主体論

の成果を前提にしている点で，両者は理論的な対応関係にある」（[1983b]:111 頁）。つまり，流通

論独立化による競争論的観点の競争論（分配論）へのもち込みには，行動論アプローチのもち込みが

含意されていたわけである。 

流通論・競争論における行動論アプローチの徹底化は，山口においては必然的に，両領域における

個別主体ないし当事者の観点からの，社会的ないし分析者の観点の離床へとつながっていく。この点

を市場機構論についてみてみると，この領域は大別して 2 つの内容から構成されている。ひとつは，

「当事者次元の問題が扱われる部分であり，そこでは流通当事者ないし生産当事者である個別資本（家）

の意識，動機にそくしてその行動が追跡され，当事者の目的との関連でその結果が考察」（[1998]:12
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頁）されている。もうひとつは，「観察者ないし分析者次元の問題が扱われる部分で，当事者の意図

しない社会的結果ないしその資本家社会的意義が考察」（同上）されている。 

これを市場機構論の展開に沿って具体的に示すと，前者は「個別産業諸資本の利潤率増進行動を動

力にして，その効率化機構として当該市場機構の分化発生の論理を解明し，この機構の個別諸資本の

競争的増殖と蓄積にとっての意義と限界を確定する」部分であり，対して後者は「当該機構が個別資

本の増殖と蓄積にとって果す役割が社会的生産編成にとってどのような意義をもっているかを考察す

る」部分となる（同上）。個別的観点と，個別の「意図せざる結果」としての社会的観点というこの

ような「二分法的アプローチ」（[1985]:171 頁）は，社会的結果をあらかじめ個別主体に埋め込むこ

とによって展開の動力を確保しようとする「行く先論」的なアプローチを厳しく戒め，個別主体の意

識と行動になにより展開の動力を求める「行動論」アプローチに対応した，山口における分析基準と

しての原理論からの当然ともいえる帰結であったといえよう。 

 

 

3．機構論的観点 

 

3.1 物神性論的観点と機構論的観点 

 

山口によれば，宇野における利子論には大別して 2 つの展開軸が存在する。第 1 に，産業資本の利

潤率増進活動における様々な制約を解除ないし緩和し，利潤率の増進をさらに促進するための補足的

機構の展開を考察する，「機構論的観点」に基づく展開軸である。宇野は『資本論』を独自に再構成

し，利子論の端緒を産業資本の遊休資金の相互融通関係を基礎とする信用論においたのであるが，こ

のことは「産業資本の増殖と蓄積のための金融の機構としての信用制度を，資本の物化形態の議論か

ら分離し，機能論として純化して展開している」とみることができる（[1984b]:10 頁）。したがって

「利子論を信用論から出発させること」は，「利子論の中に機構論的観点を自覚的に，積極的に導入

しようとしたことを意味する」と捉えることができる（10-11 頁）。こうした機構論的観点による利

子論の整序は，つづく商業資本論においても「産業資本の「剰余価値の生産増加に寄与する」という

実質的な機能に着目して銀行資本との異同が問題にされ，「利潤率均等化に重要な機構的条件をなす」

側面が考察されている」点で通底している（105 頁）。 

しかし，宇野の利子論には，「資本主義的生産の物神崇拝的性格が次第に完成して行く過程を展開

しようとするもう一つの軸」（[1983a]:105 頁）が機構論的観点と分かち難く交錯している。第 2 の

「物神性論的観点」に基づく展開軸である。宇野『原論』では「商業資本論の途中で，機能論からい

わゆる倒錯性の問題に主題が転ずることになり，それを媒介にして物神性の完成形態としての「それ

自身に利子を生むものとしての資本」が展開されて原理論体系が終結することになっている」

（[1983b]:86 頁）。このことは機構論的観点が実質的に放棄されていることを意味しており，したが

って「商業資本によって担当される商品市場機構についての考察は不徹底に終わり，資本市場機構の

原理的考察にいたっては皆無という状態で終わることになっている」（107-108 頁）のである。 

こうした宇野の利子論における機構論的観点と物神性論的観点の 2 つの展開軸は，前者が分析基準

ないし競争論的観点に，そして後者が本質規定ないし資本一般説的観点にそれぞれ対応している。物

神性論的観点による総括は，「資本主義社会は表面的には無階級の社会であり，商品形態で全面的に

覆われている，しかし経済学的に分析すると実は階級社会であるということ」（[1977b]:38 頁）を明

らかにするという，本質規定としての側面において原理論の役割を捉える視角に対応しており，した

がって，宇野の分配論の展開における競争論的観点ないし機構論的観点の消極化は，分析基準として

の原理論の役割が後退しているということを意味しているのである。 
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これに対し，山口にあっては，「物神性が完成するという形で原理論が終わっているという終わり

方というのは，現状分析に使うための基準としてはどうも考えにくい」（[1977b]:37 頁），「分析基

準としての原理論の完成度を高めようとする作業は，……諸市場機構論の展開の整備，拡充を図るこ

とでなければならない」（[1983a]:ⅵ頁）とされている。この点から，物神性論的観点が資本主義の

階級性によって原論体系を総括するのに対して，「原理論がそれまで展開したいろんな機構の道具だ

てを全部ぶちこんだ景気循環論で終るというのは，一番理想的」（[1981]:49 頁）であり，これであ

れば「分析トウールとして完成する。機構論の終わり方としては非常に明快だと思う」（[1977b]:39

頁）と述べられているように，山口における分析基準としての原理論という視角は，機構論の景気循

環論による総括に帰結している。そして，このような山口の分析基準としての原理論という視角に基

づく機構論的観点をもってする利子論領域の純化作業は，後述するように，商業資本論と信用論の体

系構成上の位置関係の決定に影響を及ぼし，またこの領域における展開方法として「分化・発生論的

方法」を要請することとなるのである。 

 

 

3.2 分化・発生論的方法 

 

ここまで，分析基準としての原理論という視角が，競争論的観点および機構論的観点の徹底化を要

請することをみてきた。以下では，こうした諸観点のもとで構成される市場機構論の展開方法とされ

ている「分化・発生論」に関して，この方法が山口において如何なる内容のものであるのかを，多少

煩雑ではあるが最も精確な理解を得ることができると考えるため，一先ずこの展開方法が確立されて

いく過程に沿ってみていきたい。 

「分化」という語は論稿「商業資本と商業利潤（1）」（初出 1964 年）18)以降，その多くは「分化

独立」という語で使用されているのであるが，これが「分化論」あるいは「発生論」というように明

確に方法論として提示されたのは，論稿「商業資本論と競争論（1）」（初出 1976 年）19)が最初とな

る。ここでは『資本論』第 3 巻第 4 編第 16 章における，産業資本のもとでの商品資本の機能の一部

が独立したものとして商業資本を捉える方法のこと，言い換えると「商業資本を産業資本の一部分形

態が転化・独立したものとみる考え方」，あるいは「商業資本を産業資本の外部に単純に追加的に対

置する方法ではなく，産業資本の中からその一部を転化させて設定する方法」のことを，「分化論と

でもいうべき一種の発生論の方法による展開」または「分化論的ないし発生論的である」と把握して

いる（[1983a]:15-16 頁）。このような展開方法は，「産業資本と，現実にはその外部に同時的に並

列して運動している商業資本との間に，発生論的叙述を通して論理的な序列をつけ，そのことによっ

て両者の機構的関連を立体的に構成する方法としての意義をもつ」のであり，したがって「商品経済

的な諸要因だけで商業資本の分化が説明できれば，商業資本は，産業資本に外的に対立していても，

産業資本自身の内部的機構であることが論証されたことになる」と同時に，「産業資本の歴史的前提

としての「商業資本が資本主義的生産の発展が進むにつれて産業資本に従属」し，「生産的資本の代

理者」に転化してゆく歴史的過程の意義の分析にも理論的基準が与えられる」というのである（16 頁）。 

だだし『資本論』においては，「個別資本にたいする関心がまったくない」あるいは「個別資本と

社会的総資本の区別に関心がなく，そのために展開の動力と結果の区別に関心がなくなっている」た

め（21 頁），「分化論として決して十分な展開になっているわけではない」（17 頁）。「商業資本

を産業資本の一部分形態が転化・独立したもの」と捉えるにしても，個別産業資本の立場からのどの

ような動因によってこうした「転化」が生じるのかについては正面から論じられておらず，むしろ分

業・専門化の結果による流通上の諸費用の節約や流通期間の短縮などの社会的結果を転化の動因に据

えることになってしまっているのであり，このような展開の動力とその意図せざる社会的結果の混同

は結局のところ，諸資本の競争を範囲外の問題とする「資本一般説的観点」に対応したものであると
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されている。このような批判からは，「分化論」ないし「発生論」が，その端緒から「競争論的観点」

に対応した方法論であると同時に，個別資本の意識ないし動機を展開の動因として重視する「行動論」

に基づく展開方法であるということを示していることがみてとれよう。 

次に，論稿「貨幣・資本」（初出 1976 年）20)においては，「発生論」の流通論レベルにおける適

用，ここでは資本形態（形式）論における適用が示唆されている。すなわち，山口によれば，『資本

論』第 2 巻第 2 篇「貨幣の資本への転化」の第 1 節「資本の一般的定式」では，「転化」という語を

用いながらも，実際は W－G－W と G－W－G を単に形式的に比較し，後者の G－W－G という過程

の「完全な形態」として G－W－G´を導出しているにすぎない。ここでは W－G－W と G－W－G

との論理的な関連が「発生論的に考察されるわけではない」のであって，「商品流通の中からどうし

て G－W－G という流通形態が展開されることになるのか」という問題は「不問に付されたまま」で

あるとされているのである（[1983b]:136-137 頁）。 

ここでは一先ず 2 つの点に注目しておきたい。ひとつは，「発生論」という方法が「転化」という

語ないし表現と併せて用いられている点である。現にこの稿でも「転化の意味」という項目が設けら

れ，その文脈で「発生論」という語が使用されている（同上）。もうひとつは，宇野が資本形式論に

おける商人資本的形式から金貸資本的形式への展開動力を利潤率均等化に求めている点（宇野

[1950・52]:75-76 頁）をとりあげ，「個別的な流通主体の個別的な関連の形態である流通形態の展開

は，あくまで個別的な流通主体の要請が動力となると考えられるべきものであり，結果としての社会

的関係は，展開の動力たりえないのではないか」との疑義を提出している点である（[1983b]:151 頁）。

このことは「発生論」が「行動論」に基づく方法であることを示しているだけではなく，流通論レベ

ルにおいても同様に「行動論」に基づく「発生論」が貫徹されることを示しているものと考えること

ができよう。 

つづいて，山口[1980]では，「『資本論』にはその論理的な展開の方法として一種の発生論的方法

がとられているところが随所にある」として，はじめに価値形態論がとりあげられ，「貨幣形態の発

生」の論証の前段をなす，「簡単なる価値形態」から「拡大された価値形態」ならびに「一般的価値

形態」への「移行」が，「一種の発生論的論理」として捉えられている（[1983b]:37-38 頁）。次に，

第 1 巻第 2 篇「貨幣の資本への転化」をはじめ，第 3 巻の全 7 篇のうち 4 篇の表題にみられる「転化」

といった論理も「一種の発生論的論理とみてよい」とされており，ここでもまた流通論と機構論の展

開方法の共通性が示唆されている（38 頁）。さらに，第 3 巻第 16 章「商品取引資本」において，産

業資本から「派生ないし分化」したものとして商業資本を捉える方法に関しても，「このような派生

ないし分化という説き方も発生論的方法といってよい」とされている（39 頁）。また，これら『資本

論』の論理展開にくわえて，貨幣資本家と機能資本家との関係を利子論展開の出発点として設定する

『資本論』に対して，個別産業資本が相互に展開する商業信用関係をその出発点に据えた宇野による

展開方法も「一種の発生論としての分化論的方法」として捉えられており，商業資本論のみならず利

子論（信用論）においても「発生論」あるいは「分化論」といった方法が適用されるべきことが示さ

れている（[1984a]:23 頁）。 

つづく山口[1981]では，「発生論的方法」の「分析基準」としての意義が強く打ちだされる。うえ

でみたように，山口は宇野の利子論の展開方法を高く評価しているのであるが，ここではこのような，

現実的には同時的に並存し運動している銀行資本や貨幣市場を「それらが存在していない状態から出

発し，諸個別産業資本の，あるいは諸個別銀行資本の競争関係を通して，それらに内在する機能の一

部が外化して独立するという方法」が「競争論的な発生論の方法」との呼称に集約され，この方法の

理論的な利点として，「諸機構間の関係に生じる構造的な変化，発展を分析しようとするさいに有効

な分析基準としての意味をもつ」という点が挙げられている（[1983b]:19 頁）。すなわち，「同時的

に並存している諸資本なり諸機構なりを，単に横の関連をもつものとして考察する」といった「共時

的な構造論」にあっては，「一般的にいって一定の構造を構成する諸要因の同時決定的な連関関係の

分析には役立つとしても，構造そのものの変化の要因なり動力なりの分析には，あるいは変化の意味
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の解明には無力とみなければならない」のに対して，「発生論的に構成された構造論」の場合は，「構

造変化そのもののメカニズムを分析でき，したがってまたさらには，将来の変化の方向の予測とか，

あるいは意図的に変化を作り出そうとする場合の結果の予測なども可能な用具としての利点をもつ」

（19-20 頁）。要するに，「分析基準にしたいために発生論的に構成する」（[2006]:31 頁）という点

がここでは示されているのである21)。 

さらに山口[1983c]では，「流通論」における「資本形式論」と「市場機構論」との関連が，「商人

資本的形式と金貸資本的形式は，一方では産業資本の一面をなすと同時に，他方ではその側面が商業

資本，銀行資本として分化独立して，産業資本の利潤率増進活動を効率化する機構を組織するものと

なる」（18 頁）という記述によって示唆されている。論稿「商業資本論と競争論（1）」で述べられ

ていた，諸機構を「産業資本の一部分形態が転化・独立したものとみる考え方」，あるいは「産業資

本の中からその一部を転化させて設定する方法」というのは，このことに鑑みるに，単一側面しかも

たない産業資本の一部分が商業資本ないし銀行資本として分化するというのではなく，商人資本的形

式と金貸資本形式の側面を内的に併せもった，また実質的にも機構分化の後と異なり，市場機構論の

端緒においては生産過程のみならず流通過程をも全面的に担当しているという意味では，いわば「広

義の産業資本」とでも呼びうる資本の内的側面が商業資本ないし銀行資本として分化独立するという

ことを含意していたことがわかる。ただし，ここでいう，産業資本の商人資本的ないし金貸資本的形

式としての側面の商業資本，銀行資本としての分化独立ということが，「流通形態としての産業資本

の流通上の機能」の「分化独立」（233 頁），あるいは「産業資本の内的契機の分化」（[2000]:217

頁）と述べられていることと同一の内容であるかどうかは定かではない。 

つづく山口[1984a]においては，これまで「分化論」あるいは「発生論」と呼んできていたものが用

語上，「分化・発生論的方法」としてはじめて提示される（ⅱ頁）。山口によれば，原理論は「資本

ないし商品経済のその外部世界にたいする分解力をそれ自体として構造化して示したもの」であるが，

「この分解力は同時に外部世界にぶつかって反作用を受け，そのことによって自らの構造を変化させ

るのであるから，この構造の原理は，そのような外的要因の反作用を受けとめて発展，進化すること

が説けるような構造の原理として構成されていることが望ましい」のであって，「分化・発生論的方

法は，このような要請にこたえる意味を持つ」とされる（同上）。また，ここでは「銀行資本の成立

の問題」について，分化・発生論的方法による展開は「未着手のまま」であるとされており22)， この

点は後に山口[1985]において商業資本と銀行資本との系譜的関連性が指摘されていることに照らし合

わすと，「分化・発生論的方法」はその用語の成立と同時に，資本の系譜的な分化・発生を含意して

いた可能性があると考えられなくもないであろう（ⅳ頁）。 

さらに，論稿「経済的諸関係と行動主体」（初出 1984 年）23)に至っては，「行動論的・発生論的

アプローチ」（[1987]:3 頁）とあるように，発生論が「商品所有者，貨幣所有者，資本家といった個

別的な流通主体の個別的な行動様式にそくした」アプローチ＝行動論のもとで理解されるべきもので

あることが明示されている（5 頁）。これについては，既述したように，ここで新たに提示された論

点というわけではなく，これまで実質的に提示されていた論理的な見方を川合[1977]の用語に，それ

が「有用である」（3 頁）ということから重ねて，お色直しを済ませ提示されたものといってよい。 

最後に，山口[1985]では，以上のことを踏まえ，分化・発生論的方法が第 1 篇「流通論」ならびに

第 3 篇「競争論」第 2 章「競争の補足的機構」において十全に展開されている。第 1 篇「流通論」で

は，第 1 章「商品」論の課題が，「商品所有者の価値表現（交換要求）行動を通して貨幣の存在の論

理的根拠を行動論的，発生論的に示す」（32 頁）ことにあるとされていることから明らかなように，

「資本家と資本は貨幣所有者と貨幣を前提し，貨幣所有者と貨幣は商品所有者と商品を前提する」だ

けでなく，それぞれ前者の関係は「同時に後者の特殊な一関係としてその内部から分化・発生してく

るという立体的な，有機的関連にある」ことが示されている（11-12 頁）。また，第 3 篇第 2 章「競

争の補足的機構」においては，「産業資本はその利潤率増進活動を補足・促進するための機構をそれ

自身から派生させるが，それに機能上の限界がある場合には，さらにその限界を打開する別の機構に
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たいする要請が生じ，それに応じるものとしての機構が新たに派生することになるという分化・発生

論的方法」による一貫した展開が行われている（207 頁）。山口における分化・発生論的方法は，一

先ずこれをもって一つの完成形に到達したといってよいであろう。 

以上，一先ず山口の分化・発生論的方法の構造をいくつかの要点に分けて整理しておこう。第 1 に，

分化・発生論的方法が適用される理論領域は，流通論ならびに市場機構論であるということである。

このことは，A）流通論と市場機構論の両領域は，分化・発生論という一つの方法をもって解き明か

されるような同一ないしは近似的な構造を有しているということ，B）このことの裏返しとして，流

通論ならびに市場機構論を除くその他の理論領域は，構造が流通論および市場機構論とは本質的に異

なっており，それゆえ分化・発生論とは異なる方法をもって展開されるということ，C）流通論と市

場機構論の両領域が如何なる関係にあるのかという点が問われなければならないということ―以上

の点を含意している。 

つづいて第 2 に，分化・発生論という方法は，複数の展開の論理が，「発生」といういわば上位の

論理により包含されることによって成立しているものと考えられる。このことはつまり，A）分化・

発生論は，単純に字義通りに「分化」という論理と「発生」という論理との結合によって成立してい

る方法ではなく，B）「発生」という論理の「一種」として把握可能な，「移行」「転化」「派生な

いし分化」という流通論・市場機構論にまたがる複数の論理が，「分化・発生論」という用語に集約

されていることを意味しているのであり，C）このような複数論理の均一化ないし平板化によって，

流通論および市場機構論の両領域に共通の方法として分化・発生論が採用される素地が生成されてい

る側面があるという推察を許している。 

さらに第 3 に，分化・発生論的方法は，構造自体の変化の要因ないし動因を分析するための用具を

拵えるべく要請された方法論であるということである。この点について再度引用によって示しておく

と，A）「共時的な構造論」の場合は，「一般的にいって一定の構造を構成する諸要因の同時決定的

な連関関係の分析には役立つとしても，構造そのものの変化の要因なり動力なりの分析には，あるい

は変化の意味の解明には無力とみなければならない」のに対して，B）「発生論的に構成された構造

論」の場合にあっては，「構造変化そのもののメカニズムを分析でき，したがってまたさらには，将

来の変化の方向の予測とか，あるいは意図的に変化を作り出そうとする場合の結果の予測なども可能

な用具としての利点をもつ」とされる（[1983b]:19-20 頁）。また，C）原理論は，「資本ないし商品

経済のその外部世界にたいする分解力をそれ自体として構造化して示したもの」であるが，「この分

解力は同時に外部世界にぶつかって反作用を受け，そのことによって自らの構造を変化させるのであ

るから，この構造の原理は，そのような外的要因の反作用を受けとめて発展，進化することが説ける

ような構造の原理として構成されていることが望ましい」のであって，「分化・発生論的方法は，こ

のような要請にこたえる意味を持つ」とされている（[1984a]:ⅱ頁）。 

第 4 に，分化・発生論は，「行動論」に基礎をおく方法論であるということである。このことは，

A）分化・発生論は，個別的な経済主体が展開の端緒におかれる方法論である，B）展開の動力として

の個別主体の意識や動機のうちに，「意図せざる結果」は入り込まない，C）流通論と市場機構論は，

同じく「行動論」に基礎をおく分化・発生論をもって展開される―以上の点を含意している。 

 

 

3.3 体系構成をめぐって 

 

■体系構成の転換 

すでに述べたように，機構論的観点に基づいて原理論の終結規定は景気循環論に定置されたわけで

あるが，このことは商業資本論と信用論の体系構成上の位置関係の決定問題を通じて明らかにされた

ものとみることができる。実際，この体系構成上の位置関係をめぐる問題こそが，山口が研究当初か
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ら主題的にとりあげていた論点であり，振り返ってみると，この問題に決着をつけることこそ市場機

構論が分析基準として武装化するための必須の条件であったと考えられる。 

 『資本論』第 3 巻は，商業資本論→利子生み資本論→信用論という順序立てをもつのであるが，宇

野はこれに対し，商業資本論を利子論の内部において，貸付資本論とそれ自身に利子を生むものとし

ての資本論との間に据えて論じるという新たな体系構成を提示した。このような宇野における体系順

序の変更の論拠は，山口にしたがえば，「形態論的観点」からのものと「機能論的観点」からのもの

とに大別される（[1983a]:第 2 章第 5 節）。 

前者の「形態論的観点」からの論拠は，主として宇野[1950・52][1953a]においてみられる。すなわ

ち，産業資本の下では，価値を形成しないという意味で不生産的あるいは個別的，偶然的に相違する

と意味で不確定的であるという理由から資本に算入しえず利潤を要求し得ない流通費用が，商業資本

のもとで資本化するには，「実質的には，商業によってかかる流通費用が節約され」なければならな

いうえ，「形態的にはその前提として貨幣が貸付資本として一般化されることを必要とする」という

観点である（同[1953a]:282 頁）。 

対して，後者の「機能論的観点」からの論拠は宇野編[1955]においてはじめて提起され，主として

宇野[1962][1964]において展開されている。すなわち，商業資本と貸付資本ないし銀行資本は「流通

費用の節約による剰余価値の生産増加をなす」という点で「同じ役目を有する」ものであるが（同

[1964]:209 頁），商業資本は「この信用による節約をさらに一歩進めるもの」として展開される必要

があるとする観点である（同編[1955]:439 頁）。 

こうした 2 つの観点からの論拠の説明は，宇野における流通費用の非資本性の根拠の把握が不生産

性から不確定性へと大筋で推移していくことに伴って，前者の観点の消極化を通じた後者の観点の前

面化へと次第に移行していったのであるが，いずれにせよ，貸付資本論（信用論）→商業資本論→そ

れ自身に利子を生むものとしての資本という体系構成は一貫して維持されており，したがって商業資

本ないし信用の原理的規定もこの展開順序に沿った整合性を付与されているのである。 

 このような宇野の体系構成に対して，山口は「機構論的観点によって展開する場合にはこのような

順序にならないで，信用論と商業資本論は逆になるのではないか」（[1983b]:224 頁）との疑問を提

出し，宇野における 2 つの論拠を次のように批判している。 

形態論的観点からの論拠に対しては，宇野のように流通資本と流通費用が「分離的に処理されるこ

とには疑問が残る」（[1983a]:127 頁）とし，両者が「いわば代替的な一種の逆相関の関係」（142

頁）にあることを指摘したうえで，「産業資本のもとにおいても，それらはかかる一種の逆相関の関

連において一体化して一定の機能を果たすものとして資本の再生産過程に必然的な費用要素をなし，

かかるものとして資本として―むろんその客観性には個別的偶然的な不確定要素からくる限度をた

えず残しつつも―利潤を要求しうるものとなっていると考えられなければならない」（144 頁）の

であり，したがって「このいわゆる「流通費用の資本化」をめぐる問題は問題として存在しえない」

（[1998]:37 頁）と批判した。 

また，機能論的観点からの論拠に対しては，「必ずしも決定的な論拠が提示されているとはいえな

い」（[1983a]:244 頁）としたうえで，「信用関係は将来の先取りという点でより高度な流通関係を

展開する」のであり，「個別資本にとっての意義の対比によっても商業資本の方が先行的である」と

する（[1998]:17 頁）。くわえて，利潤率の均等化傾向に対して果たす機能の対比においても，商業

資本の場合は「流通上の諸費用の節約による蓄積の加速の機能が，利潤率の低下に応じて一面的に消

極化していく」のに対し，信用制度の場合は「低利潤率の部門にとっても，その動向によって種々の

役割を果たす」ことから（[1983a]:296 頁），「商業資本は，その機構上の限界を信用制度によって

解決されるものとして，むしろ信用制度に先行する位置づけがなされなければならないものである」

（297 頁）ことを示している。 

 このような批判的検討によって，宇野の構成とは反対に，商業資本論は信用論に先行する体系上の

位置づけを与えられることになったのであるが，この体系構成の変更を可能にした最も基底的な論拠
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と考えられるのは，「利潤率の均等化の過程における機構的役割の相違は個別産業資本の蓄積にとっ

ての実質的な機能の相違に規定されている」（[1998]:17 頁）という点に鑑みるに，信用関係を，「資

金の直接的な融通関係」（33 頁）としてではなく，「将来の貨幣の還流を予定したいわば先取的な資

金創出の関係」（[1984a]:62 頁）として独自に把捉した点にあるといってよい。そしてまた，「体系

構成の問題はとりもなおさず原理的規定の問題」（[1983a]:244 頁）に直結することから，この独自

の信用の把握は，市場機構論の細部から体系全体に至るまで，それらに新たな原理的規定を付与する

際のコア規定として機構論の基層をなしているものと考えられるのである。 

 

■展開の動力――個別産業資本における制約と準備機構 

では最後に，市場機構論の展開の動力についてみておこう。これには大きく分けて 2 つの問題があ

る。ひとつは，展開の動力を有しているのは個別諸資本であるのか，それとも社会的に達成される結

果であるのかという問題である。これについては，個別諸資本の意識や動機を展開の動力とすること

が山口の基本線であるということは既に論じたため，ここではこれ以上論じない。もうひとつの問題

は，個別産業資本の利潤率増進活動に対する如何なる制約から展開の動力は与えられるのかという問

題である。前者の問題が「行動論アプローチ」からその解決の道筋を与えられたのに対して，この問

題は「流通過程の不確定性」という視角から解き明かされる。 

この点を明確化するため，まず流通過程の基本的視座をその不生産的性格におく場合についてみて

おこう。流通過程をとりわけ不生産性をもって特徴づける場合にあっては，利子論ないし市場機構論

の展開動力たる個別産業資本の利潤率増進活動に対する制約は，第一義的には，資本の再生産過程の

維持に不可欠である反面，剰余価値の生産になんら寄与することなく利潤率圧迫の要因として作用す

る流通上の諸費用（蓄積資金や固定資本の償却資金などを含む広い意味での遊休貨幣資本）が，個別

産業資本のもとにおいて過剰遊休化しているという点にあるということになろう。すなわち，流通過

程が不生産的な過程であるという観点を基本的なものとし，それが不確定的に変動する過程であると

いう観点には立たない，あるいはそのことを消極的にしか扱わないということは，個別諸資本の予想

値としての流通期間を，またそれに対応して保有する流通上の諸費用を，非弾力的・安定的な指標と

して理論上取り扱うことを実質的に容認するということを含意している。こうした流通の非弾力性・

安定性の視角を支えるのが，流通部面における正常な進行を前提とし，偶然的な変動という問題を度

外視する「資本一般説的観点」であり，あるいは流通期間ないし流通上の諸費用には部門ごとに平均

的な基準または平均化する傾向が存在するという観点である24)。これらのような，「流通＝不生産」

的観点から転じた，いわば「流通=確定」的観点のもとでは，本来は個別諸資本が自身のもとに蓄積

されたデータから弾き出したあくまで予想としてのみあるはずの流通期間が，あたかも確定的なもの

として理論上取り扱われることになるのであって，これに応じて流通上の諸費用もさながら確定的な

基準があるものとして理論上同様の処置を施されることになる。 

したがって，例えば流通資本については，それが流通過程の絶えざる変動のもとで生産過程を継続

するために必須の緩衝材としての役割を果たすという点からではなく，生産過程に投下されている資

本を生産資本であると規定することの対で，単に流通過程にあって形態転化をなすにすぎない資本で

あるという点から規定されることになる25)。また，純粋な流通費用に関していえば，それは総過程論

ないし競争論次元にあっても商品売買のための費用であり，剰余価値から控除されるほかない不生産

的な空費であるという側面でのみ捉えられ，それが流通過程の不確定性に対応して支出され，資本の

循環運動を促進するための費用であるという側面からは捉えられないことになる26)。こうした流通資

本と流通費用の規定のあり方の分岐に，流通資本と流通費用を分離的に理解するか否かの分岐も重な

っているのである。 

このような原理的規定の分岐を生み出す「流通=確定」的観点をもってすれば，利子論ないし市場

機構論の端緒に位置づけられる個別産業資本のもとにおいては，過剰な遊休貨幣資本の存在が利潤率

増進活動の制約になっているという点は容易に理解されよう。ある一時点において商品が必ず販売さ
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れるというような流通過程の確定性が完全に保障される想定にあっては，並列的連続生産方式のもと

で資本の分割を適切に行うことによって生産の連続性を実現することが可能であるため貨幣資本の遊

離が生じることは避けられるが，この確定性を若干弛緩させたケース，つまり，ある一時点の内側に

おいて必ず商品が販売されると想定する場合にあっては，商品資本 W´が再び生産資本の形態をとる

までの期間，一時的に貨幣資本の遊休化が生じることになる。 

これを「流通=不生産」的観点から望むならば，いうまでもなく，それは個別産業資本にとっては

何ら価値の形成に役立たない不生産的な貨幣資本であり，利潤率増進を圧迫する要因の一つとなる。

ここに産業資本の運動過程において生じる蓄積資金，償却資金が加わると，利潤率増進活動に対する

遊休貨幣資本の制約はさらに加重されることになろう。このような制約から個別産業資本によって発

せられる要請は，したがって，剰余価値の生産に何ら寄与することのない流通上の諸費用，蓄積資金，

償却資金などを内包する遊休貨幣資本を，とりわけ節減ないし圧縮したいという要請として表現され

ることになる。そしてこの要請はまた，流通期間の短縮によっても応えうることから，現金でよりも

短期での販売を実現しうる販売方法への要請としても表現されることになる。商業信用を，個別産業

資本間における不生産的な遊休貨幣資本の相互融通関係として捉える視角や，現金ではすぐには売れ

ないものをすぐに売るための方法として捉える視角，また商業資本を信用による流通上の諸費用の節

減ないし流通期間の短縮をさらに進めるものとして，それが個別的あるいは社会的な節減ないし短縮

の役割を担うものとみるいわゆる縮小代位説のような見方は，こういった要請の把握の仕方からあら

われてきたものといってよいであろう。信用論を商業信用論に先行させる体系構成の採用もまた然り

である。ともあれ，ここには次にみるような，流通過程の不確定性ゆえの準備貨幣資本の不足という

事態はほとんど表にはでてきていない。そのため信用制度ないし銀行資本ならびに商業資本は，あく

まで遊休貨幣資本の節減要請に応えるものとして原理的に基礎づけられるにとどまるのである。 

では次に，流通過程の特殊性をその不確定的性格に求める場合についてみていこう。この場合にあ

っては，市場機構論の端緒における個別産業資本が抱える制約は，流通過程の不確定的な変動に対処

すべく準備される貨幣資本の必要量に確定的・客観的な基準がないために引き起こされる，準備貨幣

資本の過剰化あるいは不足化という点に求められる27)。流通過程の不確定性とは，流通期間および商

品の売買価格の 2 面における不確定な変動のことを指すのであるが，元来流通形態たる資本にとって

このような不確定性で充満する流通過程は価値増殖活動をくりひろげる舞台としては本質的なもので

あり，この点が通底するということは生産過程を循環運動の一部に組み込んだ産業資本にあっても同

様であるのはいうまでもない28)。しかし，投入・産出関係に技術的確定性をもつ生産過程に価値増殖

活動の軸心をうつしている産業資本においては，不確定に変動する流通過程は価値増殖の場としてよ

りも，むしろそれを制約する場としての見方が強まる側面がある。原料価格の突発的な騰貴は予想に

反する仕入れ総額の膨張をまねくうえ，実際の購入量が予定量を下回る事態ともなれば，稼働率の低

下なりによる生産規模の縮小ないし固定資本の遊休化を甘受しなければならない。また販売期間の予

想外の伸長も，商品在庫の貨幣資本への転換を遅滞させることによって同様の結果をまねく可能性が

ある。もとより流通形態である産業資本は，いわば愛人たる技術的確定性を運動過程に引き込むこと

と引き換えに，本妻たる不確定性からの嫉妬をかうことになるのである。 

こうした利潤率低下の直接的要因となる固定資本の遊休化をかいくぐり生産規模の健全性を維持

するためには，したがって，その根因である流通過程の不確定的変動を離縁にするための貨幣資本の

準備が必須となる。この準備貨幣資本をバッファに流通過程の変動の影響を極小化ないし無効化し，

それによって固定資本の遊休化を避け一定の生産規模を維持すること，これが個別産業資本における

当面の目論見となる。しかし，この貨幣資本の準備量の決定においてもまた，不確定的変動が強く作

用する。流通期間ないし売買価格が不確定に変動することに対応して，準備量の決定プロセスにも多

かれ少なかれ不確定性が浸食してくることは避けられないのであり，したがって，個別産業資本が個々

に決定し保有する貨幣資本の準備量はあくまで個別に予想された準備量として，実際の変動に対しと

きには過剰化し，またあるときには不足化するということにならざるをえない。これだけの量の貨幣
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資本を準備しておけば余程のことがない限り安全であろうという自信も，貨幣資本の過剰化を前にし

ては単に臆病でしかなく，不足化という事態を前にしては慢心でしかない。緩衝材としての準備貨幣

資本の役割は，流通過程の不確定な変動のもとでは，結局のところ，このような限られた範囲内のも

のでしかないのである。また，こうした準備の過剰化・不足化を回避すべく個別諸資本は純粋な流通

費用を支出することになるが，この支出量とそれによる効果の関係においてもまた客観的な基準は存

在せず，準備の過不足の問題は依然として残ることになる。 

このような制約を抱える産業資本にとっては，流通過程の不確定性を何らかのかたちで確定化し解

除することがなによりも要請されることになる。ここでのポイントは，不確定性の解除＝確定化こそ

が産業資本における要請であるという点にあるが，これは「流通=不生産」的観点が示すところの遊

休貨幣資本の節減要請というものとは次の 2 つの面で異なっている。 

第 1 に，節減要請は過剰準備化に直面する個別資本にとっての要請であり，準備が不足する事態に

陥っている個別資本による要請ではない。準備が基本的に過剰化していると想定する「流通=不生産」

的観点からすれば，個別産業資本は節減要請をもつのみで事足りるであろうが，準備が過不足を繰り

返すとみる「流通=不確定」的観点からすればこの要請は一面的に過ぎない。準備の過剰化だけでな

く準備の不足化という事態をもあわせて回避するためには，過剰準備の節減という表現ではなく，不

確定の確定化という表現でしか個別資本は要請をなしえない。不確定性の解除という要請は，いつ直

面するかもしれないこの準備の過剰化と不足化という両事態を同時に止揚しうる，個別資本がなしう

るおそらく最も賢明な要請であるといえよう。 

第 2 に，節減ということそれ自体が，流通過程に客観的基準がないということに背理している29)。

個別資本は利潤率を高めるため流通上の諸費用を現在の水準よりも節減しようとするという「流通=

不生産」的観点からの説明は，直感的には首肯しうるものであるが，流通過程が不確定であるという

ことを煎じ詰めると，ここで節減がいえるのはあくまで現在の水準というものがあたかも確定的な基

準として選択されているからに過ぎないことがわかる。流通の不確定性というのは技術的・客観的基

準がないということなのであるから，ここで基準として選択されている現在の水準というのも当然，

費用の支出量とその効果との間の技術的確定性をふまえ客観的に導出されたような水準ではなく，不

断に変動する水準のうちからいわば恣意的に切り取られた一水準に過ぎない。このような一水準を基

準にたとえ節減が行われたとしても，仮に他の水準を基準にした場合に同様のことがいえるかどうか

は定かではないうえに，そもそも事前に技術的に決定されている客観的水準というものが存在しない

のであるから，どれだけ節減すれば節減したといえるのかということさえ本来は不確定であろう。要

するに，節減すべき対象として流通上の諸費用を取り扱うことには，このような流通の不確定性によ

る計測の困難という問題が伴うのである。 

こうした問題を回避するためには，個別産業資本には直接に節減を追求する方法といったん距離を

おくことと，そのうえで一先ず不確定なものを確定化するという方法をとることが求められよう。客

観的基準がないにもかかわらず，それでもなお利潤率最大化を目的に節減を追求するには，まずは不

確定の確定化という行動に徹して，この確定化をつうじて結果的に節減を達成するという戦略にシフ

トする必要がある。ただしこの場合にあっても，結果的に節減がなされたかどうかの確認には同じく

計測の困難という問題が残るため，個別資本は節減がなされたかもしれないという余韻で，結局は満

足するほかないであろう。 

以上のことより，流通過程の特殊性を不確定的性格にみる立場にあっては，信用制度ないし銀行資

本，商業資本といった市場諸機構は，原理論において，産業資本における不確定性を解除するものと

しての位置づけを与えられることになる。山口の市場機構論にあっては，このいわば「不確定性解除」

論的視角が全編を貫いており，この視角が下敷きないし動力として機能することで，商業資本や銀行

資本などを産業資本における不確定性の解除機構として展開するという分化・発生論的方法の採用・

適用が保障されている。分化・発生論的方法とは本来こうした「流通＝不確定」的観点に根差した方
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法なのであり，「流通=不生産」的観点をもって行われる分化・発生論的方法の類とは似て非なるも

のなのである。 

また「不確定性解除」論的視角は，商業資本論→信用論の体系順序を定着させる際にも基礎的な役

割を果たすことになっている。商業資本に対して「信用制度の方がより展開された，より高度な機能

をはたす」（[1983a]:184 頁）という場合，それは産業資本における不確定性による制約を解除する

機構としては―ということが第一義的な意味である。では，なぜ信用制度の方が不確定性を解除す

る機構として「より高度」といえるのかというと，ここに将来の「先取り」という特異な「信用創造」

規定が効いてくることになる。これは「流通=不生産」的観点から産業資本のもとにおける遊休貨幣

資本の節減機構として商業資本ないし信用制度を捉えた場合に，商業資本が信用制度による節減をさ

らに進めるものとして位置づけられることとは対蹠的である。流通過程の特殊性に対する観点の分岐

は，こうした市場機構論の体系構成における分岐の生成をはらみつつ，ひいては原理論体系のさまざ

まな箇所に分岐点をつくりだすファクターとなっているわけである。 

 

 

注

 

1) 以下，山口の著作からの引用は，（[1985]:35 頁）のように，発表年と頁数のみによって表す。 

2) 他の論稿では，「資本主義の特殊歴史的な生産様式としての特質を明らかにし，そのことによって同

時にその歴史的限界ないし死滅の必然性を明らかにしようとするもの」（[1983b]:11 頁），あるいは「資

本主義を他の社会体制と比較する基準とする，あるいは資本主義の矛盾を明らかにし，社会主義を主張

するさいの価値判断の基準とするもの」（[1996]:202 頁）とされている。 

3) ただし，「資本主義的生産の根本的条件である労働力の商品化の矛盾に，資本主義的生産の基本的矛

盾を求めること」により，「恐慌論の体系化」（[1983b]:81 頁）がなされたとする視角は，分析基準の

観点からの流通論独立化の意義の捉え方であると考えられる。 

4)  このような見方は，「資本一般」説的観点からのものである。[1984a]:256-258 頁を参照されたい。宇

野の体系構成は，生産過程と流通過程の統一は第 2 巻第 3 篇ですでに考察されたとする『資本論』にお

けるもう一つの視角を明確化したものであったと考えられる。 

5) 日高[1964]:106-107,110,162-165,215,243-252 頁も参照されたい。 

6) 鈴木鴻一郎編『信用論研究』法政大学出版局。 

7) 『電気通信大学学報』電気通信大学，第 16 巻。 

8) 流通資本と純粋の流通費用が一括して「流通上の諸費用」と規定されたのはこの論稿が最初であるが，

この用語は他の論稿においては「流通上の諸資本」とも換言されている（例えば， [1983a]:28,30,31,211

頁，[1998]: 38,41 頁）。この 2 つが意図的に使い分けられているのかどうかは判然としないが，「流通

費用の資本化」問題を排除し，産業資本のもとで流通費用と流通資本は一括して資本として投下される

ものとするのであれば，「流通上の諸費用」よりも「流通上の諸資本」のほうが呼称としてはより適切

であるようにも思われる。 

9) 『新潟大学法経論集』新潟大学人文学部，第 17 巻第 1・2 号。 

10) 小野英祐・志村嘉一・玉野井昌夫・春田素夫・山口重克共著『現代金融の理論』時潮社。 

11) 『NHK 大学講座 経済学 資本論と現代』日本放送協会。 

12) 『経済学論集』東京大学，第 42 巻第 3 号。 

13) 大内秀明・桜井毅・山口重克編『マルクス経済学の現状と展望』東洋経済新報社。 

14) このことについて多少付け加えておくと，流通費用の「資本の流通過程」論から「流通」論への送り

込みは，「第二巻の資本の運動形態論はきわめて形式的な，いわば表面形式論」（[1987]:183 頁）とす

る視角，言い換えると，生産論における資本循環論は「表面的な循環形式論」（184 頁），つまり「均
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衡的に編成されている生産の直接的な表面の形式でしかない」（161 頁）とする視角と合わさって，原

理論体系における「資本の流通過程」論解体の引き金になったものと考えられる。このことは，流通論

レベルでの流通費用の導入と，「資本の流通過程」論に対する言及がほぼ同時期（1978-79 年）にあら

われていることからもほぼ間違いないであろう。また，この「資本の流通過程」論の解体に伴って，固

定資本や流動資本，生産資本や商品資本・貨幣資本といった用語についても流通論レベルで論じられる

こととなっている（[1985]:60,67,187,209,212 頁） 

15) [1983b]:131-132 頁，[1985]:41-43 頁を参照されたい。 

16) 『経済評論』日本評論社，復刊第 33 巻第 10 号。 

17) 「行動論アプローチ」と，後述する「行く先論アプローチ」という用語は，川合[1977]による用語で

ある。 

18) 前出。 

19) 『経済学論集』東京大学，第 41 巻第 4 号。 

20) 大内秀明・桜井毅・山口重克編『資本論研究入門』東京大学出版会。 

21)  山口[1981]ではこの他に，「『資本論』で発生論的論理の展開が志向されている最も典型的な個所は

第一巻の価値形態論」であるという点，また「第三巻では商業資本論に発生論的に説いているところが

部分的にみられるが，きわめて不十分で徹底していない。利子論になると，そのような方法は部分的に

もみられない」という点が述べられている（[1983b]:18 頁）。 

22)  山口[1984b]では，宇野が分化・発生論的方法によって信用制度論を展開したといった場合にあって

も，「その内部における銀行資本や中央銀行については必ずしも分化・発生論的展開になっているとは

いえない」（15 頁）としている。ここでも分化・発生論的方法が，資本の系譜的な分化・発生を含意す

る可能性があることを看取しうる。 

23) 前出。 

24) 「マルクスのように使用価値的特殊性によって確定的な平均的流通期間を想定するのは，流通をいわ

ば生産に擬制し，生産過程化してとらえる観点といってよい。いいかえれば生産と流通とは，価値ない

し剰余価値を形成するかしないか，という点だけで区別されることになる」（[1983a]:100 頁）。「部門

内における個々の資本の競争」によって，「ある産業部門の流通費用は自ら平均化の傾向をもたざるを

えない」（森下[1960]:187 頁）。 

25) 「資本が流通過程にあるということ自身が，資本にとって不生産的なる費用」（宇野[1950・52]:164

頁）。 

「生産過程にある生産手段と労働力とが生産資本として価値増殖をなすのに対して，商品，貨幣の形

態をとる資本は単に流通過程にあって，その形態転化をなすにすぎないものとして，これを流通資本と

して区別する」（同上書:146 頁）。 

「流通過程にある流通資本として形式的な変態をおこなう流通資本」（鈴木編[1962]:167 頁）。 

「生産資本のほうは，生産的機能をつうじて価値増殖をするが，貨幣・商品資本はただ流通をつうじ

て形態転換をするだけであって価値増殖はしない。後二者をとくに流通
・ ・

資本
・ ・

 Zirkulationskapital： 

capital of circulation として生産資本と区別するのもそのためであり，資本としてはそのできる限りの

節約が……，とくに重要になってくるのである」（大内[1981・82]:上 323 頁）。 

26) 産業資本のもとにおいて流通費用は「決して資本として流通し，資本として回収されるものではない。

それは剰余価値から差引かれるものに過ぎない」（宇野[1950・52]:267 頁）。 

27) 山口[1985]にあっては，流通過程の不確定性に対処するために必須のものとなる「準備」という用語

が複数の語によってあらわされている。管見の限りで列挙すれば，「貨幣資本の準備」「準備貨幣資本」

「変動準備」「遊休貨幣資本」「準備資本」「流通資本」である。このうち，「流通期間中の生産過程

を維持するために必要であった流通資本部分」（209 頁）をなす貨幣資本は，再生産の観点からは「生
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産ないし流通を準備する資本」であり，これは「準備貨幣資本」と呼ばれている（187 頁）。この「準

備貨幣資本」という語は「流通期間の変動にそなえた準備貨幣資本」（209 頁）というように「変動準

備」を意味するのに加え，「貨幣資本の準備」あるいは「遊休貨幣資本」をもあらわす用語になってい

る（179,181,183 頁）。そして「準備資本」という用語が，最も包括的な語として用いられているよう

ではあるが（183,208 頁），これも「変動準備」と使い分けられているかは定かではない（181 頁）。

つまり，「流通資本のうちの貨幣資本」＝「準備貨幣資本」＝「変動準備」＝「貨幣資本の準備」=「遊

休貨幣資本」―というような用語の使われ方がなされていると考えられるのである。  

このことは単に用語の使い方の問題というよりも，おそらくは，山口が流通過程の不確定性による準

備の過不足の間において一時的な「内部融通」（183 頁）がなされると規定していることに関係してい

よう。山口にあっては，不確定的変動を繰り返す流通過程に対処するための準備は，過不足を繰り返し

つつもその過不足の間で相互に流用されつつ効率化を図られるものなのであって，流通過程の不確定性

を反映して準備の内容も簡単に切り分けられるものとは見做されていないのである。この他，山口にお

ける準備の内部融通に関しては，[1985]:183-184 頁，[2000]:11-12 頁を参照されたい。 

  このことに関連するが，流通の特殊性を不生産性ではなく不確定性におき，なおかつ複数種の貨幣資

本間での内部融通の存在を想定すると，個別産業資本が抱える貨幣資本は「遊休貨幣資本」と呼ぶより

も「準備貨幣資本」と呼ぶ方がより適切であるとはいえないか。「準備貨幣資本」と呼ぶかどうかは別

にしても，流通過程を不生産的過程として捉える場合，本文でも触れたように，個別産業資本が保有す

る貨幣資本には不確定的変動に備えた「準備」であるという意味合いは薄く，価値形成に寄与せず「遊

休」しているという側面が強く表れるのであるが，これに対し流通を不確定性に特徴づけられる局面と

して捉える場合，「遊休」貨幣資本は流通変動の緩衝材としての「準備」貨幣資本として意識的に保有

されることになる。ここに内部融通を考えると，保有する複数種の貨幣資本は，すべて準備としての機

能を兼ね備えることになる。もっとも，例えば予想流通期間を 3 週間と見積もった個別産業資本におい

ては，その間，生産過程を一定に維持できるだけの貨幣資本以上の貨幣資本の余分は「準備」として意

識的に保有されたのではなく，図らずも「遊休」してしまっていると考えられるかもしれないが，実際

の流通期間が予想流通期間とは無関係にゼロから無限大の間を不確定に変動するものであることに照ら

し合わせると，「遊休」する貨幣資本にも不確定性の圧力によって「準備」の機能が強制的に付加され

ざるを得ない。流通過程の不確定性を前にして，貨幣資本に「遊休」する余裕など無いのではなかろう

か。もっとも，山口もまた「準備」と「遊休」との語感の差異を意識してか，貨幣資本は「必要に応じ

て実際に出動するまでの間」は「準備として機能しているのであるから，文字通りの遊休ではないが，

……実際に出動するまでの間は他に転用しうるものとしてあるという意味を含めて，これらを遊休貨幣

資本と呼ぶことにする」との断りを述べている（[1985]:181 頁）。  

28) 「産業資本の価値増殖にとって流通過程が制約になるのは，産業資本がその運動の中に生産過程をも

っているからであって，流通過程一般が資本の価値増殖にとって制約要因となるわけではない」

（[1998]:69 頁）。 

29) 「不確定であるということは，額なり時間なりに客観的基準がないということ現在の個別的な額なり

時間なりを現在よりもできる限り節約ないし短縮したいという一般的要請動機はあるといえるかもしれ

ないが，どれだけ節約ないし短縮すれば節約ないし短縮したといえるのかという基準もないし，節約な

いし短縮の客観的手段も定かでない。したがって，流通費用なり流通期間なりをそれ自体として節約な

いし短縮の積極的な対象にすることが，ある場合には不確定性の解除に比べて特別に「前面に出てくる」

というような関係にあるものと捉えることはできない。それらは確定化を追求される過程で，確定化行

動の結果として節約ないし短縮されることがありうるという関係にあるものと考えられる」（[1998]:201

頁）。 
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第 6 章 

 

市場機構論の展開 

―商業資本論研究の第 2 期の展開― 
 

 

 

 

本章では，商業資本論ないし市場機構論の第 1 期から第 2 期への転回を図った山口の議論を基本的

に継承しさらにその徹底化を図った，菅原陽心（菅原[2012]）の所説に批判的検討をくわえる。すで

に述べたように，菅原の議論はそれが山口の方向性を概ね踏襲するものであることから，第 2 期の議

論における「展開」として位置づけられる。この点に鑑み，以下，両者の議論における微妙ではある

が理論的には重大な意味をもつと考えられる相違点の摘出をもってそれぞれの議論の骨子をあぶり出

し，そのうえで本稿第Ⅰ部において批判的検討をくわえた諸々の問題点に接続されていくことになる

論点を提出していくこととする。あらかじめ，本章の概要を示しておこう。 

第 1 節では，商業資本論の端緒をなす流通過程の不確定性と産業資本の準備機構のあり方，ならび

に産業資本と商業資本との委譲・代位関係に焦点を合わせる。菅原にあっては，①流通過程の不確定

性による個別産業資本の利潤率増進活動に対する制約は主として準備が過剰化している点にある，②

商業資本と産業資本との委譲・代位関係は商品に即した定義であり，したがって委譲・代位関係とい

う規定は売買関係を結果から振り返ってなされる規定である―との見解が提出されている。これに

対し本稿では，①´個別産業資本のもとでは流通過程の変動により準備が絶えず過不足を繰り返して

いることが常態である，②´委譲・代位関係は単なる売買関係とは区別された取引関係として規定さ

れなければならない―以上の見解を提出する。 

第 2 節では，市場機構論の体系構成の観点から，菅原の信用機構論における議論の特徴を指摘した

うえで，なお残る疑問を提出する。菅原のここでの議論の特徴は，①商業資本間の取引関係の明示，

②商業資本と銀行資本との系譜的同一性の深化，③方法論としての限界・克服論の相対化―に概ね

集約できる。これに対し本稿では，①´商業資本の受信力の高低の問題，すなわち「商業資本は信用

を与えがたい資本である」という規定は理論的妥当性をもたない，②´商業資本のもとにおける債務

の集積の位置づけの問題，すなわち商業資本が信用買いを行うことで金融部面へと越境していく側面

の重要性，③商業資本間の取引関係の展開に対する疑問，すなわち従来論じられてこなかった商業資

本間の取引関係に着目することは，市場機構論に新たに商業組織論という理論分野を実装することに

つながる―などの論点を提出する。 
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1．商業資本論の検討 

 

1.1 流通過程の不確定性と産業資本の準備機構 

 

流通過程の独自性がその不確定性にあることを明確化したのは，前章でみたように山口重克である。

山口の不確定性としての流通過程の把握は，産業資本における流通期間と準備機構の想定にも色濃く

反映している。すなわち，産業資本は「不確定な変動の存在を前提したうえで，その影響をできるだ

け小さくするための行動」として「準備金の積み立てを行なう」が（山口[1996]:164 頁），その方法

については「個々の資本はそれぞれの経験にもとづいて，不確定な流通期間のうちそれぞれの資本に

とって最もありそうな期間，つまり確率の最も高そうな期間を推定し，それを一つの基準として考慮

して，安全性を重視する場合にはそれよりも長い流通期間にたいして準備し，収益性を重視する場合

にはそれよりも短い流通期間にたいして準備する」（同[1998]:117 頁）といった弾力性をもった想定

がなされている。しかし，こうした準備資本の必要量には客観的基準がなく，個々の産業資本が「あ

る確率の範囲内」（同[1996]:164 頁）の予測をもって決定せざるをえないのであって，過剰準備化し

た場合は利潤率にとってマイナスになり，逆に節約しすぎると生産過程の一定の規模での維持が困難

になり固定資本の遊休が生じてしまうこととなる。そのため，個別産業資本は「準備貨幣資本の遊休

と固定資本の遊休の得失を秤量」（同[1985]:179 頁）しつつ，その「収益性と安全性のジレンマ」（同

[2000]:25 頁）のうちにおいて選択的に準備方法を採用することになる。したがって，山口における

産業資本にとっての流通過程の不確定性による制約とは，弾力性をもった準備方法では依然として実

現困難な過剰準備化ないし不足化の回避であると考えることができよう。 

このような山口の産業資本における流通期間と準備機構の想定は，流通過程の不確定性の視座を基

本的に踏襲する菅原のもとでは大きく異なっていると考えられる。菅原によると「資本家は流通期間

を，その期間内のいずれかの時点で商品が販売されるものとして想定している」（菅原[2012]:255 頁）
1)のであって，「生産された商品は流通期間のいずれかの時点で販売されるというように考えなけれ

ばならない」（217 頁）とされる。こうした点から「通常はその流通期間内で商品が販売されるので

あって，商品が販売されると多かれ少なかれ流通上の諸費用は準備金のままで使われないということ

になる」（259 頁）のであり，したがって「産業資本は単独ではこの流通資本を節約することはでき

ず，また，不確定に発生する貨幣準備を有効に活用することもできない」（217 頁）といった流通過

程の不確定性が産業資本のもとで「扱いにくい問題」（255 頁）としてあらわれることが論じられて

いるのである。 

ここで論点掲揚の意味合いを含め，両者の理解を大きく対比してみよう。山口の場合，個別産業資

本のもとでは準備資本が「つねに過剰準備化したり，不足したりする」（山口[1985]:208 頁）と考え

られていることからみて，資本家は当初の予想（第 1 次的予想）が外れる場合があるという予想（第

2 次的予想）を事前に行わざるをえないことが想定されていると考えられる。そのためこうした資本

家は，第 1 次的予想の流通期間内における商品販売を当然視するのではなく，当初から第 2 次的予想

に基づいた活動を行っていると考えられるのであり，たとえば準備に関しては流通資本部分に流通期

間の変動を緩衝する役割の多くを担わせるのではなく，当初から遊休貨幣資本の「内部融通」を予定

した準備資本をもって不確定な変動に備えているのである（同上書:183-184 頁）2)。この点から，準

備資本が不足するという事態は市場機構を留保した場合そのまま固定資本の遊休化に直結するため，

商業資本に対する要請は単に準備を節約したいという要請としてのみあらわれるのではなく，準備不

足という事態を回避するためにも流通期間を一先ず確定化したいという要請を含んであらわれるので

あり3)，こうした要請から商業資本へは「流通過程の委譲」（同上書:209 頁）がなされると考えられ

ているのである。 
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これに対し菅原の場合，第 1 次的予想の流通期間内に販売が実現できないという事態は「その資本

にとって危機的，例外的事態」（217 頁）とされているように，資本家が第 2 次的予想を十全に行っ

ているという想定は山口に比して希薄ではないかと推察される。つまり，個別産業資本のもとでは流

通資本の一部が「準備金のままに終わるということが絶えず発生する」（255 頁）と考えられている

ことからみて，資本家は第 1 次的予想の流通期間内に売り抜けることを当然の目標にして行動すると

いうだけではなく，実質的に予想期間内の販売を資本家が当然のものとして受け止めているものと想

定されていると考えうる。言い換えると，資本家による第 1 次的予想が外れる場合があるということ

は記述されてはいるものの4)，そうした事態は商業資本論への展開の基本線からは事実上除外されて

いるように考えられる。このことは商業資本が，過剰準備化した流通資本の「節約の問題」（217 頁）

を主として展開され，山口のように準備不足の回避の問題としては必ずしも展開されていない点にあ

らわれている5)。それゆえ，後述するように，商業資本による委譲・代位の内容も，産業資本の意図

が意識的に盛り込まれたものとしては捉えられていないのである。 

以上，一先ず論点を提出すると，なによりも，資本家は過剰準備が絶えず発生するような流通期間

を第 1 次的にそもそも予想できるのかという点が挙げられる。使用価値的特性からみて摩損の早い商

品に関しては販売期間の上限を画すことは可能であろうが，保管費を支出する限り使用価値的摩損が

長期間猶予される商品に関しては，その間に商品が販売されるというような販売期間を第 1 次的に予

想することは困難ではないかと考えられる。 

すなわち，資本家の設定する予想流通期間の範囲は，生産過程への投下資本量が決定している場合，

保有する資本量によって上限を画されたある範囲（上限流通期間と呼ぶ）内において予想された範囲

にすぎない6)。この上限流通期間というのは，使用価値が長期間維持される商品の場合に販売期間が

ゼロから無限大の範囲を変動するということからみれば，非常に限定された狭い範囲であることが分

かる。こうした狭い上限流通期間内からさらにある範囲を切り取り予想流通期間として設定したとこ

ろで，このような予想流通期間内に販売が行われる保証はないうえに，そもそも上限流通期間内に販

売が行なわれるという保証もない。資本家による第 1 次的予想は「資本家が入手した情報やこれまで

の経験から見込んだもの」（211 頁）であっても，それは結局のところ，流通過程の不確定な変動の

前では予想の域を出ないといえよう。要するに，市場機構論の端緒における個別産業資本のもとでは

過剰準備が必ずしも常態であるのではなく，準備が流通過程の変動によって過剰になったり不足した

りすることが常態であると考えざるをえないのである。 

 

 

1.2 委譲・代位関係をめぐって 

 

産業資本にとっての流通過程の不確定性による制約の内容については，山口と菅原の間には異なっ

た理解がなされている。山口の場合，準備資本の必要量は流通過程の変動の影響を受け不確定である

ことから，常に過剰になったり不足したりする―これが産業資本にとっての制約であった。 

これに対し，菅原の場合は 2 点で説明される。第 1 に，産業資本が流通過程の不確定な変動に対し

用意している流通資本をはじめとする資本の一部が，通常は資本として投じられず準備金のままに終

わるという点，第 2 に，産業資本が運動のうちに生産を抱え込むことから，流通活動を通じた利潤増

進行動が制約されるという点である。したがって，山口が制約の内容を準備資本が過剰化したり不足

化したりする点におくのに対し，菅原は準備が過剰になっている点に制約の基本的な内容をおいてい

ると考えられよう。 

 では，両者の不確定性による制約についての理解の相違を踏まえ，商業資本の分化ならびに流通過

程の委譲・代位の展開について両者の見解をみていこう。山口の場合，産業資本は上記のような制約

から，流通過程をまず確定化したいという要請をもつとされる。そして，こうした産業資本における
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不確定性の解除要請は「流通過程を他に委譲してしまうこと」（山口[1985]:209 頁）によって満たさ

れるとして，「不確定性の解除行動としての委譲の結果生じるメリット」（同[1998]:201 頁）を，①

流通期間の短縮による流通資本部分の節約，②流通期間の確定化による準備貨幣資本の節約ならびに

固定資本の遊休回避，③流通費用の縮小の 3 点に定置する（同[1985]:209 頁）。 

こういった付随的メリットをもつ解除要請を，商業資本は次のような商業利潤の取得活動によって

引き受ける。第 1 に「産業資本の流通過程の商業資本への委譲自体が産業資本の利潤率にたいして上

昇効果を与える」ため，産業資本の商業資本への販売価格が「売手の競争圧力によって押し下げられ

る」のであり，これにより商業資本は産業資本が自ら流通過程を担当する際に必要な諸費用部分を「単

純にそのまま代位」した場合にも，利潤の一部を産業資本から譲受することができる（同上書:211 頁）。

第 2 に，商業資本は「複数の産業部門にまたがって」「多数の産業資本の流通過程を集中して代位・

担当」するという独自の活動により，取扱商品の費用価格を独自的に縮小させ利潤率増進を図ること

ができる（同上書:211-212 頁）。こうして産業資本と商業資本の双方に利点があり，産業資本が自ら

流通過程を担当するよりも利潤率増進に有利であると予想される場合には，商業資本への流通過程の

委譲要請がなされると考えられているのである。以上，山口の場合，流通過程の委譲主体・代位主体

の双方にメリットが存在し，こうしたメリットを委譲・代位によって得られるかどうかを個別諸資本

が選択し，得られる限りにおいて委譲ないし代位行動をとる関係のなかで商業資本の分化が示されて

いると考えられる。 

 次に，菅原の見解をみていこう。菅原の議論における第 1 の特徴は，生産活動を重視する「α産業

資本」と流通活動を重視する「β産業資本」という「二つのタイプ」（258 頁）の産業資本が想定さ

れていることである。山口にあっても「資本家によって安全性重視派と収益性重視派」（山口[1998]:168

頁）があるという議論がなされているが，これが主として資本家による準備の厚薄の違いから述べら

れているのに対し，菅原による二つのタイプは，産業資本が生産と流通という二つの性質の異なる活

動を抱えていることから導出されている。そして，この二つのタイプのうちβ産業資本の中から「流

通活動に専念することでより高い利潤率を得ようとする資本が分化すると想定できる」とされている

（256-257 頁）。このように，商業資本の出自がβ産業資本に求められている点は，山口の場合に誰

が商業資本として分化・独立するのかは明示されていないことからして，菅原の議論の第 2 の特徴で

あるといってよい7)。 

また，山口にあっては「産業資本にとっての流通過程委譲のメリットを示し，それに応じうる資本

の存在することと応じることのメリットを示すことによって，商業資本の分化を示しえた」（山口

[1998]:50 頁）というように，商業資本の分化は，それを仮に想定した場合の委譲主体側のメリット

と，商業利潤の取得根拠と併せて論じられる代位主体側のメリットとを明らかにし，双方の主体が委

譲・代位に踏み切るかどうかそれぞれの場合のメリットを比較・選択しつつ行動する関係のなかで説

明されているのであるが，菅原の場合，商業資本の分化それ自体は，産業資本における生産と流通と

いう「二つの活動」から生じる「二つの動因」（256 頁）をもって説明されているものと考えられる。

つまり，委譲・代位のメリットや，商業資本の自立化の根拠をなす商業利潤の取得根拠の説明とは一

先ず切り離されたかたちで，「二つの動因」に基づく商業資本の分化の説明がなされているのであり，

この点は菅原の議論の第 3 の特徴であるといえる。 

 次いで，こうして分化する商業資本における商業利潤の一般的な根拠とともに，流通過程の委譲・

代位の意味する内容が示される。菅原の議論における第 4 の特徴は，委譲・代位が「商品に即した定

義」（259 頁）とされている点，また委譲・代位関係が売買関係に引きつけられて理解されている点

にある。すなわち，流通上の諸費用の節約ならびに流通期間の短期的設定を行うα産業資本は相場よ

りやや安い価格設定を行っているのに対し，β産業資本は相場以上の価格での販売を目論んでいるこ

とから流通期間はα産業資本に比してより長く設定しており，流通上の諸費用もより多くを投じてい

る。こうした二つのタイプの産業資本を前提すると，商業資本はα産業資本から商品を購入し，最終

消費者へ販売することで利潤取得が可能となる。このような最終消費者へと商品が販売されるまでの
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取引を「結果的に見ると」，「商品の販売活動の一部が商業資本に代位ないし委譲されたということ

になる」というのである（258-259 頁）。 

このように，商品に即して委譲・代位の定義を与えることにより，α産業資本にとっては「販売相

手が商業資本であるか消費者であるかはどうでもいいこと」（259 頁）とされているように，商業資

本の自立化の論証は，最初から商業資本の存在を予料したうえで委譲のうちに意識的にメリットを読

み込んでいくような個別産業資本による販売活動を軸として展開されるのではなく，個別産業資本に

よる利潤増進活動の延長として結果的に展開されるものとなっている。 

こうした展開方法が，山口による分化・発生論をさらに徹底した「競争論的分化論」（菅原[1997]:11

頁）の視角からなされていることは明白である。すでにみたように，山口にあっては，委譲・代位関

係はなお通常の売買関係とは区別された，双方の主体が意識的にメリットを読み込んでいく関係のな

かで形成されるものであり，委譲主体からみて販売相手が商業資本であるか消費者であるかは，商業

資本によるいわゆる「押し戻し」をも考慮して選択されるべき事柄であった。菅原は，山口のこのよ

うな委譲・代位関係の理解を徹底して競争論的に再構築することによって，いわば「売買関係の意図

せざる結果としての委譲・代位関係」という理解を提示しているものと考えられる。 

また，こうした両者の委譲・代位に対する理解の相違が，産業資本にとっての流通過程の不確定性

による制約に対する両者の理解の相違に端を発すると考えることも許されよう。産業資本における準

備不足の回避要請が，意識的な流通過程の委譲・代位関係の構築に繋がる山口と，産業資本における

過剰準備の節減の問題が，売買関係の延長としての無自覚的な委譲・代位関係の構築に繋がる菅原と

の見解の相違は，ここからさらに商業資本をはじめとする市場機構があくまで産業資本にとって補足

的な機構でしかないのかどうかという新たな問題をも提起しているように考えられるのである。 

最後に，菅原の議論における第 5 の特徴をみておこう。すなわち，商業資本と産業資本との間に競

合関係が存在することが明らかにされている点である。山口の場合，商業資本は基本的に利潤率ない

し予想利潤率が高い部門の商品を取り扱うものとされるうえに，販売動向が好調な「産業資本家はど

ちらかといえば流通費用の支出よりは生産過程の拡大を志向する」（山口[1998]:192 頁）と理解され

ていることから，商業資本と競合関係に立つ産業資本の存在がみえにくい構造となっている。つまり，

商業資本が主に代位活動を繰り広げる利潤動向が好調な部門においては，基本的に産業資本と商業資

本間に委譲・代位関係が構築されるものと考えられているのである8)。 

これに対し菅原の場合，「どのような状況にあっても，両方のタイプの資本が存在する」（257 頁）

とされていることから，高利潤率部門9)における商業資本とβ産業資本の競合関係が明確に想定され

ていることが分かる（263,307 頁）。このような競合関係の明示は，主として産業資本間の委譲競争

と商業資本間の代位競争とが交錯する二項間対抗関係として理解されてきた高利潤率部門における資

本間競争の態様を，いわば三つ巴の資本間競争の態様へと転化させることを意味する。β産業資本の

存在を想定することの原理的意義は，商業資本の分化の際の役割と併せてこの点にあるといってよい

であろう。 

以上，ここまでで摘出されうる論点を提出しておこう。第 1 の論点は，委譲・代位を「商品に即し

た定義」と規定していることにある。この定義により，産業資本にとって販売相手が商業資本か最終

消費者かは無差別であるとされるため，委譲・代位関係と通常の売買関係とは実質的に区別のない取

引関係として捉えることができる。ただし，菅原[1997]にあっては，産業資本が商業資本に対し販売

するときは「最初から，流通過程の一部を委譲する行為として自覚的に意識していると考えてはいけ

ない」が，「資本家的機構として商業資本が成立すると，産業資本は商品を商業資本に売るのか，そ

れとも商業資本でない買い手に売るのかということを意識して行動していると考えた方がよい」との

記述がなされている（143 頁）。これを踏まえると，「商品に即した定義」とされる委譲・代位は，

資本家的機構としての商業資本成立以前の論理段階における産業資本と商業資本との無自覚的な取引

関係を指すものであっても，商業資本成立後の自覚的な委譲・代位の定義としては不適当なものとな

るであろう。あるいは菅原は，委譲・代位を「商品に即した定義」として，資本家的機構としての商
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業資本成立後も一貫すべきとの考えに至っているのかもしれない。しかしこの定義にあっては，委譲・

代位関係は通常の売買関係とほとんど区別をもたないため，わざわざ委譲・代位という語をもちだす

必要はないと思われる。委譲・代位の定義は，要するに，取引の結果として総括的に与えられるので

はなく，個別資本の観点に即して与えられるべきなのである。言い換えると，委譲・代位の定義は，

無自覚的・無意識的な売買関係との区別を明確にするためにも「商品に即した定義」としてではなく，

自覚的・意識的な資本家の行動に引きつけて定義を与えられなければならないのである。 

第 2 の論点は，販売期間の短縮化・確定化の動機をもつα産業資本の行動様式は，相対的に低い販

売価格設定としてのみあらわれるのかという疑問である。販売期間の短縮化・確定化を図ろうとする

産業資本は，無自覚的に行動する限りでは販売価格を低めに設定するといった選択肢しかもちえない

が，自覚的・意識的に流通過程を委譲するという想定が許されるのであれば，この選択肢の他にも，

たとえば「組織化」の一形式たる継続的取引関係を商業資本との間に構築することによって想定流通

期間をより短期に設定する等の選択肢も考えられよう。もちろん，こうした特定の主体間における継

続的取引関係などの「組織化」の想定は，それが入念に概念化されていない限りは，あくまで競争的

な市場を前提に議論を重ねてきた従来の枠組みからは逸脱するものとなろう。しかし従来の議論にお

いても，事実上こうした取引関係の存在が示唆されていたものと受け止めることのできる記述は多数

の論者の著作のうちに存在する10)。この事実を踏まえて再び原理論を眺めれば，一方でこうした曖昧

な不文律を排除することにより従来の枠組みの徹底した競争論的再構築を図る菅原に顕著な視角が存

在するのに対し，他方にはこうした曖昧さを概念化するうえで削ぎ落とし，明示的に原理論に取り入

れるもう一つの視角が残されていることが分かる。第Ⅰ部でみたように，後者の視角を確保すること

によって，複層性をもつものとしてα産業資本の行動様式を捉え返すことも可能なのである。 

 

 

2．信用機構論の検討 

 

2.1 体系構成の観点から 

 

 すでに前章でみたように，商業資本論と信用論の体系上の位置づけをめぐっては，これまで二度に

わたって変更が加えられている。一度目の変更は，宇野弘蔵によるものである。宇野は『資本論』第

3 巻における商業資本論→利子生み資本論→信用論という展開順序に対し，新たに信用論→商業資本

論→それ自身に利子を生むものとしての資本という展開順序を提示した。 

このような変更の論拠を，宇野は 2 つの観点から説明している。ひとつの観点は，宇野[1950・

52][1953a]等において展開された。すなわち，産業資本のもとでは剰余価値から控除されるしかない

流通費用が，商業資本のもとで積極的に資本投下であると観念されるには，「実質的には，商業によ

ってかかる流通費用が節約」されなければならないことに加え，「形態的にはその前提として貨幣が

貸付資本として一般化されることを必要とする」という観点である（同[1953a]:282 頁）。 

もうひとつの観点は，同[1962][1964]等において展開された。すなわち，商業資本と貸付資本は「同

じく流通費用の節約による剰余価値の生産増加をなす」点で「同じ役目」を果たすが（同[1964]:209

頁），「商業資本による流通費用の節約は，この信用による節約をさらに一歩進めるものとして」展

開されなければならないとする観点である（同編[1955]:439 頁）11)。 

 このような宇野による体系構成を不服とし，2 度目の変更を行ったのは山口である。宇野による二

つの観点からの論拠に対しては，すでに森下二次也によって全面的検討がなされていたが，山口は森

下による宇野の前者の観点からの論拠に対する疑問，とりわけ「流通期間中の生産継続のための追加

資本と流通費用とは，一方を資本とし，他方を資本ならざるものとするほどに性質の異なったもので
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あろうか」（森下[1977]:102 頁）とする疑問を「まことにもっともな疑問」（山口[1983a]:134 頁）

と受けとめたうえで，流通資本と流通費用とを不確定性に特徴づけられる流通上の諸費用と一括して

捉えることによって，宇野による前者の観点からの論拠を批判した。 

また山口は，商業資本論と信用論の前後関係の決定は，それらが産業資本の利潤増進活動に対し果

たす機能ないし役割に前後関係の基準を与える宇野の後者の観点からなされるべきとしたうえで，こ

のような観点からの宇野の論拠も「説得的でない」（山口[1998]:ⅳ頁）ことを主張し，「商業資本は，

その機構上の限界を信用制度によって解決されるものとして，むしろ信用制度に先行する位置づけが

なされなければならない」（山口[1983a]:297 頁）とする機構論的観点から，体系順序の再構成を図

ったのである。 

こうして，商業資本論から信用論への体系構成上の前後関係が確定されるに及んで，宇野が「利子

論」として把握した理論分野は，分化・発生論的方法に基づいて展開される「市場機構論」として整

備されていったのであるが，このような前後関係の確定はまた，実質的に以下に示すような市場機構

論における論理展開の前提条件を新たに生じさせるものであったと考えられる。 

 第 1 に，商業資本論が信用論を前提せずにそれ自体独立した理論分野として展開されることになっ

た。この点が商業資本の把握に如何に関わっているかを 2 点ほど示しておこう。 

まず，①商業資本における現金取引が論じられることによって，「信用制度を十分に利用するもの」

（宇野編[1955]:439 頁）としての商業資本といった把握が留保された。すなわち，商業資本論を先行

（以下，商業資本先行型と呼ぶ）したことで，信用論を先行（以下，信用先行型と呼ぶ）させた場合

には論じられなかった商業資本の現金取引がそれ自体として切り出されたのであり，これにより「商

業資本は自己資本を仕入れに用いない」（日高[1972]:78 頁）と捉えられてきた商業資本の取引活動

が，現金取引のもとで見直されることになった12)。 

このような現金取引の考察を介しての商業資本の取引活動の見直しは，信用先行型において信用買

いが前提された際，それに伴い付与された信用に固有の粘着的性格を商業資本の取引活動から削ぎ落

とす効果をもったのであり，これにより商業資本の資本種としての特性として取扱商品の変更や参

入・退出が容易であることが強調され，また商業資本と産業資本との取引に関してもそれが「押し戻

し」を常態とする単発的性格の取引であることが指摘されてきた。こうした迅速性を軸とする商業資

本像のさらなる先鋭化は，本稿第Ⅰ部第 3 章第 1 節でみたように，信用論において「定着性や資本活

動の継続性に問題があり，一般的にいって信用を与え難い資本」（山口[1985]:224 頁）として商業資

本を描出するまでに至っている。 

 次に，②卸売商としての商業資本の側面が，小売商としての側面と併せて論じられるようになった。

すなわち，信用先行型において商業資本は，直接の消費者を相手にするゆえに信用販売を行うことが

できない等の制約をもつ産業資本から商品を購入することによって，産業資本における制約を解除す

る役割を果たすものとして規定されるため，「商業資本の考察にあたっては産業資本家の直接の消費

者に対する関係が先ず問題とせられなければならない」（宇野[1950・52]:496 頁）というように，な

によりも小売商としての把握がなされてきた13)。 

これに対し商業資本先行型においては，一先ず商業資本の販売相手が資本家であるか直接の消費者

であるかは不問に付したうえで商業資本の規定がなされている14)。こうした商業資本先行型における

卸売商の側面をも含んだ商業資本の把握は，すでに検討したように，信用論において銀行資本として

自立化していく資本の系譜を，多数の資本に対し信用販売を行う卸売商としての商業資本に見定める

という論理に繋がっている。 

 第 2 に，信用論が商業資本論を受けて展開されるようになった。ここでも商業資本が信用論展開に

如何に関わっているのかを 2 点ほどみておこう15)。まず，①商業資本が介在する信用取引を論じるこ

とが可能になった。この点は，信用先行型と商業資本先行型の商業信用の定義の違い，つまり産業資

本間の信用取引のみを商業信用とするか，あるいは産業資本と商業資本との信用取引および商業資本

間の信用取引も含め商業信用と定義するかの違いに明確にあらわれている16)。これにより，産業資本
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間の信用取引こそが商業信用であるかのような通念は払拭されたうえに，商業資本が介在する場合の

商業信用の利点・条件・限界が明らかにされたことに加え，産業資本と商業資本が互いに相手を比較

基準とする視座が設営されたことにより，それぞれの信用取引の独自性をあぶり出すことが可能とな

った17)。 

次に，②商業資本の中から銀行資本として自立化する資本が現れるとする論理が可能となった。信

用先行型にあっても，銀行資本として何が自立化するのかという議論が繰り広げられたのであるが18)，

体系構成的に銀行資本の出自を商業資本に求める展開は事実上不可能であった。これに対し商業資本

先行型の場合，すでに鈴木編[1962]が商業資本と銀行資本との関連性を探る指摘を行っているが19)，

とりわけ山口においては，すでにみたように，商業資本の銀行資本への専門化・独立化という論理が

商業信用論と銀行信用論を結びつける媒介項として機能している。すなわち，「受信力の問題」と「量

的条件の問題」の二つの商業信用の限界は，「債権の集積」と「情報の集積」によって「受信力」な

らびに「与信力」が高められている商業資本による信用代位によって克服しうるのであり，こうした

商業資本が「信用代位業務だけで独立」することで銀行資本が成立するとされている（山口

[1985]:224-226,231 頁）20)。 

第 3 に，商業資本の限界を受け信用論が展開されるようになった。信用先行型の場合，商業資本は

信用取引に残る問題，つまり生活物資を生産する資本は信用販売を行えないという問題や，信用取引

のみでは流通費用の節約が徹底しないといった問題を解決するものとして展開されるという構成であ

ったのだが，山口は「商業資本の方が信用制度よりも論理的に先行し，信用制度は商業資本の機構上

の限界を打開するものとして位置づけることのできるものであること」（山口[1998]:ⅴ頁）を積極的

に示したのであった。 

このような山口の展開方法は，産業資本における流通過程の不確定性による制約の解除機構の分化

という視角を軸とするものである。すなわち，産業資本は流通過程の不確定性に対処するため一定の

準備資本をもつ必要があるが，その必要量には客観的基準がないため常に過剰準備になったり不足し

たりする状況に陥ってしまうのであって，こうした問題を解決する機構としてまず商業資本が要請さ

れることとなる。だが，商業資本は産業資本にとって必ずしも恒常的に利用しうる機構とはいえない

ことから，新たに商業信用が「市場の不確定性の解除機構としての意味をもつものとして要請」（山

口[1998]:188 頁）されるのである。 

 

 

2.2 菅原の議論の特徴 

 

では，菅原が商業資本先行型の立論をどのように進展させているのかをみていこう。菅原の議論に

おける第 1 の特徴は，商業資本間における現金取引を明示している点にある。山口[1985]においては

論じられていないことからしても，これは特徴の一つであるといってよい。商業資本と産業資本との

委譲・代位関係を商品市場における経糸とみれば，商業資本間の取引関係はこれを連動させる緯糸と

しての機能をもつ。こうした緯糸を明示した菅原の議論に鑑みると，山口にあっては「商業資本によ

って組織される商品市場機構」（山口[1985]:206 頁）を論じていく方向性が打ちだされていながらも，

実質的には緯糸無き経糸のみで編み上げられた商品市場機構が論じられていたことが明確となる。 

これはまた，山口において商業機構の限界が指し示す内容は，産業資本にとっての単独の商業資本

の機能の限界であって，必ずしも「商業資本によって組織される商品市場機構」の限界ではないこと

を意味すると考えられよう。山口が如何なる理由で商業資本間の現金取引を明示しなかったのかは定

かではないが，いずれにせよ菅原によってこれが明示されたことで，商品市場の内実は「商業資本に

よって組織される商品市場機構」として整序されることになったと考えられる。 
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ただし，菅原[2012]にあっては「商品市場機構」ないし「商品市場」という語は見当たらない。第

3 篇第 2 章において，第 1 節の表題のみが対応する市場の明記のない「第 1 節 商業資本」であるこ

とからすると，菅原にあっては，商業資本は銀行資本が貨幣市場を編成するのと同じように一つの市

場を編成・組織する主体であるとは捉えられていないのかもしれない。また，商業資本間の現金取引

に関する記述がわずか二，三行であることからは，経糸と同様に緯糸の重要性が謳われていると捉え

ることは困難であろう。 

次に，菅原の議論における第 2 の特徴は，商業資本間における信用取引を論じている点にある。山

口[1985]においてはこれについても何ら論じられていない。こうした両者における見解の相違からみ

ると，菅原にあってはより明確に商業資本の卸売商としての側面が打ちだされていると考えられる。

とはいえ，菅原が「商業資本同士での売買における商業信用」として例示しているのは，「商業資本

N が，たとえば織布資本家 A あるいは布の販売を行なっている商業資本 O から布を買う場面」であ

り，実質的に，商業資本間の信用取引と，商業資本と産業資本との信用取引との間の垣根は取り払わ

れている（278-279 頁）。この点からは，商業資本間の信用取引にあってもそれが産業資本と商業資

本との信用取引に比して何らかの重要性が付与されていると捉えることは困難であろう。菅原による

卸売商としての商業資本の把握は，商業資本間の取引を打ちだす方向性よりも，次に述べるように，

むしろ商業資本と銀行資本との系譜的同一性を打ちだす方向性により強くあらわれている。 

菅原の議論の第 3 の特徴は，山口に比してより強く銀行資本の出自を商業資本のうちに求めている

点にある。菅原によれば，「質的条件」ないし「量的条件」を満たせないという商業信用の限界は，

「多くの資本と信用関係を取り結び，順調な返済還流を実現」することによって受信力ならびに与信

力が高められている商業資本の仲介によりその限界を解除されるのであり，こうした信用仲介によっ

て「利潤増進活動を行なう商業資本の中に，信用仲介業務に専念する資本も登場する」とされる

（280-284 頁）。 

このような菅原の議論は，大筋では山口の議論を踏襲したものであるが，両者の間にも多少の相違

は認められる。第 1 に，菅原の場合，山口のいうところの「債権の集積」が受信力ならびに与信力の

双方を高めるものであることが明示されている。山口[1985]にあっては，「債権の集積」は「受信力

の問題」ならびに「量的条件の問題」の二つの商業信用の限界の問題を打開するうえで必要となる「受

信力」を高めるものとして取り扱われている。言い換えると，「債権の集積」は「受信力」のみにか

かわるものとされているうえに，「受信力」は「受信力の問題」だけでなく「量的条件の問題」をも

打開するものとして位置づけられているのである。この点は，債権を集積している商業資本は「受信

の量的条件を産業資本よりも自由に与信資本の必要としている条件に適応させうる」（同上書:225 頁）

と山口が規定していることから理解できよう。ここでは「受信の量的条件」は，「債権の集積」によ

る高い「受信力」によって緩和されるもの，つまり「受信力」が「量的条件の問題」にも対応させら

れているのである21)。これに対し菅原の場合，「債権の集積」は受信力ならびに与信力を高めるもの

とされているうえに，受信力は「質的条件」に，与信力は「量的条件」にそれぞれ対応させられてい

る。このことは「受信についての質的な条件」（279 頁）や「与信の量的条件」（280 頁）という記

述に明らかであろう。 

第 2 に，菅原にあっては，山口の議論における「情報の集積」の存在が見当たらない。山口の場合，

「情報の集積」は「与信力」を高める役割を果たすものであるが（山口[1985]:226 頁），菅原の場合

には量的条件の問題が「債権の集積」によって高められる与信力によって緩和されており（280-281

頁），与信力を高めるものとして情報に関しての指摘はなされていないのである。ともあれ，両者の

議論には微妙な相違はあるものの，いずれにせよ銀行資本の出自を商業資本に求める視角に加え，商

業資本の出自を産業資本のうちに明示していたことを踏まえると，菅原における分化・発生論は系譜

論的側面を相対的に重視していると考えることができよう。 

最後に，菅原の議論における第 4 の特徴をみておこう。すなわち，商業資本論から信用論への展開

において，産業資本にとっての商業資本の限界といった指摘がなされていない点である。菅原にあっ
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ては「流通過程の不確定性に対処するもう一つの方法」（270 頁）として信用論が展開されており，

山口のように「商業資本による商品市場機構の限界を打開」（山口[1985]:218 頁）する機構として展

開されるものとは扱われていない。つまり機構間の関係は，山口がいわばタテの関係であるのに対し，

菅原はヨコの関係として捉えていると考えられる。ただしヨコの関係といっても，たとえば利子付預

金は「低利潤率部門にある資本にとって積極的な役割を果たすものであり，商業資本では論じられな

かったものである」（293-294 頁）といった記述にみられるように，両機構は産業資本にとっての流

通過程の不確定性を緩和するという同様の役目をもちながらも，商業資本においてはなしえなかった

役割を信用機構が担うといった重層的な補完関係にあるとも考えられる。また信用機構内部では，商

業信用の限界から銀行信用が展開されるタテの関係が維持されており，なによりも銀行資本の導出に

は商業資本の存在が不可欠な契機として組み込まれていたのであった。こうしてみると，商業資本の

限界から信用論が展開されていないという点から両機構はヨコの関係にあると断定することは早計か

もしれない。 

 

 

2.3 信用論における疑問点 

 

以上，菅原に対し疑問点を提出しておこう。第 1 の疑問点は，本稿第Ⅰ部第 3 章第 1 節において検

討したように，商業資本の受信力が低いと規定されていることにある。ここでは菅原の議論に沿って

みておくと，「商業資本は産業資本と異なり，固定資本の投資は本来必要がない。商業資本は，いわ

ば，電話一台で取引することすら可能である。そのような商業資本が商品の買い手である場合，売り

手はそのような買い手の将来の支払約束を信用できないといえるであろう。受信についての質的な条

件は満たせないことになる。しかし，たとえば，大きな店舗を構え，多数の産業資本や商業資本と取

引をしている商業資本を考えてみよう。その場合は，質的な条件を満たすといってよい」と規定され

ている（279 頁）。前半部分では，固定資本がないことから受信の質的条件を満たせないことが導出

されている。後半部分では，固定資本＝「大きな店舗」があるという条件に，多数資本との取引があ

るというもう一つの条件が加わることによって質的条件が満たせるということが示されている。仮に

多数資本との取引をもつ商業資本は「大きな店舗」をもつとすれば，前半の「電話一台で取引するこ

とすら可能」な商業資本は多数資本との取引関係をもたない商業資本であることを意味していよう。

つまりここでは，固定資本の有無を質的条件に関連させる視角と，多数資本との取引の有無を質的条

件に関連させる視角とがあると考えられる。 

前者の視角から検討しよう。固定資本の有無が質的条件を満たせるかどうかを左右するかのような

規定には疑問がある。質的条件が満たされるには，両者の間に「長期的な取引が存在し，その取引経

験から信用できるようになるなどの条件が存在しなければならない」（52 頁），あるいは「日常的な

取引関係があることが前提となる」（275 頁）とあるように，固定資本と信用の質的条件との関連は

ここまで一切ふれられておらず，商業資本における信用を論じる際にはじめて問われることになって

いる。しかし，たとえこの関連を認めた場合にあっても，商業資本が日常的な取引関係をもっていれ

ば，受信の質的条件は満たされることになろう。また，ここでは固定資本がないことが質的条件を満

たせないという商業資本にとって不利な条件として捉えられているが，むしろ固定資本がないという

ことは高利潤率部門の商品を迅速に取り扱うことができるメリットがあるということであって，この

点で固定資本の存在ゆえに迅速な資本移動に制約がある産業資本よりも質的条件を満たし易いと考え

ることもできよう。いずれにせよ，固定資本の有無は質的条件を満たすかどうかの基準としては不適

当であると思われる。 

次に後者の視角を検討しよう。多数資本との取引を行っていない商業資本は受信の質的条件を満た

せないと規定することには疑問がある。「手広く商業活動を行なう資本の受信力は一般的に高いとい
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うことができる」（279 頁）という点は同意するが，このことは多数資本との取引関係をもつ資本の

受信力が，それをもたない資本に比して相対的に高いことを意味するだけであって，多数資本との取

引をもたない資本の受信力が絶対的に低いということまでをも意味するものではないであろう。この

ことは菅原にあっても，多数資本と取引関係をもたない産業資本は質的条件を満たせないとは述べら

れていないことからも明らかであると思われる。多数資本との取引関係をもたない商業資本であって

も，産業資本の場合と同様，信用の質的条件を充足できると考えるべきであろう。 

第 2 の疑問点は，これもすでに第Ⅰ部第 3 章において検討した問題であるが，銀行資本へと分化し

ていく商業資本の多数資本に対する「債権の集積」は展開上重視されているのに対し，「債務の集積」

に関しては展開から除外されている点にある。これも再度，菅原の議論に沿って検討しておこう。菅

原は，多数資本と取引をもたない商業資本は質的条件を満たせないと規定していたが，これに対し「多

くの産業資本や商業資本と手広く売買活動を行なっているような商業資本」は「多くの産業資本や商

業資本に手形で商品を販売したり，購入したりという活動を繰り広げている」とする（280 頁）。こ

こでは，信用売りだけでなく信用買いも商業資本においては存在することが示されている。だが，銀

行資本へと分化する商業資本の高い受信力ないし与信力の根拠を探る段にあっては，信用売りによる

多数資本からの資金の返済還流のみがとりあげられるであって，信用買いに関しては考慮の外におか

れている。商業資本の受信力ないし与信力の高低は，商業資本における信用売りの側面からのみ規定

されているのである。 

しかし，銀行資本における信用代位業務だけでなく貨幣取扱業務をも商業資本のもとで位置づけて

おくうえでも，商業資本における信用買いの側面を考察すべきではないか。たとえば商業資本の信用

買いは，売手からみれば信用を与えているだけでなく，現金に対し現在販売すれば過剰になってしま

う販売代金を与信期間中，商業資本のもとに事実上預託しておく行動であると捉えることもできる。

こうした売手の行動は，商業資本への貨幣取扱業務の部分的な委託であるといってよい。商業資本が

多数の資本から信用で商品を購入するのであれば，商業資本のもとには多数の資本の貨幣取扱業務が

集中されていると考えられる。 

また，商業資本が同一資本に対し信用売りと信用買いを行うことができる特性をもつことからする

と，商業資本に対し信用販売を行った A が再びその商業資本から商品を購入するという状況が考えら

れる。この場合，信用販売によって商業資本のもとに事実上預託された販売代金には，A にとって「将

来の支払いの前払い」という性格が付与される。言い換えると，商業資本に対する信用売りによって

創出される A の債権は，A が将来的に商業資本から信用買いした際に生じる商業資本に対する債務の

支払分が前払いされたもの，つまりAの債権はAの将来の債務の前払いであると考えることができる。

A の与信は，A の将来の受信のための与信であるといってもよい。この点は菅原が，銀行資本に対す

る債務の先払いによって，一般的にリスクが高い行為とされる貨幣保管の委託がなされるとする点を

商業資本のもとで位置づけ直したものであるといえよう22)。このように銀行資本に先立って，商業資

本のもとに貨幣取扱業務を位置づけておくうえでも，また商業資本の「越境性」を概観するうえでも，

商業資本のもとにおける「債務の集積」は論じられなければならないのである。 

第 3 の疑問点は，商業資本間の取引関係をさらに豊饒化できないのかという点にある。菅原の議論

の特徴の一つは商業資本間の取引関係を明示している点にあった。ただし菅原にあっては，この視角

が信用論の論理展開に生かされているとは必ずしもいえず，むしろこうした卸売商としての商業資本

の把握は，銀行資本の出自としての商業資本としてその位置づけを与えられている。つまり，菅原は

商業資本先行型の議論を推し進めることで，一方で商業資本間の取引関係を明示することによって，

他方で商業資本の銀行資本への分化を強調することによって，卸売商としての商業資本に展開上二様

の位置づけを与えているのであるが，後者への位置づけが展開の基本線となることによって，前者は

十分な展開をみないままにそれへと吸収されていったと考えられる。 

しかし，こうした商業資本は銀行資本の母体として指名を受ける以前に，他の資本との取引関係を

通じて市場に何らかの変容を呼び込む可能性をもつとも考えられるのであり，とりわけ菅原において
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十分な展開をみなかった商業資本間の取引関係はここにおいて中心的役割を果たすものであるとも考

えられる。たとえば，商業資本の銀行資本への分化を展開上の基本線とみた場合には，商業資本と銀

行資本との個と個の関係が議論の中心となるが，これに対し商業資本間の取引関係を十全に展開した

場合，商業資本間と銀行資本間との関係ないし商業組織と銀行間組織との関係が議論の俎上にあげら

れることにもなろう。ここから，商業資本の銀行資本への分化でなく，商業組織の銀行間組織への分

化を問題にすべきであるとまで論理を延長するかどうかは別としても，少なくとも商業組織と銀行間

組織との機能的な対応関係に関しては議論されてよいと考えられる。銀行資本を「商業資本の活動が

広範に展開され，広く信用取引を媒介するようになった結果，その一部が分化したもの」（255 頁）

と捉えるのであれば，菅原にあっても商業資本の広範な活動のあり方をさらに追究しておく必要があ

ったと考えられるわけである。 

 

 

注

 

1) 以下，菅原[2012]からの引用は頁数のみを示す。 

2)  山口による準備の内部融通に関しては，山口[1985]:183-184 頁，同[2000]:11-12 頁参照。山口の場合，

準備は過不足を繰り返しつつもその過不足の間で相互に流用されつつ効率化を図られるものであり，流

通過程の不確定性を反映して準備の内容も簡単に切り分けられるものとは見做されていない。これに対

し菅原の場合，第 1 次的予想の現実化を企図する資本家は，流通期間の変動を基本的には流通資本部分

で緩衝しつつ，流通期間の予想が外れた例外的事態において他の準備金の流用を行うものとされている

（菅原[2012]:217,260 頁）。ただし「遊休貨幣資本は一括して準備とされ，一時的には流用される」（219

頁）という記述からは，当初から内部融通を予定した準備が行われていると考えることもできる。 

3)  山口[1998]:201 頁参照。 

4)  菅原[2012]:217,260,273 頁参照。 

5)  「将来の支払約束で商品を購入することができれば，準備金が不足していても，必要なときに必要な

商品を購入することができる」（菅原[2012]:271 頁）とされているように，菅原の場合，産業資本の準

備不足の回避という問題は基本的に信用論に振り分けられていると考えられる。信用論が「流通過程の

不確定性に対処するもう一つの方法」（270 頁）として商業資本論といわば並列的に展開されている背

景には，こうした振り分けが両機構それぞれになされていると考えることもできる。 

6)  例を挙げておくと，保有資本量 5000 の資本家が並行的連続生産方式を採用するものとし，生産期間 5

週間で毎週各工程に 100 の資本を投下すると仮定する。この場合，生産過程には 1500 の資本が投下さ

れるため，上限流通期間は 7 週間となる。資本家による予想流通期間の設定は，稼働率を落とさない限

りは，この上限流通期間である 7 週間の内側に設定されることになる。予想流通期間の立脚するこの 7

週間という数字は，商品の販売期間とは何ら関係なくおかれた数字であることが分かろう。 

7) 菅原[1997]:144 頁参照。山口が商業資本の出自を明示していないのは，「分化=発生論で問題になるの

は，資本の分化＝発生ではなく，機能の分化＝発生であろう」（山口[2007]:72 頁）との考えが背後に存

在するゆえであろう。山口[1983a]:17-18 頁，同[1998]:47-52 頁も参照されたい。 

8)  ただし，売れ行きが悪い部門であっても「購入価格と販売価格の間に十分な差額が予想できれば，商

業資本はこれらの商品を取扱う」（山口[1998]:74 頁）と想定されていることからは，売れ行きの悪い部

門における産業資本と商業資本との競合関係が看取できよう。また，押し戻しという事態についてみて

も，この事態が売れ行きの悪い部門の商品について「生じ易い」（同上書:75 頁）との想定は，売れ行き

の良い部門での押し戻しを必ずしも否定するものではないであろう。この点からは，売れ行きの良い部

門における競合関係の存在が指摘できる。 

9) 高利潤率部門ないし低利潤率部門の説明に関しては，菅原[2012]:229,263 頁参照。 
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10) 大内[1978]:18,140 頁，日高[1983]:218 頁参照。 

11) 前者の観点からの説明は，宇野[1950・52]:258-259,458-459,495-497 頁を，後者の観点については，

宇野[1962]:315-317 頁，同[1964]:139 頁参照。 

12) 商業資本による信用の利用については，宇野[1950・52]:502 頁，同編[1955]:442-443 頁，同

[1962]:296,317-318 頁，同[1964]:209-210 頁，同編[1968b]:329 頁，大内[1978]:92 頁，同[1981・82]:

下 692-694 頁，日高[1983]:235-236 頁参照。ただし，宇野には，商業資本が「最初から信用を利用する」

のは「特殊の場合」とする見方も存在する（宇野編[1968b]:332 頁）。 

13) 宇野は「資本家と直接の消費者との間に行われる売買となると，これを商業信用乃至銀行信用をもっ

て補足することは，単にその期間からいっても出来ない」（宇野[1950・52]:496 頁）ことから，この両

者の取引を媒介するものとして商業資本を描出している。大内の場合，商業資本の機能が「最終消費資

料を生産する産業資本にたいしても信用売りの道を開くこと」（大内[1981・82]:下 694 頁）におかれて

いる。日高も，生活資料の買手に信用は与えられないことから，「商業資本が形成されると，商業信用

を販売に利用できなかったどんな産業資本も，商業手形で商品を売ることができる」（日高[1983]:235

頁）としている。ただし，各論者に卸売商の視点がないわけではない。宇野[1950・52]:502 頁，大内[1981・

82]:下 692 頁，日高[1983]:235 頁参照。 

14) 山口の場合，商業資本は「産業資本とそれにたいする本来の売手あるいは買手との間に入ってそれら

の間の売買をいわば仲介する」（山口[1985]:209 頁）とされているように，卸売商・小売商のどちらに

も該当する規定がなされている。菅原も，商業資本は商品を「生産手段ないし消費手段として消費する

消費者」（菅原[2012]:258 頁）に販売するとしている。 

15) この 2 点の他にも，商業資本を先行させたことが信用論における諸規定に影響していると考えうる点

を挙げると，「現金でならば直ちに販売し得ない」商品を「手形でならば直ちに販売し得る」（宇野[1950・

52]:463 頁）という信用の捉え方が後景化したことが挙げられる。信用先行型がこうした主張をする背景

には，信用取引を現金取引と比較することでしか規定しえなかった点があると思われる。つまり商業資

本先行型においては，信用取引は現金取引との比較によってその独自性を与えられるのではなく，むし

ろ機構としての商業資本と比較されることを通じてその機構上の独自性を与えられることとなる。この

ため，信用先行型のように「貨幣で売るのならもっと期間がかかるであろうものを，信用で早く売る」

（日高[1983]:218 頁）と信用の役割を押さえる視点は，商業資本先行型にあっては後景化したと考えう

る。 

16) 宇野[1950・52]:465 頁，大内[1981・82]:下 406 頁，山口[1985]:218 頁参照。 

17) 山口[1985]では商業資本の信用取引を論じる際，多くの場合に産業資本との比較の文言が記述されて

いる（218-226 頁）。 

18) 宇野[1950・52]:467 頁，大内[1978]:264-265 頁，日高[1983]:223 頁参照。 

19) 鈴木編[1962]:359 頁参照。 

20) 商業資本の銀行資本としての自立化といった論理が打ちだされた背景には，預金先行説に対し発券先

行説（「債権取得先行説」（山口[2000]:139 頁））の立場を強く打ちだしたことも反映していると考え

られる。山口は「将来の資金形成の先取りによる現在の購買力の創出」（同[1984a]:46 頁）という信用

創造理解をもって，信用論は「その独自の信用創造論を充実させてゆく方向に発展させられなければな

らない」（同上書:47 頁）と主張したのだが，この観点を推し進めた場合，銀行資本が預金業務なしで信

用代位業務を行うことを明示するには，高い信用力をもつ資本の存在が銀行資本の出自として指摘され

ねばならない。言い換えると，遊休資金や商業信用に伴う流通費用の集中によって銀行資本が措定され

るといった預金先行説論者（宇野[1950・52]:467 頁，日高[1983]:222 頁参照）に対し発券先行説の立場

を打ちだすには，銀行資本の出自として一先ず自己資本のみで信用代位業務を行えるほどの信用力をも

つ資本が市場にみつけられねばならない。つまり，この意味では発券先行説と銀行資本の系譜的分化論

とは親和的であったといえよう。ただし，系譜的分化論においては，誰が銀行資本になるのかが問題の
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焦点となるため，預金先行説論者が問題としていた，何が銀行資本の自己資本をなすのかという問題が

みえにくくなる難点を抱え込んでいるとも思われる。 

21) 山口は「受信力の問題」ならびに「量的条件の問題」という商業信用の二つの限界のうち，特に「受

信力の問題」を商業信用の基本的な問題と捉えている（山口[2000]:94-95 頁）。そもそも「受信力」と

いう語自体，手形の期限や金額の個別性という限界＝「量的条件の問題」に解消されえない，支払能力

の不確実性という限界＝「受信力の問題」を明確に取り出すため，従来から使用されてきた「信用力」

ないし「信用度」といった語から切り出して新たに設けられた語であろう。しかし本文で述べたように，

「受信力の問題」だけでなく「量的条件の問題」までもが「受信力」によって打開されるかのように規

定したのでは，「受信力」という語でわざわざ切り出してきた「受信力の問題」が不明瞭になるのでは

ないか。「与信力」（山口[1985]:231,232 頁）という語が，商業信用の限界から商業資本による信用代

位の展開ではあらわれないのも，「受信力」の規定の仕方にかかわっていると思われる。 

22) 菅原[2012]:287 頁参照。 
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第 7 章 

 

商業資本論の転回 

―商業資本論研究の第 3 期への転回― 
 

 

 

 

本章では，商業資本論研究を第 2 期から第 3 期へと転回させた，近年の宇野学派「組織化」論の代

表的論者と目される清水真志の議論を，論稿「もう一つの商業資本論―「商人資本に関する歴史的

事実」」（清水[2013・14]）に沿って検討する1)。 

第 3 期における商業資本論の特徴が組織論的観点の導入にあったことはこれまでみてきたとおりで

あるが，この導入に伴い，従来の通説的な商業資本像が同時に刷新されていったことは，第 3 期にお

いて商業資本という資本種が従来とは比較にならない程に膨張していくことの契機となった。ここで

は商業資本は，対生産部面において産業資本との組織的な委譲・代位関係を取り結ぶだけでなく，貨

幣市場や資本市場にそのはじまりから関与したり，また後でみるように，労働市場においてプロモー

ターの役割を果たしたり，あるいは産業資本の発生や生産過程の組み換えに直接にかかわるなど，資

本主義的市場の全部面においてまさに縦横無尽の活躍をみせる資本種としての位置づけを原理論にお

いて与えられている。第 2 期までの，産業資本を中心として周辺にその活動を補足する商業資本が存

在するといったような市場の構図は，それが相対化されるどころか，むしろ機能が極大化した商業資

本を中心とする市場像へと，第 3 期においては大きく振れることになったのである。 

本稿もまたこうした「組織化」論の議論に棹差すものであると宣言したが，本稿のそもそもの問題

意識ないし課題は，「組織化」論にあって見過ごされていた産業資本の「組織性」を取り出すことに，

そしてその産業資本間における「組織化」の規定をもって商業資本論を再構築することにあった。こ

のことからは，第Ⅰ部において展開した議論が，「組織化」論において極度に膨張化された商業資本

像を相対化する効果を有していたことが分かろう。本稿は「組織化」論に棹差すものでありながら，

結果的にはこれとは逆に，産業資本像の拡張をもって膨張する商業資本像に歯止めをかけていたわけ

である。 

もっとも，商業資本に「越境性・組織性・独立性」を回復させることを本稿第Ⅰ部で目的としてい

たことは事実であり，従来の通説的な商業資本にあってはみられない活動を第Ⅰ部において追跡する

ことによって，「組織化」論と同様に商業資本像の膨張を是としたこともまた事実である。要するに

本稿では，商業資本像の刷新は認めるものの，それは同時に産業資本像の刷新をもって常に相互的な

相対化が図られなければならないという立場をとっていたわけである。この限りでは，本稿は商業資

本論研究史における，いわば第 3 期の揺り戻し的位置づけにあずかるものと自認することができよう。 

いずれにせよ，第 3 期の商業資本論は近年の「組織化」論をもってまだ開始されたばかりであり，

今後如何なる方向へと議論を進めていくかはその展開を俟つよりほかないが，現時点において提出さ

れている論点だけでもすでに，議論が尽くされてしかるべき課題が山積みの状態である。本章では，

この状態を多少なりとも解消させるべく，以下，清水[2013・14]を検討材料に第 3 期商業資本論の全

体像を，本稿第Ⅰ部の議論に直接的に接続することになる論点の摘出を踏まえつつ，描出していくこ

ととする。 
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あらかじめ，本章の筋立てと論点のいくつかを示しておこう。検討は概ね清水論文の節立てに沿っ

て，以下の順序で行った。①清水論文を読むうえでのポイント（本章第 1 節），②従来の商人資本像

をめぐって（第 2 節），③商業機構の二重構造論をめぐって（第 3 節），④産業資本の二類型をめぐ

って（第 4 節第 1 項），⑤労働市場像をめぐって（第 4 節第 2 項），⑥分化・発生論をめぐって（第

5 節）―以上である。 

本稿における検討は，清水論文の重厚さゆえに非常に多岐にわたっているため，以下では提出した

論点をいくつか列挙するに止めておく。①「組織」の定義について。②商業機構の最終消費者に対す

る関係から商業機構あるいは資本主義的生産様式に考察をくわえていくことはできないか。③「外発

転化型」の産業資本というものが「軽工業的な産業像」に対する批判として提起されたことからすれ

ば，「外発転化型」の産業資本が「零細」あるいは「中小規模」の資本像に傾斜して描出されている

ことには疑問が残る。④「産業資本の二類型」と「商業機構の二重構造」論との関連は如何なるもの

か。⑤商業資本以外の資本種がリース業に携わることによって「非資本の資本への転化」に手を染め

る可能性は禁じえないのではないか。⑥「売買」の市場とは別個に「貸借」の市場を打ち立てるには，

売買の原理に解消されることのない貸借の原理それ自体を再度新たに構築する必要があるのではない

か。⑦「転化」の定義について。⑧市場機構論の端緒に設定される「産業資本」は，分化・発生論的

方法に基づき設定された特殊理論的な想定の「産業資本」ではないのか。⑨「多型化」論と「変容」

論との関連について。⑩「商業資本」の定義をめぐって―以上である。 

では，検討に入ろう。 

 

 

1．「もう一つの商業資本論」のポイント 

 

 はじめに，本論文の各節ないし個々の論点に踏み入るに先立って，「もう一つの商業資本論」を読

み解く際のポイントを大きく 3 点ほど示しておきたい。第 1 のポイントは，『資本論』第 3 巻第 4 篇

第 20 章「商人資本に関する歴史的事実」を，なによりも「商業資本論の問題」（1:43 頁）として取

り上げた点にある。従来この第 20 章は，第 4 篇の補論的な位置づけの章として，それも理論の問題

というよりは，標題そのままに歴史的事実に関する記述が綴られている章として概ね解釈されてきた

ためであろう，商業資本論研究の題材としては正面から議論されることなく，長い間放置されてきた

といってよい2)。 

またこの章のみならず，『資本論』全体にまで射程を延ばしてみると，主として歴史的記述の部分

として取り扱われ，理論の問題としては多少なりとも少なく見積もられてきた箇所は他にも見出すこ

とができる。例えば，本論文でも取り上げられている第 1 巻第 4 篇第 13 章「機械と大工業」，第 7

篇第 24 章「いわゆる本源的蓄積」などがその筆頭として挙げられよう。そればかりではない。これ

まで多くの論者によって取り上げられてきた章にあっても，そのほとんどにおいて黙殺されてきた記

述は意外なほどに多い。これらの章ないし記述に理論の立場から照明をあてる本論文の試みは，した

がって，従来意図的かどうかは別にしても，不用意に削ぎ落とされてきた『資本論』における重要な

記述ないし示唆を汲み取ることに繋がることはもちろんのこと，これまでとは異なる「これからの『資

本論』の読み方」，あるいは理論書としての新たな向き合い方を提示するものとして，棹差すべき画

期的な試みであるといえよう3)。 

以下で述べるように，本論文の議論には，このような『資本論』に対する独自のスタンスが色濃く

反映している。ここでの議論をつかむためには，したがって，これまで脈々と先達から受け継がれて

きたオーソドックスな『資本論』の読み方を一先ず脇に置き，本論文と同じ地平あるいは同じ角度か

ら『資本論』を眺望する必要がある。この新たに開けた視界から『資本論』が織り成す世界をどのよ

うに展望できるか，そしてこの展望から如何にしてこれまで取り残されてきた論点が拾い上げられ，
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また如何にしてそれらの諸論点が商業資本論ないし市場機構論，ひいては原理論体系に昇華させられ

ているのか，本論文を読み進める際のポイントのひとつは，こうした「これからの『資本論』の読み

方」，次に述べるように，いわば「「もう一つ」の『資本論』の読み方」の中にあるといってよいで

あろう。 

 第 2 のポイントは，本論文のタイトルとして高らかに掲げられている「もう一つ」というキーワー

ドにある。この標題には，「マルクスには，広狭二義の商業資本論があった」という視角を基礎に，

従来の「狭義の商業資本」に収まりきらない「広義の商業資本」を打ち立てんとする（3:83 頁），言

い換えると，「現行の商業資本論の枠組みの狭さ」（1:43 頁）を打開し「理論像の拡張」（3:77 頁）

を図らんとする，本論文の従来説に対する徹底した批判的スタンスが刻印されている。 

こうした「もう一つ」の理論像を打ち立てる作業は，本論文ではまず「もう一つ」の商人資本像を

切り出すことから着手されている。ここでは，マルクスが示した資本主義的生産様式への三つの移行

の方法のうち，「資本主義的生産の発展が進むにつれて商業資本が産業資本に従属していく」という

単線的な歴史法則と相補的である「産業家が商人になる」という通説的な道筋理解に対して，排除さ

れた残りの道，つまり「商人が直接に産業家になる」あるいは「商人が小親方を自分の仲買人にする

か，または直接に独立生産者から買い入れる」という道が，「資本主義的な商業機構の下にあっても

再現可能性をもつ」（1:59 頁）ことが示される。「産業によって変革される商業ないし商人資本像」

に対して，「産業を絶えず変革する」という「もう一つ」の商人資本像が立てられるわけである。 

ここでみられるような，従来の理論像に対して「もう一つ」の理論像を対峙させる試みは，本論文

の随所に散りばめられている。目につくものを一通りあげておくと，①単一同種の商業資本の集合体

としての商業機構に対する中核部分と周縁部分との二重構造をもつ組織体としての商業機構の設営

（2:22-25 頁，3:51 頁），②「商業資本の個体的な発生」に対する「商業機構の体系的な発生」の同

時性（2:23-24 頁），③商業資本の産業資本への「内的依存性」の強調に対するそれの相対化および

「外的独立性」の強調（2:25 頁，3:61-63,77 頁），④「機械制大工業型」に傾斜した資本主義的生産

様式に対する「マニュファクチュア型」の生産様式の存在の指摘（2:33-37 頁，3:62 頁），⑤「機械

制大工業型の硬直的な労働編成」に対する「商業資本型・銀行資本型の柔軟な労働編成」ないし「等

級制的な労働編成」の明示（2:37,43 頁）⑥生産過程を自力でセットアップする「内発転化型」の産

業資本に対する「外発転化型」の産業資本の構築（2:38-43 頁），⑦労働力の商品化における通常の

「内発型の商品化」に対する「外発型の商品化」の掘り起し（2:43-46 頁），⑧「フラットな労働市

場」に対する「セグメント化された労働市場」の設営（2:32 頁），⑨「分化＝発生論」およびその方

法と結びついた商業資本の発生母体の同一性に対する「もう一つの発生論」＝「発生=行動論」およ

び商業資本の発生母体の非同一性の提起（3:51-59 頁），⑩「内的依存性」のみを重視する商業利潤

の取得根拠および源泉の単一的把握に対する「外的独立性」を反映した「商業利潤の二重性」の摘出

（3:61 頁）―以上の点を一先ず指摘することができる。これまでの単一の理論像に対して，まさし

く「もう一つ」の理論像が対置されているのである。 

ただし「もう一つ」といっても，それは一つの純粋な理論像が単に複数になったというようなこと

を意味するわけではない。ここで示されているのは，従来説を一つの極であるとすれば，その対極を

なす「もう一つ」の極としての理論像である。従来説一極のもとで，純粋資本主義の名のもとに仕舞

いこまれてしまっていた可能性としての理論像の束は，「もう一つ」の極が与えられることによって，

その二極の間にこれまで言及すらされることのなかったいくつもの新たな理論像を結ぶ。「多型性」

あるいは「異種混合性」という本論文のコアとなるようなキーワード，あるいは特に「結語」におい

て執拗に用いられている「変容」というキーワードは，この二極間においてはじめて，その語がもつ

べき内容を獲得・回収されることになるのであろう。 

 第 3 のポイントは，いわば「組織論的観点」を大幅に原理論にもち込んでいる点にある4)。組織と

いう語は，概して，商業組織あるいは銀行間組織というように個別資本間の関係性（資本間組織）を

あらわす場合と，経営組織あるいは労働組織というように個別資本内部の統合性（資本内組織）をあ
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らわす場合とがあるが，ここでいう「組織論的観点」とは一先ず前者の資本間組織を指すものである。

これは近年あらわれた，商業資本と産業資本との継続的な取引関係―清水の用語では「期間契約的

な取引関係」（2:23 頁）―の構築を一つの軸に，個体としての商業資本にとどまらず組織としての

商業機構をも問題として扱う，宇野学派における商業資本論の新たな潮流全般を指すものとしてここ

では使用している。清水はこの潮流の急先鋒として，すでに清水[2006]において，本論文の筋にも大

きく関わることになる商業機構の二重構造，リース市場の編成，商業資本間の再販売ネットワークな

ど，従来の商業資本論の主題に収まりきらない数々の問題を提起しており，組織論的観点の原理論へ

の導入をこれまでも強く推し進めてきている。本論文においてもこの観点は一貫して維持されており，

むしろ「商業機構ないし商人機構の本源的な組織性」（1:62 頁）や「商業資本の個体的な発生と商業

機構の体系的な発生」の「同時的かつ相互媒介的」な進行（2:24 頁，3:79 頁），労働市場の「組織者」

としての商業資本（2:44-45 頁）などの主張をみる限り，以前にも増して組織論的観点の原理論に占

める重要性が唱えられているともいいうる。 

ただし，本論文におけるポイントは，こうした流通部面における組織性に必ずしも限定されるわけ

ではない。一定の組織化を遂げた商業機構が「産業資本間の社会的分業の編成そのもの，生産過程の

構成そのものに変化をもたらす」ことや（2:26 頁），商業資本が「事実上の産業オルガナイザー」と

して生産部面における組織化の旗振り役の機能をはたすこと（2:30 頁），あるいは商業資本が「内発

転化型の産業資本と外発転化型の産業資本」や「機械制大工業型の産業資本とマニュファクチュア型

の産業資本」などが共存するような「産業機構の異種混合性」を商業機構の組織化をつうじて醸成し

ていく側面など（3:62-63 頁），商業機構が産業機構を，あるいは反対に産業機構が商業機構を変革・

組織していく，そうした流通と生産の両部面にわたって繰り広げられる市場機構の組織化の原理論体

系に与えるインパクトこそが，本論文の主要な軸をなす組織論的観点の真のポイントであるとみうる。 

そればかりではない。産業資本からの商業資本の自立化・独立化の程度は，商業機構の組織化の程

度に応じて異なるという視角や（2:24 頁），あるいは「企業間分業関係の組織パターンの変化は，企

業内分業関係の組織パターンにも一定の反作用を及ぼす」（2:36 頁）という視角に表わされているこ

とから分かるように，資本間組織の機構としての組織化の度合いや変化の仕方が，資本の内部組織の

あり方に連動するという点に議論が及んでいることは，組織論的観点の本来的射程が複数の個別資本

間の関連性・組織性を追究することにとどまるものでないことを示している。商業資本と産業資本と

の「期間契約的な取引関係」の構築から開始された著者における組織論的観点の導入は，ここにおい

て市場機構から個別資本までを，言い換えると，資本間組織から資本内組織までを一貫して組織とし

て把握し議論の対象とする，いわば広義の組織論的観点へと進化を遂げている。本論文を読解するう

えで，こうした組織論的観点がどのように貫徹されているのかという点に注視することは，上記のポ

イントと併せて必須の作業であるといえよう。 

 

 

2．商人資本像をめぐって 

 

 前述したように，本論文おける「もう一つ」の商業資本論を打ち立てる作業は，商業資本との論理

的区別をとりわけ強調してきたこれまでの原理論研究によってあまりに遠ざかってしまった感のある

商人資本に，「もう一つ」の理論像を与えることから着手されている。ここでは一先ず，本論文の第

1 節「「商人資本に関する歴史的事実」をめぐって」において展開されている議論を，①「もう一つ」

の商人資本像が立てられなければならないのは如何なる理由からであるのか，②「もう一つ」の商人

資本像とは如何なる理論像であるのか，③「もう一つ」の商人資本像はどのように「もう一つ」の商

業資本像に連絡されているのか―これらの点を中心に整理することから論を起こすこととする。 
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 本論文が従来の商業資本像の刷新に直接的に向かうのではなく，なによりもまず従来の商人資本像

の刷新に着手する背景には，ひとつに，『資本論』第 3 巻「第 20 章の商人資本像を反転させること

で第 19 章までの商業資本像が設定されていたのではないか」（3:68 頁）との見方，言い換えると，

「産業資本に支配される「召使」という商業資本像」は，「商品生産者を支配する「主人」という商

人資本像」の「否定」として描出されているのではないかという推論および批判的視角がある（3:68-69

頁）5)。 

そしてまたひとつに，このような「商品生産者を支配する「主人」という商人資本像」の内実は，

商品流通に対する「外来性ないし寄生性」（1:63 頁）および「個人資本的性格」（1:61 頁）の過度な

る強調のもとに描かれた商人資本像であり，またそうした商人資本像であるがゆえに資本主義的生産

様式への移行期において「真に革命的な道」を「産業家が商人になる」という道に譲らなければなら

なかったという見方があることを指摘することができる（1:56 頁）。したがって，これらの推論ない

し見方に従えば，従来の商人資本像の商品流通に対する外来性・寄生性ないし個人資本的性格を相対

化し，「商人が産業家になる」あるいは「商業が産業を変革する」という側面を掘り起こすことが，

産業資本に従属するという現状における商業資本像の再編につながることになる。 

 ここから描かれる「もう一つ」の商人資本像は，第 1 に「物質代謝的な商品流通」（1:63 頁）およ

びそこにもち込まれる商品自体を所与の前提として受け入れる外来的・寄生的性格を強くもつ商人資

本像とは対極の，「発達した商品流通すなわち商業」（1:64 頁）それ自体を醸成・組織し，産業を絶

えず変革していく活力に満ちた商人資本像である。そして，第 2 に「あたかも商人の個人経営ないし

同族経営で成り立つ旧式な企業」（1:61 頁）あるいは「自らの足で実地に市場を歩き回る行商人」（1:62

頁）といった個人資本的性格の色濃い商人資本像とは対極の，「広域的な交易ネットワーク」を張り

巡らすことに加え，資金融通関係によって資産を集中・集積し「「商業民族」としての集団的行動」

に打って出る，本源的に組織性をそなえた商人資本像である（1:65 頁）6)。 

 こうして導出された「もう一つ」の商人資本像は，以下の点において資本主義的な商業機構のもと

に連絡されている。第 1 に，「もう一つ」の新たな商人資本像は，資本主義的生産様式への移行期に

おいて従来の商人資本像同様に消失してしまうのではなく，「資本主義的生産様式の下でも生き残っ

ているという意味において「最も古い」」（2:26 頁）存在様式として，商人資本に資本主義的な商業

機構の一翼を形成させるという論理に繋がっている7)。このことを違う角度から言い直すと，新たに

立てられた商人資本像は，商業資本を「商人資本の否定」として描出する手法を無効化することによ

って，「商人資本から商業資本への転化という歴史的系譜の連続性」（3:68 頁）8)を原理的な商業機

構のもとで再現させることに寄与しているのである。 

第 2 に，新たな商人資本像は，資本主義的な商業機構にその一部として積極的に取り込まれる「商

人資本的な要因」（2:26 頁）それ自体を刷新することによって，商業資本の産業資本に対する，ある

いは商業機構の産業機構に対する相対的な独立性を高める方向に作用する。このことは第 1 の点と同

様，「商業機構の異種混合性」（3:48 頁）を原理論において明確にする方向に作用するうえ，商業資

本の産業資本に対する「外的独立性」を，あるいは「市場機構を起点として生じる資本主義的生産様

式の変化」（3:75 頁）を原理論において正面から論じることの重要性を示唆している。 

そして第 3 に，本源的に組織性をもち「商業民族」として群をなして行動するとされる新たな商人

資本像は，「商業資本に関してもある程度まで当て嵌ま」るとされることから分かるように（3:79 頁），

資本主義的な商業機構に商人機構と同様の組織性を付与することに結実している。 
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3．商業機構の二重構造論をめぐって 

 

［1］ すでに述べたように，本論文では，清水[2006]において提起された「商業機構の二重構造」論

が，第 2 節第 1 項「商業機構の二重構造」の冒頭において再度論じられている。ただし，これを単な

る再論であると見做すことは早計に失する。むしろ第 1 に，本論文の主要な検討対象である『資本論』

第 3 巻第 4 篇第 20 章「「商人資本に関する歴史的事実」に議論の手掛かりを求める意義」が「商業

資本の原理的な多型性を浮き彫りにする」点にあり，そのためにはまず商業機構を「いわば二重構造

をもった立体的な組織体として押さえる必要が出てくる」とされていること（2:22-23 頁），また第 2

に，本論文で新たに提示されている「もう一つ」の原理像が，本稿のみる限りではあるが，おそらく

「商業機構の二重構造」論との整合性に対する強い意識のもとで構成されていることに鑑みるに，本

論文では「商業機構の二重構造」論がさらなる彫琢を施されることを通じて，あらためて商業資本論

のコアに据える試みがなされているとも捉えられる。では以下，論点ないし疑問点の摘出にかかわる

範囲においてのみ，「商業機構の二重構造」論＝「もう一つ」の商業機構論のポイントを素描してお

こう。 

 第 1 のポイントは，中核と周縁という二重構造が，一先ず対産業資本の関係において導出されてい

ることにある9)。これには後節において取り上げることになる，いわゆる分化・発生論的方法が深く

かかわっていよう。このような方法論をそれほど強く意識しないような原理論以外の分野，例えば商

業経済論（流通経済論）やマーケティング論といった分野に，仮に「商業機構の二重構造」論なるも

のがあるとすれば，おそらくそれは卸売と小売の段階分化の議論や，同様のことであるが消費財と産

業財という取扱商品の類型にしたがって構造化されるような，対最終消費者との関係を主軸とする「商

業機構の二重構造」論が予想される。『資本論』における「商品資本の自立化」論に慣れ親しんでき

た者にとっては，商業資本論自体が対産業資本との関係で展開されるということはあたかも自明のこ

とのように思われるかもしれないが，これ自体，分化・発生論という傍目には特異な方法論に基づい

ているということは強く意識されてよい。 

ともあれ，対産業資本との関係における二重構造論であるということは，商業と産業，あるいは流

通と生産との接合点に議論は向かうことになる。本論文が「商業資本によって産業資本にもたらされ

る変化」，あるいは「市場機構を起点として生じる資本主義的生産様式の変化」といった流通と生産

の接合面に入念なる分析を向けていることも，ゆえなきことではないのである（3:75 頁）。これに対

し，対最終消費者との関係を重視する理論であれば，そこでの議論は基本的に流通部面に集中するこ

とが予想される。商品が最終消費者に届くまでの流通経路や販売促進方法などを模索するマーケティ

ング 4P，あるいは消費者行動の分析やそれを踏まえた競争戦略などが主たる議論とされる所以である。 

 第 2 のポイントは，中核部分と周縁部分とが，それぞれ産業資本との「期間契約的な取引関係」と

「単発的な取引関係」とに対応することにある（2:23 頁）。ただし，二重構造をこの区分にのみ落と

し込んで把握することは，二重構造論の射程を見誤った，これもまた些か早計な判断となろう。本論

文をみる限り，この区分は，少なくとも本稿の目には複雑に映る「二重構造」論を端的に示すための

象徴的区分としても捉えうるのであって，むしろ中核部分と周縁部分とは，本論文において新たに披

瀝された論点を含む複数の区分要素をもって多角的に把握されるべきものであろう。 

一先ず，本論文に認めうる中核部分と周縁部分との区分要素を列挙しておく。①「産業資本との間

に期間契約的な取引関係を結ぶタイプの商業資本」か「不定期に単発的な取引関係を結ぶタイプの商

業資本」か（2:23 頁），②「市場情報の集積方法」による「フロー型とストック型，使い捨て型と貯

め込み型」（同上），③「産業資本からの商業利潤の分配に依存する度合い」の高低（2:24 頁），④

「商業利潤の平均化を要請する度合い」の高低（同上），⑤「商業機構全体としての安定的な価値増

殖の根拠がなお確立していない状況」における発生可能性の有無ないし高低（2:25 頁），⑥「商業部

門からの退出に際して受ける抵抗」の強弱（同上），⑦「商業資本量の調整の弾力性」の高低（同上），
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⑧「商人資本的な性格」の強弱ないし「産業資本にたいする「内的依存性」」の強弱（同上），⑨産

業資本に対して「新規の固定資本投資なり既存の固定資本の廃棄なりを伴う生産過程の連結パターン

の変更」を促すか否か（2:30-31 頁），⑩「創業支援機能ないし資本創出機能」を発揮し，産業資本

の「外発転化」にコミットするか否か（2:39-40 頁），⑪労働市場の組織者として，労働力の「外発

型の「商品化」」に寄与するか否か（2:44:45 頁），⑫「銀行転化型と非銀行転化型との違い」（3:51

頁）―以上のような区分要素が認められる。 

ただし，これらの区分を強くとって，中核と周縁を形式的・二分法的に捉えることが「商業機構の

二重構造」論本来の目的ではないであろう。これまでの単一構造の商業機構では，いわば未だ混ざっ

た状態にあった商業資本の「多型化」あるいは商業機構の「変容」を惹起する因子は，中核部分と周

縁部分とで構造化し，両者をいわば実験的に混ぜることによってはじめて検出可能となる。中核部分

と周縁部分との「区分」という捉え方自体，この因子の発見に全力を注ぐ本論文の真意からは遠く隔

たったものかもしれないのである。 

 第 3 のポイントは，「商人資本的な性格を強く残した商業資本，つまりもともと「内的依存性」の

弱い商業資本」（2:25 頁）が二重構造のとりわけ周縁部分に存在しているという見方にある。このよ

うな商業資本は，後に第 5 節でふれるように，おそらく「商人資本」あるいは「商人資本のような商

品売買形式の資本」（3:52 頁）から「変容＝発生」（3:60 頁）した商業資本であると考えられるので

あるが，このことについては一旦おいておくと，本論文においても述べられているように，「従来こ

の種の商業資本は，資本主義以前から存在する商人資本の末裔ないし残党とみなされ，資本主義的な

商業機構を論じる際には全面的に捨象されてきた」（2:25 頁）といってよいであろう。それが商人資

本から「変容＝発生」したとするのであれば尚更である。 

だが，このような商業資本に対して中核部分に棲息する商業資本は十分論じられてきたかといえば，

決してそうとはいいきれない。産業資本に対する「内的依存性」が強いという側面のみをとれば，従

来すでに論じられてきたといえなくもないが，むしろ「期間契約的な取引関係」を産業資本との間に

構築し，生産過程に強く関与するという側面をもつことからすると，中核部分の商業資本も周縁部分

のそれと同様にこれまで「全面的に捨象されてきた」といってもよいであろう。中核と周縁との二重

構造として商業機構を捉える本論文の視角自体，従来の議論にはない特異なものであるが，実際には

中核と周縁それぞれに位置している商業資本自体も，従来の商業資本像とは一線を画す極めて特異な

商業資本像なのである。 

 

［2］ 以上，一先ず本節における論点を提出しておこう。商業機構の二重構造は，ここでは基本的

に産業資本との関係によって基礎づけられているものと考えられるが，この側面と同時に，商業機構

の最終消費者に対する関係から商業機構あるいは資本主義的生産に考察をくわえていくことはできな

いかという論点である。これは本稿第Ⅰ部における議論に直接つながることになる論点である。 

おそらく「市場機構を起点として生じる資本主義的生産様式の変化」（3:75 頁）を主題的に論じた

ものであるからであろう，本論文では商業と産業，流通と生産との接合面の解明に力点が置かれ，基

本的にその観点から「二重構造をもった立体的な組織体」（2:23 頁）としての商業機構が描出されて

いる。この接合面に力点をおくこと自体には特に異論はない。しかし，そこに力点を置くこと自体に，

最終消費者と商業機構ないし産業機構，消費と流通ないし生産との接合面の解明という要請が含まれ

ることになるのではないか，どうか。 

振り返って考えてみると，市場機構の最終消費者に対する関係は，これまでの市場機構論において

正面から論じられてきたとは言い難い。市場機構論の端緒では，通例まずもって産業資本―後述す

るように，この産業資本は諸市場機構が分化した後の，いわば「狭義の産業資本」（本稿第 2 章第 1

節でいうところの＜資本＞）とは異なり，商業資本，銀行資本，証券業資本の機能の因子を兼備する

特殊理論的な，いわば「広義の産業資本」（本稿第 2 章第 1 節でいうところの「資本」）である―

だけで構成されている舞台が措定されるが，そこでは当然存在するであろう最終消費者としての労働
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者ないし資本家という主体は表舞台にはほとんど顔を出すことなく，実質的に消去されているともい

いうる。 

これはひとつには，先に述べたように，分化・発生論的方法が深くかかわっていよう。市場機構の

対産業資本との関係の分析こそがこの方法の主眼である。またひとつには，宇野学派のコア概念にま

で成長した感のある「流通の不確定性」の議論もかかわっていよう。流通過程，とりわけ販売過程に

おける諸活動とその効果との間に技術的確定性がないという命題は，市場の機構化あるいは市場の無

規律性などの重要な論点を明らかにしてきたが，同時にどのように，あるいは如何にして商品を最終

消費者へと販売していくかといった論点を探ることの妨げにもなる。利潤率最大化を追求する個別資

本にとって最重要活動とも言いうる販売活動は，ときに「純粋な流通費用の支出」というわずか 10

文字の題目を並べることで片付けられてしまうことにもなるのである。 

さらにひとつには，商業資本論と信用論の体系構成の順序の変更がかかわっていよう。すでに前章

までにみたように，機構論的観点の必要性を唱える山口[1985]は，物神性論的観点を重視する宇野

[1950・52]らに対し，商業資本論を信用論に先行させる体系構成を主張したのであるが，その際，宇

野をはじめとする信用論の商業資本論に対する先行性を主張する論者が注目していた小売商としての

商業資本像，つまり「商業資本の考察にあたっては産業資本家の直接の消費者に対する関係が先ず問

題とせられなければならない」（宇野[1950・52]:496 頁）という点は，商業資本を「産業資本とそれ

にたいする本来の売手あるいは買手との間に入ってそれらの間の売買をいわば仲介する」（山口

[1985]:209 頁）という，小売商・卸売商の区別なき資本として捉える視角によって一旦伏せられるこ

ととなった。 

そしてまた商業資本論先行型の体系構成は，このように「直接の消費者」の存在を後景化させると

同時に，信用論先行型が一方で，「商業資本の種々なる分業的専門化は問題とならない」（宇野[1950・

52]:496 頁）としつつも，他方でこれについて「問題とならない」と付記しなければならなかった程

度には商業組織の問題を意識していたという事実を覆い隠すものであった。体系構成の商業資本論先

行型への再編は，議論を最終消費者および販売活動を一先ず伏せた流通と生産との接合面にむかわせ

ると同時に，組織論的観点の芽をこの限りでは摘むことになったといえよう。 

しかし，これまでの研究状況がどうであれ，最終消費者の欲望ないし欲求のあり方や購買過程にお

けるその行動様式，資本の最終消費者に対する販売活動のあり方などを原理的に明らかにする作業は，

市場機構あるいは資本主義的生産の「多型性」または「変容」という事態を明らかにするうえで必須

ではないか10)。安く買う，安くつくるという活動も，販売がなされてはじめて利潤のかたちに成就す

る。商品にとっての価値実現が，極めて困難な不確定な過程として描かれるのであれば，それを担う

個別資本にとって販売活動は，いわば市場における生存権をめぐる活動ともなろう。この活動におい

て，最終消費者はそれを成就させることのできる唯一のキーマンである。したがって，最終消費者が

如何なる商品を求めているのか，どのような購買活動を行っているのかといった，市場調査を踏まえ

たうえでの消費ないし欲望・欲求の構造化は，資本の活動において最重要項目ともなろう。そしてこ

こから翻って，最終消費者に如何なる商品を求めさせるか，如何にして購買に踏み切らせるかといっ

た，取扱商品や流通経路あるいは販売促進方法などにかかわる活動も派生することになる。こうした

一連の活動プロセスのなかで，「転売ネットワーク」（2:24 頁）や二重構造の商業機構などをはじめ

とする，市場機構の「組織化」という事態も進行するであろう。 

そればかりではない。販売活動は，如何なる商品を生産するか，あるいは如何なる商品を生産させ

るか，さらには如何にして商品を生産していくかといった，生産部面への浸透を必然化させる。本論

文で論じられている，商業資本による「生産過程の連結パターン」の組み替えや（2:28 頁），「産業

資本の生産する商品種自体」の「変化」（2:29 頁）などの資本主義的生産様式の「多型化」あるいは

「変容」という事態を惹起する因子は，この点からすると，最終消費者に対する資本の販売活動のう

ちにも存在するともいうことができるわけである。 
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いずれにせよ，本論文においても実際には，「見込み生産型の産業資本と受注生産型の産業資本」

（3:62 頁），あるいは「あえて未完成の状態で商品を出荷して，納品先で最終工程を行う」（3:81 頁）

など，明らかに消費を睨んでなされたと考えられる論理構成が散見されるうえ，「最終消費者」

（3:63,64,95 頁）という語自体も少なからず登場する。くわえて，これまでにも清水[2007a][2007b]

等の諸論稿において，消費者の欲望のあり方や資本の販売活動に対する詳細な検討が行われているこ

とからすると，清水にあっても，ここで本稿が提出した論点は必ずしも看過されているわけではない

といえよう11)。 

 

 

4．商業機構による多型化をめぐって 

 

本節では，主に本論文の第 3 節を対象に，前節でみた「商業機構の二重構造」論に投影された「も

う一つ」の商業機構がどのように，あるいは如何にして「産業資本間の社会的分業の編成そのもの，

生産過程の構成そのものに変化をもたらす」のかという点についての検討を行っていく（2:26 頁）。

内容は大きく分けて 2 つ，［4.1］第 3 節第 1 項を対象とした産業資本の二類型について，［4.2］第

3 節第 2 項を対象とした労働市場像について―であり，それぞれの項目において前節同様，議論の

ポイントを示すことから論じていくこととする 

 

 

4.1 産業資本の二類型をめぐって 

 

 本論文の第 3 節第 1 項「産業資本の二類型：内発転化論と外発転化論」では，「自発的かつ個別的」

に「他人の力を借りることなく資本へと転化する」（2:39 頁）といった「従来一般的であった転化の

タイプ」（2:41 頁），すなわち「内発転化型」の産業資本に対して，「他資本の力を借りて資本への

転化」（2:39 頁）を果たす「外発転化型」と呼ばれる産業資本像が提起されている。「もう一つ」の

商人資本像ならびに「もう一つ」の商業資本像の設営に対応して，ここでは新たに「もう一つ」の産

業資本像の設営が試みられているわけである12)。「内発転化型」の産業資本像が，主として『資本論』

第 1 巻第 2 篇第 4 章「貨幣の資本への転化」から切り出されたものであるとされる一方，「もう一つ」

の「外発転化型」の産業資本像は，『資本論』第 1 巻第 7 篇第 24 章「いわゆる本源的蓄積」から切

り出されている。本論文における『資本論』に対する独自のスタンスである「もう一つの『資本論』

の読み方」が，この「外発転化型」の産業資本像にも発揮されているのである13)。 

ここでの第 1 のポイントは，「外発転化型」の産業資本というものが，「零細」あるいは「中小規

模」の資本像として提示されている点にある。従来の産業資本像に対して「もう一つ」の産業資本像

が提起される背景を探ってみると，「生産過程を自力でセットアップし，さらに流通過程をも全て自

力で担当しているという伝統的な「産業資本」は，製造業企業一般の理論像として見るとかなり特殊

ではないか」との疑念と，この「内発転化型」の産業資本像が前提とする，「工場設備や機械設備は

全て原則的に産業資本の買い取りとなり，固定資本投資のリスクが個別の産業資本（個人資本）でも

自力で負担しうる程度に小さいという理解，すなわち軽工業的な産業像」に対する批判的視角とがあ

るようである（2:38 頁）。 

「外発転化型」の産業資本がこのように「軽工業的な産業像」の批判に立脚するのであれば，それ

は軽工業的ではない産業像，つまり重工業的なものをも含みうる産業像に立脚するものと直感的に予

想されるが，本論文の記述に従う限り，この予想は的を射るものではないことが分かる。ここでいう

「外発転化型」の産業資本とは，「せいぜい商品流通に参加するだけで，自力では資本へと転化しえ
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ない資産群」（2:39 頁）ないし「単独では資本たりえない資産」（2:40 頁），あるいは「中小規模な

いし独立自営の生産者や非熟練労働者など，資本主義的生産関係の主役とはいえないもの」（2:39 頁）

や「生産過程と流通過程とを兼営するだけの資本力を有さない主体」（3:63 頁），「機械設備を自社

で長期間抱え込むだけの体力のない資本」（2:32 頁）といった，非力・ひ弱なニュアンスを帯びた一

群が商業資本に動員されることによって資本へと「転化」を遂げた，「自営業者的，中小零細企業的

な商品生産資本」（2:39 頁），あるいは「生産工程を部分的に請け負うだけの零細な生産者」（同上）

のような産業資本を指す。「商業機構もまた，大規模な産業投資よりはむしろ中小規模の産業投資に

道を開き，「個人的な資本力の限界」を超えることを可能にする」（3:63 頁）という端的な記述から

も，このことは容易に理解できよう。 

「軽工業的な産業像」に対する批判として提起されたことからすれば，「外発転化型」の産業資本

が「零細」あるいは「中小規模」の資本像に傾斜して描出されていることには少々合点がいかないが，

この疑問を一先ずおいておくと，ここで「外発転化型」の産業資本がこのように「零細」ないし「中

小規模」として描かれていることは，「転化」の「型」の違いが，「転化」した後の産業資本の「型」

に強く影響しているとの推論を許容するものであると捉えることができる。言い換えると，「外発転

化型」の産業資本と「内発転化型」の産業資本とでは，資本へと「転化」した後においても初発の「転

化」の「型」の違いが，例えば資本規模や商業資本に対する従属度，生産組織のあり方，企業間組織

において占める位置などにある程度反映されており，したがって「産業資本の二類型」（2:38 頁）と

いうのも「転化」の「型」の違いだけでなく，「転化」後の「型」の違いまでをも含んでいるものと

考えられよう。この点が，本項の第 2 のポイントとなる。 

「最初から販売過程を商業資本に外部委譲」した，あるいは「購買過程の一部をも商業資本や人材

派遣業者，リース業者といった中間業者に委譲した」（2:38-39 頁）といった「外発転化型」の産業

資本であれば，全てを自力で行なう「内発転化型」の産業資本に比して，商業資本に対する依存度な

いし従属度は「転化」後も依然として高いものとなることが予想される。また「最初から販売過程を

商業資本に外部委譲」するとなると，生産組織も，「内発転化型」の産業資本が主として採用しうる

であろう大ロットの見込み生産に適合的な体制に対して，顧客の要請に俊敏に応じうるような中小ロ

ットの受注生産により適合した柔軟な体制を整えなければならないであろうし，あるいは「生産工程

を部分的に請け負うだけ」（2:39 頁）であれば，その前提として川上から川下へと連続する生産工程

の社会的なネットワークのうちにあらかじめ組み込まれていなければならないであろう。「人間がも

ともと男女を問わず多種多様であるからといって，男女間の性別という概念自体を没却することはで

きない」（3:51 頁）ことと同様，「転化」の「型」の違いは，「転化」後の産業資本の「型」に直接

的な影響を及ぼすものと考えられるのである。おそらく「商業機構の異種混合性」（1:61 頁）の対と

なる「産業機構の異種混合性」（3:63 頁）とは，この点を指しているのであろう。 

もっとも，この「産業資本の二類型」の「商業機構の二重構造」論との関連如何を問えば，その点

は今ひとつはっきりとしない。産業資本の「外発転化」を促す主体が生産部面に強く関与することか

らすると，商業機構の中核部分に位置する商業資本と「外発転化型」の産業資本とが強い結びつきを

もつようにも思えるが，「内発転化型」の産業資本であっても中核部分の商業資本と強く結びつくこ

とも当然考えられるうえ，「外発転化型」の産業資本が単発的な取引関係を主軸に活動することもも

ちろん想定しうる。こうした点からすると，むしろ逆に，両者の関連をはっきりつけることができな

い点にこそ，「異種混合性」あるいは「多型性」という語が用いられる意図を読み取るべきなのかも

しれない。 

 第 3 のポイントは，「外発転化」を促す主体ないし資本種が，主として商業資本であると想定され

ている点にある。本論文では注 50）において，「もっともリース業自体は，対象物件を生産している

産業資本によって行われる可能性もある」（2:50 頁）との断りがなされているが，基本的に本論では

リース業者ないし「非資本の資本への転化」を促す主体は商業資本で通されている。このことは，商

業資本が資本主義的生産様式に与えるインパクトを示すためであり，また商業資本の理論像の拡張を
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図るためであろうということは重々承知であるが，それでもあえて疑問をここで述べておくと，産業

資本であっても，うえのケースは別にしても，例えば固定資本の償却が完了する前になんらかの理由

で他部門に移動した産業資本は，移動前に抱えていた機械設備等の固定資本を自身の手で貸与するこ

とも不可能とはいえないであろうし，またそれが銀行資本であっても，例えば返済不能に陥った資本

が機械設備等をあらかじめ抵当に入れていたのであれば，それを売り飛ばして債権を回収するという

だけでなく，それを自身の手で貸与するということも一概に不可能とまでいえないであろう。本論文

の主意とは乖離するが，商業資本以外の資本種がリース業に携わることによって「非資本の資本への

転化」に手を染める可能性は禁じえないのではないだろうか。 

ただし問題の本質は，産業資本や銀行資本にもリース業は可能ではないかという点にあるのではな

い。焦点は，リース業といった「非資本の資本への転化」を促す主体を，商業資本といったある特定

の資本種とみる構造が，後節で述べるように，いわゆる分化・発生論的方法に対し本論文がくわえた

批判をかえって逆に受けることになりはしないかという点にある。リース業がうえでみたように，商

業資本だけでなく，産業資本や銀行資本にも可能な生業であるとすれば，それに携わる主体を特定す

ることはもとより困難であるはずであろう。であるならば，主体の特定は留保せざるをえず，したが

って論理的に推論可能な範囲も，リース業の「発生」の要件を特定することまでということになりは

しないか。リース業について展開できる範囲は，リース業の与えるインパクトまでであって，商業資

本が担うリース業の与えるインパクトを論じることは，主体の特定不能性からいっても過剰な論理に

基づくことになりはしないだろうか。 

 

 

4.2 労働市場像をめぐって 

 

 本論文では，うえでみた「外発転化型」の産業資本にみられた産業資本像の刷新に引き続いて，そ

の背景をなしていた「伝統的な「産業資本」」像に対する同様の問題意識から，これまでの「売り手

と買い手とがストレートに向き合うだけで，それ以外の第三者は介在せず，しかも最初から価格のバ

ラツキが（それとともに買い手の側の流通抵抗も）除去されている」といった「特殊な労働市場像」

の刷新が試みられている（2:38 頁）。すなわち，労働力の「通常想定される内発型の「商品化」」に

くわえて「もう一つ」，「プロモーター（リクルーター）を介した外発型の「商品化」」を導入する

試みである（2:45 頁）。 

本項の第 1 のポイントは，労働市場にこのプロモーターが導入されている点，そして商業資本がそ

のプロモーターの役割を担うという点にある14)。ここでいう「プロモーター（リクルーター）」とは，

「産業資本の求めに応じて労働力商品の購買過程を代位するだけではなく，労働者がそもそも自己負

担できない労働力商品の販売過程をも代位する，文字通り「流通過程」を纏めて代位する中間業者」

（同上），あるいは「労働市場に常駐して継続的に市場情報を収集・集積し，労働市場に固有の商慣

行をたとえば職種・職位ごとに取り決め，それを貨幣所持者と労働者との双方に周知させるといった

役割を担う」「専門的な商品知識を有した商人」であるとされている（2:44 頁）。こうした「「流通

過程」を纏めて代位する中間業者」ないし「専門的な商品知識を有した商人」の労働市場における必

要性は，ひとつには「産業予備軍の吸収・排出も，こうした商人を介在させなければ十分な円滑さを

欠く場合」（2:45 頁）があるということから，またひとつには「熟練労働者と非熟練労働者との区別」

あるいは「集団作業のなかで発揮されるべき賃金労働者の「熟練」の内実」（2:44 頁）は捉えがたい

ということから説明されているようである。 

もっとも，ここで問題としている第 3 節第 2 項「二つの労働市場像」においては，労働力の「外発

型」の商品化に携わる主体は，「専門的な商品知識を有した商人」（2:44 頁），「商業資本」（2:45

頁），「「流通過程」を纏めて代位する中間業者」（同上），「プロモーター（リクルーター）」（同
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上）といった呼ばれ方をされているが，この限りでは，それらが専門的な知識を有した専門家「集団」

であるのか否か，あるいは専門的知識を有した複数の商業資本の組織体＝商業組織であるのか否かを

判別することは困難である。これについては前項で扱った「外発転化」を促す主体に対しても言える

ことで，本論文第 3 節第 1 項ではその主体は基本的に「商業資本」という呼び方で通されており，そ

こでもそれが商業機構として組織的に行なわれていると考えられるような記述は本稿のみる限りない

ように思われる。 

しかし，この点はともかくとして，本論文が労働市場に「プロモーター」ないし「組織者」（2:44

頁）の存在を導入していることにくわえ，商業資本にその「組織者」の役割を担わしていることは，

「全て等価格の同質な労働力商品」（2:38 頁）が最初から大量に陳列されているといったこれまでの

「フラットな労働市場」（2:32 頁）を，「いくつかのカテゴリーに分類され，品位を格付けされ，然

るべき商標を添付され，いわば商品としての制服」（2:46 頁）を着せられた労働力商品が陳列される

「もう一つ」の「セグメント化された労働市場」（2:44 頁）へと転換させると同時に，商業資本の活

動域を商品市場から労働市場にまで拡張させることによって，次に述べるように，実質的に競争を捨

象してきた，あるいはこれとは正反対に「いわゆる完全競争の状態」（2:38 頁）を想定してきたとも

言える従来の労働市場像を，商品市場と同レベルの競争的な市場像へと転換させることを意味してい

る。つまり，商業資本の労働市場への参入は，いわば競争論的観点の労働市場へのもち込みと言える

ものであり，この点を本項の第 2 のポイントとして挙げることができよう。 

商業資本による労働市場における競争の誘発は，一先ず 2 つの側面から指摘できる。ひとつは，労

働力の調達方法の多様化から，またひとつは労働力商品の分類化ないし商標化からである。まず前者

からみておくと，労働力の調達方法はこれまで，①新規労働者の雇い入れ（「新品市場」「新卒市場」）

と，②現役労働者の引き抜き（「中古品市場」「転職市場」）の 2 通りの方法によって考えられてき

たが，ここにプロモーターとしての商業資本が介在することになると，③「他社に委託して買う」，

あるいは④「人材派遣業者から借りる」といった方法が新たに加わることになる（2:45 頁）。このこ

とは，産業資本間における労働力の購買・調達競争ならびに労働者間における労働力販売競争との接

点として描かれてきた労働市場像に，産業資本と商業資本との間の労働力調達競争，ならびに商業資

本と労働者との間の労働力販売競争という 2 つの新たな垂直的競争関係が書き加えられることを示し

ている。商業資本の介在自体が，まずもって産業資本ならびに労働者に対商業資本との競争関係を強

制することで，労働市場における競争を多重化することになるわけである。 

また，この 2 つの新たな競争関係の側圧によって，産業資本間ならびに労働者間の競争関係にも，

自ら労働力商品を調達または販売することの方が他の産業資本ないし労働者よりも有利かどうか，あ

るいは商業資本に労働力商品の購買ないし販売過程を代位させることの方が他の産業資本ないし労働

者よりも有利かどうか―といった競争上の駆け引きが新たに組み込まれることになる。産業資本・

労働者・商業資本の三者はそれぞれ，産業資本は商業資本から労働力を調達するというオプションを，

また労働者は商業資本に労働力を販売するというオプションを，さらにこれまで産業資本から商品を

買うだけであった商業資本は労働者から労働力商品を調達するというオプションを新たに身に付ける

ことによって，利潤ないし労賃の嵩増しをめぐる競争の態様を変質させていく。商業資本の労働市場

への参入は，労働力の調達方法のあり方が本来的にもつ多様性を解放することによって，重層的な競

争関係が装填された「もう一つ」の労働市場像を描出するのである。 

次に後者の労働力商品の分類化ないし商標化についてみていくと，商業資本は「フラットな労働市

場」を「セグメント化された労働市場」に転換させるプロセスにおいて，「集団作業のなかで発揮さ

れるべき賃金労働者の「熟練」の内実」または「年齢や性別，職歴，さらには取得資格の有無」など

の「外形」に対する「専門的な商品知識を有した商人」として（2:44 頁），たとえば労働力商品を「い

くつかのカテゴリーに分類」し「品位を格付け」したり，あるいはそれに「然るべき商標を添付」し

たり（2:46 頁），また「労働市場に固有の商慣行をたとえば職種・職位ごとに取り決め」るなどの諸

活動を通じ（2:44-45 頁），労働力商品の売買にかかわる全ての個別主体における労働力商品に対す
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る見方を一変させる。これまで概して全て同質であるとされてきた労働力商品は，こうした商業資本

の活動によって，熟練労働力・非熟練労働力をはじめ，いくつかの異質の労働力商品に区分・整理・

陳列される。言い換えると，労働力商品というひとつの名の下に包含されてきた無数の労働力商品の

間に存在する異質性が，商業資本の諸活動をつうじて労働力商品の売買当事者らに広く通達・流布さ

れるのであり，これによって労働力商品の整備に携わる商業資本は，いわば労働力商品の「分類」機

関ないし「格付け」機関としての地位を労働市場において占めることとなるのである。 

このことは，労働力を調達する側の資本にとって，自身の必要とする特定の型の労働力を採用段階

で精査する手間を省く一方，労働力商品に対する欲求の志向性を「どの労働力商品でも」といった無

作為的な志向性から，「この労働力商品を」という特定的な志向性へと強化することで，労働力商品

の買い手間における競争圧力を高める一契機となる。調達したい商品が不特定の漠然とした労働力商

品であれば，我先にあるいは何としても調達したいといった競争のインセンティブが調達サイドの資

本間に芽生える根拠は薄い。労働力商品の細分化によって競合相手がたとえ少数化しようが，調達す

べき商品が特定の商品に絞られれば絞られるほど調達のインセンティブはむしろ強く刺激されるので

あり，その分だけ競合相手との雇用契約条件をめぐる駆け引きは熾烈になることが予想されるのであ

る。 

また，対する労働力商品の販売側にとっても，商業資本による労働力商品の分類・格付けは競争を

誘発する契機となる。労働者にとって自身の労働力商品がプロモーターたる商業資本によって如何な

るカテゴリーに分類されるのか，あるいは如何なる格付けをされるのかは，買い手に要求しうる労賃

の多寡，ひいては生活水準に直接かかわる最重要の関心事とならざるをえない。特に格付けともなれ

ば，他の労働力商品よりも如何に自身の労働力が優れたものであるかのアピールをめぐる労働者間の

駆け引きが，全面的に引き出されることになろう。労働者が学歴ないし職歴あるいは資格といった外

形的なステータスを身に付けようとすることも，それが大量の労働力商品を分類・格付けするうえで

の「足切り」方法として特に有効であることを経験的に知悉しているからこそであり，この点から振

り返ると，実質的に労働者間の競争は，労働市場に陳列される前段階においてすでに開始されている

とも言いうるのである。 

また，労働力の調達側に，労働力商品を調達するうえでの比較・参照基準が格付け機関によって実

質的に与えられることに鑑みると，格付けの影響が及ぶ範囲は人材派遣業等を生業とする商業資本に

よって調達される労働力商品に限らず，商業資本を介さず直接に労働力を販売する労働者にも当然及

ぶことになる。そのため，ひとたび商業資本によって労働力商品の格付けが行われるようになると，

調達側の資本もそれに従わざるをえない状況が生まれてくる。自身の労働力が如何なる等級のもので

あるかを知りえない労働者であれば，その労働力が如何に優れたものであろうとも買い叩くことので

きる余地は残されているであろうが，ひとたび格付けが行われ，それが社会的に浸透した後の状況に

おいては，高い等級の労働力を相場より安く調達することはもはや困難となろう。むろん低い等級の

労働力であっても同様である。それでもなお格付けされた労働力を相場より安く買うためには，プロ

モーターによる格付けの妥当性を切り崩していくほかないが，一旦社会的に浸透したものを新たに塗

り替えるにまで単独の資本の力が及ぶとは考えづらい。格付け機関たる商業資本ないし商業組織に調

達側が対抗するには，少なくとも複数の資本をまたぐ組織体として臨む必要があろう。労働市場は，

調達側における組織化の可能性を包含しつつ，個別次元を超え組織次元までをも射程に取り込んだ競

争的な市場へと転換していくわけである。 

本項における第 3 のポイントは，売買という原理にくわえ，貸借という原理が労働力商品に適用さ

れている点にある。貸借関係はこれまで原理論においては，概ね貨幣あるいは土地を対象とするもの

として論じられてきたのであるが，本論文では以下の引用にあるように，商業資本による人材派遣業

務ないしリース業としての活動を軸に，労働力商品も貸借の対象として，くわえて機械設備等の固定

資本をも貸借の対象として市場に取り込まれていくことが示されている。 
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「もっぱら産業資本自身が正規労働力を調達するための市場，つまり必要な消費物を「買う」ため

の市場であった労働市場は，商業資本によって人材派遣業務，いわば労働力の購買過程の代位業務が

行われるとともに変質する。それは産業資本にとっては，必要な消費物を「借りる」ための市場とも

なり，商業資本にとっては，自家消費の対象ではない余剰物を「貸す」ための市場，特殊な転売市場

ともなるのである」（2:32 頁）。 

「おそらくリース業の定義域を拡張すれば，土地や機械設備の貸与だけではなく，たとえば特許や

知的財産など，弾力的な追加供給が困難で，長期にわたって超過利潤の源泉となりうる資産全般の貸

与までが含まれてこよう。これらの擬制的な自然力をも含めて，生産力関連の市場は，産業資本自身

が必要な消費物を「買う」ための市場から，必要な消費物を「借りる」ための市場へ，さらには商業

資本が余剰物を「貸す」ための特殊な転売市場へと変質する」（2:32-33 頁）。 

もっともこの引用から分かるように，貸借される対象の範囲そのものは拡張されているわけである

が，この貸借という原理自体がこれまでのように売買という原理に翻訳されることなく，それとは別

個の原理としての規定を与えられているものであるかどうかを判読することは，本論文の限りでは難

しい。振り返ってみると，貨幣の貸借が「一定期間自由に処分しうるものとしての貨幣の使用価値」

（山口[1985]:228 頁），すなわち「資金」の売買に，また土地の貸借が，一定期間の土地の用益の売

買に翻訳されてきたように，貸借関係は通例，売買関係の一種として原理的には取り扱われてきた。

清水[2006]にあっても，例えば「遊休設備の貸付，すなわち期間契約方式による資本の使用権の販売

という方法」（44 頁）といった文言があるように，貸借関係は概して売買関係へと還元されているこ

とが窺える。 

だが，このように貸借関係が売買関係にすべて回収されるような性質のものであれば，労働市場な

いし「生産力関連の市場」における「産業資本自身が必要な消費物を「買う」ための市場から，必要

な消費物を「借りる」ための市場へ」の変質も，結局のところ，労働力ないし機械設備等の一定期間

の用益を「「買う」ための市場」へと巻き戻されてしまうのではないか。つまり，ここでは「「買う」

ための市場」自体は依然として維持されたまま，労働力ないし機械設備等の一定期間の用益という新

たな商品種が，商業資本によって創出・パッケージされ市場に陳列されているという見方も可能であ

ろう。売買の市場とは別個に貸借の市場を打ち立てるには，売買の原理に解消されることのない貸借

の原理それ自体を再度新たに構築する必要があると考えられるのである。 

 

 

5．分化・発生論をめぐって 

 

［1］ 本論文の第 4 節では「分化＝発生論とは異なる，もう一つの発生論」，すなわち「発生=行動

論」と呼ばれる方法論が提起されている（3:52 頁）。「もう一つ」の理論像を打ち立てる試みは，そ

れを基礎づける「もう一つ」の方法論をも新たに要請するのである。 

振り返ってみると，『資本論』第 3 巻第 4 篇第 16 章においてすでに，商業資本が「生産者の商品

資本，すなわち貨幣への転化の過程を通り市場で商品資本としての機能を果さなければならない商品

資本以外のなにものでもない」（K.,Ⅲ, S.281,〔4〕339 頁）と把握されているように，「商業資本論

は，すでにその最初期の段階から，分化＝発生論という方法に基づく」（1:51 頁）といってよいので

あるが，この「分化＝発生論」という方法論それ自体は「商業資本論の方法論的基礎である以前に，

市場機構論の方法論的基礎」（1:53 頁）として，これまでの諸研究をつうじて徐々に精緻化されてき

たものであった。とりわけこの方法論が，市場機構論および流通論における論理展開を支える屋台骨

として本格的に両領域に組み込まれたのは，本論文においてもその所説に集中的に検討が加えられて

いる山口重克の原理論体系以降であろう。 
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すでにみたように，山口の市場機構論体系にあっては，「他の社会体制との対比における資本主義

社会の本質規定」としての原理論に比して，「資本主義の発展段階ないし諸相の特殊性の分析基準」

としての原理論をとりわけ重視するという宇野学派に独自のスタンスから（山口[1983b]:14 頁），い

わゆる「資本一般説的観点」に対し「競争論的観点」が（同[1983a]:第 1 章序説），また宇野におけ

る「物神性論的観点」に基づく利子論の信用論から商業資本論へと展開する体系構成に対し「機構論

的観点」に基づく商業資本論から信用論へと展開する体系構成が（同[1983b]:第 1 部第 4 章）それぞ

れ論理的優位性をもつものと捉えられると同時に，対象への第一次的アプローチないし展開方法のあ

り方として，「行く先論アプローチ」に対し「行動論アプローチ」が（同[1987]:第Ⅰ部第 1 章），そ

して「共時論的方法」に対し「分化・発生論的方法」が（同[1983b]:序章）それぞれ採用されている。

本論文において新たに提起されている「発生=行動論」という方法論も，単に『資本論』ないし宇野

にみられる分化・発生論的な方法論に対するものではなく，とりわけこうした原理論体系を構成する

諸観点ないしアプローチの採用と密接に連関する山口理論に独自の「分化・発生論」という方法論に

対する一批判として提起されているものと考えられる。したがって本節では，山口理論における「分

化・発生論」との関連で本論文のポイントを示し，それを通じて論点を提出していくこととする。 

 

［2］ まず第 1 のポイントは，「分化」という用語と「発生」という用語が，それぞれ概念化され

明確に区別されている点にある。これまで分化・発生論という場合，論者によっては等号を用いた「分

化＝発生論」と表記されてきたことに象徴されるように15)，「分化」という概念と「発生」という概

念がそれぞれ別個の概念であるとする主張はほとんどみられなかったといってよい16)。例えば，山口

[1983a]にあっても，『資本論』第 3 巻第 4 篇第 16 章における「商業資本を産業資本の一部分形態が

転化・独立したものとみる考え方」，つまり「商業資本を産業資本の外部に単純に追加的に対置する

方法ではなく，産業資本の中からその一部を転化させて設定する方法」のことが，「分化論的ないし

発生論的である」または「分化論とでもいうべき一種の発生論の方法による展開」と呼ばれているよ

うに，「分化」あるいは「発生」という用語が概念的に明確に区別されるべきものとして扱われてい

るとは言い難い（15-16 頁）。 

もっとも，ここでは一方で「ないし」という接続詞によって「分化論的」と「発生論的」との違い

が実質的に不問に付されている反面，他方で「分化論」が「発生論」の「一種」として，つまり「発

生論」の部分集合として「分化論」という方法が把握されているようにも読める。実際，山口[1980]

では，「『資本論』にはその論理的な展開の方法として一種の発生論的方法がとられているところが

随所にある」として，価値形態論における「簡単なる価値形態」から「拡大された価値形態」ならび

に「一般的価値形態」への「移行」が「一種の発生論的論理」として捉えられていることにくわえ，

第 1 巻第 2 篇「貨幣の資本への転化」をはじめ，第 3 巻の全 7 篇のうち 4 篇の標題にのぼる「転化」

といった論理も「一種の発生論的論理とみてよい」とされており，さらに第 3 巻第 16 章「商品取引

資本」における，商業資本を産業資本から「派生ないし分化」したものとして捉える方法に関しても，

「このような派生ないし分化という説き方も発生論的方法といってよい」ことが示されている（87-88

頁）。 

ここから分かるように，山口にあっては，「発生論」という用語は「移行」「転化」「派生ないし

分化」といった複数の論理を包括するいわば上位概念として使用されている可能性があり，この限り

では「分化」と「発生」の二つの論理の間に若干の区別がなされているとも言いうるのであるが，こ

の場合にあっては反対に，「分化」と「移行」「転化」といった概念との区別が不問に付されるとい

う新たな問題が生じることになるうえ，「発生」という概念が複数の異なった意味で使用される可能

性が懸念される。いずれにせよ，山口において「分化」「発生」「転化」「移行」といった複数の用

語が明確に概念的に区別されていると認めることは，この限りでは困難であるといえよう。 

これに対して本論文では，一方で「分化」が，「産業資本を母体として発生するという概念」とし

て，他方で「発生」が，「産業資本の要請を受けて発生するという概念」として，それぞれ峻別され
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ている（3:47 頁）。これまで両者の切り分けが十分になされていなかったことからすると，ここでは

両者の区分という作業だけでなく，「分化」および「発生」という用語の概念化という作業も含まれ

ていることになろう17)。では，このような概念化ないし区分がなぜ必要なのであろうか。おそらく最

大のポイントは，「分化」が棄却され，「発生」が「行動論アプローチ」とともに徹底されている点

にある。 

すなわち，「分化」と「発生」を区別しない「分化＝発生論」のもとでは諸市場機構の発生母体は

産業資本のみに絞り込まれているのであるが，ここから「分化」を排除することは，第 2 のポイント

として述べるように，産業資本に限定されてきた諸市場機構の発生母体を産業資本以外の資本に開放

することへとつながる。これは究極的には，「「産業資本自身の内部的機構」としての同種性」を把

持するとされてきた商業機構に代えて，「商業資本の発生母体そのものの非同一性」に根差す「異種

混合性」を把持する「もう一つ」の商業機構の設営を試みる本論文の大枠にかかわっている（3:49 頁）。

「分化」と「発生」が区別される背景のひとつには，この「商業機構の異種混合性」（同上）の明確

化という本論文の狙いがあるものと考えられよう。 

また，もうひとつには，第 3 のポイントとして述べるように，商品市場，貨幣市場，資本市場とい

う 3 つの市場機構を原理論体系において如何なる順序で配置するのか，あるいは「商業資本が銀行資

本に転化する」（3:50 頁）というように「転化」の主体をある特定の資本種に絞り込むことは可能で

あるのかといった問題群に対する，「どれだけ論理的に詰めたところで，本来白黒をきめがたい性質

の問題」（3:56 頁）であるとの本論文の見解があろう。分化・発生論のもとで一応ある基準をもって

白黒がつけられていたこれら問題群に対する解答を演繹的に導出しえないと判断するのであれば，市

場機構論における「商品市場論→貨幣市場論→資本市場論といった単線的な配列」（同上）をもたら

す一因をなす，産業資本の商業資本への，あるいは商業資本の銀行資本への「転化」＝「分化」とい

う論理は，「「行動論」をもって「行く先論」を斥ける」という「分化発生論の本来の主眼」にとっ

て過分な論理となる（3:52 頁）。「分化＝発生論」の「分化」と「発生」とへの切り分けと，そのう

えでの「分化」の放逐，そして「発生=行動論」としての再建という一連の作業が必要とされるもう

ひとつの所以である。 

以上のような「分化」と「発生」の峻別および概念化の作業は，一先ずは評価されるべき試みであ

るといえよう。しかし，若干の疑問がないわけではない。「「分化」という概念の定義を，あくまで

産業資本を母体として発生するという規定性に求める場合，「分化」と「転化」という二つの概念の

間の区別は実質的に消失する」（3:57 頁）とされているが，第 1 に，そもそも「転化」という語は，

本論文第 3 節第 1 項において「非資本の資本への転化」（2:39 頁）として概念化されていたはずであ

って，どのようにみても本論文の定義する「分化」と区別なき概念ではない18)。うえの引用にある「「分

化」と「転化」という二つの概念」というときの「転化」は，第 4 節において突如挿入された「商業

資本が銀行資本に転化する」（3:50 頁）という意味の「転化」であり，これは「非資本の資本への転

化」ではなく，いわば「資本の資本への転化」のことを指している。本稿のみる限り，本論文の第 4

節における「転化」は，概ねこの「資本の資本への転化」の意味で使用されており，第 3 節第 1 項と

第 4 節とでは「転化」概念が二重化してしまっているように思われる。 

また第 2 に，概念として「転化」という語を使用しようとしているはずの本論文において，「転化」

は事実上二重化どころか複数の意味で多用されてしまっている。いくつか用例を挙げておくと，①「封

建的生産様式が資本主義的生産様式に発展・転化する……」（1:48 頁），②「手工業経営自体が機械

経営に転化する……」（2:34 頁），③「非資本の資本への転化」（2:39 頁），④「資本はもともと個

人資本として産声を上げるという理解から始まり，それが次に株式資本へ転化するという理解……」

（2:40 頁），⑤「生産物の大多数が商品に転化する……」（2:42 頁），⑥「いわば「商品の貨幣への

転化」論に当る価値形態論」（2:52 頁），⑦「産業資本が商業資本に転化するという分化＝発生論の

見方は……」（3:48 頁），⑧「銀行資本に転化する（あるいは転化しうる）ごく少数の商業資本群と

……」（3:50 頁），⑨「商人資本のような商品売買形式の資本が商業資本に転化する……」（3:52 頁），
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⑩「一般的等価物に転化する商品は何であるか……」（3:86 頁）―以上のように「転化」という語

は多用されているのである。「非資本の資本への転化」が本論文のオリジナルの「転化」概念である

ことからみれば，これらの「転化」が同一の概念として括ることができないことは，もはやいうまで

もないであろう。 

さらに踏み込んでいえば，このような本論文における「転化」の多用の背景には，複数の論理構造

に共通してあらわれる事象を説明する包括的な概念として「転化」概念を用いようとする（かのよう

な）視角があるのではないか。例えば，本論文の注 86）では「「転化」という概念の使い方」が論じ

られているが，そこでは「商品が貨幣に「転化」する，貨幣が資本に「転化」する，剰余価値が利潤

に「転化」する，商業資本が銀行資本に「転化」するといった一連の「転化」」が，「何れも同一主

体の状態変化，あるいは形態変化（変態）」を指すものとしてひとつに括られている（3:90 頁）。し

かし，たとえそれが「何れも同一主体の状態変化」を指すからといっても，これら「一連の「転化」」

が一緒くたに扱われてしまっては，「一連の「転化」」の間にある本来的な差異および個々の「転化」

の固有性は埋没するうえ，商品をはじめ貨幣，資本，利潤などの諸概念が不明瞭になってしまう恐れ

があろう。商品→貨幣と，貨幣→資本は，少なくとも同次元の問題としては扱えない。「商品が貨幣

に「転化」する」ことが「形態変化（変態）」であれば，「貨幣が資本に「転化」する」ことは「形

態変化（変態）」では捉えきれない。ましてやこれを「商業資本が銀行資本に「転化」する」ことと

同次元の問題に落とし込むことはできないであろう。「転化」を複数事象の説明に適用することは，

「転化」概念そのものを無効化し，それをもって説明される原理的諸概念までをも無効化するような

負の側面をもつ。「転化」はむしろ，本論文が概念化しているように，単一事象の説明概念としてヨ

リ限定的に用いられるべきであると考えられよう19)。 

 

［3］ つづいて本節の第 2 のポイントとして，商業資本には「産業資本を直接の母体とする分化発

生以外にも，産業資本以外の資本に母体を借りた，いわば代理母型の分化発生がありうる」（3:53 頁）

ことを提起した点が挙げられる。ここでいうところの「産業資本以外の資本」に目されているのは，

宇野が「その歴史的性格ゆえに，……それ自体としては姿を消し，産業資本の内部に「商人的一面」

ないし「商人資本的一面」として取り込まれる」，あるいは「金貸資本的形式とともに「資本主義に

さきだつ資本形式」をなし，「産業資本形式に発展するものとして考えられなければならない」との

説明」を与えることによって第 3 篇「分配論」の舞台からは捨象してきた（1:52 頁），「商人資本」

（3:60 頁）ないし「たとえば商人資本を含めた商品売買形式の資本（商品売買資本）」（3:51 頁）で

ある20)21)。宇野以降，「資本の三形式は，資本の歴史的発展を順に辿ったものではなく，むしろ純粋

に論理的な規定性であるとみなされる」ようになり，これによって「商人資本的形式は，産業資本的

形式の成立とともに消滅する原始的な形式ではなく，産業資本的形式と同時に並立することが可能な

形式であると考えられるようになってきた」のであるが（1:52 頁），こうした資本形式論の変遷にか

かわらず，たとえば山口[1985]にあっても，市場機構論（第 3 篇「競争論」第 2 章「競争の補足的機

構」）の端緒には，分化・発生論的方法を採用するがゆえの産業資本のみで構成された特殊な舞台が

用意されており，宇野同様，第 1 篇「流通論」で登場する「商人資本を含めた商品売買形式の資本」

が第 3 篇の舞台に再び登場するという論理構成は決してとられていないのである。 

こうした研究推移に照らし合わせると，「商人資本を含めた商品売買形式の資本」を市場機構論の

端緒に組み入れる本論文の試みには，すでに述べたように，「商業機構の異種混合性」を原理論にお

いて明確化するという目論見に加え，資本形式論と市場機構論，あるいは第 1 篇「流通論」の市場像

と第 3 篇「分配論」ないし「競争論」の市場像とをリンクさせるという目論見をも嗅ぎ取ることがで

きよう。前者の目論見については，すでに第 3 節でふれたが，これら「商人資本を含めた商品売買形

式の資本」は，「商人資本的な性格を強く残した商業資本，つまりもともと「内的依存性」の弱い商

業資本」（2:25 頁）として「変容=発生」（3:60 頁）し，二重構造として描かれる「資本主義的な商

業機構の周縁部分にいわば寄生」（2:25 頁）することになる。本論文において提示されている「商業



第 7 章 商業資本論の転回   138  

機構の二重構造」論は，「分化＝発生論」の「発生=行動論」への再編をその前提とする「商業機構

の異種混合性」の明確化をもって，ようやくその全貌を現すことになるのである。 

また後者の目論見については，第 2 節でふれたように，「もう一つ」の商人資本像を打ち立てたこ

とがその布石となっている。すなわち，従来の外来的・寄生的性格ないし個人資本的性格の強い商人

資本像に代えて，絶えず産業を変革する本源的に組織性を具えた「もう一つ」の商人資本像を据える

ことは，資本形式論と市場機構論とのリンクの妨げともなっていた資本主義的生産様式への移行期に

おいて消失してしまうような商人資本像の，「資本主義的生産様式の下でも生き残っているという意

味において「最も古い」」（2:26 頁）商人資本像への転換を意味しており，これにより「商人資本を

含めた商品売買形式の資本」が資本主義的な商業機構の一翼を担うという，資本形式論と市場機構論

とが，あるいは第 1 篇「流通論」の市場像と第 3 篇レベルの市場像とが一体となった論理体系が形成

されることになる。 

言い換えると，「商人資本から商業資本への転化という歴史的系譜の連続性」を原理的な商業機構

のもとで再現することの障害ともなっていた「商人資本の否定」として商業資本を切り出す手法が

（3:68 頁），「もう一つ」の商人資本像の設定によって一先ず無効化されることで，「商人資本を含

めた商品売買形式の資本」の市場機構論の端緒への召喚，および資本形式論と市場機構論とのリンク

が可能となっているといえよう。商人資本的形式（商品売買形式）という「産業資本的形式と同時に，

かつ独立に成立することの可能な資本形式を想定し，その資本形式からの論理的演繹によって商業資

本にアプローチする」（1:52 頁）という「もう一つ」の商業資本への回路は，こうした周到な準備の

もとではじめて開かれることになるのである。 

こうした「代理母型の分化発生」という試みに対し，本稿は現時点で評価を下せるだけの材料を手

もとに揃えていない。したがって以下，評価を留保したうえでの疑問にすぎないが，「全ての商業資

本は産業資本から分化＝発生した……」（3:49 頁）という場合の「産業資本」，つまり通例において

市場機構論の端緒に設定される「産業資本」が特殊理論的な想定の「産業資本」であるということは，

本論文においてどこまで意識されているのか。 

いうまでもなく，このような特殊な「産業資本」は分化・発生論的方法のもとで要請および設定さ

れた，流通および生産部面の全てを自力でこなす「産業資本」であって，それは諸市場機構が分化発

生した後に析出される本来的意味での産業資本＝「狭義の産業資本」とは異質の，いわば「広義の産

業資本」である。これまでこうした「広義の産業資本」を起点に商業資本，銀行資本，証券業資本と

いった諸機構が発生するとされてきたことからみると，「広義の産業資本」は，それが通例単に産業

資本と呼ばれようとも，こうした一連の諸機構を生み出す因子を本来的に兼ね備えた「産業資本」と

して事実上設定されていたことがわかる。 

この点に注視して，再び市場機構論の舞台に接近すると，たとえ分化・発生論的方法を採用してき

た論者らが，本論文でいわれているように，「広義の産業資本」を母体に分化発生する商業資本を産

業資本に対する「内部的機構＝従属的機構」（3:60 頁）として描いてきたにせよ，「広義の産業資本」

を母体とする商業資本の分化発生は，必ずしも商業資本を産業資本に対する「内部的機構＝従属的機

構」として直接に規定するものではないとはいえないか。 

第 1 に，うえで述べたように，「広義の産業資本」は生産部面のみならず流通部面をも自力で担う

特殊理論的な想定のもとでの「産業資本」であったのだが，このような「産業資本」は見方を変えれ

ば，流通部面のみならず生産部面をも自力で担う特殊理論的な「商業資本」，すなわち「広義の商業

資本」とみることも可能であろう22)。この「広義の商業資本」を分化発生の母体に据えるならば，む

しろ産業資本の方が商業資本の「内部的機構＝従属的機構」であるとも言える。どの資本が，どの資

本に対して「内部的機構＝従属的機構」であるのかは，市場機構論の端緒の特殊な資本に対する見方

次第で変わりうる可能性をもとう。 

第 2 に，「広義の産業資本」からの商業資本の分化発生は，本論文がいうところの「分化＝転化」

（3:57 頁）の関係にはなく，また本論文の批判対象にされているところの，産業資本からの商業資本
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の「分化＝転化」でもない。すでに述べたように，本論文において「転化」という語は，「非資本の

資本への転化」を一先ず別とすれば，例えば「商業資本が銀行資本に転化する」（3:50 頁）といった

ように，第 4 節では主として「資本の資本への転化」の意味で使われていた。「分化=転化」はまさ

にこの意味を指す語として用いられているのであるが，これを商業資本の分化発生に代えて使用する

場合にあっては，商業資本の母体である資本の特殊性，そしてその特殊な資本を母体とする分化発生

の固有性が見落とされてしまうことにならないか23)。 

すなわち，「分化=転化」という用語が使用される場合において想定されているその母体は，例え

ば「商業資本が銀行資本に転化する」といった場合における「商業資本」と同様の意味の＜資本＞，

つまり生産過程をもたず流通過程に専業化した，分化発生を遂げた後の固有の意味での「商業資本」

＝「狭義の商業資本」と同次元の狭義の意味での＜資本＞であるが，これに対し商業資本が分化発生

する際の母体はこの狭義の意味の＜資本＞ではなくあくまで広義の意味の「資本」，すなわち生産部

面にくわえ流通部面をも自力でこなす「広義の産業資本」である。この「広義の産業資本」は資本と

呼ばざるをえないにせよ，あくまで特殊な想定のもとでの「資本」なのであって，＜資本＞とは明ら

かに次元が異なる「資本」である。 

このような「資本」からの＜資本＞の分化発生は，「分化＝転化」では説明することはできない。

「分化＝転化」の説明可能な範囲が，＜資本＞⇒＜資本＞のみに限られるのであれば，「資本」⇒＜

資本＞はその説明能力を超えることになろう。「資本」⇒＜資本＞の過程においては，＜資本＞⇒＜

資本＞における「分化＝転化」の関係と同様の，同一主体の機能ないし業務の変化が単に引き起こさ

れているわけではない。それは，「資本」が本来的にもつ複数の＜資本＞の因子が，「資本」を＜資

本＞へと変容させていく過程，つまり「広義の産業資本」の「狭義の商業資本」への，いわば「変容

＝発生」（3:60 頁）の過程なのであって，この過程は同時に「資本」の＜資本＞への，すなわち「広

義の産業資本」の「狭義の産業資本」への「変容＝発生」を含んでいるのである。＜資本＞が＜資本

＞に「分化＝転化」するのに対して，「資本」は＜資本＞に「変容＝発生」する。「資本」⇒＜資本

＞における「変容＝発生」の関係に対する「分化＝転化」の関係の適用は，そこでの「資本」の特殊

性および「資本」⇒＜資本＞の過程の固有性を見失わせてしまう負の側面をもつのである。 

このように「資本」⇒＜資本＞およびその「変容＝発生」の関係を掘り起こしてみると，本論文に

おける従来説の総括ないしそれに対する評価，すなわち，「産業資本を母体とする商業資本の分化発

生」＝「産業資本に対する「内部的機構＝従属的機構」としての商業資本」という見方は，一面的な

見方であった可能性が残ろう。「資本」⇒＜資本＞における「変容＝発生」の関係は，単純な「内部

化＝従属化」の関係としては捉えきれない側面をもつ。市場機構論において「産業資本から見て「外

部的機構」という種に属する資本」（3:51 頁）の存在を認めていない従来説にあっても，その端緒に

おかれていた産業資本像を分析する限り，商業資本が産業資本に対する「内部的機構＝従属的機構」

以外の機構として描かれる素地はあったといえよう。 

以上のことから問われることになるのは，いうまでもなく，「商人資本を含めた商品売買形式の資

本（商品売買資本）を発生母体」（同上）のひとつにくわえることの意義であろう。産業資本を発生

母体とする商業資本が，必ずしも産業資本に対する「内部的機構＝従属的機構」ではないとすれば，

「代理母型の分化発生」および「外部性＝独立性」に特徴づけられる元「商品売買資本」であった商

業資本の市場機構論における位置づけは如何なるものとなるのであろうか。言い換えると，この論理

を導入することの最大のポイントは，どの点にあるといえることになるのであろうか。本稿は，もっ

とも断定はできないが，おそらくは既述したように，流通論と市場機構論とのリンクおよびそれを通

じた資本主義理解の刷新にこそ，本論文におけるこの論理導入の眼目が置かれているとみる。 

 

［4］ 本節における第 3 のポイントは，「発生」の要件の特定可能性と，「分化=転化」の順序ある

いは主体の特定不能性を明示した点にある。すでに若干ふれたが，本論文では，市場機構論において

商業資本論，信用論（貸付資本論），資本市場論（株式資本論）の 3 者が如何なる順序をもって配置
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されるのかという問題，あるいは銀行資本として独立化する主体を商業資本に設定する議論に象徴さ

れるように，ある資本種へと「分化＝転化」する主体を特定の資本種に絞り込むことは妥当か否かと

いう問題に対して，その解が論理的には導出しえないという立場が明確に打ち出されている。こうし

た問題群が，これまでの市場機構論（利子論）研究において多くの議論が交わされてきた問題群であ

るということ，特に前者に関しては，それが宇野[1964]から山口[1985]に至る過程で，「商業資本論

→信用論」の順序で一応の決着がついたかに思えた問題であり，この体系構成の決定を踏まえ市場機

構論における幾多の原理的諸規定が行われてきたことからすると，本論文の議論は現時点における市

場機構論の枠組みそのものに揺さぶりをかける重大な問題提起であるといってよい。 

振り返ってみると，山口にあっては「商業資本を原理的に解明するということ」，つまり「具体的

な諸要因が錯綜する現実的な運動過程の内部に商業資本の基本的な意義をいわば機構的に，立体的に

位置づけることは，原理論の展開においては，構成上の位置を確定するということによってのみ果た

される」（山口[1983a]:108-109 頁）とあるように，商業資本論の信用論に対する体系上の位置関係

は，商業資本の原理的規定を左右するものであると捉えられていた。実際，宇野の体系構成とは異な

りそれとは逆の商業資本論を信用論に先行させる体系構成が採用されることによって，商業資本の原

理的規定にはいくつかの重要な変更が加えられている。小売商としての商業資本像から卸売商をも含

めた商業資本像への転換，信用を極力利用する商業資本像から容易には受信し難い商業資本像への転

換などが，一先ず目につきやすいものとして挙げられよう。こうした変更は商業資本論にとどまらず，

それに後続されることになった信用論においても，例えば商業資本を母体とする銀行資本の独立化が

論じられるなど，新たな体系順序に沿った原理的規定が与えられている。 

こうした商業資本ないし信用の原理的規定を直接に左右する体系構成に関し，それを商業資本論→

信用論と置くことの論拠は山口にあっては次の二つの側面，すなわち，①商業資本と銀行資本ないし

信用制度の個別産業資本の利潤率増進活動に対して果たす役割，②それら機構の意図せざる社会的な

役割，とりわけ利潤率の均等化に対して果たす役割から説明されていた（山口[1998]:14 頁）。もっ

とも，この二つの側面は必ずしも等位の関係にあるものではなく，「利潤率の均等化の過程における

機構的役割の相違は個別産業資本の蓄積にとっての実質的な機能の相違に規定されている」（同上

書:17 頁）とあるように，事実上①の個別産業資本の利潤率増進活動に対して果たす役割の相違が，

商業資本論を信用論に先行させる体系構成を採用する際の第一義的観点となっている。そしてこの個

別産業資本に対する役割の相違を決定づけ，信用制度を商業資本に比して「より展開した」あるいは

「より高度な」機構に定置することを可能にした究極的な論拠が（同[1983a]:244 頁），本稿のみる

限りでは山口に独自の「信用創造」規定，すなわち信用関係を，直接的な資金の融通関係としてでは

なく，「将来の貨幣の還流を予定したいわば先取的な資金創出の関係」（同[1984a]:62 頁）として押

さえた点であったと考えられる24)。「信用関係は将来の先取りという点でより高度な流通関係を展開

するもの」であり，「個別資本にとっての意義の対比によっても商業資本の方が先行的」なのである

（[1998]:17 頁）。 

このように，体系構成変更の論拠を独自の「信用創造」規定によって固めた山口に対して，本論文

ではこのことに直接関連して言及されているのではないが，この論拠を実質的に無効化する説明が行

われている。「たとえ産業資本からの買い取りが信用取引ではなく現金取引で行われるだけだとして

も，商業資本はいわば一種の信用創造を行っている」（3:64 頁）―との説明がそれである。すなわ

ち，「他の商業資本への転売を予定して商品を買い取る商業資本は，ちょうど商業信用における与信

資本のように，将来の需要を先取りして現在の購買を行っている」（同上）という点，つまり商業資

本の機能のうちに実質的に「信用創造」と同様の機能が看取できるのであれば，商業資本に比して信

用関係が「将来の先取りという点でより高度な流通関係を展開する」ということはできない。信用制

度は，個別産業資本の利潤率増進活動に対し果たす役割からみて，少なくとも商業資本と並列的な位

置には引き戻されることになる。このことが同時に，商業資本の銀行資本への「分化＝転化」という

ロジックを一旦封じることになるのはいうまでもないであろう。「商業資本論→信用論」の体系構成
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および「商業資本→銀行資本」の系譜的分化を可能とした論拠は，商業資本の機能が信用の機能に引

きつけて理解されることによって，実質的にその効力を剥奪されているのである。 

もっとも本論文では，山口によって信用制度に対し下された，商業資本に比して「より高度」な機

構であるとの判定自体を覆すことにではなく，判定結果それ自体が生まれながらにして抱えこんでい

る判定基準の恣意性に纏わる「根本的な不透明さ」（3:56 頁），および諸市場機構についての順序・

「分化＝転化」主体の特定不能性ないし特定不要性を暴露することに重きが置かれている。この限り

では，したがって，ここで述べた体系構成の論拠の実質的無効化は，おそらく本論文が直接に企図し

たものとはいえないであろう。だがいずれにせよ，体系構成の問題が，『資本論』（商業資本論→信

用論）⇒宇野（信用→商業）⇒山口（商業→信用）を経た現時点においてもなお未決であることを本

論文が告知していることに疑いはない。むしろ未決としての帰結に対する積極的な肯定の姿勢こそ，

本論文がこの問題に対して下す唯一の判定なのであろう。 

 

 

6．総括 

 

 ここまで本章では，清水論文の節立てに沿ってその解読および検討を行ってきた。最後に本論文の

総括を行っておきたい。 

 

■「多型化」論と「変容」論をめぐって 

 本稿では第 1 節において，本論文のポイントのひとつが「もう一つ」というキーワードにあること

を指摘した。実際，本論文に対するこれまでの解読および検討作業は，この「もう一つ」というキー

ワードが，単に本論文のポイントのひとつであるというだけでなく，これが本論文のコアとなるキー

ワードであることを示している。「もう一つ」の商人資本像，商業資本像，商業機構像，産業資本像，

資本主義的生産様式像，労働市場像，方法論などが析出されている限りにおいては，「本稿は，一口

に言えば，理論像の拡張を図ったことになる」（3:77 頁）という本論文が下す自己評価にも本稿の立

場からは首肯できよう。ただし，この「理論像の拡張」に関してここで論点をひとつ設けておきたい。

それは本論文が描き出したこの「もう一つ」の理論像と，「結語」において繰り返し謳われている括

弧つきの「「変容」」（3:75-83 頁）というキーワードとの関連についてである。 

 「もう一つ」というキーワードは，清水[2006]においてもコア概念として使用されていた「多型化」

というキーワードと，おそらく同義ないしは強い親和性をもつ。「もう一つ」の理論像の導出は，こ

の限りでは理論像の「もう一つ」の「型」の導出を意味しており25)，事実本論文においては「型」と

いう語ないし見方が「もう一つ」の理論像の導出に沿って幾度も登場している。本稿第 1 節では，こ

の「もう一つ」の「型」を，極としての従来説に対する「もう一つ」の極としたうえで，この二極間

において「多型性」や「変容」という語の内容が獲得されるであろうことを述べたのであるが，一方

の「多型性」が文字通り「もう一つ」の「型」として提示される理論像であると理解されるとして，

では他方の「変容」はどのようにこの「もう一つ」の「型」としての理論像にかかわっているのであ

ろうか。 

 本章におけるこれまでの議論から推論すると，本論文においては「もう一つ」の「型」の提示がそ

のまま「変容」を論じることに直結しているものと考えられる。すなわち，従来説とは対極の「もう

一つ」の「型」を発掘する作業は，単に「型」を複数化すること，あるいはこれまでとは異なる「型」

を提示すること自体を目的にしているのではなく，そうした極としての「型」を自ら生み出していく

契機ないし因子を，本来の概念のうちに埋め込んでいく作業であったと捉えられるのである26)。 
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振り返ってみると，『資本論』第 3 巻第 4 篇第 20 章「商人資本に関する歴史的事実」があえて取

り上げられた所以も，「商業資本の「純粋な形態」それ自体に，さまざまな種類や亜種を生み出す因

子が内在していること」，「いいかえれば，商業資本の原理的な多型性を浮き彫りにすること」にあ

った（2:22-23 頁）。「本稿は，一口に言えば，商業資本の「変容」ないし「変革」を立ち入って論

じようとする姿勢を対置した」（3:76 頁）との自己評価も，商業資本の「もう一つ」の「型」の導出，

つまりその「多型性」の提示が，「商業資本の「純粋な形態」」に対する「変容」の契機ないし因子

の実装化に直結すると考えられているからこそであろう。本論文における「多型化」論は，この限り

では理論像の「変容」論と同値であるといえるのである。 

 こうした推論に鑑みると，先に述べた本論文が図ったとしている「理論像の拡張」のその内容は，

「理論像の多型化」，といってもそれは「もう一つ」論＝「型」論よりも「変容」論と親和的な意味

をもつ「多型化」であるため，むしろ「変容」の契機ないし因子を埋め込むことによる「理論像の広

義化」と形容されるべき内容をもつ。このことは「もう一つの商業資本論」という本論文の標題が，

マルクスにおける「広狭二義の商業資本論」のうちの「広義の商業資本」論を指すことからも理解さ

れよう（3:83 頁）。 

また，分析対象となる理論像がこのように「広義化」されていることは，「対象設定は主題設定と

切り離しがたい関係にある」（1:46 頁）との言を俟つまでもなく，その裏側で商業資本論の主題自体

が「広義化」されたことを示している。商業資本の自立化論ないし利潤取得論を主題としてきたこれ

までの議論に対し，商業資本の投機活動，商業組織，商業資本の生産への関与など，商業資本論の主

題設定が本論文において更新されていることはこれまでみてきたとおりである。「商業資本の機能の

変化や多様化を論じること」（同上）は，対象と主題の 2 つの「広義化」がなされてはじめて可能に

なる。現時点から振り返ると，本論文は，主題設定の広義化に分析対象たる商業資本の広義化を牽引

させるかたちで，この「変容」を射程に収めようとしていたのだといえよう。 

 ただし，以上のことはあくまで推論の域を出ない。「もう一つ」論＝「型」論の追究が「変容」論

の追究になるのかどうか，「型」論と「変容」論とは本来的に親和的な議論であるのかどうかは，一

旦議論を白紙に戻しあらためて考えてみる必要があると考えられる。 

 

 

■商業資本の定義をめぐって 

 ここまでの検討から振り返って，最後に問題となるのは，本論文において導出された商業資本＝「広

義の商業資本」の定義であろう。一先ず，これまでの研究上における商業資本の定義をいくつか掲げ

ておこう。 

 

「商業資本は産業資本の運動における商品資本の貨幣資本への転化 W´－G´の過程，いいかえれ

ば資本の運動における最も困難なる問題を含む商品の販売を産業資本に代って引受けて専門的

に行いつつこれを促進することによって，いわば間接的に剰余価値の生産増加に寄与する」（宇

野[1964]:209 頁）。 

 

商業資本は，「産業資本の生産物＝商品の流通過程を専門的に，多かれすくなかれ多くの産業資

本のそれを集中しつつ，遂行するという機能を果す」（大内[1981・82]:下 409 頁）。 

 

「生産過程をとり込まず，産業資本の流通過程を専門的に引き受ける資本のことを商業資本という。

商業資本は……産業資本とそれにたいする本来の売手あるいは買手との間に入ってそれらの間

の売買をいわば仲介するのである」（山口[1985]:209 頁）。 
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「個別産業資本のなかから，他の資本の販売過程を集中的に代行して，流通過程に専業化する資本

が発生する。このように産業資本の要請に応じて，流通過程に再特化した資本を商業資本とよび，

資本主義以前から交易活動に従事する商人資本と区別する」（小幡[2009]:214 頁）。 

 

「産業資本による社会的生産が編成されている中で，商品売買に特化する資本を商業資本と呼ぶこ

とにする」（菅原[2012]:257 頁）。 

 

これらの定義に照らしてみると，もはやいうまでもないが，本論文において提示されている商業資

本はここから大きく逸脱しているものとなろう。産業資本の販売過程ないし流通過程を専門的に引き

受けるだけでなく，それに専業化ないし特化するというわけでもない。また売買の仲介をするだけで

なく，生産価格で売り捌く堅実な活動に甘んじているわけでもない。そのうえ，個別産業資本のうち

からのみ発生するわけでもない。本論文が提示する「広義の商業資本」は，生産過程を組み替える「産

業オルガナイザー」（2:30 頁）としての，あるいは労働市場の組織者＝「プロモーター（リクルータ

ー）」（2:45 頁）としての顔をもつ。また，「創業型の資本結合」（2:40 頁）の担い手といった証券

業資本としての，あるいは資金の貸付や貨幣取扱業務をも行うといった銀行資本としての顔も併せて

もつ。その投機的性格および出自の多元性はすでにみたとおりである。 

ここに至って，本論文の「広義の商業資本」は如何なる定義をもつ資本といえるのであろうか。言

い換えると，本論文の商業資本像からみて，商業資本とは本来如何に定義されるべき資本なのであろ

うか。またこれに関連して，商業資本，銀行資本，証券業資本の「三種の資本の理論像は，その何れ

か一つだけを単独に描き直しうる性質のものではない」（1:53 頁）とすると，銀行資本ないし証券業

資本としての顔を併せもつ「広義の商業資本」の描出は，銀行資本および証券業資本それぞれの機能

ないし定義に如何なる影響を及ぼすことになるのであろうか。 

これまでの商業資本の定義と対比すると，本論文の立場は，おそらく従来の商業資本像によって本

来あるべき商業資本の定義が狭小化されてしまったというものになろう。「変容」を論じるうえで，

分析対象となる商業資本の広義化は必須事項であり，これまでの「対象設定の下では，商業資本の機

能の変化や多様化を論じることは著しく困難とならざるをえない」（1:46 頁）。商業資本と本来定義

されるべき資本像は，本論文の立場からは，「広義の商業資本」にこそ求められなければならないの

である。 

しかしこれとは反対に，むしろ本論文の商業資本像は商業資本の定義を過剰に広義化してしまって

いるという立場もあろう。評価は留保し，一旦この立場から本論文の「広義の商業資本」の定義を探

っていくと，これが過剰広義化であるとする立場におけるありうべき理由の一つは，この「広義の商

業資本」は商業資本というよりも，むしろこれまでも市場機構論の端緒におかれてきた「広義の産業

資本」と同型の資本ではないかというものであろう。 

すでに述べたように，市場機構論の端緒に登場する資本は，基本的には産業資本と呼称されるもの

の，それは商業資本などの機構が分化した後の流通過程を概ね外部に移譲した「産業資本」とは異な

り，機構が分化していく因子を内包した「広義の産業資本」である。この「広義の産業資本」は分化・

発生論的方法に基づき設定された特殊理論的な資本，言い換えると，流通部面から生産部面まで全て

自己で担う特殊な産業資本であるといえるが，これを起点に諸市場機構が展開されていくことは，「広

義の産業資本」が本来的に商業資本，銀行資本，証券業資本としての因子ないし側面をもつことを含

意していよう。この点からみると，本論文における「広義の商業資本」はこの「広義の産業資本」と

同型ないしこれに近似することが分かる。これまでみてきたように，生産部面あるいは労働市場に強

く関与し，銀行資本あるいは証券業資本の業務をも同時に遂行する「広義の商業資本」は，本論文に

おいてはあくまで商業資本と呼ばれているにせよ，実質的には複数資本種の側面を保有する「広義の

産業資本」と同型の資本であるともいいうるのである。 
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振り返ってみると，そもそも市場機構論の端緒におかれる資本，つまり商業資本，銀行資本，証券

業資本，そしてこれら機構が分化した後の「産業資本」といった複数資本種の側面を兼ね備えている

資本は，産業資本と呼ぶにはあまりに広く，また「広義の産業資本」と呼ぶにせよ，それはあくまで

生産的側面ないし産業資本的側面を軸にみるというひとつの観点から与えられた呼称でしかない。 

もっとも，こうした呼称ないし側面の重視は，市場機構論という理論領域を設定する目的が，「産

業資本がその利潤率増進活動にとっての様々な制約を解除ないし緩和し，利潤率の増進をさらに促進

するための組織・機構の展開を要請するものであること」（山口[1985]:206 頁）を明らかにすること

にあるからであるが，これとは逆に「市場機構を起点として生じる資本主義的生産様式の変化」（3:75

頁）を明らかにするという目的がある場合にあってはこの限りではないであろう。商人資本的形式の

資本の存在を一先ず別とすれば，市場機構論の端緒におかれる資本を「広義の商業資本」と呼ぶこと

は，それを「広義の産業資本」と呼ぶことと同程度に可能なのである。実際，「産業資本にとっての

流通過程の外部委譲は，見方を変えれば，商業資本にとっての生産過程の外部委譲」（2:28 頁）27)

であるとの見方は，「広義の商業資本」を起点とする「産業資本」の発生を示唆しているとも受け取

ることができる。「広義の産業資本」の流通的側面ないし市場機構的側面を重視した呼称が，「広義

の商業資本」であるとも捉えられるわけである。 

 以上の推論からすると，本論文が描く「変容」の因子が搭載された「広義の商業資本」は，回り回

って「変容」の因子を本来的に内蔵している「広義の産業資本」であったとも見方によってはいえよ

う。ただしこのことは，商業資本の定義に対する「広義の商業資本」の過剰性を，言い換えると，「広

義の商業資本」が商業資本たりえないといったことを単に示唆するものではない。そうではなく，そ

れは商業資本論という理論領域に対する「広義の商業資本」の過剰性を，つまり「広義の商業資本」

が商業資本論を踏み出て，市場機構論さらには原理論体系というより一層広いフィールドにおいて論

じられるべき資本であるということを示唆している。「もう一つの商業資本論」は「もう一つの市場

機構論」，そして「もう一つの原理論」として論じられる必要があるわけである。 

 

 

注

 

1) 以下，清水論文は引用を除き「本論文」と表記し，「本稿」と区別する。また，清水論文からの引用

は，（巻数：頁）のみであらわす。 

2) 宇野学派における商業資本論に関するいくつかの研究書，例えば，宇野編[1968a]，日高[1972]，山口

[1983a]，石橋[1992]，菅原[1997]を繙いてみるに，そこでは『資本論』第 3 巻の第 16 章から第 18 章に

ついては詳細な検討がなされているものの，第 20 章についての検討は管見の限りでは見つけることがで

きなかった。概ねこの第 20 章が，宇野学派において「歴史的非原理的領域」（日高[1972]:6 頁）として

捉えられているためであろう。こうした研究状況は，非宇野学派における商業資本論に関する研究書，

例えば，井田[1975]，谷川[1981]，森下[1993]，但馬[1994]，大吹[2005]にあってもかわりはない。ただ

し，唯一の例外として鶴野[1988]は，わずか 8 頁ではあるが，ひとつの章を立てて第 20 章に言及してい

る。しかしこれは「この章の内容を概括」したものであって，理論的に読み込みをかけるようなもので

はないうえ，概括自体も「この章の冒頭のいくつかのパラグラフは，エンゲルスの編集によってこの章

に包括されることになったもの」であるという理由から，部分的に省略されている（242 頁）。 

3)   もっとも，このような「これからの『資本論』の読み方」は，本論文の専売特許ではない。例えば小

幡[1997]は，『資本論』の「第 1 巻第 11 章から 13 章における協業・分業・機械制大工業に関する考察

は 10 章「相対的剰余価値の概念」の歴史的な例解ととるべきではない。むしろ，……この領域は理論的

に再読されるべき内容を蔵しているように思われる」（3 頁）として，実質的にここでいうところの「こ

れからの『資本論』の読み方」に基づいた理論構築のあり方を示している。 
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4)  山口[1984a]では，「市場機構ないし市場組織」（ⅲ頁）という記述から分かるように，「組織」と

いう語が「機構」とほぼ同義のものとして使用されている（この他に，同[1987]:7 頁，同[1998]:8,43,50

頁）。このことからすると，「市場機構論」の「市場組織論」への換言，さらには「機構論的観点」の

「組織論的観点」への換言は，これまでの研究においても事実上承認されていたとみてよいのかもしれ

ない。 

5)   このことは同時に，「商業資本を支配する「主人」という産業資本家像」が「商人資本に支配される

「召使」という生産者・産業家像」の「否定」として，あるいはヒルファディングの『金融資本論』に

みられるように，銀行資本が「高利貸資本の否定」として形式論理的に導出されていることに対する批

判をも含んでいる（3:68-69 頁）。 

6)   ここで「商業機構ないし商人機構の本源的な組織性」（1:62 頁）あるいは「商人組織」（1:64 頁）

といった場合の「組織」の内容について確認しておきたい。前節でも本論文の議論のポイントとして指

摘したが，本論文では「組織」という語が非常に多用されている。ここでは一先ず検討の幅を，問題に

している商人資本像にかかわる本論文第 1 節についての議論のみに絞っておくが，この第 1 節の第 3 項

だけをとってみても，うえに挙げた 2 つの「組織」に加え，「商品流通を組織する」（1:64 頁），「商

品生産は最初からそれなりに緊密な「経済的組織」，同職組合や生産組織を有していた」（同上），「複

数の生産者が商品生産の過程そのものにおいて組織的な結合関係を結ぶ」（1:65 頁），「一定の組織化

を遂げている商品生産」（同上）というように，いくつもの「組織」という語を数えることができる。

では，こうしたそれぞれの「組織」という語は何を指しているのであろうか。如何なる内容をもつ状態・

関係が，ここで「組織」という語に括られているのであろうか。 

考えをめぐらすと，「商人組織」や「組織的な結合関係」という場合の「組織」と，「商品流通を組

織する」あるいは「一定の組織化を遂げている商品生産」という場合の「組織」とが異なる意味をもつ

ようにもみえる。前者は商人と商人との，あるいは生産者と生産者との関係性といった，いわば対人間

の結びつき，個の集合体を「組織」と呼んでいると考えられるのに対して，後者は，個ないし個の集合

体の活動によって立ち現れる，いわば整備された流通過程ないし生産過程の状態を「組織」と呼んでい

るものと推察される。 

また前者だけをとってみても，その内容と思しき箇所を本文に求めるに，「広域的な分業ネットワー

ク」あるいは「広域的な交易ネットワーク」を構築している，「たんなる業務提携の域を超えて，貸付

や出資といった資金融通の関係を取り結び，商人資産を集中・集積する」，「「商業民族」としての集

団的行動に出る」，「個々の商人の「私事」とはいいがたい側面，いわば「商人世界の共同事業」とい

うべき側面をもつ」とあるように（1:65 頁），それぞれ機能意志をもつ複数の商人ないし生産者が取引

によって互いにあたかも一つの「組織」と呼ばれる状態を生み出しているのか，それとも互いの資産を

結合して単一の機能意志のもとで「組織」というものを形成しているのかといった点，また相互に競争

的・敵対的関係におかれた商人ないし生産者が「組織」の構成員であるのか，それとも協力的・協調的

関係，とは言わずとも競争的でありながらも窮地の状態に陥った構成員を見捨てることのない友好性が

「組織」の要素であるのかといった点，さらには個・「私事」としての商品経済的利益の追求が認めら

れていることが「組織」であるのか，それとも「集団的行動」をつうじて「共同」の商品経済的利益の

追求が目標とされるのが「組織」であるのか―といった複数の疑問がわいてくる程度に，ここでも「組

織」という語に含まれる異質性に対し着目せざるをえない。 

「組織」という語は一般的にも広く使われており，原理論研究にあっても銀行間組織論をはじめこれ

までも少なからず使用されてきた。しかし，これまで「組織」という語のその使い勝手の良さゆえの多

義性・汎用性に対して，理論の立場からの正面切った批判的分析は行われてこなかったのではないか。

原理論における主体が織りなす関係性に，一般的に広く用いられている「組織」という語を安易に適用

してきたのではないか。こうした疑問が，全てとはいわずとも多少なりとも正鵠を射るものであるとす

れば，本稿も基本的に支持している原理論の新たな潮流としての「組織化」論は，未だその足場を確固
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たるものとして築けていないということになるか，どうか。いずれにせよ，この新たな潮流の原理論体

系に与えるインパクトを重くみるのであれば，「組織」という語自体に対する批判的検討・原理的考察

は必須と言えるのではないか。もっとも，清水[2006]において，「商品市場の「組織化」」（7 頁）と

いう概念の構築が追究されていたことは，本稿第Ⅰ部でみたように，重々承知している。 

7)  商人資本を「資本主義的生産様式の下でも生き残っているという意味において「最も古い」」（2:26

頁）存在様式とみることの含意は，本論文の注 67)（3:84 頁）などをみる限り，おそらく労働力の商品

化およびそれによる産業資本の成立をそのまま資本主義の成立であるとみる一般的な資本主義観を批判

することにあるのであろう。本章第 5 節で述べるが，商人資本をはじめとする商品売買形式の資本を市

場機構論へと送り込む作業の真のポイントは，この点にあるのかもしれない。 

8)  「商人資本から商業資本への歴史的変容」（3:74 頁）との言い換えもある。 

9)  二重構造が対産業資本との関係であるということは，産業資本側からのみ二重構造が描かれていると

いうことまで含んでいるのではない。商業資本側から産業資本側に，市場機構側から生産部面にアプロ

ーチすることによって二重構造が生成・屹立していく点が見落とされてはならない。本文において「一

先ず」対産業資本の関係において導出されていると述べたのはこの理由からである。 

10)  山口系一[2006]は，消費ないし欲望を起点に市場システムの分析を行っている，管見における数少な

い論稿である。商品所有者の欲望ないし欲求を重視してきた宇野学派にあって，買手側の欲望ないし欲

求のあり方を探る試みは，消費部面における資本の活動および消費部面を含む市場システム全体の分析

を行ううえで有益である。 

11)  ここで，本節におけるその他の疑問点を述べておく。疑問点は，中核部分と周縁部分との関連につい

てのものである。簡潔に 2 点に分けて示しておく。 

【1】「一定程度の組織化を遂げた転売ネットワークとしての商業機構」（2:24 頁）というものは，中

核と周縁を含めて構築されるものか，それとも中核の商業資本間に限定されるのか。本論文では，この

「一定程度の組織化を遂げた転売ネットワークとしての商業機構」といわれているものが，例えば，「商

業資本間の転売機構が組織化」（1:46 頁），「広域的な交易ネットワーク」（1:65 頁），「商業資本間

の再販売ネットワークを始めとする商業機構の組織化」（2:30 頁），「転売ネットワークで結ばれた「商

人仲間」」（3:64 頁）―というようにほぼ同様と推定される語で繰り返し登場している。 

だが見落としがなければ，この「転売ネットワーク」がどのように構築されていくかについての説明

は本論文ではなされていないように思われる―ただし，「転売ネットワーク」が構築される誘因につ

いては，例えば，「加工度の異なるさまざまな部品や半製品を，さまざまな生産部門に跨って取り揃え

ようとしても，個別の商業資本では自ずから限界がある。……加工度の異なる商品を多数取り揃えると

いう垂直的な商品集積を実現させようとすれば，商業機構にもいっそうの組織性の高さが，つまり守備

範囲の広さが求められる」（2:30 頁），などと説明されている―。要は，「転売ネットワーク」が中

核・周縁の二重構造とどのように関連しているのかについてみえてこないのである。 

これには本文において述べたように，二重構造が対産業資本との関係で描出されていることがかかわ

っているのかもしれない。例えば，商業資本間の関係から，中核・周縁などの商業機構の構造化が進め

られたのであれば，ここでいう「転売ネットワーク」といわれるもの自体の詳細な検討は不可避であっ

たのではないだろうか。 

【2】商業資本間に，期間契約的な一定程度の継続性があるような取引関係は存在するのか。あるとすれ

ば，それは如何なる誘因によってとり結ばれるのか，またそれは中核の商業資本のみに限定されるのか。

この疑問も，うえで述べたように，商業資本間の転売機構の構築の説明がなされていないことにかかわ

る。期間契約的な取引関係は，基本的に商業資本と産業資本との間に結ばれる取引関係，つまり委譲＝

代位関係をさすものである。この委譲＝代位関係と売買関係との区別が強調されることで，産業資本間

の取引関係は期間契約的な取引とは異なる単発的な取引関係＝売買関係として描かれているようにも推

論されたのである。これについては一先ず措くにしても，このように産業資本間の取引関係について推
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論できることと同程度に，本論文において商業資本間の取引関係が期間契約的か否かを推論することは

可能であるのか，どうか。 

12)  「他資本の力を借りて資本への転化」（2:39 頁）を果たす「外発転化型」の資本というのは，次の文

章をみる限り，おそらく産業資本に固有のものではない。すなわち，「資本への転化が自発的かつ個別

的に生じるというのは，むろんありうる一つのパターンであるが，唯一のパターンではないと見るべき

であろう。同様に，まず産業資本という本体部分が自発的に生まれ，次にその産業資本の流通業務だけ

を代位する付属部分として商業資本が派生するという「商品資本の自立化」は，むろん商業資本が発生

する上でありうる一つのパターンであり，かつ主要なパターンでもあるが，唯一のパターンではないと

見るべきであろう」（2:39 頁）。 

商業資本が産業資本以外からも「派生」ないし「発生」するとされていることからは，この文章は「商

人資本のような商品売買形式の資本が商業資本に転化する」（3:52 頁）ことを予告するものであるとも

考えられるが，前半の「資本への転化が自発的かつ個別的に生じる」ことは「唯一のパターンではない」

という点を重くみると，商品売買形式の資本の商業資本への「転化」，あるいは「単独では資本たりえ

ない資産」（2:40 頁）の商業資本への「転化」にも，「他資本の力」が働く余地は残されている。また

商業資本への「転化」だけではなく，銀行資本への，あるいは証券業資本への「転化」にも「外発型」

を想定することは同様に可能である。「もう一つ」の産業資本像の描出は，「もう一つ」の，あるいは

「さらにもう一つ」の資本像の描出に繋がっているのである。 

13)  ただし，「内発転化型」の産業資本像が『資本論』第 1 巻第 2 篇第 4 章「貨幣の資本への転化」から

切り出されたとする点については別としても，「外発転化型」の産業資本像を『資本論』第 1 巻第 7 篇

第 24 章「いわゆる本源的蓄積」から読み取る手法については些か疑問が残る。本論文では，「「本源的

蓄積」論は，内発転化論を基調とする「貨幣の資本への転化」論とは対蹠的に，外発転化論へと繋がる

筋をかなり強く示している」（2:42 頁）との見方から，そのように読み取れる部分として，資本の本源

的蓄積に対し「国債制度」が果たした役割にかんする記述（K.,Ⅰ, S.782-783,〔2〕984-985 頁）が挙げ

られている（2:43 頁）。しかし，ここの記述と，「他資本の力を借りて組織的に行われる転化のタイプ」

（2:41 頁）と定義される「外発転化型」との間には幾分距離があるのではないか。『資本論』の当該箇

所をみても，「不妊の貨幣」を「資本に転化」させるのは「公債」であり（K.,Ⅰ, S.782,〔2〕984 頁），

どのように読んでも「他資本」，さらにいうと商業資本は出てこない。またここの記述を，「不妊の貨

幣」が「公債」に買い向かうことによって，その「不妊の貨幣」が「資本に転化」すると読んでよいと

すれば，なぜ「公債」を購入することで「不妊の貨幣」が「資本に転化」するとまで考えられるのか疑

問である。 

14)  阿部[2012]は，「人材派遣業資本は，購入した労働力商品を自らが生産的に消費するわけではなく，

これを転売し利潤を得る資本として存在する。この場合，資本は労働力商品を専門的に売買する商業資

本としてとらえることができる。この労働力商品取扱資本は従来の商業資本とは異なる独自の論理で行

動することになろう」（57 頁）とし，労働市場への商業資本の介入を示唆している。 

15)  「分化＝発生論」との表記は，清水[2006]，小幡[2012]においてみられるが，山口においてこの表記

は，管見の限りでは採用されていない。 

16)  新田[2014]は「分化論的観点」と「発生論的観点」との差異を，生物学の概念を参照しつつあぶり出

すことによって，山口における「分化・発生論」が「発生・進化論」とおき直されるべき概念であると

の提起を行っている（180-181 頁）。 

17)  本文で述べたように，山口にあっては，「分化」は「発生」と必ずしも同義ではない。「分化」は「一

種の発生論的論理」であり，「転化」や「移行」と同じく「発生」に包含される論理であると考えられ

る。したがって，本論文における「分化」と「発生」の定義はあくまで本論文の定義であり，その定義

の仕方それ自体に本文で述べるような本論文の問題意識が反映されているものといえよう。 
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18)  「転化」という語が，「非資本の資本への転化」を意味する概念であることは，次の引用文に明らか

である。「すなわち，「自己増殖」概念が自発増殖論へと一本化されたことの影響から，自ずから「転

化」概念も，自発増殖論からの連想の容易な内発転化論へと一本化される経緯を辿ったのではないか」

（2:40-41 頁）。「内発型と外発型の二種類の「転化」概念を用意しておくことは，……重要な意味をも

つであろう」（2:41 頁）。 

19) なお，付け加えておくと，これまでも「変わること」を説明する用語は，原理論においていくつか用

いられてきた。例えば，いまみた「分化」「転化」「形態変化」「変態」をはじめ，本論文にも登場す

る「変革」「移行」（2:34 頁）「発展」（3:77 頁）「変容」（3:75 頁），その他にも「姿態変換」「変

形」「転移」「転形」などが挙げられよう。これらの用語も，一部は日常用語として用いられる場合も

あるが，とりわけ原理論において使用される場合にあっては，その用語によって説明される諸概念を明

確にするためにも厳密に概念化したうえで限定的に用いられなければならないであろう。 

20)  ただし，宇野が市場機構論の舞台（宇野の場合は第 3 篇「分配論」第 3 章「利子論」）に商人資本を

上げなかったとは一概にはいえない面が残る。次の文章をみておこう。 

【1】「貸付資本としての G……G´は，単なる資本の流通形式と異って商人資本的形式 G－W－G´を

基礎とし，前提とするものではない。むしろ反対に貨幣がかかる貸付資本としての新たなる機能を与え

られると共に，具体的には商人資本として資本家的商品の売買を，いわば資本家的生産方法の外部にあ

って仲介して来た資本をも資本家的生産方法を基礎にした商業資本に転化するのである」（宇野[1950・

52]:458 頁）。 

また，第 3 篇第 3 章 2「商業資本と商業利潤」の冒頭では，【2】「これまでのところでは資本の生産

物としての商品の売買は，なお直接的に産業資本家自身が行うものとして来たのであるが，実際上はす

でに前にもしばしば言及してきたように資本家的生産関係からいえばいわばその外部にある商人資本が

その媒介をなして来たものと考えてよかったのである。今やこの商人資本によって行われて来た売買が，

産業資本と同様の資本によって行われることとなる。産業資本に代位する商業資本によって商品の売買

が行われるわけである」（同上書:495 頁）。 

  引用の【2】では，「実際上は」と述べることによって理論レベルと現実レベルとを区別し，そのうえ

で商人資本の存在が現実レベルの問題に振り分けられているように読めるが，【1】の引用における「具

体的には」は，必ずしも理論レベルの問題ではなく現実レベルの問題であるとのみ読めるわけではない。

もちろん，【1】も【2】と同様，商人資本はあくまで「資本家的生産方法の外部」にあるとされてはい

るが，このような「外部」にある資本が「商業資本に転化」すること自体は，理論レベルの問題として，

この引用【1】の限りでは扱いうるのであり，したがって宇野の体系にあっても，商人資本が市場機構論

の舞台に伏在していた可能性は残る。 

21)  このような商人資本の商業資本への「転化」ないし商人資本の商業資本としての「変容＝発生」とい

う論理展開を提起しているのは，必ずしも本論文のみに限られない。田中[1999]は，「論文」に比して

紙幅の制限が強い「書評」という体裁でありながらも，本論文の論理展開に架橋しうる，以下に示すよ

うな重要な示唆を与えている。 

すなわち，市場機構論の端緒における「産業資本だけで構成された市場という想定」は，「産業資本

の流通過程の委譲動機を解明するための論理的手続きとして必要とされているのであり，流通論の次元

ですでに商人資本的形式の資本行動が説かれていることからすると，市場での転売活動によって利益を

追求する主体の存在は当然に前提しうるという立場も可能」である。「商人資本が生産過程を抱え込む

ことによって産業資本となった後に，再び生産過程を排して流通過程に特化する」というような展開は，

「結局回り道を経て商人資本の商業資本への転化を説いているにすぎないとも受け取ることができ」る。

しかし，このように「回り道を経ること」は「商人資本と商業資本との質的な相違をあいまいに」する

ばかりか，たとえば「商人資本の多様な行動様式の中で，価格変動の予想の下に迅速な取扱商品の選択

を行なう面だけが強調されて商業資本の性格と理解される」といったように，「商業資本の行動様式を
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初めから狭く限定する役割を果たして」しまっている。商人資本の行動様式には，「貨幣所有によるイ

ニシアティブを利用して独自の市場を組織し，価格体系の差を自ら作り出す」といった行動様式や，「特

定の商品の生産に特化せざるをえない産業資本にも共通する行動様式」なども存在するのであり，こう

した多様な行動様式をもつ資本の存在も「商人資本から産業資本に転ずるものが現れると説く以上は想

定しうる」のである（119 頁）―と。 

22)  市場機構論の端緒の資本については，本章「総括」で詳述する。 

23)  ただし本論文にあっては，流通過程における「諸機能の一切合切を単独の産業資本が抱え込んでいる

というのは，本来はかなり無理のある想定なのかもしれない。それは，分化＝発生論によって要請され

た多分に思考実験上の想定なのである」（3:78 頁）とあるように，必ずしも商業資本の母体たる資本の

特殊性が意識されていないわけではない。 

24)  「要するに，商業資本と信用制度ないし銀行資本による「流通費用」の節約にはどのような「意味の

相違」があったかといえば，前者は，「直接の消費者」にたいし現実に販売を促進することを通して剰

余価値の生産の増進に寄与しているのにたいして，後者はこの販売の促進をいわば先取りすることを通

して剰余価値の生産の増進に寄与している」（山口[1983a]:242 頁）。 

25)  括弧つきの「「型」」という語は，清水[2006]:318 頁においても使用されている。 

26)  「「普通の商業」という概念自体」が，「商業資本がどれだけ多様化したように見えても，その中核

をなす「普通の商業」は一種類しか存在しないという含意を有して」おり，それは「商業資本それ自体

は「変容」しないという命題と，密接不可分に結びついている」との視角は（3:77 頁），単純に反転さ

せるだけでも，多様化する商業資本の中核像の複数種類化が，商業資本それ自体が変容するという命題

と密接不可分であることを表している。 

27)  本論文（1:60 頁）にも，ほぼ同一の記述がある。 
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おわりに―総括と展望― 
 

 

 

 

■総括 

 

本稿ではこれまで，序論において示された，近年の宇野学派「組織化」論における「組織性」なき

産業資本像の当否をめぐる問題を出発点に議論を進めてきた。本稿における本論部分を成す，第Ⅰ部

「商業資本論の再構築―越境性・組織性・独立性―」の簡単な概括は第Ⅱ部冒頭ですでに行った

が，ここでは改めて最後に，第Ⅰ部各章の結論を敷衍するかたちで，本稿の総括を行っておきたい。 

すでにみたように，これまでの日本におけるマルクス経済学，そのうち宇野学派における商業資本

論研究を概括すれば，それは大きく 3 つの期に分けられる。すなわち，まず『資本論』における商業

資本論の再構築を図った宇野弘蔵ないし宇野・森下論争を起点とする第 1 期，競争論的観点や機構論

的観点，行動論アプローチなど新たな観点の洗い出し・導入のもとそれまでの商業資本論を大きく転

回させた山口重克を起点とする第 2 期，組織論的観点の導入をもって通説的な商業資本論を刷新し，

商業資本論の射程を大きく伸長させた「組織化」論を起点とする第 3 期―である。本稿はこのうち

第 3 期の研究に棹差すものであるが，そこでは商業資本像を従来よりも拡張させるあまり，その副作

用として産業資本からの組織性の剥奪という論理を孕んでいた。これは，それぞれの資本種の原理的

資本像を不当なものにするばかりか，資本主義市場像をも結果的に歪めてしまう作用を原理論に及ぼ

すことになる。 

そこでまず，本稿の起点をなす，第Ⅰ部第 1 章「産業資本における現金および信用取引に基づく組

織化」では，この第 3 期「組織化」論に至ってもなお維持されてきた，上述の「組織性」なき産業資

本像の刷新を図ると同時に，それを踏まえたうえで，従来は不明瞭であった「組織化」の定義の洗い

出しを図った。このことの目的は，「組織化」論では不十分であった端緒の産業資本への「組織論的

観点」の埋め込み（市場機構論における「組織化」の第 1 実装）および市場機構論全体を貫く「組織

論的観点」の摘出（市場機構論における「組織化」の第 2 実装）にある。 

本章においては，第 1 に，市場機構論の端緒の産業資本間における現金取引に基づく継続的取引関

係の締結可能性が探られた。「組織化」論にあっては，産業資本の同一資本に対する継続的な販売動

機は明らかにされているものの，対する継続的な購買動機については明らかにされていないばかりか，

むしろ，①購買されるべき商品が技術的に決まっている産業資本は，不特定多数の売手の中からでき

る限り安く売っている資本を探索しその資本から買う，②必要な時に必要な量の原料を買うという在

庫戦略こそが，技術的確定性のある生産過程を運動のうちに含む産業資本の原料に関する基本的な在

庫戦略である―との理由から，産業資本における継続的な購買動機を排す主張がなされている。 

これに対し本稿では，①´相場よりも安く買う方法には，単に値下げされた商品を買うという方法

だけでなく，同一資本に対し継続的購買を保証することによって安く買うというもう一つの方法があ

ること，②´特定の資本からの継続的な購買は必ずしも「長期にわたる原料在庫を形成」することに

直結しないこと，また産業資本の原料在庫戦略は必要な時に必要な量の原料を買うという戦略に直結

しないこと―以上の点を明らかにすることによって，産業資本における継続的な購買動機の基礎づ

けを図った（市場機構論における「組織化」の第 1 実装）。 

つづいて第 2 に，市場機構論の端緒の産業資本間における商業信用に基づく「組織化」が探られた。

これまでの商業信用をめぐる諸々の議論にあっては，そもそも個々の論者によって舞台設定のレベル

で相違があった。この相違を一先ず，受信メリットないし受信動機から捉えると，①同一資本間の継
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続的取引関係を実質的に商業信用関係において導入した舞台設定，②販売期間の遅延等が顕在化する

よりも事前に将来の受信可能性が実質的に担保された舞台設定，③販売期間の遅延等に対し事後的に

対処する舞台設定―以上の 3 層に概ね整理される。 

これに対し本稿では，このうち②と③の双方の舞台設定の理論的妥当性を認めたうえで，A）①お

よび②が事前的な舞台設定であるのに対し，③は事後的な舞台設定であること，また，B）①と②が

複数個別諸資本による流通の不確定性に対する事前的対処という意味では「組織化」の定義をもって

整理できること，そして，C）③は「組織化」に対して「個別化（非組織化）」として捉え直すこと

ができること―以上の点を明らかにした。こうした市場機構論を貫く「組織化」の概念の析出は，

それが市場機構論における「組織化」の第 2 実装であることと併せて，組織論的観点に基づき市場機

構論を再構成することの有効性を示すものである。 

つづく，第Ⅰ部第 2 章「商業資本像の刷新と「組織化」」では，前章における市場機構論の端緒の

産業資本像の刷新を踏まえ，ひとつに「狭小性・個別性・補足性（従属性）」として特徴づけられる

通説的な商業資本像の刷新，またひとつに「組織化」論が提出した「組織化」概念の再検討を行った。 

ここではまず，市場機構論の端緒に設定される産業資本は「分化・発生論」という特殊な方法論に

基づき設定された，いわば特殊な「資本」として捉え直されるべきことを確認したうえで，これを基

点として，第 1 に，「資本の分化」論としての分化・発生論に対する批判的検討をくわえた。これに

よって，①分化・発生論は，産業資本を母体として商業資本が，あるいは商業資本を母体として銀行

資本が分化・発生するといった「資本の分化」を明らかにする方法ではないということ，②分化・発

生論は，市場ないし「資本」の「変容」，あるいは産業機構をも含む諸機構間の関連を明らかにする

方法であるということ―以上の点が明らかにされた。 

つづいて第 2 に，従来の通説的な商業資本像における「狭小性・個別性・補足性」に対する検討を

試みた。既述のように，通説的な商業資本像にあっては，商業部面を越え他の部面において活動をく

り広げる「越境性」，同一資本との継続的取引関係の締結といったかたちでの組織化を遂行する「組

織性」，そして産業資本の利潤率増進活動および利潤率均等化を攪乱するような「独立性」に基づく

行動様式は含まれていなかった。「組織化」論の提起はこうした狭小かつ個別的，補足的な商業資本

像を刷新する役割を果たしたが，本稿の問題意識からは，それが産業資本における「組織性」を看過

したものであったことから，なおも十分な刷新とはいえないものであった。 

これに対し本稿では，①市場機構論の端緒の「資本」から分化・発生する，いわば＜資本＞にあっ

ては，保管・運輸機能をはじめとする通説的な商業資本像において捨象ないし留保されていた諸機能

は，捨象という理論的処理をとらざるをえないほど本来的なものであったこと，②「資本」から＜資

本＞が分化・発生するとみた場合，産業「資本」による流通過程の押し出しと商業「資本」による生

産過程の押し出しとが，産業「資本」の産業＜資本＞への「変容」と商業「資本」の商業＜資本＞へ

の「変容」とに重なって同時に現れてくること，③「資本」を起点に＜資本＞を導出する方法論に依

拠する限り，「組織化」論が提起したような行動論および分化・発生論の拡張がなされるべきは＜資

本＞においてではなく，それに先立つ「資本」においてでなければならないこと―以上の点を明ら

かにすることによって，商業資本に本来的な「越境性・組織性・独立性」の回復を図った。 

以上のことを踏まえ，第 3 に，「組織化」論における「組織化」概念の検討を行った。「組織化」

論にあっては，すでに示したように，①取引主体＝産業資本と商業資本，②取引形式＝継続的取引，

③取引部面＝対生産部面（産業資本と産業資本との間の市場部面）―以上の 3 契機から「組織化」

の内容が規定されている。これに対し本稿では，前章で析出した「事前性としての組織化」という視

点を踏まえ，①´「組織化」の主体はなによりもまず市場機構論の端緒の個別産業「資本」に設定さ

れるべきこと，②´「事前性としての組織化」には単発的取引でありながら継続的取引と同様の安定

性を確保することのできる大量買いという取引形式が含まれること，③´端緒の産業資本間における

「組織化」を踏まえると，商業に固有の「組織化」は対消費部面（生活物資を生産する産業資本と最

終消費者との間の市場部面）に現れること―以上の点を示すことによって，商業資本像のさらなる
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刷新を図ると同時に，商業資本の機構的意義が，市場の組織化の牽引機構に求められることを明らか

にした。 

次に，第Ⅰ部第 3 章「商業資本のもとにおける債務の集積―対生産部面における商業資本の金融業

務―」では，対生産部面においてみられる商業資本の独自の機能を概観した。前章において析出さ

れた，対消費部面における商業資本の活動およびそれらによる「組織化」の固有性という論点は，商

業資本ないし商業組織の固有性が対消費部面において現れることを示すものであっても，必ずしも対

生産部面における商業資本の活動の不要性までをも示すものではない。従来の通説的な商業資本像に

おいては捨象されてきた金融機能が回復されることによって，また産業資本には具わっていない特性

が摘出されることによって，商業資本は対生産部面において商業資本という資本種ならではの活動を

展開することになる。こうした活動を概観することは同時に，商業資本の有す「越境性」を延伸する

試みのひとつとなる。本章ではこれを，商業資本論に隣接する信用論に固有の問題を通じて論じた。 

すなわち，これまでの宇野学派における信用論研究は，「信用創造」論的視角に基づいた理論構築

を模索してきたといえるが，この視角のもとでは，預金業務（貨幣取扱業務）の展開に先立って信用

代位業務に着手することができる資本，つまり一先ず自己資本のみで信用代位を行うことにできる高

い信用力をもつ資本種として商業資本に注目が集まる一方，預金業務については「かならずしも理論

的に積極的な意味をもつものではない」（山口[1984a]:68 頁）との冷淡な把握からさらにすすんで，

「銀行の信用業務の延長としてではなく，それとはまったく別個に，産業資本や商業資本の貨幣取扱

費用の節約を委託される機構として，銀行にとってはいわば受動的に形成される兼業業務」（同

[2000]:139 頁）として整理されていった。「信用創造」論的視角が打ち出されるにつれて，信用業務

に対する預金業務の非積極性，断絶性，受動性が殊に強調されることになったのである。 

しかし，商業資本からの金融機能の捨象という通説的な理論的取扱いに対する検討を行っていくと，

こうした信用業務と預金業務との関連には再考の余地が残されていることが分かる。ここではまず，

第 1 に，「将来の貨幣還流，支払を先取りして現在の購買力を創出する」（同[1984a]:42 頁）という

「信用創造」規定のうちには，販売代金が受信者のもとに「事実上預託」される側面が含まれている

ことを示した。これによって，①信用取引において信用創造と「事実上の貨幣預託」とは，本来的に

信用という同一事象の表裏をなしていること，②銀行信用の舞台ではなく商業信用の舞台においてす

でに預金業務はその位置づけを与えられること―以上の点を明らかにした。 

つづいて第 2 に，これまでの信用取引の基礎的条件，すなわち，①「商業資本は固定的な生産過程

をもっていないために定着性や資本活動の継続性に問題があり，一般的にいって信用を与え難い資本

であるといわなければならない」（同[1985]:224 頁），②信用取引は手形の振り出しを伴う―以上

の諸規定に対する検討を行った。 

まず，①について本稿は，A）「定着性や資本活動の継続性」は「固定的な生産関係をもっていな

い」ことを論拠に疑問符を付すことのできる次元にはない，資本が資本として存在するうえでの根本

的要件であるという点，また，B）「固定的な生産過程」と異なり，現在の保有在庫が当座の債務履

行に必要な「将来の貨幣」の直接的源泉であることに鑑みると，受信資本の将来の「貨幣支払い」に

対する信用の一次的根拠は「固定的な生産過程」の保有にではなく，この商品在庫の販売可能性にあ

ると考えなければならないという点―を明らかにすることによって，商業資本が絶対的にはもちろ

ん，相対的にも産業資本に対して受信力が低い資本種ではないということを示し，これをもって商業

資本における金融機能の回復を図った。また，②については，手形化に伴う諸々の貨幣取扱費用の節

減動機等から，手形を必須の要件としない信用取引＝「無手形化の信用取引」が個別資本によっては

実行されることを明らかにした。 

さらに第 3 に，多数の資本と売買を行う商業資本のもとに債権および情報の集積と併せて「債務の

集積」が存在することを示した。これによって，①「債務の集積」の商業資本のもとでの発現は，商

業信用の文脈における預金業務の発現を示していること，②「無手形化の信用取引」を考慮した場合

における「売掛金の留め置き」の発現は，預金業務の信用業務に対する不可分性を示していること
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―以上の点を明らかにした。また，「債務の集積」が商業資本における受信力および与信力を強化

することを示すことによって，これらを集積する商業資本が銀行資本の母体としてだけではなく，実

質的には商品取引所として原理論に内面化できること，またそれの資本市場への参与が展望できるこ

とを示した。 

以上の一連の議論を踏まえ，第Ⅰ部第 4 章「商業組織論の課題とその展開―対消費部面における市

場および組織的関係性の変容―」では，組織論的観点に基づき市場機構論を再構成することの有効性を示

すべく，商業組織論という一理論分野の原理論への装填を試みた。 

ここではまず，第 1 に，根本的な問題，すなわち，そもそも商業組織論の課題とは何か，それはどこに設

定されるべきであるのかという問題を明らかにするため，①従来の商業組織捨象説，②森下をはじめとする

商業経済論，③近年の宇野学派「組織化」論―以上の 3 者における商業組織論の検討を行った。 

これによって，①´まず従来の商業組織捨象説に対する検討からは，事実上「論理抽象的な商業の分業

組織」の「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論における展開可能性がそこで示唆されてい

たこと，②´また商業経済論に対する検討からは，商業組織論が「部門別特殊理論としての商業理論」

においてではなく，「経済学の一般理論の一部」としての商業資本論において展開されることによっ

てその本質的な課題が全うされること，③´さらに「組織化」論に対する検討からは，商業組織論の

課題が対消費部面における市場および組織的関係性の変容を明らかにするという点におかれるべきこ

と，そしてその変容の根本的契機が消費部面の特異性にあること―以上の点が引き出された。 

つづいて，第 2 に，対消費部面に固有の市場および組織的関係性の変容を引き起こす直接的契機を

明らかにすべく，うえで取り出したこの変容の根本的契機，すなわち購買されるべき商品種に技術的・

客観的な規定性がないという消費部面の特異性＝「購買の非定型性」が，これに直接対峙する個別産

業資本に対し如何なる影響を及ぼすのかという問題を追究した。 

これはひとつに，対消費部面に特有の 2 つのリスク，①「販売過程の確定不能性」，②「需要変動

の分散不能性」として明らかにされた。前者については，現金および信用取引に基づく両方の「組織

化」を考慮してみても，販売期間の確定化は全ての産業資本において享受されるものではない。最終

消費者に対し販売活動を繰り広げる諸資本にあって「組織化」は信用に基づくそれに限定されるため，

当該部面の販売過程は常に不確定の状態が維持されることになる。こうした対消費部面における産業

資本の「販売過程の確定不能性」は，その部面への商業資本の参入によって一旦断ち切られるものの，

「組織化」が結局のところ資本間の取引関係にとどまる限り「販売過程の確定不能性」リスクは常に

対消費部面に残存することになる。 

また後者については，生産手段の生産を行う対生産部面の産業資本が事実上，複数種の生活物資の

生産に対し自らをかかわらせるのに対して，生活物資を生産する対消費部面の産業資本はその購買な

いし消費主体が最終消費者に限られることから，自身の生活物資の生産だけが直接的にも間接的にも

かかわることのできる唯一の生産となる。こうした相違からは，対生産部面の産業資本が対消費部面

の産業資本に対し，最終消費需要の変動に対する相対的に強固な弾力性を有していること，言い換え

ると，最終消費需要の変動による影響を対消費部面の産業資本は分散不能であることが看取される。

この「需要変動の分散不能性」リスクは，対消費部面への商業資本の参入がなされた後も当該部面の

産業資本から断ち切られるわけでなく，当該部面に依然として残り続けることになる。 

 こうした特有のリスクの他に，消費部面の特異性は，それが資本による介在を許容するものである

ことから，これに対峙する産業資本に最終消費者の欲求をある特定の商品種の購買へ誘導するなどの

「需要・欲求創出活動」を必然化させることなる。この活動は対生産部面においては検知されえない

対消費部面に特有の活動であることから，これもまたうえの特有の 2 つのリスクと併せて，対消費部

面における変容の直接的契機のひとつとなる。 

以上のことから，第 3 に，直接的契機としての対消費部面に特有のリスクおよび資本活動は如何な

る変容を当該部面にもたらすのかという問題を追究した。まず対消費部面に特有のリスクは，当該部

面において産業資本との組織的な委譲・代位関係を築く商業資本に対し，その関係を，それが最終消
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費需要の変動への対応能力を非弾力的なものへと相対的にシフトさせるものであることから，「リス

ク代位型」の「組織化」として認識させることになる。 

このような状況におかれた商業資本は対消費部面に，①産業資本との「組織化」の解消，つまり対

消費部面における「個別化」＝「非組織化」の圧力，②商業資本間におけるリスク分散的な「組織化」

の圧力を引き起こすことになる。消費部面の特異性を根本的契機として，また対消費部面に特有の 2

つのリスクを直接的契機として，対消費部面には一方で「個別化」の圧力が，他方では産業資本と商

業資本との関係から商業資本間の関係にまで発展していく「組織化」の圧力が常時かかることになる

のであって，この 2 つの圧力の混在が当該部面の市場および組織的関係性を変容させていくことを明

らかにした。 

また対消費部面に特有の「需要・欲求創出活動」の存在は，当該部面の商業資本に対し，売れ行き

のよい商品種を扱う「需要適応型」と，売れ行きの悪い商品種の取扱いに着手する「需要創出型」へ

の道を開く。もっとも，「需要創出型」の活動には，その活動ならではの超過利潤の獲得可能性を含

む利潤根拠があり，さらに対消費部面の産業資本にとってもそうした活動をする資本の登場は望まれ

る反面，売れ行きの悪い商品種の取扱いは相対的に販売の不確定性が高まることから，「需要創出型」

においては自商品種の売れ行きが悪いがゆえの利潤根拠が同時にその売れ行きゆえに相対的に脆弱化

されるというジレンマが現れることになる。 

こうしたジレンマは，一方で対消費部面における商業資本の「需要適応型」への転換傾向を生み出

す圧力として，また他方では当該部面において商業資本の「需要創出型」への転換傾向を生む圧力と

して市場に現れることになる。売れ行きの悪い商品種ならではの超過利潤の獲得可能性が放棄されよ

うとも，「需要適応型」はその相対的に盤石な利潤根拠をもって，取扱商品種ないし取引先を最終消

費需要の変動に応じて次々と売れ行きのよいものに取り換える，比較的に安全性の高い利潤増進活動

をくり広げる。それゆえ，最終消費需要の変動に対する柔軟な対応能力を削がれかねない産業資本と

の「組織化」は，基本的に「需要適応型」には利潤根拠の脆弱化リスクを孕むものとなる。「需要適

応型」への転換圧力は，したがって，対消費部面から「組織化」を排除するように働き，それを通じ

て当該部面の産業資本に再度その部面固有のリスクを認識させることになる。 

これに対し，対消費部面においては，相対的に脆弱な利潤根拠をもって利潤率増進活動をくり広げ

る「需要創出型」への商業資本の転換圧力もまた，その活動が超過利潤の獲得可能性を秘めているが

ゆえに他方でかかっている。こうした圧力は，対消費部面の産業資本におけるリスクを緩和させる働

きをもたらすことになるうえ，当該部面の産業資本に対し「組織化」による安定性享受の機会を与え

るよう作用することになる。またこうした「組織化」が，商業資本に対し「組織化」と「個別化」の

ジレンマを必然化させることからみれば，ここでもまた「需要創出型」の商業資本間の「組織化」と

いう事態が対消費部面において現れることを明らかにした。 

 

 

■展望 

 

 以上のように本稿では，市場機構論の端緒におかれた産業資本間の「組織化」という，「組織化」

が市場にもたらす第一の変容を概観することを皮切りに，最終的に対消費部面における市場および組

織的関係性の変容を概観することにまで議論を推し進めてきた。しかしながら，この過程において見

落とされてきた論点あるいは意識的に封じ込めてきた論点もまた少なくない。ここでは最後に自戒を

込め，本稿の表題にある商業資本の「越境性・組織性・独立性」に沿って，本稿になお残る問題点な

いしこれからの第 3 期商業資本論研究の課題を示しておきたい。 

 すでに多少述べたように，商業資本論研究の第 3 期における「組織論的観点」の導入は，従来の通

説的な商業資本像を単に刷新するにとどまらず，その過度ともいいうる膨張を同時に伴っていた。商
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業資本は産業資本との組織的な委譲・代位関係を取り結ぶことを許されただけでなく，流通部面から

生産部面へ，さらに貨幣市場や資本市場，労働市場，リース市場といったあらゆる市場部面における

活動を保障された資本種として，原理論に確固たる地位を築くことになったわけである。第 2 期から

第 3 期への転換をこの第 3 期商業資本論をもって眺めれば，それは従来の「独立性」を独占した産業

資本とそれに対する商業資本の「補足性（従属性）」という資本種間のバランス関係をフラットなも

のにおき直すものではなく，そこからさらに，「独立性」を全面化させた商業資本とそれによる変革

を絶えず受ける「従属的」ともいいうる産業資本という資本種間のバランス関係へと大きくかじを取

るものであったということができよう。 

 本稿もまた，「組織論的観点」の原理論への導入を全面的に図るものであることから，当然にこの

第 3 期の諸研究に棹差すものであり，また表題に掲げたように商業資本の「越境性・組織性・独立性」

を回復させることによって，この資本種の機能的拡張を図ることをこれら諸研究と同様に一つの目的

としていた。それは，従来の商業資本像とは対照的に，少品種大量の商品取扱いや売れ行きの悪い商

品種の取扱いに手を染める商業資本を提示したにとどまらず，対生産部面において銀行資本の登場に

先立って信用創造業務および貨幣取扱業務といった金融諸機能を発揮する，あるいは対消費部面から

さらに消費部面へと足を踏み入れていく商業資本を描出するといった，まさに第 3 期の研究視角に沿

ったかたちでの理論構築を推し進めるものであった。本稿における商業資本像の膨張は，「組織論的

観点」の原理論への導入というそもそもの課題が引き起こした必然の作用であったわけである。 

しかしながら，こうした第 3 期商業資本論の方向性としての商業資本像の膨張には，一旦足を止め

て考えてみると，原理論に対する看過しえない副作用が含まれていることが分かる。この副作用とは，

一言でいえば，商業資本という資本種に固有の機能ないし定義の問題，裏を返せば，商業資本や産業

資本など，個々の資本種に与えられるべき機能ないし定義の問題になろう。本稿冒頭においてみた，

「商業資本を特徴づける特性」（K., Ⅲ, S.278,〔4〕335 頁）を探るという『資本論』の初発の問題

意識が回帰してくるわけである。 

すなわち，第 3 期において析出されてきた商業資本像は，これまでみてきたように，あらゆる産業

ないし市場部面に浸透し縦横無尽の活動をくり広げる「越境性・組織性・独立性」を全面化した商業

資本である。これは第 2 期までに析出されてきた商業資本像，すなわち「生産過程をとり込まず，産

業資本の流通過程を専門的に引き受ける資本のことを商業資本という。商業資本は……産業資本とそ

れにたいする本来の売手あるいは買手との間に入ってそれらの間の売買をいわば仲介するのである」

（山口[1985]:209 頁）という定義を与えられた商業資本から眺めれば，もはや商業資本という資本種

には収まりきらない資本であることは明白であろう。第 2 期までの商業資本像にとって，第 3 期の論

者が描出する商業資本像は商業資本の名のもとに括られる資本種としては，いわば過剰なのであり，

したがってこれは商業資本の定義を曖昧にするばかりか，同時に産業資本や銀行資本，証券業資本と

いった他の資本種の定義も併せて不明瞭なものにする，いずれにせよ個々の事象に対し確実な定義を

与える場であるはずの原理論にあって不要な営為であるとの排斥を第 3 期の商業資本像は受けること

にもなろう。 

もっとも，これは第 3 期の立場からいえば，当然本稿もこの立場に含まれることになるが，第 2 期

までに析出された通説的な商業資本こそ，本来商業資本が有すはずの機能が捨象されていることから

して，それは商業資本の定義を与えるにふさわしくない，あまりに狭い資本であるとの反論の余地が

あろう。第 3 期の商業資本像にとって，第 2 期までの通説的な商業資本像は商業資本という資本種と

しては，いわば不足なのであり，したがってこれは商業資本という資本種に対し不当に狭い定義を与

えることになるばかりか，その裏側で他の資本種に対しても本来よりも不当に過大な定義を与えてし

まうことになる，いずれにせよ確実な定義を与える場であるはずの原理論にあって不当な理論操作で

あるとの反撃が予想される。これまで表にあまり出てくることのなかった商業資本および他の資本種

のそもそもの定義をめぐる問題が，第 3 期商業資本論の展開によって原理論に表出してくるわけであ

る。 
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もちろん，このような問題が出てくることは，第 3 期の流れをくむ本稿にあっては実際ある程度予

想済みであった。本稿が問題意識ないし課題を，なによりもまず，「組織化」論にあって看過されて

いた市場機構論の端緒の産業資本における「組織性」を掘り起こすことに定め，そしてその産業資本

における「組織化」を踏まえたうえで商業資本論の諸問題へとアプローチしたのは，「組織化」論に

おける産業資本像の刷新を図ることで，そこでの肥大化された商業資本像の相対化を同時に図る狙い

が含まれていた。「組織化」論の系譜を踏襲しながらも，これとはむしろ逆に，過度とも言いうるほ

どに機能を膨らませていく商業資本像に歯止めをかける役割を，本稿における産業資本への「組織論

的観点」の導入は担っていたわけである。 

しかし，本稿の議論を振り返ってみれば，一方で産業資本像を拡張させることをもって「組織化」

論における膨張した商業資本像の相対化を試みたとはいえ，他方，商業資本像の肥大化にかんしては

それに直接に歯止めをかけるわけでもなく，むしろその肥大化を追認するかたちでの理論構築を本稿

もまた行ってきたことは事実である。商業資本像の膨張自体に直接キャップをはめる方向ではなく，

産業資本像の拡張から膨張する商業資本像へと向かっていく方向での相対化では，個々の資本種の定

義が不明瞭なものになるといった第 2 期までの商業資本論からの批判は，結局のところ第 3 期商業資

本像にあっては受け止めざるをえないことになる。だが，商業資本像自体を圧縮してしまえば，反対

に商業資本像が不当に狭すぎるといった第 3 期からの批判を，第 2 期までの商業資本像は逆に受け止

めざるをえないことになろう。 

このようにみてくると，第 2 期，第 3 期どちらの問題意識にもそれなりに首肯しうる理論的にみて

重要な観点が含まれていることからして，つまるところ，どちらの商業資本像にあっても少なからず

問題が含まれていることは確かなようである。したがって，どちらの商業資本像が原理的な定義をも

って把握されるべき商業資本であるのかという問いは，ここでは問題とはならない。また，現在の研

究水準からして，このまま第 3 期の流れを推し進めるかどうかは別にしても，再び第 2 期の商業資本

像に回帰するという選択はもはや採りえないであろう。では，以上の問題に対しては，どこに着地点

を設けることができようか。以下では最後に，第 3 期の立場に立って，本稿の以上の問題に対する暫

定的な見解を述べておきたい。 

「商業資本像の膨張」に伴う「商業資本の定義の不明瞭化」というここでの問題のポイントは，こ

の 2 つが常にリンクされて考えられている点にあろう。商業資本像を第 2 期までのそれに圧縮しさえ

すれば，定義もはっきりするといった両者の関係性である。しかし，「商業資本像の膨張」は，常に

「商業資本の定義の不明瞭化」を伴うわけではあるまい。考えてみるに，そもそもある資本種の定義

が不明瞭になるというのは，それぞれの資本種間に機能ないし性質の重なりが出てくること，つまり

ある資本種と別のある資本種との機能の境界線が消失していく事態を指している。あるいは逆に，ど

の資本種にも本来具わっているであろう機能ないし性質を，境界線を設けることである特定の資本種

に独占させることも，不当な境界線によって個々の資本種の定義を不明瞭なものにするものであると

いえよう。 

こうした境界線の消失ないし境界線による機能の囲い込みにかかわる理論的展開としては，例えば，

ある資本種が担っているとみられてきた機能を別のある資本種に違うかたちでもって担わせる場合，

あるいは，他の資本種でも可能な機能をある特定の資本種に固有の機能であるとみなす場合のそれが

挙げられよう。これにあっては，ある資本種の機能を膨張さすことで別の資本種との機能の重複ない

し別の資本種からの機能の不当な剥奪が現れることになるため，それぞれの資本種の固有性は不明瞭

なものとなってしまう。したがって，この膨張の方向性の限りでは，第 2 期からの批判は回避しえな

いわけである。 

しかし，このことは，資本種間での機能の重複ないし特定の資本種による機能の不当な独占といっ

た理論展開を回避しさえすれば，それぞれの資本種の定義の不明瞭化もまた同時に回避できるため，

資本像の膨張はこの限りでは概ね認められることを示していよう。こうした方向での資本像の拡張で

あれば，常にその定義の不明瞭化を伴うものとはならない。資本像の膨張と定義の不明瞭化とのリン
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クは断ち切られることになる。したがって問題は，資本像の膨張自体にあるわけではなく，膨張によ

る資本種間の境界線の越境あるいは他の資本種から機能を奪うといった不当なかたちでの資本種の膨

張にあることになる。第 3 期商業資本論の抱える問題点もこの点にある。本稿が最大の問題点とした，

組織性を商業資本という資本種にのみ認める視角は，まさにこの不当なかたちでの資本種の膨張にあ

たるわけである。 

もっとも，本稿にあっても，それがはじめから商業資本の「越境性・組織性・独立性」を模索した

ものであったため，その理論展開のうちに個々の資本種の定義を不明瞭にする要素が含まれていたこ

とは現時点において否定しえない。例えば，第 3 章においてみた商業資本による実質的な金融業務の

展開は，それが商業資本の特性を生かした同一資本間の相互的な商品売買関係から現れるものである

限りでは商業資本に固有の金融機能であるとも主張できる。しかし，この金融機能ないし業務自体は

従来からそうであるように，銀行資本にも同様に可能な，というよりもむしろ銀行資本において十全

かつ明瞭なかたちをもって展開されることになるものであるため，本稿におけるこの方向での商業資

本像の拡張にはそれぞれの資本種の固有性を不明瞭なものにする要素が少なからず含まれていたと考

えられるわけである。 

だが，このことは，商業資本に「越境性・組織性・独立性」という性質を回復させる試み自体を否

定するものではなかろう。本稿では十全に展開することはできなかったが，債権・債務・情報を集積

した商業資本を先物取引等が行われる場としての商品取引所，あるいは資本市場の生成を惹起する主

体として原理論に内面化するといった展開は，従来の諸々の機能を捨象された商業資本からは展望す

ることのできない，第 3 期商業資本論ならではの方向性をもってのみ示される視座であるといえる。

あるいは第 7 章においてみた，リース市場や労働市場への商業資本の参入という第 3 期ならではの理

論展開も，たとえそれに商業資本以外の資本種によっても担われる余地がある限りにおいて個々の資

本種の定義を不明瞭にする要素が含まれていたとしても，それが従来あまり考えられてこなかったそ

うした市場およびそこでの資本活動といった事態を原理論の問題として議論の俎上に載せるという効

果を有している限りにおいては，原理論の経済理論としての有効性を高める試みであると評価できる。 

要するに，商業資本における「越境性・組織性・独立性」の回復は，第 3 期においては当初はどう

であれ，その回復自体が追究されるべき目的として掲げられてきたわけではなく，それが看過されて

きたゆえに従来原理論の対象から外されてきたテーマをその回復をもって議題化することに最大の目

的がおかれてきたと考えられる。個々の資本種の定義の不明瞭化は，この原理論の拡張と引き換えに

第 3 期商業資本論に課された副作用ではあるが，この副作用を恐れていては，商業資本論はおろか原

理論自体がその資本主義分析の理論としての効能を失ってしまうことになりかねない。そもそも個々

の資本種の固有の機能ないし定義というのも，第 3 期にあっては，こうした原理論の拡張をもっては

じめて明らかにされるべき事柄であって，その逆ではないのである。商業資本における「越境性・組

織性・独立性」の回復もこの限りでは，個々の資本種に固有の機能ないし定義を不明瞭にするもので

はないばかりか，この回復なしには個々の資本種の固有性それ自体原理的にとらえることができない

不可欠な理論的営為であるとさえいえるであろう。第 3 期商業資本論のこれまでの方向性に沿って商

業資本の「越境性・組織性・独立性」および原理論のさらなる回復・拡張を推し進め，それをもって

商業資本をはじめ個々の資本種に固有の機能ないし定義をあらためて探っていかなければならない

―これが以上の問題に対する本稿の現時点における暫定的見解である。
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